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平成24年３月13日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計予算

○議案第５号 平成24年度宮崎県山林基本財産

特別会計予算

○議案第６号 平成24年度宮崎県拡大造林事業

特別会計予算

○議案第７号 平成24年度宮崎県林業改善資金

特別会計予算

○議案第11号 平成24年度宮崎県就農支援資金

特別会計予算

○議案第12号 平成24年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

○議案第34号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第38号 宮崎県浄化槽保守点検業者の登

録に関する条例の一部を改正す

る条例

○議案第39号 宮崎県立自然公園条例の一部を

改正する条例

○議案第40号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条

例の一部を改正する条例

○議案第51号 林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第52号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・平成24年度宮崎県口蹄疫復興財団の事業概要

について

・第11次鳥獣保護事業計画の策定について

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

緒 方 文 彦
農政水産部次長
（ 総 括 ）

押 川 延 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

那 須 司
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

永 山 英 也
畜 産 ・ 口 蹄 疫
復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

鈴 木 大 造
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

山 内 年営 農 支 援 課 長

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一
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漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 髙 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

業試験場長 串 間 秀 敏総合農

県立農業大学校長 井 上 裕 一

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

ただいまから、環境農林水産常○田口委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

次に、平成24年度当初予算関連議案の審査の

進め方についてであります。

お手元に配付しております「委員会審査の進

（ ）」 。 、め方 案 をごらんください 今回の委員会は

新年度当初予算の審査が中心となり、審査が長

時間となることが予想されます。そのため、議

案審査につきましては、委員会審査の進め方

（案）のとおり、３～６課ごとにグループ分け

をして説明及び質疑を行い、最後に総括質疑の

場を設けたいと考えております。

審査の進め方については以上でありますが、

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

当委員会に付託されました平成24年度当初予

、 。算関連議案等について 部長の説明を求めます

。○岡村農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

早速でございますけれども、環境農林水産常

任委員会資料の１ページをごらんください。説

明項目Ⅰ平成24年度農政水産部予算編成の基本

的な考え方についてでございます。このページ

から７ページにわたりまして当初予算編成の基

本的な考え方を記載しておりますが、説明につ

きましては、別途配付させていただいておりま

すカラーの資料で行います。

まず、最上段にありますように、本県農水産

業と農漁村は、食料の安定供給、地域経済への

貢献など大変重要な役割を担っておりますが、

「 」 、その下の 情勢と現状認識 にありますとおり

県内においては、昨年度発生した口蹄疫等から

の早期の再生・復興や畜産経営廃止に伴う飼料

畑や廃作たばこ圃場の遊休化などが懸念されて

おります 一方 大規模冷凍野菜加工施設の新・。 、

増設や、農水産業を核にした６次産業化等の取

り組みが活発化しております。他方、国におい

ては、農林漁業の再生を図るため、新規就農者

への給付金の交付や、地域農業の核となる経営
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体へ農地集積を促すための協力金の交付、さら

に６次産業化推進に向けたファンドの設立など

が進められております。

しかしながら、ＴＰＰを初めとする高いレベ

ルの経済連携に向けた動きが加速するなど、先

、行きが不透明な状況となっておりますことから

本県農水産業を今後とも持続的に発展させてい

くため、平成24年度におきましては 「農水産業、

者の所得向上」と「農水産業を核とした地域経

済全体の活性化」の実現に向けた将来への戦略

的な投資として、施策の集中及び重点化を図り

ながら、５つの重点施策を推進してまいりたい

と考えております。

具体的には、まず 「口蹄疫からの早期再生・、

復興」としまして、本県畜産の新生に向け、畜

産経営規模の回復や、さらなる防疫体制の強化

に向けた取り組みを強化してまいります。

次に 「担い手の育成・確保」としまして、新、

規就農者育成や優良農地の継承及びフル活用対

策など、意欲ある多様な担い手の育成・確保に

向けた支援を充実・強化してまいります。

次に 「土地利用型農業の促進」としまして、、

土地利用型野菜・加工用米等の産地づくりや、

畑かんによる地域農業再生など、需要に的確に

対応できる産地の育成や土地資源のフル活用に

向けた取り組みを強化してまいります。

次に 「農水産業を核とした６次産業化等の取、

組推進」としまして、県内におけるフードビジ

ネスの取り組みを加速させるため、果樹やチョ

ウザメなどを対象とした新たなビジネスモデル

の創出や海外輸出体制の構築、農商工連携・６

次産業化の取り組みを強化してまいります。

そして「地域経済循環システムの構築」とし

まして、食育・地産地消を初め、小水力発電の

導入やエコ施設園芸産地拡大など、本県農水産

業の潜在力を発揮することによって創出される

。県内経済活動等の好循環を促進してまいります

なお、本日は、この５つの重点施策にぶら下

がっている事業の中から、新規事業を中心に、

点線で囲んでおります23本の事業について、後

ほど関係課長から説明させていただきます。

次に、２ページをごらんください。ただいま

申し上げました５つの重点施策のうち 特に 口、 「

蹄疫からの早期の再生・復興」と「６次産業化

の取組推進」につきまして、別途資料を整理し

ておりますので、補足的に説明させていただき

ます。

まずは 「口蹄疫からの再生・復興の取組の方、

向性」についてであります。左側の「現状」に

ありますように、畜産経営の再開や県内経済の

状況を見ますと、まだまだ課題が残っておりま

すし、近隣諸国では口蹄疫が相次いで発生して

おり、予断を許さない状況にあります。このた

、 「 」 、め 右側の 取組の方向性 にありますように

畜産経営再開への支援として 農家ニーズに沿っ、

た支援や再開農家の経営安定に向けた支援を、

また経済対策として、関係団体と連携した経済

の活性化を、さらに防疫対策として、防疫体制

の強化や水際防疫施設の整備などに引き続き取

り組んでまいります。

また、下の段の「本県畜産の新生」にありま

すように、口蹄疫の被害を受けた畜産農家が安

心して経営を再開し、また県全体の畜産農家が

経営を維持・発展できるよう、全国のモデルと

なる安全・安心で付加価値や収益性の高い畜産

の構築に向けた取り組みを進めることとしてお

ります。具体的には、２月に、知事と市町村や

関係団体の代表者が意見交換を行う中で、目指

す姿や実現のための方策について認識の共有を

図ったところであり、丸印がついております、
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生産性の向上、生産コストの低減、販売力の強

化、畜産関連産業の集積といった４つの課題に

ついて取り組みを進めることとしております。

右側の３ページをごらんください。平成24年

度の主な施策案を掲げております。先ほど申し

上げました取り組みの方向性に沿って、口蹄疫

復興対策基金や各種ファンドなどを活用いたし

まして、各種施策・事業にしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。

なお、一番下の欄にありますように、県の事

業として、口蹄疫復興対策基金を活用した事業

約13億2,000万円を含め約15億4,000万円を計上

しております。これに右側の黒丸、口蹄疫復興

対策運用型ファンド事業約８億6,000万円などを

加えまして、平成24年度の口蹄疫からの再生・

復興に係る予算総額は27億1,000万円余を予定し

ております。このほか、国庫補助事業や国の基

金などを有効に活用いたしまして口蹄疫からの

再生・復興に取り組んでまいります。

続きまして、４ページをごらんください 「農。

を核とした農商工連携と６次産業化の具体的な

取組方向について」でございます。担い手の減

少や高齢化など、本県農業を取り巻く厳しい状

、 、況を打破し 新たな成長産業化を図るためには

農産物の高付加価値化が重要であると認識して

おります。資料左下の図にございますように、

県外に移出している本県農畜産物のうち100億円

を県内で活用することで、380億円の経済波及効

果、2,000人の雇用創出効果が期待されると試算

しております。一方で、その上段のグラフのと

おり、本県における食料品製造業出荷額と農業

産出額の比率は、九州で唯一100％を下回ってお

り、また、全製造品出荷額に占める食料品製造

業の出荷額の割合も、本県は21％と、北海道や

鹿児島県に比べ低い状況にあります。今後は、

農業を核に第２次・第３次産業と連携して農産

、「 」物の付加価値を高めることにより 儲かる農業

の実現や地域産業の活性化につなげることが重

要であると考えております。

、 、 、このため 中央の図にありますように 川上

川下の相互参入により、互いの経営資源を生か

した新たな商品や技術の開発、また産業同士が

融合した新たな成長産業の展開に取り組んでま

いります。

推進に当たりましては、資料右側にあります

、「 」ように 産地構造をダイナミックに変革する！

「農業経営へ所得を呼び込む！ 「他産業の力を」

活かす！」という３つの柱を立て、食品産業と

の連携強化と新たな産地づくりによる素材供給

基地からの飛躍、次に、中山間地域など地域の

、 、特色を生かした新商品やサービスの開発 また

他産業の農業参入や工業力を生かした技術革新

に取り組むこととしております。

具体的には、右側５ページにございますとお

り、新規事業、目指せ６次化！みやざき未来農

業創出事業により、６次産業化に取り組む農業

法人などの確保・育成や食品企業とのマッチン

グ促進などに総合的に取り組みますとともに、

先ほど御説明しました３本の柱に沿った課題に

きめ細かに対応するため、商工観光労働部とも

十分連携し各種事業を体系的に実施することに

よりまして、農を核とした農商工連携や６次産

業化を力強く推進してまいりたいと考えており

ます。

平成24年度農政水産部予算編成の基本的な考

え方については以上でございます。

次に、また委員会資料の８ページをごらんく

ださい。平成24年２月定例県議会提出議案につ

いてであります。

まず、議案第１号の一般会計予算につきまし
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ては、平成24年度歳出予算課別集計表の一般会

計の合計の欄にありますように、350億2,516

万7,000円をお願いしております また 議案第11。 、

号、12号の特別会計予算につきましては、下か

ら２段目の合計の欄にありますように、３

億7,640万4,000円をお願いしております。この

結果、一般会計と特別会計を合わせた農政水産

部全体の予算額は、一番下にありますとおり354

億157万1,000円となり、対前年比92.9％となっ

ております。

なお、詳細につきましては、後ほど関係課長

から説明させていただきます。

次に、９ページの債務負担行為についてであ

りますが、一覧表にあります事項について追加

をお願いするものであります。

私からは以上でございます。

部長の概要説明が終了いたしま○田口委員長

した。

、 。 、初めに 議案に関する審査を行います まず

農政企画課、地域農業推進課、営農支援課、農

産園芸課の審査を行いますので、順次説明をお

願いします。

なお、委員の質疑は、４課の説明がすべて終

了した後にお願いします。

。○郡司農政企画課長 農政企画課でございます

平成24年度当初予算について御説明を申し上

げます。

お手元の平成24年度歳出予算説明資料の281

ページをお開きください。農政企画課の平成24

年度の当初予算は一般会計のみで、24億5,441

万9,000円をお願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明をい

たします。

。 （ ）283ページをお開きください 一番下の 事項

農業情報・技術対策費の7,036万8,000円につい

てであります めくっていただきまして 284ペー。 、

ジの一番上、２の儲かる農水産業を支援する試

験研究機能強化事業につきましては、産学官の

連携による研究開発を強力に推進することで、

研究開発のスピードの加速化を図るとともに、

研究成果の生産現場への早期普及、さらには民

間企業による技術シーズの事業化等を推進する

ものであります。

次に、その下、３の儲かる農水産業を切り拓

く試験研究体制整備事業につきましては、大学

との共同研究パートナー制度の創設や、国の競

争的資金確保のための研究交流の促進など、試

験場の研究体制の強化を図るとともに、試験研

究のコアとなる人材の育成を促進するものでご

ざいます。

次に、中段の（事項）新みやざきブランド推

進対策事業費の3,050万円についてであります。

１の「みやざきブランド」連携型プロモーショ

ン強化事業につきましては、みやざきブランド

の認知度向上や定番・定着化を図るため、さま

ざまな業態等との連携・協働による戦略的なプ

ロモーションを展開し、本県農畜産物の情報発

信の強化や安定的な取引づくりを促進するもの

であります。

次に ２の新規事業 儲かる農業を支える み、 、 「

やざきブランド力」強化対策事業につきまして

は、後ほど、別冊の平成24年度当初予算案の主

な重点事業等説明資料で説明をいたしたいと思

います。

次に、その下の（事項）農産物流通体制確立

対策費の3,941万9,000円についてであります。

５の新規事業、農産物流通コスト削減総合支援

事業につきましては、鮮度の高い青果物の安定

供給及び流通コストの削減を図るため、地域単

位での流通合理化を促進させるとともに、県域
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での集約輸送体制の確立に向けた条件・環境整

備を推進するものでございます。

次の６新規事業、口蹄疫復興・海外輸出体制

構築モデル事業につきましても、後ほど別冊の

資料で説明をいたしたいと思います。

285ページの中段 （事項）総合農業試験場管、

理費の２億8,704万2,000円から、めくっていた

だきまして、286ページの最後の（事項）農業研

究機能高度化推進対策費の53万3,000円までにつ

きましては、総合農業試験場の管理運営費用や

試験場で行う試験研究費用等でございます。

それでは次に、お手元に配付しております、

平成24年度当初予算案の主な重点事業等説明資

料で御説明したいと思います。

１枚めくっていただきまして、目次がござい

ます。この目次のページは、本日、各課長が説

明いたします23の新規・重点事業の一覧を掲載

しているところであります。まためくっていた

だきまして、１～４ページは、農業及び水産業

の長期計画の施策体系に基づき、その柱ごとに

各事業を整理したものでございます。お目通し

をいただければと思います。

それでは、５ページを開いていただきたいと

思います。事業名、儲かる農業を支える「みや

ざきブランド力」強化対策事業についてであり

ます。

説明は、右側のフロー図を見ながらやりたい

と思います。１の事業推進のイメージにありま

すように、本事業では、商品ブランドのすそ野

を拡大するため、県内の農業法人とも積極的に

連携していくとともに、加工・業務用などの新

たな分野においても商品ブランド化を推進して

まいりたいと考えております。また、消費者の

関心の高い健康や環境に着目した宮崎ならでは

の戦略として 栄養・機能性成分やカーボンフッ、

トプリントの表示販売等にも取り組むこととし

ております。さらに、全国トップクラスの残留

農薬検査体制の堅持や農業生産工程管理、いわ

ゆるＧＡＰの徹底等により、より一層の安全・

安心の確保に努めることとしており、これらの

取り組みを通してみやざきブランド力の向上を

図り 「儲かる農業」の実現を図ってまいりたい、

と考えております。

左側のページに戻っていただき、予算額

は1,150万円、事業期間は平成24年度から26年度

までの３カ年でございます。

次に、７ページをお開きください。事業名、

口蹄疫復興・海外輸出体制構築モデル事業につ

いてであります。

これも右側のページのフロー図をごらんいた

だきたいと思います。輸出に関しましては、現

状にありますように、これまで、どちらかとい

。うと県外の事業者頼みであった点がございます

その輸出の体制を改善するために 「目指すべき、

姿」にありますように、県内の産地と輸出業者

、等が一体となった輸出連携グループの取り組み

いわゆる縦の連携を支援してまいりたいと考え

。 、 、ております またあわせて 農産物のみならず

水産加工品 さらには加工食品などを含め オー、 、

ル宮崎で輸出ロットが確保できるように、横の

連携の取り組みを支援してまいりたいと考えて

いるところです。さらに、貿易実務に関するエ

キスパート研修や輸出スペシャリストの確保等

を通じて、人材の育成・活用も進めてまいりた

いと考えております。

フロー図の下に「効果」とございますが、こ

れら３つの支援を集中的・包括的に行うことに

よりまして、これまでネックとなっておりまし

た輸出の中間コストの低減や輸出リスクの軽減

を図り、県内にモデル的な輸出産地づくりを推
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進してまいりたいと考えております。

左側のページに戻っていただきまして、予算

額は935万円、事業期間は平成24年度から25年度

までの２カ年でございます。

農政企画課は以上であります。よろしくお願

いいたします。

地域農業推進課でご○奥野地域農業推進課長

ざいます。

歳出予算説明資料の287ページをお開きくださ

い。地域農業推進課の当初予算額は、一般会計

で34億7,173万3,000円、特別会計で２億949

万5,000円、合わせまして36億8,122万8,000円を

お願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

289ページをお開きください。まず、中ほどの

（事項）農業会議・農業委員会費２億1,203

万4,000円についてであります。これは、県農業

会議や各市町村農業委員会が実施します、農地

の利用調整や農業法人等に対する指導活動のた

めの国からの交付金等であります。

次に、その下の（事項）青年農業者育成確保

総合対策事業費９億4,579万2,000円についてで

あります。これは、就農希望者に対する就農啓

発から定着までの総合的な支援や青年農業者の

育成に関する経費でございます。

次の290ページをお開きください。一番上に記

載しております３の新規事業 新規就農者育成・、

確保強化事業につきましては、後ほど別の資料

で御説明したいと思います。

また、４の新規事業、宮崎県ＳＡＰ50周年記

念大会開催事業につきましては、本年の秋に開

催を予定しておりますＳＡＰの50周年記念大会

を支援するものでございます。

次に、中ほどの（事項）中山間地域活性化推

。 、進費６億1,164万円についてであります これは

農業の生産条件が不利な特定農山村地域等にお

きまして、地域の特性に即した農業の振興を図

るための施策でございますが、この中で４の新

規事業、農家民宿受入体制強化事業につきまし

ては、農家に宿泊して農業体験を行う体験型教

育旅行等の受け入れ体制を整備するため、農家

民宿の開業を支援するものでございます。

次に、その下の291ページをごらんください。

中ほどの（事項）構造政策推進対策費３億3,171

万7,000円についてであります。これは、農地流

動化の促進や耕作放棄地の解消、農商工連携の

推進などを図るものでございますが、このうち

４と５の新規事業につきましては、後ほど別の

資料で御説明したいと思います。

次に、その下の（事項）農地保有合理化事業

費５億7,177万3,000円についてであります。こ

れは、農地保有合理化事業等に取り組む県農業

。振興公社の事業推進に要する経費でございます

次に、292ページをお開きください。就農支援

資金特別会計でございます （事項）就農支援資。

金対策費１億9,620万7,000円についてでありま

す。これは、新規就農者が新たに農業経営を開

始するために必要な資金を無利子で貸し付け、

就農促進を図るものであります。

続きまして、資料がかわりますが、重点事業

等説明資料をごらんいただけますでしょうか。

まず、９ページをごらんください。新規就農

者育成・確保強化事業であります。

この事業は、国の新たな新規就農対策となり

ます青年就農給付金の円滑な給付とあわせまし

て、技術習得のための研修、あるいは就農支援

体制の整備、さらに就農後のさらなるステップ

アップのための講座等を実施するものでござい

ます。
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具体的には、右側10ページのフロー図をごら

んください。まず、上のほうの左側になります

が、青年就農給付金事業でございます。青年就

農給付金は、農業大学校や先進農家等で研修を

受ける期間中の最長２年間、１人当たり年150万

円を県が給付します準備型と、その下になりま

、 、すけど 経営が不安定な就農直後の最長５年間

１人当たり150万円を市町村が給付する経営開始

型がありまして、45歳未満での独立、自営など

が要件となっております。なお、この予算につ

きましては、準備型で140人、経営開始型で410

人分、合わせまして550人分を措置しているとこ

ろでございます。

次に、右側の就農準備支援体制強化事業にお

きましては、みやざき農業実践塾などの就農準

、備段階の研修や先進農家研修等を実施しまして

即戦力となる就農者の育成を図ります。

また、下のほうの農業者リカレント研修事業

では、新規就農者を対象にした実践力強化研修

や、経営発展のためのスキル修得研修を実施し

まして、本県農業の将来を担う就農者の着実な

確保と定着を図ってまいりたいと思っておりま

す。

左側の９ページに戻っていただきまして、予

算額は８億8,915万円、事業期間は平成24年度か

ら26年度までの３年間でございます。

次に、11ページをお開きください。目指せ６

。次化！みやざき未来農業創出事業でございます

本事業では、農業における新たな価値の創出

に向けた農業者のチャレンジを促進し、本県農

業の新たな成長産業化を図るものであります。

具体的には、右の12ページのフロー図をごら

んください。まず、①の法人経営化フルサポー

ト事業でございますが、農業経営の法人化や他

産業からの参入を支援いたします。次に、②の

グローバル農業法人育成支援事業では、ワンス

トップ窓口の設置や、６次産業化に必要な知識

や技術を習得するチャレンジ塾の創設、企業と

のマッチングの支援を通じて新たな分野へ果敢

に挑戦する農業者を支援いたします。また、下

の③のオール宮崎連携体構築促進事業では、本

県農産物に対する企業等からの要望に対しまし

て、農業者同士やＪＡ系統が連携して対応する

体制や、新規農業法人の経営安定のために先輩

農業法人が実地指導・助言を行う仕組みの構築

を支援いたしますとともに、④の農業経営多角

化整備支援事業におきまして、農産物の加工を

初めとして６次産業化を実現するための機械・

施設の整備を支援することとしております。

左側の11ページに戻っていただきまして、予

算額は3,496万3,000円、事業期間は平成24年度

から26年度までの３年間であります。

次に、13ページをお開きください。優良農地

継承・フル活用推進対策事業であります。

本事業は、各地域に優良農地再生のための体

制を整備するとともに、農地の面的集積等への

助成や耕作放棄地の再生整備を支援するもので

あります。

具体的には、次の14ページの事業フロー図を

ごらんください。まず、上の段の①優良農地集

積活動促進事業でございますが、アにあります

ように、農業振興公社、ＪＡ等の農地利用集積

円滑化団体あるいは市町村に、農地の面的集積

や耕作放棄地の活用を推進するためコーディ

ネーター等を設置するとともに、イの事業によ

りまして、集落・地域単位に作成します地域農

業マスタープラン（人・農地プラン）の作成を

支援することといたしております。

また、人・農地プランに基づく支援としまし

て、左下の②農地利用集積加速化事業のア優良
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農地フル活用推進事業ですが、リタイアする農

、業者への農地集積協力金の交付等によりまして

地域の中心となる担い手への農地の利用集積を

支援することとしております。この協力金は国

の24年度の目玉政策の一つでありまして、リタ

イアする農家の規模に応じまして １戸当たり30、

万円、50万円、70万円をそれぞれ交付するもの

であります。また、イの集積農地活用整備事業

ですが、農業機械・施設等を融資によって整備

する場合に、事業費の３割を上限として自己負

担分を助成し、大規模化・集約化を支援するこ

ととしております。

さらに、右の③耕作放棄地再生支援事業です

が、農地保有合理化事業を活用した耕作放棄地

の再生整備を支援するとともに、集落等による

管理耕作を支援することにより、耕作放棄地の

。防止や再生活用に努めてまいりたいと存じます

左側の13ページに戻っていただきまして、予

算額は２億2,337万円、事業期間は平成24年度か

ら４年間でございます。

最後になりますが、常任委員会資料に戻って

いただきまして、９ページをお願いします。債

務負担の関係ですが、地域農業推進課からは１

件の債務負担行為をお願いしております。表の

一番上ですけれども、県農業振興公社が農地保

有合理化事業による農地取得等を行うために必

要な資金を金融機関等から借り入れるため、３

億6,200万円を限度に損失補償を行うものであり

ます。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いします。

。○山内営農支援課長 営農支援課でございます

歳出予算説明資料の293ページをお開きくださ

い 営農支援課の当初予算額は26億1,115万3,000。

円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

295ページをお開きください。下段の（事項）

新農業振興推進費の１元気なみやざきの食育・

地産地消推進事業1,300万円については、後ほど

。重点事業等説明資料により御説明申し上げます

。 （ ）296ページをお開きください 中ほどの 事項

農業改良普及活動特別事業費のうち、１活力あ

る担い手・産地をつくる普及活動強化事業865

万4,000円についてであります。この事業は、普

及指導員の能力向上や普及指導協力委員の活用

によりまして、農業者ニーズの多様化や高度化

に対応した普及指導活動を展開するものであり

ます。

次に、297ページをごらんください。一番上の

（事項）農業経営改善総合対策費の経営力アッ

プ支援強化事業2,807万2,000円についてであり

ます。この事業は、農業者の経営管理能力の向

上を図るため、宮崎県農家経営支援センターに

、よる経営コンサルなどの支援活動の強化を図り

意欲ある農業者の経営安定と産地間競争の向上

を図るものであります。

次に （事項）農業金融対策費についてであり、

ます このうち １利子補給金・助成金３億4,742。 、

万3,000円につきましては、農業近代化資金など

の農業制度資金について、農家負担軽減のため

の利子補給等を行い、意欲ある農業者の経営を

金融面から支援するものであります。

次に、298ページをお開きください。一番上の

（事項）環境保全型農業総合対策費の２環境保

全型農業直接支援対策事業830万円についてであ

ります。当事業は、環境保全に効果の高い技術

に取り組む農業者に対する支援を行うものであ

りまして 環境と調和した農業生産方式の普及・、

定着を図るものであります。
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次に、中ほどの（事項）鳥獣被害防止地域力

パワーアップ事業費３億7,258万3,000円につい

てでありますが、後ほど重点事業等説明資料に

より御説明申し上げます。

次に、一番下の（事項）農産物高品位生産指

導対策費の、次ページ上の２農薬・農作業事故

ゼロ運動事業1,801万円についてであります。当

事業は、農作物にも担い手にも安全・安心な体

制の確立を図り、農薬事故ゼロ、農作業事故ゼ

ロの実現により、安全・安心な宮崎産農作物の

信頼力向上を図るものであります。

次に （事項）病害虫発生予察事業費の３「宮、

崎方式ＩＣＭ」定着促進緊急対策事業957万円に

ついてであります。この事業は、農薬ばかりに

頼らない、肥培管理や総合的病害虫管理を組み

（ ）合わせた宮崎方式ＩＣＭ 総合的作物管理技術

の導入を推進するものであります。

次に、お手元の主な重点事業等説明資料で２

事業を御説明いたします。

15ページをお開きください。元気なみやざき

の食育・地産地消推進事業であります。

まず、事業の目的ですが、食育・地産地消推

進計画の着実な実践によりまして農業・農村に

対する理解を醸成するとともに、みやざき産食

材の消費拡大に向けた連携体制の構築や、食資

源を生かした「しゅんかんグルメ」の取り組み

を展開することによりまして、地域経済循環シ

ステムとしての地産地消を推進するものであり

ます。

具体的には、右側のイメージ図をごらんくだ

さい。図の中央にありますように、本事業は大

きく２つの事業で構成しております。まず、い

ただきますからはじめよう「食」と「農」の絆

づくり推進事業であります。これは、これまで

の県民運動としての食育・地産地消の活動を、

今後とも面的で継続性を持って取り組むもので

あり、具体的には、農林水産業体験活動等や市

町村の促進計画等の策定を支援するほか、県有

施設などを活用した食農教育等に取り組むもの

であります。

２つ目は 「しゅんかんグルメ」再発見！宮崎、

の食育・地産地消推進事業であります。具体的

には、学校給食や民間企業、福祉施設など地場

産物の需要が期待できる分野を初め、量販店や

直売所、外食産業等との連携によりまして地場

産物の消費拡大を推進するとともに、あわせて

本県の食資源を「しゅんかんグルメ」として位

置づけ、農林漁業や観光などの協議会、団体等

との連携を図りまして食の情報を集約し、新た

な魅力を付加した形で情報発信を行うなど、消

費需要の喚起、拡大を図るものであります。

左側のページに戻っていただきまして、予算

額は1,300万円、事業期間は平成24年度から26年

度の３カ年であります。

次に、17ページをお開きください。鳥獣被害

防止地域力パワーアップ事業であります。

まず、事業の目的でありますが、全庁的な指

導体制整備を図るとともに、鳥獣被害対策スペ

シャリストの招聘を行いまして、鳥獣被害対策

指導員の育成、被害防止技術の開発・普及等に

より、地域一体となりました被害対策とあわせ

て被害状況の詳細な把握に努めるものでありま

す。

次に、２の（４）の事業内容について御説明

いたします。まず、①の鳥獣被害対策緊急推進

事業から③の鳥獣被害防止技術実証展示圃設置

事業につきましては、これまでと同様に、推進

体制の整備や本県の条件に対応した防止技術の

開発、展示実証圃の設置に取り組むものであり

ます。
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次に、④の鳥獣被害防止対策支援事業であり

ますが、これは、国の鳥獣被害防止総合対策交

付金等を活用いたしまして、追い払い活動など

のソフト事業や被害防止フェンスの設置などの

ハード事業を支援するものであります。

次に、⑤の地域で守る鳥獣被害みえる化事業

につきましては、平成24年度に新たな事業とし

て取り組むものであります。右側のページをご

らんください。鳥獣被害につきましては、被害

調査を実施する市町村ごとに調査項目や調査方

法が異なるため、十分な把握ができていない状

況にございます。このため、この事業では、右

側の枠内にありますように、鳥獣被害対策調査

員を設置いたしまして、各地域における被害の

調査集計・分析を行い被害対策マップを作成す

るなど、集落の実情に応じた効果的な被害防止

対策の実施につなげていくものであります。

左側のページに戻っていただき、予算額につ

きましては３億7,258万3,000円で、事業期間は

平成25年度までであります。

最後に、債務負担行為について御説明いたし

ます。

環境農林水産常任委員会資料 当初 の９ペー（ ）

ジをお開きください。２枠目の４件が営農支援

課分であります。平成24年度におけるみやざき

農業振興資金融資に対する24年度以降に必要な

利子補給額等を債務負担行為として設定するも

のであります。

営農支援課は以上であります。

農産園芸課でございま○加勇田農産園芸課長

す。

お手元の歳出予算説明資料の301ページをお開

きください。農産園芸課の当初予算額は、一般

会計で11億7,808万3,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

。 （ ）303ページをお開きください 中ほどの 事項

強い産地づくり対策事業費１億3,149万7,000円

でありますが、これは、国の強い農業づくり交

付金を活用し、農産物の高品質化や低コスト化

など生産条件の整備等を図るものでございまし

て、24年度におきましては共同育苗施設や集出

荷貯蔵施設の整備を予定しているところでござ

います。

次に、その下の（事項）産地構造転換対策事

業費と、その下の（事項）施設園芸エネルギー

対策事業費、２つの新規事業がございますが、

後ほど別資料で説明をさせていただきます。

304ページをお開きください （事項）園芸産。

地基盤強化緊急整備事業費の１園芸産地基盤強

化緊急整備事業8,171万2,000円についてであり

ますが、施設園芸の低コスト規模拡大や加工・

業務用野菜の産地育成を図るため、リース方式

によるハウスの導入や省力化機械の整備等を支

援するものでございます。

次の（事項）活動火山周辺地域防災営農対策

事業費4,430万9,000円につきましては、桜島及

び新燃岳の降灰による被害防止のため、果樹の

ハウスや茶の洗浄機の整備等を進めることとし

ております。

その下の（事項）主要農作物生産対策事業費

の１稲作等生産構造改革促進対策事業3,975

万8,000円につきましては、水稲新品種の技術実

証圃設置や検討会の開催など、商品価値の高い

米づくりや規模拡大に必要な機械の整備を推進

するものでございます。

２の新規事業、加工用米で進める新産地構造

転換支援事業につきましては、後ほど説明をい

たします。
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。 （ ）305ページをごらんください 一番上の 事項

青果物価格安定対策事業費につきましては、野

菜価格の低落時に、生産者に価格差補給金を交

付するための資金造成に必要な２億7, 3 3 2

万8,000円をお願いするものでございます。

次に、２つ飛びまして （事項）花き園芸振興、

対策事業費であります。３つ事業がございます

が、花き総合産地づくりを目指したハード・ソ

フト両面からの支援や、県産花きの消費定着・

需要拡大に向けたＰＲ・販売促進対策、さらに

は主力品目でありますスイートピーの生産安定

対策の推進ということで、2,399万8,000円をお

願いするものでございます。

次に、一番下の（事項）果樹農業振興対策事

業費4,365万円でございますが、次の306ページ

をごらんください。真ん中の新規事業につきま

しては後ほど説明をいたしますが、そのほか、

１の緊急！みやざきの中山間果樹産地再構築事

業では、中山間地域におきます果樹版の集落営

農の推進を図りますとともに、また３の果樹ブ

ランド力向上産地戦略推進事業では、マンゴー

に続く新たな亜熱帯果樹の導入等に取り組むこ

ととしております。

次に、その下の（事項）茶業奨励費でありま

す。みやざき茶の良質生葉生産や荒茶加工技術

の高位平準化を図るための研修や啓発指導、県

内外における消費拡大対策など総合的な取り組

みを推進するものでございまして 2,369万3,000、

円の予算をお願いするところでございます。

それでは次に、新規事業の説明をさせていた

だきます。

平成24年度当初予算案の主な重点事業等説明

資料の19ページをお開きいただきたいと思いま

す。みやざき土地利用型野菜産地づくり事業に

ついてであります。

本事業は、口蹄疫からの再生・復興に向けま

しての畜産、耕種バランスのとれた産地構造へ

の転換や、葉たばこ廃作に伴う品目転換を円滑

に図るため、加工・業務用を中心とする土地利

。用型野菜の産地づくりを進めるものであります

右側20ページのフロー図で事業内容を説明し

たいと思います 「事業の取組」が中ほどにござ。

います。農業者、ＪＡ、農業生産法人、それか

（ ） 、 、ら加工施設 事業者 を中心としまして まず

左の①の生産組織育成サポート事業により、関

係者の情報の共有化、技術・経営の向上、生産

の効率化等を図るための生産組織の育成を図り

ます組織づくり、それから真ん中の②モデル輪

作体系経営実証事業によります、地域に適した

収益性の高い輪作体系づくりの推進、さらに③

の土地利用型野菜導入推進事業により、輪作体

系の経営実証に必要な機械等の導入支援を行う

生産体制づくり、この３つを進めることとして

おります。

左側のページに戻りまして、本事業の予算額

につきましては3,272万6,000円、事業期間は平

成24年度から２カ年をお願いするところでござ

います。

次に 21ページをお開きください ネクスト！、 。「

みやざきエコ施設園芸産地拡大事業」でござい

ます。

本事業は、施設園芸における暖房用重油の使

用量削減に向け、バイオマスを活用した新たな

暖房体系の可能性を探るとともに、省エネ設備

等の導入支援を行うものであります。

具体的には、右側の22ページの事業の概要を

ごらんいただきたいと思います。１のバイオマ

ス活用推進事業では、行政、農業団体、企業、

生産者で構成するプロジェクト会議を設置し、

ペレットの安定供給体制や燃焼灰の活用法等を
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検討いたしますとともに、下の（２）にありま

すように、小型木質ペレット暖房機と既存のＡ

重油暖房機を組み合わせた中・低温品目を対象

としたハイブリッド暖房体系の現地実証や、ペ

レット燃焼により生じるＣＯ （二酸化炭素）２

を生育促進等に活用するコージェネレーション

体系の可能性等について検討してまいりたいと

考えております。

また、２の脱石油型・省石油型設備導入支援

事業は、ペレット暖房機やヒートポンプ、内張

り２層カーテン等の導入を支援するものであり

ます。

左側のほうに戻っていただきまして、予算額

は3,648万円、事業期間は平成24年度から26年度

までの３年間をお願いしております。

次に、23ページをお開きください。加工用米

で進める新産地構造転換支援事業についてであ

ります。

口蹄疫からの再生・復興に向けての畜産と耕

種のバランスのとれた産地構造への転換につき

ましては、先ほど説明申し上げましたとおり、

畑作地帯にあっては加工・業務用野菜を基幹品

目として取り組むこととしておりますが、水田

作においては、県内焼酎メーカー等の安定した

需要が見込まれる加工用米を柱に取り組んでま

いりたいと考えております。しかしながら、加

工用米の推進に当たりましては、右側の24ペー

ジ上から２つ目の「課題」にありますように、

主食用米との所得の差が10アール当たり１

万8,000円ほどあること、また作付が小面積で分

散しており、収量も加工用米としては不十分な

ことなどがネックとなっているところでござい

ます。

このため本事業では、その下の「対策」にあ

りますとおり、１の加工用米生産拡大事業にお

いて、継続的に加工用米の生産に取り組む生産

者に対し10アール当たり１万円を助成し、本格

栽培による生産拡大へ誘導してまいりたいと考

えております。

また、２の加工用米安定生産・供給体制整備

モデル事業では、加工用米の生産に取り組むモ

デル組織を育成し、コスト低減や収量向上対策

など、生産性や収益性を高める取り組みに対し

て3,000円の助成を加算して行い、あわせて生産

拡大や省力化に必要となる機械・施設の整備に

対しても支援を行うこととしております。

さらに、３の多収品種等研究開発事業におい

て、焼酎メーカー等から要望のある多収品種の

早期導入を図るため、国の研究機関等の研究素

材や既存の育種素材等の中から品種選定を行い

たいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、予算額

は4,900万円、事業期間は24年度から25年度まで

の２年間をお願いしております。

次に、25ページをお開きください 「果樹だか。

らできる６次産業化チャレンジ事業」について

であります。

本事業は、果樹の市場価格の低迷やニーズの

変化等に対応するため、全国に先駆けたカット

フルーツへの参入や６次産業化への取り組み等

を支援するものであります。

具体的には、右の26ページの上から２段目の

四角囲み、１の連携によるカットフルーツ参入

事業によりまして、カットノウハウや幅広い流

通網を持っておりますメーカーとの連携を強化

し、新たな需要開拓を図っていくこととしてお

ります。

また、その下、２の県内の６次産業化推進事

業では、地域の特色ある果樹を活用した商品開

発などを支援いたしますとともに、日向夏を貯
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蔵し、県内のホテルや飲食店等に夏場の果物と

して提供していく夏季出荷モデルの構築にも取

。 、り組んでまいりたいと考えております さらに

県直営の果樹専用サイトを開設し、直接流通を

目指す果樹農家等のチャレンジ機会を創出しま

して、消費者や実需者へのＰＲ、取引に結びつ

くような情報発信等の場を提供し、成功事例を

積み上げながら県内への波及を図ってまいりた

いと考えております。こういった取り組みによ

り、市場流通だけではない多様な果樹産地や自

立した次世代経営体の育成を図ることとしてお

ります。

左のページに戻っていただきまして、予算額

は1,286万6,000円 事業期間は平成24年度から26、

年度の３年間をお願いしております。

農産園芸課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

議案に関する説明が終了いたし○田口委員長

ました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

きょうはオール農政水産部お越し○福田委員

のようでありますから、まず部長に、大変目新

しい事業も多いんですが、私は長い間、農政の

予算を見ていまして、最盛期からするとかなり

減っていますよね。その中でも貴重な財源を大

事に使う必要があるんですが、ことし組まれま

した農政水産部の総体の予算で直接実需者に支

援が及ぶものは、金額的にはどれくらいでしょ

うか。

ちょっと精査をさせてい○岡村農政水産部長

。 。ただけますでしょうか 申しわけございません

急ぎませんので、どれくらいの金○福田委員

額になるかということを、アバウトな推計でも

いいですから教えてください。

今回の予算書の中、あるいはいろんな資料の

中でキャッチフレーズは「儲かる農業」です。

私は30年前に 自分の初出馬のときにこのキャッ、

チフレーズを使ったんですが、実際、現実的に

。 、はなかなか実現がしていないわけです それで

今度こそはという思いがありますが、どうも、

私ども議会も含めて、言葉だけが先行して内容

がついていかない事業が多いものですから。そ

の辺は長い自己反省の中で計画をされていると

思います 「儲かる」とついていますが、自信の。

ほどをまず聞かせていただきたいんですが。

七次の計画については、○岡村農政水産部長

従来のいろんな検証を踏まえて、いかに「儲か

る農業」に結びつけるかということで検討させ

ていただいて、その計画のもとで今回、この予

算を構成したということでございまして、いろ

んな面での工夫をしながら、何とか「儲かる農

業」を実現できるのではないかというふうな考

えを持っております。

、冒頭に何本かの柱で御説明したとおりですが

従来からの畜産、施設園芸はさらに充実強化し

ていく必要があるし 業務用野菜等の業務用ニー、

ズがかなりふえてきていることに対応して、土

地利用型農業をしっかりしたもう一つの柱に

持っていきたいということ。それと、なかなか

これは難しいんですけれども、付加価値をいか

につけていくかということ。これも今までかな

り努力はしてきたんですが、うまくいかなかっ

た面があります。いろんな体制を整えながら、

しっかりと６次産業化等を含めた、また食品産

業との連携を含めた付加価値を高めるというこ

とを総合的に実現する中で 「儲かる農業」が何、

。とか実現できるのではないかと考えております

。○福田委員 御期待を申し上げたいと思います

それでは、個々にお聞きしたいと思います。

まず284ページ、下の段の新規事業で農産物流通
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コスト削減総合支援事業を説明いただきました

が、もっと具体的に。

農産物流通コ○鈴木ブランド・流通対策室長

スト削減総合支援事業についてお答えいたしま

す。委員御案内のとおり、青果物の物流に関し

ましては、これまで本県としては、集約化及び

モーダルシフト、いわゆる大量輸送機関の利用

に重点的に取り組んでコストの削減を図ってま

いりました。この動きについては今後とも進め

ていくということでございますけれども、言っ

てみればモーダルシフトというのは物流の一番

川下のところでございますので、この動きをさ

らに加速するためには、流通の川上、いわゆる

県内、域内の流通についてももっとコストの削

減をしていく必要があるのではないか、効率化

とか合理化、例えば集出荷施設の運営の合理化

を図っていく必要があるのではないかという問

題意識がございました。この事業は、簡潔に申

し上げますと、域内での流通をもう一度見直し

ていただくということでございますので、県内

に13ＪＡございますけれども、それぞれに現在

の流通コストがどのぐらいかかっているのか分

析して、コストの削減に必要な計画を立ててい

ただくということでございます。また、予算の

限りはございますけれども、計画に基づいて実

施される資材の整備とか施設の整備に補助して

いこうということが、この事業の一つの柱でご

ざいます。

実はこの事業は２本柱でございまして、もう

一本は、先ほども申し上げましたモーダルシフ

トの動きをさらに加速させていく必要があると

いうことでございまして、例えば鉄道コンテナ

の輸送につきましては、どういった品目であれ

ば東京にコンテナで運べるかといった試験をも

う少しきめ細かく実施していく必要があろうと

いうことで、これに対しても一定の支援をして

まいりたいと考えております。

概要については以上でございます。

私は、何十年かのスパンの中のい○福田委員

ろんな事業の焼き直しといいますか、もう一回

やるような感じに受け取っているんです。やっ

ぱり抜本的な対策を打つようにしなくてはいけ

ないと思いまして、議会が始まる前に、私ども

の会派の農政部会で他県を見てみました。小さ

な農業県でありましたが、非常に効率のいい農

業をやっているところでございまして、単作の

地帯でもございました。もう少し違った角度か

ら物流コストの削減対策を取り組む必要がある

んではないか。40年代のほうがもっと斬新的な

取り組みを知事以下やったと思うんです。私は

まだ若いころ見ていましたが よくやるなと思っ、

ていました。今、経済状況や社会環境の変化で

それが全部なくなっているわけですから、再構

築する時期なんです。その辺がちょっと勇気が

ないなと見ておりまして、ぜひ取り組んでほし

い。特に本省からお見えで中央の情勢をよく御

存じですから、お願いをしたいと思います。

続きまして、297ページ、一番上の経営力アッ

プ支援強化事業の具体的な支出の内容を知りた

いんですが。

これは先ほど概要でも御○山内営農支援課長

説明いたしましたけれども、県と系統等で共同

で進めております農業経営支援センターにおけ

る経営力強化を図っている事業でございます。

事業費等につきましては2,800万円ということ

で、大きく中身としましては、中央センターの

活動事業が1,747万円、地域センターの活動事業

で1,023万2,000円の事業で進めております。事

業の基本的な概要としましては、青申の会員等

が7,000名ほどいらっしゃいますが、その方々の
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データをもとに策定いたします５年間の経営改

善計画を立てまして、毎年、青申の実績と引き

合わせて経営改善の達成状況を確認して診断書

を発出すると。その中でも必要に応じて集中的

なコンサルタント活動を実施しておりまして、

今年度、コンサルテーションの実施件数につき

ましては85件という実績になってございます。

このうちの人件費はどれくらいで○福田委員

すか。

先ほど中央センターの活○山内営農支援課長

動事業1,747万円と申し上げましたけれども、こ

の中の人件費につきましては960万円の予算措置

でございます。

これはＯＢの方ですか。○福田委員

県のＯＢの人件費で、２○山内営農支援課長

名分を予定してございます。

それから304ページ、園芸産地基盤○福田委員

強化緊急整備事業8,100万の具体的な内容を。

本事業は、施設園芸と○加勇田農産園芸課長

露地園芸と２つございますが、その両方につき

まして特にハード面を中心とした支援をしてい

こうということでございます。施設園芸につき

ましては、低コストでの経営規模拡大を図って

いくといった観点から、ＪＡ等のリース方式に

よるハウス等の導入等に対しまして支援をして

いきたいということでございます。また、機能

強化対策として耐候性ハウス等の導入もこの事

業で支援してまいりたいと考えております。ま

た露地園芸につきましては、省力機械化体系に

必要な機械等につきまして整備をすることとし

ております。主な内容は以上でございます。

リース方式は初期コストを抑える○福田委員

意味では非常に有効だと思いますから、ぜひ積

極的な事業展開をやってほしいと考えておりま

す。

、 。「 」305ページ 一番下の段です みやざきの花

産地パワーアップ推進事業、1,700万円組んでい

ただいております。実は、まだ県の行政の中に

花卉専門の部署がない時代から、私は花の振興

についてずっと取り上げてきましたが、なかな

か思うように振興しないんです。伸びていると

経済情勢等の変化でぽしゃってしまって、なか

なか思うように産地が伸びていないようであり

ます。そこで、花農家が負債整理等で、かつて

つくった高額の施設等 これははっきり言っ―

ていいんですが、木花の青島に行く左側にガラ

。 。ス団地がありました あれはバラのハウスです

ところが、残念ながらだめになって、最後は農

協が受けざるを得なくなりまして、今、農協が

使っているようであります。

それで、花をやる場合、もちろん花の専作の

中で品種の交代が目まぐるしいわけです。品目

等についてもぜひ考えて推進をしてもらいたい

と思うんです。きのうのテレビでは綾のラナン

キュラス栽培家が出ていました。私はなぜそれ

を申すかといいますと、例えば菊なんかの花が

高い時期があるんです。それこそ九州内でばっ

、と３倍ぐらいにはね上がるときがあるんですが

それは大きな不幸の祭事があったときです。そ

れから消費地を見ますと、以前はオランダ経由

だったそうですが、今は中東のドバイを中継で

世界じゅうの花が日本に入ってくるということ

を花市場から聞いておりますから まず花の―

指導に当たっては、品種の転換ができるもの、

そして施設をつくった場合には、その施設が、

花がだめな場合は野菜に、あるいは果実にと多

目的な利用ができる施設を考えて行政が御指導

される必要があるんではないかと考えておりま

すが、いかがでございましょうか。私はこれは

、 。大賛成ですけど そういう心配をしております
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、 、○加勇田農産園芸課長 花につきましては 今

委員のほうから御指摘がありましたとおり、経

済情勢等が悪化すれば、農産物の中では一番先

に需要が低迷してしまうという性格を持ってい

ると思っております。野菜とか食べるものでは

ないといったところで非常に厳しい面があると

思っております。現在もそういった状況の中に

ありますので、花は大変厳しい状況にあると認

識しているところでございます。

そういった中で、新品目、新品種のものは一

つの戦略として使えるものでございますので、

市場におけるニーズが非常に多様化している中

で、どういう品種がいいのか、生産面も含めて

考えながら整備をしていきたいと思っておりま

す。ラナンキュラスにしてもスイートピーにし

てもいろんな品種がある中で、メーンとなる品

種・品目なり、それを補完する品種・品目も考

慮しながら戦略を立てていきたいと思っている

ところでございます。

また、ハウスの御指摘もございましたが、現

実的に、花卉を経営される中で、花卉だけでは

なくて野菜等も組み合わせて経営されている方

もいらっしゃる状況でございます。先ほど申し

上げましたとおり、非常に経済情勢等の影響を

受けやすいところもございますので、今御指摘

のあったとおり、農家の経営としての考え方を

留意しながら振興には当たっていきたいと考え

ているところでございます。

最後に、海外輸出体制構築モデル○福田委員

事業についてお聞きしたいと思います。私は前

から、農畜産物の輸出体制については早く体制

整備をしていただくようにお願いしておきまし

た。今度は口蹄疫復興事業で取り組んでいただ

けるわけでありますが、私は、これのお手本と

して、以前、本会議で福岡モデルを例にとって

お聞きしたんです。フローチャートの中ではよ

く書いてありますが、現実としては商流、物流

を束ねてリードする体制がしっかりしていない

と成功しないと思うんです。過去何十年も前か

ら宮崎はやっているんです。この前、知事から

香港が出ました。以前、香港は、倒産した日本

のヤオハンにも出しました。それからロサンゼ

ルスにも出しました。続かないんです。という

のはこういう体制がしっかりしていなかったか

らです。量は一挙にいかないと思います。しか

し、少しずつでも継続して拡大していくシステ

ムを構築しなければ意味がないと思います。今

回は本当にしっかりやっていただけるものと思

いますが、その辺は大丈夫でしょうか。

輸出に関して○鈴木ブランド・流通対策室長

。 、の御質問でございました 委員御指摘のとおり

輸出に関しては県内業者が今まで手薄だったと

いうことで、福岡などの卸売業者が主体となっ

て本県の生産物を持っていっていた状況もある

んですけれども、それだと県内の産地では、輸

、出で自分たちがどのぐらい利益を得ているのか

どのぐらいのコストがかかって、輸出がビジネ

スとして通じるのかどうかなかなかわからない

状況が続いてまいりました。そういった中では

輸出を継続的に推進するといっても難しいと思

いますので、今回、モデル事業で目指すべき姿

として、なるべく県内の業者が絡んだ形で、輸

出のメリットなりリスク、コストを認識した上

で進めるような体制を構築していきたいと考え

てございます。即座にすべてうまくいくという

わけではありませんけれども、２年間の事業で

モデル的なケースを県が主導的な立場で推進し

て形成していきたいと考えております。以上で

ございます。

期待をしておきます。○福田委員
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農政企画課長のところから尋ねて○坂口委員

いきます。説明資料の285ページ、下のほうの２

つ、総合農業試験場管理費の５の薬草・地域作

物センター管理費は野尻のことかと思うんです

けど、1,000万は具体的にはどんなところに支出

されていくんですか。

総合農業試験場の管理費○郡司農政企画課長

ということでございます。ここでの予算は、総

合農業試験場には本場と畑作園芸支場、茶業支

場、亜熱帯作物支場と薬草・地域作物センター

がございます。それぞれの試験場の管理運営に

対する経費をここでは上げています。中身は、

場管理費の非常勤職員の人件費とあわせて場維

持管理運営費等々、場を運営していくための経

費をここでは掲げているところであります。

地域作物センターとなると、臨時○坂口委員

職員の人件費がほぼということになってくるん

ですか。1,000万ぐらいとなると。

薬草・地域作物センター○郡司農政企画課長

の管理費について申し上げますと、センターの

維持管理費、法定検査とか光熱水費、燃料費等

で400万余でございます。それとセンターの運営

費ということで、臨時職員１名の費用と日々雇

用職員の費用が100万ちょっと、それと管理運営

。費ということで事務費とか公用車がございます

あと庁舎の警備、清掃等の受託事業が400万余と

いうことになります。プラス、ここでちょっと

ほかの場と違うのは、100万はいきませんけれど

も、薬草の講習会とか薬草の見学会等の開催経

費が計上してあるのが特徴かと考えます。

すごく窮屈かなという気がするん○坂口委員

ですけど、試験場に期待されるものにこたえる

ためにはですね。中身を聞いたら、細々と田畑

を維持しているよというレベルじゃないかとい

う感じがするんです。この中に特定財源が歳入

の部で112万5,000円、特定財源となると特定目

的とかあると思うんですけど、管理費に特定財

源が入ってくるというのは、委託か何かがある

んですか。

調べてみます。お待ちく○郡司農政企画課長

ださい。

特定財源が入っているから、ひも○坂口委員

つき管理あるいは広報あたりがあるのかなと

思って。

その下の段の薬草試験費625万1,000円は、具

。体的にはどういった試験を予定されているのか

薬草センターの625○串間総合農業試験場長

万1,000円の試験のことだと思いますが、薬草試

験費として４課題準備しております。山菜類を

利用した新技術開発と 地域在来作物 従来やっ、 、

ておりました、糸巻き大根とか県内各地に在来

していた野菜類の栽培方法なり加工適性、それ

から県内に自生している薬用植物を活用した産

地化に結びつける試験、４つ目がハーブ類を多

用途に生産拡大と消費拡大、これは特に鳥獣害

対策でとれた臭みのある野生動物をハーブ等で

食べやすくするというものも成果として出して

おります。

それから、先ほどの特定財源の話ですが、あ

れは本場の電気代でございます。自動販売機等

を設置している電気代のことでありまして、薬

草ではございません。失礼しました。

今の４課題は、ほぼ同じようなこ○坂口委員

とを課題に挙げてずっと続けてきているような

気がするんです。問題は、それが普及なりにど

うつながってきているかです。県内の固有の特

殊な作物なりの作付がふえている、あるいは農

業経営として取り入れられてきているとか、も

う一つには、本県が注目して期待すべきは、６

次産業化を今大々的に言い始めたですけど、健
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。康と癒しの森事業というのを打ち上げたですね

これがまさに最終的には付加価値を高めてお金

をもうけていこうという事業だったと思うんで

す。地域が持っているものを生かしていこう。

それを健康とかいやしに結びつけよう。まさに

その原点がここにあると思うんです。機能性と

か薬効を秘めたものを専門的にここで研究して

いこう。だから、この試験研究費というのがけ

た違いなような気がするんです。先ほど言われ

たように、きょうは草むしりをしてもらおうと

か、近くの婦人部を集めて講演しようか、その

とき暗いといかんから電気つけようかといった

経費をずっとやってきているような。だから、

ここを生かそうとすれば生かすべく予算措置を

して、テーマをしっかり決める。やめるんなら

やめたほうがいいと思うんです。婦人部を集め

てお茶の入れ方を教えたり料理の仕方を教える

というのは別なものだと思うんです。少なくと

も試験研究とか薬草、薬物というものをうたえ

るような試験じゃないような気がするから、こ

。れはもう一回本格的に基本から見直してほしい

それと、特定財源の1,600万余り、３つの課題

を植物防疫協会等から受託しているということ

になると思うんですけど、例年こういったこと

で受託を受けながらやってきているということ

になるんですか。

受託試験自体につき○串間総合農業試験場長

ましては、新しい農薬で登録に向けた試験が必

要だという場合が次々出てきますので そういっ、

た例年どおりやってきている受託試験がござい

ます。

それと、先ほど４つほど紹介しましたけど、

１つ抜かしておりまして、宮崎大学の農学部と

連携して、ハーブの活用ということで産学官連

携共同研究をやっております。それが一区切り

ついて、また新たな枠組みで競争的試験に応募

しようということで これはハーブに天敵を―

増殖させて無農薬栽培に結びつけようというこ

とをやっております。一定の成果を上げており

ますので、次の段階ということで具体的に進め

ているところでございます。これは外部試験で

ございます。

ぜひそういったぐあいで普及なり○坂口委員

につなげてほしいと思うんです。ここの説明の

代表選手というかたった一つの選手かわからな

いですけど、糸巻き大根とハーブがいつも出て

、 、くるんですけど せっかく取り組んでこられて

細々ながらデータも随分蓄積してきているん

じゃないかと思う。今言われたように、成分を

利用して臭みを持った肉を料理、加工していく

ためのハーブだったり、一方では、天敵かにお

いか何かわからんけど農薬を使わない消毒、ま

たシカの食害あたりに何かできないかとか、将

来目指すべき方向というのはいっぱいここから

見出せると思うんです。ただ、しっかり試験研

究費を確保してそういったものに挑戦していか

ないと、可能性を秘めているだけで、毎年ずっ

と同じようなことをやってきておられるような

気がするものですから、これはぜひ生かしてい

ただきたいということを要望しておきます。

ありがとうございま○串間総合農業試験場長

す。

もう一つ、九州保健福祉大学の薬学の関係の

方と接触を持って薬効成分のもの、それと西・

北諸で健康食品のニンニクがかなり面積が拡大

しております。その関係でもいろいろ相談を受

けておりまして、安定生産技術なり、ニンニク

の多収品種とか、まだ具体的に予算化まではし

ていませんが、材料を集めていろいろ検討して

着手しております。県費だけではなかなかです
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ので、産学官で取り組むような資金を獲得しな

がら出口を探していきたいと思っております。

産学官も当然ですけど、まだまだ○坂口委員

基礎研究部分でいっぱいやるべきことを持って

いると思うんです。先ほども言われたように、

本県の優位性を生かして機能性成分を売りにし

ていこう、そこで差別化してもうけようという

方向をいっぱい出しておられる。まさに機能性

成分の基礎的な部分を担う役割を持つべき機関

だという気がするんです 「機能性成分」と言葉。

に出して言えないだけで、薬効ですから、健康

維持とか免疫力の向上とかですね。そこらをぜ

ひもう一回リンクさせていただきたい。ほかの

試験場と普及とですね。これはお願い、要望に

しておきます。

それから292ページ、地域農業推進課の就農支

援資金対策費、ちょっと教えていただきたいん

ですけど、新規の就農者が施設とか基盤を整備

するときに融資する利子補給分ですよね。ニー

ズは毎年どんな状況ですか。

、○奥野地域農業推進課長 この就農支援資金は

利子補給ではなくて無利子の融資になっていま

す。用途としては機械とか施設に使えるように

なっています 貸し付けの実績でいきますと 23。 、

年度では、施設等の資金では29件で１億7,000万

程度貸し付けております。23年度はまだ途中で

すので、予定ということでございます。申しわ

けございません。

ニーズに対して対応できるだけの○坂口委員

予算は確保できているんですか。違うものかも

わからんけれども、市町村指定ですか、地域指

定をやっていって、予算が足りないから今回は

我慢してくれというようなことがあるという話

を聞いたことがあるんです。この資金じゃない

かもわからんけど。

就農資金の要望の関○奥野地域農業推進課長

係ですけど、一応年度初めに要望を上げていた

だいて、年度によっては若干予算枠を超える場

合もあるんですが、近年は最終的にはこの枠内

におさまっているような状況です。

具体的には木城町でしたか、町内○坂口委員

での要望者が少ないから、多いところを優先的

にこの対象にしていいから、今回なってくれな

いかという話があったということを、実際申し

込もうとしている人から聞いたんです。これが

この資金かなと思って。

枠がいっぱいになって要望にこたえられな

かったということはあるんですか。

今のところ、就農資○奥野地域農業推進課長

金については何とか対応できていると思ってお

るんですが、就農資金だけではなくてほかの資

金も活用して全体的な対応はしているところで

ございます。

僕も勉強不足で、そういった話を○坂口委員

思い出したものだからですね。

次に、304ページ、今、福田委員からも質疑が

あったんですけど リース事業です 農協がリー、 。

スに思い切り取り組めないのに、固定資産比率

というんですか、ここらの窮屈さというのは検

査対象からはどんなになっていくんですか。

農協の財務管理の指導の○郡司農政企画課長

話だと思います。随分昔にリース資材について

は云々という話が確かにありましたけれども、

今は、リースのものについては外して計算して

指導するという立場であります。リースについ

ては 福田委員からもありましたけれども しっ、 、

かり今後のあり方として認めて、推進する立場

で指導もさせていただいております。

そこのところの窮屈さがなくなれ○坂口委員

ばですね。リースだから、本来なら農協の資産
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。としてカウントすべきじゃない性格のものです

そういうぐあいに運用されているなら、これは

伸びるかなと。それがネックになるとすぐ限界

がくると思ったものだからですね。

306ページ、一番上の果樹ブランド力向上産地

戦略推進事業、マンゴーに続く新たな果樹とい

うことだったんですけど、具体的な果樹という

のを教えてください。

現在、ライチとインド○加勇田農産園芸課長

ナツメ、２つの品目について検討を始めたとこ

ろでございます。

マンゴーは、いきなり厳しい状況○坂口委員

になってきたような気がするんです。当然新た

な挑戦は必要だけれども、マンゴーは永年作な

だけに、ほかのものと転換というわけにもいか

んでしょうし、やっぱりマンゴーの産地を今後

とも強力に支援していく必要がある 「日本一の。

マンゴー産地」という地位を維持していく必要

があると思うんですけど、マンゴーに対しての

状況と、今後どうやってこれを支援していくの

か。

完熟マンゴーは、特に○加勇田農産園芸課長

昨年、価格が下落したといったこともあって、

。非常に厳しいお話もあったところでございます

しかしながら、詳細に分析をしてみますと、一

つには、前知事のＰＲ等もありまして急速に生

産者がふえた、面積が拡大してきた。いわゆる

新規の農家の方々がぐっとふえたといったとこ

ろがございまして、技術面でかなりばらつきが

出てきているといった状況があります。非常に

高い技術を持っていらっしゃる方は、太陽のタ

マゴはいつも高くてうまくいっている。しかし

ながら、技術か追いつかない方々は加工用に回

るものが非常に多くて、なかなか経営が厳しく

なっているといった状況がございます そういっ。

た意味では、技術の高位平準化をいかに図るか

。が今後の一つの課題だろうと整理しております

、 。 、もう一点は 出荷の話でございます 昨年は

４月は寒くてなかなか出なかったんですが、５

月に入って量がぐっとふえたといったところが

ございます。宮崎のマンゴーは、これまでのお

つき合いで東京の市場に一極集中といいますか

重点的にやっているといったこともございます

ので、１つの市場に余りにも荷が集まり過ぎて

いるんじゃないかといった状況が反省点として

ございました。ある程度出荷予測をしながら、

荷をいかに分散させるかといったことも、価格

維持の面では今後必要になるのかなといったこ

とで、そういったところにつきましても、マン

ゴーの部会の方々も集まっていただきながら、

今後 検討を進めていかなければならないと思っ、

ております。

一つには、本年は開花時期をきちっと押さえ

て、出荷時期がいつになるか推測しながら出荷

計画を立てていきましょうといった取り組みも

やっているところでございます。もう一点は、

古い産地になりますと樹齢が結構たっていまし

て、品質低下に結びつく可能性もあるというこ

とでございますので、更新をいかに進めるかと

いったことを今後やらなきゃならないと思って

おります。生産面、販売面の対策を今後立てな

がらやっていけば、まだまだ宮崎のマンゴーは

有望品目といいますか、市場の中で十分に通用

すると、拡大していっても大丈夫だろうと考え

ておりますので、そういった対策はやっていき

たいと思っています。

大丈夫ということなら安心ですけ○坂口委員

、 。ど やっぱり今言われたあたりかと思うんです

技術を底上げして平準化していくというのは絶

対急がないと、かなり差がありますものね。
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それから さっき言われた出荷量をコントロー、

ルしていくということですけど、そのこととあ

。 、わせて油高が気になるんです はしりで出して

ばか高いものでブランド名を高めるということ

も、一つ役割として宮崎マンゴーは持つべきだ

、 「 」と思うんですけど それと同時に 儲かる農業

で、何も４月、５月に集中して出さなくても、

６月、７月に油をたかない時期の出荷というも

のも研究していくべきじゃないか、コストのか

からない部分ですね。オイル代が27％ぐらいと

言われたですか、ここらを今後研究していかな

いといかん。

それと、永年作で、古いのは30年たっていま

。 。すよね 樹木自体がウイルスを持ってしまった

ここらが今から来ると思うんです。これらをど

うクリアしていくか、乗り越えていくか。これ

は先行して亜熱帯支場あたりでですね。更新も

もちろんですけれども、ウイルスを持った永年

木、しかもこの木を生かしたいと。こんなもの

にどう取り組むか 早目に研究していくべきじゃ、

ないかという気がするんです。当然取り組まれ

ていると思うんですけど、こういった疫病対策

はどんな状況ですか。

恐らく炭疽病だろう○串間総合農業試験場長

と思います。そういった総合的な防除対策と、

特にヒートポンプを活用した品質向上対策、花

芽分化を安定させるためにも多目的に活用する

試験研究をやっておりまして、ある程度成果が

出ておりますので、その辺は随時現地のほうに

おろしていきたいと思います。

また、苗木の更新の問題も、亜熱帯支場だけ

ではなくて、本場の生物工学部のほうでバイテ

クを利用した安価な病気フリーの苗木生産技術

を今手がけておりますので、その辺も近々普及

に移していけたらと取り組んでいるところでご

ざいます。

同じようなことを何年か前に言っ○坂口委員

たことがあるんですけど、本県の場合、落果し

たものを完熟と定義づけていて、これをもとの

摘果方式になかなか戻せない。やっぱり摘果に

戻すべきだと思うんです。落果というのは最後

の限界を超したときです。そこで炭疽病なりを

持っていたら、贈答品なんかで送ったときはカ

ビだらけになって最悪です。ここらも含めて、

本当に今の落果方式でいいのかというのと、永

年作だから、持っていた病気がいつの間にか元

気になった、自然に治ることはないということ

を頭に置きながら、もう一回頭を白紙に戻して

考えたほうがいいんじゃないかという気もする

んです。多分、熊本、鹿児島、沖縄が反省して

いいマンゴーをつくり始めたでしょう。日もち

のしない宮崎のマンゴーとなったらなかなか大

変だから、摘果するにせよ落果させるにせよ、

日もちのする病気を持たないマンゴー、ウイル

スフリーの苗の供給とか、ぜひ頑張っていただ

きたいと思います。

、○押川委員 本県も協定書をつくっている中で

目標としては「儲かる農業」ということで、そ

れぞれいろんな事業を組んでいただいておると

ころでありまして、ありがたいと思います。

そういう中で、地域農業推進課で新規就農者

育成・確保強化事業ということでありますけれ

ども、青年就農給付金ということで準備型、農

大生とか研修生ということであります。研修生

は県内外どちらでもいいのかということと、大

学生も、本県に残って就農される人と違う職業

に入っていく人もいらっしゃると思うんですけ

れども、ここあたりのすみ分けというのはどう

いう方向になっているんでしょうか。

研修につきましては○奥野地域農業推進課長
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準備型ということで、県内で研修を受けた方を

対象にしておるところでございます。それから

大学生とかありましたが、農業大学校もありま

すので、そこを卒業して１年以内に独立自営就

農とか法人就農をすれば対象になることになっ

ております。

こういう手当があるということは○押川委員

ありがたいことだと思うんです。ましてや研修

生は県内外を問わず、自分がやりたい専門的な

研修を受けて、帰って就農されるわけでありま

すから、先ほどもありましたとおり、恐らく140

～150名分ぐらいはこの予算の中にあるんだろう

と思いますから、今後、いろんな意味で関係す

る市町村等とも連携をしながらぜひやっていた

だきたいと思います。

あとは、青年就農給付金の中の45歳未満の方

で独立ということでありますけれども、特に実

践塾、今、県外からもたくさんの方がお見えに

なっていると思います。ここらあたりの方の本

県に就農していただくための施設あたりのあっ

、 、 、せんは 市町村との連携なり 今までを含んで

今後さらに150万円ということで、自立しながら

、農業をしていただくということになってくれば

今まで以上に農業実践塾の価値は出てくるだろ

うと思います。そこらあたりのとらえ方は、ど

のような分析なり、方向づけとしてはあるんで

しょうか。

実践塾につきまして○奥野地域農業推進課長

は 統計的に県外からの方が４割近くいらっしゃ、

いまして、おっしゃるようにここを卒塾した後

の就農地がどこになるかが非常に大きな問題だ

と思います。今、農大校のほうに就農コーディ

ネーターを置いておりますので、そこが中心に

なって、就農地あるいは農地、ハウス等のあっ

せんをやっているところでございます。

そういう中で、実践塾の研修生は○押川委員

準備型に入る方もいらっしゃるわけですか。

今年度につきまして○井上県立農業大学校長

は９名おりますけれども、１年間で卒塾後すぐ

就農する方と、その後、農家でさらにもう１年

研修して就農される方がおられます。いずれに

しても全員が就農を希望しております。それぞ

れ聞いてみますと、ぜひこの制度を利用して就

農に役立てたいと話しているところです。我々

としてもぜひその方向で進めたいと思っていま

す。

ありがとうございます。ぜひそう○押川委員

いう形の中で、せっかくのやる気のある方だろ

うと思いますので、支援のほうをお願いしてお

きたいと思います。

それと、例えば45歳前後で、１つの経営体の

中で親子で分離されるというのは、下のほうの

青年就農給付金には該当するんですか。

国の要綱、要領がま○奥野地域農業推進課長

、だ詳しく示されていない状況ではあるんですが

今、聞いたところでいきますと、親元に就農す

る場合は、親と一緒に経営を始めて５年以内に

研修するとか、親の経営から独立した部門経営

をする場合には対象にするということで、経営

を継承するというのは、農地の名義を変えても

らうとか、そういうことを国のほうが言ってい

るようでございます。詳細がまだ来ておりませ

ん。

農業だけじゃなくて、今、外国あ○押川委員

たりでは、農機具は部品を買って自分で修理す

る形態ですよね。コストを少しでも安くするた

めにはそういった技術の習得 例えば機械―

メーカーの研修とか流通関係の研修は、今回、

こういう中には入らないんでしょうか。これも

まだわからないところでしょうか。
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国の事業の中では、○奥野地域農業推進課長

あくまで就農準備のための研修ということで聞

いておるところでございます 重点説明資料の10。

ページの一番下に、農業者リカレント研修事業

というのがありまして、これにつきましては、

就農直後の技術力、知識力を補うためにステッ

プアップのための研修を実施しようと思ってい

るところでございます。

よろしくお願いしておきたいと思○押川委員

います。

次に、13ページの優良農地継承・フル活用推

進対策事業、特に14ページのフロー図の中で

「 」 、人・農地プランに基づく支援 ということで

先ほど、リタイアされる農業者に対して、農地

集積協力金ということで１戸当たり30万、50

万、70万という説明があったと思うんですが、

これをもう少し具体的に教えてください。

今回、国の目玉といいま○工藤連携推進室長

すか、農地関係、担い手関係ございますが、そ

の前提としまして それぞれの市町村で 14ペー、 、

ジの上のほうのイにありますように、地域農業

マスタープランを策定することが要件になって

ございます。具体的には、集落での担い手を明

、 、確化する あるいは農地の集積をどうするのか

そういう具体的な計画をつくっていただく、地

域農業のこれからのあるべき姿をきっちり絵に

描くということでございます。このプランを作

、 、成する中で 先ほどありました150万円の給付金

あるいは農地の集積協力金が交付されることに

なっております。

農地集積協力金につきましては、いわゆるリ

タイアする農業者、具体的に言いますと、農業

をやめる方、あるいは水稲と野菜をやっていま

すけれども、水稲のほうはリタイアされて施設

園芸に専念される方が、自分の農地を地域の担

い手の方にお渡しする、出してしまう。利用権

設定をしていただく。農地を出す踏ん切りを後

押しするという意味で、50アール以下が30万

円、50アールから２ヘクタールまでが50万円、

２ヘクタール以上が70万円という国の積算に

なってございます。そういう協力金を支給する

ことによりまして、地域あるいは集落の農地の

集積を進めるという事業でございます。

ありがとうございます。なかなか○押川委員

進まなかった集積のために、国、県単でやって

いただけるということでありますから、集落営

農あたりも進んでくるのかなと期待をしており

ます。

そういう中で、集落営農あたりはプランをつ

くって、そのプランの中で協力金も決まってい

くということでありまして、これからの事業で

ありますけれども、ことし、県ではどのくらい

の集落営農の取り組みがあるのか、目標なんか

はあるんでしょうか。

集落営農の目標につ○奥野地域農業推進課長

きましては、現在、集落営農が118組織ございま

すが、今度の長期計画では平成27年度に150組織

という目標を掲げております。

わかりました。こういったものが○押川委員

各市町村に今後県からおりていけば、相当手を

挙げてこられるところもあるんではないかとい

う気がいたします というのが 周りを見ても70。 、

歳ぐらいが地域就農者の一番のところじゃない

かと思いますし、あと５年すると相当の方々が

リタイアされて、だれが集落の農地を守るんだ

という声が相当出てきておりますから、これは

私も期待をしておりますし、恐らく24年度はこ

れが出てくるんではないかと思うところであり

ます。

ここで、暫時休憩します。○田口委員長
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午前11時58分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

17ページ、鳥獣被害防止地域力パ○押川委員

ワーアップ事業でありますが、この事業に取り

組んでいただいておりまして効果は相当あるん

でしょうけれども、まだこういう段階なんだろ

うかという気持ちがするんです。昨年度の実績

あたりを教えてください。

鳥獣被害対策につきまし○山内営農支援課長

ては、平成22年度から、県民政策部、農政水産

部、環境森林部の３部共管でプロジェクトとし

て立ち上げてございます。具体的に、各地域に

鳥獣被害対策特命チームを設置して進めており

ますけれども、今年度末までに見込まれる実績

といたしまして、鳥獣被害マイスター（鳥獣被

害対策の指導等を現地で専門知識を持って行う

方々）を150名、それから地域リーダー（集落で

鳥獣対策等を中心となって進めていただくリー

ダー）を360名ほど育成いたしますとともに、今

、年度末までにモデル集落を県下で19集落設けて

。地域一体となった取り組みを進めてございます

実績としてはそういったところでございます。

私たちも中山間地に呼ばれていっ○押川委員

て猟友会あたりの総会に顔出しをするんですけ

れども、こういうチームを組んだり調査をされ

ても、実績としては、鳥獣害、特に猿、イノシ

シ、シカはなかなか減っていかないと。環境森

林部との関連もあるんでしょうけれども、農政

のほうはこういう形でいろんな対策を組まれて

おるわけですが、追い払いをしても、ほかのと

ころにまた行ってしまって、とらないことには

絶対数が減らないし、ふえていく一方だという

ことがあるわけです。失礼ですけれども、こん

な金を使うよりは……。狩猟免許の更新とか、

特に駆除狩りあたりは弾代も出ないような状況

だということであります。15日までであります

から、数日前、近所で狩猟していらっしゃいま

したけれども、狩猟免許を持っていらっしゃる

方々が80歳近くの人たちです。これではなかな

か追いつかないんじゃないかと思います。わな

もありますけれども、狩猟者をある程度育成し

ていかないと絶対数は減らないんじゃないかと

いう気がするんです。

それと、人が山から出てくれば鳥獣も一緒に

。 。出てくるそうです 食べ物がないということで

現地の人たちと話をした中で年度の予算を組ん

でいかないと、同じことばかりの繰り返しで。

これでよくなればいいわけですけれども、どこ

かで発生するという中ですから、何かそこに工

夫があるといいなと思っているんです。恐らく

振興局の皆さん方は行かれていると思うんです

けれども、そこらあたりとの連携の中での年度

初めの事業に対する予算なり施策はどういう状

況になっているんでしょうか。

農政水産部といたしまし○山内営農支援課長

ては、この予算にもありますように、侵入防止

さくの設置とか、地域が一体となって取り組む

被害防止対策等を所管して進めてございます。

、 、しかしながら 鳥獣被害対策の総合的な推進は

林務のほうが中心となっており、被害状況に応

じた適切な捕獲対策、中長期的視点に立った生

育個体数のコントロールといった生育環境対策

等を一体となって進めていくことが重要になっ

てきていると思います。

林務のほうの事業を見ましても、地域で行う

シカ捕獲対策の強化事業でありますとか、有害

鳥獣の被害防止緊急対策事業ということで、対

策指導捕獲員等を22市町村で48名の設置といっ



- 26 -

たような取り組み等を進めておりますし、冒頭

私が説明いたしましたように、被害防除の基礎

的な知識を持つマイスターの育成とあわせまし

て、特に今年度力を込めてやっていきたいと思

いますのが、捕獲や啓発推進等を行う実施隊を

鳥獣被害防止特別特措法に基づいて設置いたし

ますといろいろ優遇措置も出てくるということ

でございますので、実施隊を全市町村に設置い

ただくように推進を図っていきたいと思ってお

ります。また、御指摘のように、年度当初に鳥

獣被害対策を総合的に進めるということでは、

地域特命チーム等にもきちんと ３部共管で―

全体的に鳥獣被害対策としては進めるんだとい

う意識啓発を年度当初に置きながら、計画的な

推進に努めてまいりたいと思います。

気持ちは十分わかりますし、対策○押川委員

をやっていただいておることはわかるんですけ

れども、効果が上がらなければ、幾ら事業をし

。てもなかなか大変じゃないかという気がします

県下で19集落のモデルをつくられるということ

ですけれども、具体的にはどういったものをつ

くられるんですか。

申しましたように、各振○山内営農支援課長

。興局ごとに地域特命チームを設置しております

その中で、被害マップもつくりながら、被害の

実態に応じた防止活動、リーダーの育成を総合

的に進めていこうということで、まずは現場で

被害対策が自主的に行われるような取り組み等

を育成していこうということで、県下の中で意

識の高い集落を設置して進めようとしておりま

す。これにつきましては当面、県下で26集落を

進めようということで計画してございます。

今まで幾らかはあったけれども、○押川委員

県下全体ではなかったから、それを今回はおろ

していくというような形の理解でいいですか。

鳥獣被害対策については○山内営農支援課長

そういうことでございます。

次に21ページ、ネクスト！みやざ○押川委員

きエコ施設園芸産地拡大事業でありますけれど

も、まさしく今、燃油価格が100円に近づこうと

しておるところでありますから、施設園芸農家

においては大変なコストがかかっておるわけで

あります。そういう中で、以前から脱石油型の

暖房機ということで木質ペレットあるいは畜ふ

んペレットがあるわけですけれども、現状はど

のくらいの台数と、効果がわかればお聞かせく

ださい。

現在、木質ペレットの○加勇田農産園芸課長

。暖房機については県内に９台導入されています

８台はピーマンの農家でございます。１台はＪ

Ａこばやしの育苗センターに設置されていると

いうことでございます。それから畜ふんペレッ

トについては、まだ現地のほうには導入されて

いない状況でございます。

それで、木質ペレットと重油の比○押川委員

較はわかりますか。

木質ペレット暖房機は○加勇田農産園芸課長

。機械自体が非常に高いということでございます

１台で360万ぐらいということですので、かなり

高くなります。一方、燃料につきましては、ペ

、レットの燃焼効率が重油の半分ぐらいですので

価格が倍ぐらい差があったときに木質ペレット

。としては効果が出てくることになると思います

今、木質ペレットは40円前後だと思いますの

で、90円以上にならないとメリットはないとい

うことになります。ただ、初期投資の分を２分

の１補助、３分の１補助で助成をしてやれば、

もう少し重油の価格は下がってくると思ってい

るところでございます。

なお、現時点では、ペレット代については、



- 27 -

県あるいは経済連のほうで若干の助成をしてい

る状況でございます。

暖房機の普及はなかなか難しいん○押川委員

でしょうか。値段が高いということでの買い控

えというか、普及が鈍いんでしょうか。

確かに高いということ○加勇田農産園芸課長

が、農家がなかなか導入できない一つのネック

になっていると思っております 現在 メーカー。 、

も入っていただきながら勉強会等もやっている

ところでございますが、メーカーとしてもでき

るだけ価格は引き下げていきたいといった意向

を持っていらっしゃいます。そのためには、ど

ちらが卵か鶏かという話になるかもしれません

けれども、普及すると台数がふえますので、そ

の両方がうまく転がるような方向に持っていき

たいと思っております。

、 、もう一つは この事業でもそうですけれども

単にペレットの暖房機を品質、収量を上げてい

くだけに使うのではなくて、ＣＯ 、環境制御２

装置としても使えないか検討していきたいと

思っております。

。○押川委員 大事なことはそこだと思うんです

収量を上げて金を取る、そしてペレットを使う

ことによってコストが下がるということで、相

対的に所得率が上がり、みんなが使えばこの暖

房機は下がってくるわけです。台数が少ないか

らこそ360万ぐらいという高い価格ですから、こ

れを今の重油と換算すると相当下がってくると

思いますから、できれば収量 どこかで実証―

をぴしゃっとして取り組んでいかないと、これ

だけ重油が高騰しておれば、先ほども出ていま

したけれども、マンゴーとかピーマンとか産地

がなくなるんじゃないかという心配をされる人

たちもいらっしゃいますから、ぜひこれは検証

あたりまでやっていただくように要望しておき

たいと思います。

現地実証につきまして○加勇田農産園芸課長

は、この事業の中でもバイオマス活用推進事業

の中できっちりとやっていきたいと考えており

ます。

この間、新富にも行ったんですけ○押川委員

れども、西都でもあるんですが、内張り空気の

フィルムの今の普及状況と、これは補助対象に

なっていないんですか。

現時点ではほかの農家○加勇田農産園芸課長

には入っていないと伺っているところでござい

ます この事業につきましては 内張り２層カー。 、

テン等とございますけれども、内張り多層フィ

ルムということで、空気膜フィルムについても

助成対象としたいと考えております。

ありがとうございます。よろしく○押川委員

お願いしておきたいと思います。

１のバイオマス活用推進に物すごく興味があ

るんですが、これをもう少し具体的に説明をし

ていただくとありがたいと思います。

木質バイオマスは宮崎○加勇田農産園芸課長

県内に豊富にございますので、これを活用して

いくということで、林務のほうとも連携しなが

ら進めているところでございます。県内には小

林に三共というメーカーがありますが、現時点

では県内ではこの暖房に使えるのはそこだけで

ございます。木質ペレットにつきましても、以

前までは品質にちょっと問題がありましてペ

、レット暖房機には使えなかったんですけれども

それを改善していただきまして、ようやく使え

るようになったかなという状況でございます。

今後、木質ペレットの安定供給を含めて、体制

づくりを活用推進の中でしっかりと検討を進め

ていきたいと思っているところでございます。

供給体制がきちっとできれば、農家も安心して
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。暖房機を入れることができると考えております

それから循環モデル構築というのがございま

すが、これも林務のほうと共同して、バイオマ

スを有効に活用してペレットの製造からぐるっ

と回って販売まで、オフセット・クレジットも

含めて 「資源と価値の循環モデル」と言ってい、

ますけれども、循環できるモデル体制を目指し

。 、て検討してまいりたいと思っております 現在

勉強会等は農家の方々も結構関心を持っていた

だいておりますので、そういったところを強化

してまいりたいと考えております。

ぜひ、県産材を導入できるような○押川委員

、 、形の中で 施設園芸の燃油高騰あたりの対策に

代替という形で取り入れるようにお願い申し上

げておきたいと思います。

それから、24年度歳出予算説明資料の290ペー

ジ、中山間地域活性化推進費の農家民泊受入体

制強化事業160万でありますけれども、この内容

を教えてください。

この事業は、最近、○奥野地域農業推進課長

修学旅行で農業体験をするような教育旅行がふ

えているということで、その受け入れ体制を整

備するために農家民宿の開業を支援するという

内容でございます。具体的には、開業のための

いろんな研修会の開催、あるいはＰＲ等のため

のパンフレットの作成、アドバイザーを派遣し

たり、そのような内容の事業でございます。事

業主体は、各地区に協議会をつくってもらいま

して、そこが主体になります。

大事なことだというふうには思う○押川委員

んです 農家民泊のための改修ということも入っ。

ておるわけでありますけれども、予算の中では

どのくらいの開業なり考えていらっしゃるか、

わかればお聞かせ願いたいと思います。

協議会の補助につき○奥野地域農業推進課長

ましては、１カ所50万で４協議会です。補助率

を２分の１と考えています。

わかりました。○押川委員

つい先日でしたけれども 民泊関係の話を伺っ、

て、都会の人たちは、農家の民泊、あるいは農

家の体験、経験をしたいということで来られる

そうですけれども、例えば夏場、虫がいっぱい

来ると、そういうところでは眠れないからどこ

か違うところを探してくれとか、想像以外のこ

とがあるんです。だから、どこか１室をそうい

うことでやられて、虫とかいろんなものの対策

あたりも改善をしておかないと、思っていたこ

。とと全然違うというような話も聞いております

修学旅行とかいろんな体験の中でいいんでしょ

うけれども、受け入れをされる方々も、家を改

築する形の中での予算というのは もう少しニー、

ズに合った形の中でやっていかないと、呼んだ

わ、効果的にはそうもないよなという話も実は

あります。

それと、実際やっていらっしゃる方のところ

よりは、皆さん方のように、ある程度仕事を終

わられて定年されて 農業をされている人、―

あるいは林業をされている人たちにそこに行っ

てもらって交流会をするほうがいいんじゃない

、 、かという話も聞いたものですから 参考までに

そういうこともあるということで、お願いをし

ておきたいと思います。

その上の段、ＳＡＰ50周年記念大会開催事

業1,000万でありますけれども、これについて内

容をお聞かせください。

昭和37年にＳＡＰは○奥野地域農業推進課長

発足しておりますが、今度、発足50周年を迎え

るということで、50年という大きな節目に記念

大会をやろうということで、大きくは、これま

での50年の歩みと活動報告、あるいは講演とか
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功労者の表彰、記念イベントをあわせてやりた

いと思っています。例えば、ＳＡＰの会員のと

ころでできた農産物の即売会、直売なんかを中

心にやろうと思っています。そのための会場の

設営、会場費、旅費、消耗品もろもろの経費で

予算要求させてもらっています。

もう50年という歳月が来たわけで○押川委員

すね。農業後継者を育成されるための勉強なり

いろんな研修を含めて、黒木知事の時代に創設

されたと思います。本当に懐かしいと思います

し、こういった農業青年をきちんと育成するこ

とが本県の農業の発展につながってこなければ

いけなかったと思うんです。時代背景の中でよ

かったときもあるんでしょうけれども。こうい

う組織を大事にしていただくということはあり

がたいし、50年を迎えて、今後、ＳＡＰの育成

をどのように考えていらっしゃるか、考え方が

あればお聞かせください。

おっしゃるように、○奥野地域農業推進課長

ＳＡＰの活動で、ＯＢの方につきましても、現

在いろんな方面でリーダーとなって活躍してい

ただいているところでございます。これからの

農業の発展につきましては、若者の力が非常に

大きいと思っていますので、青年農業者のいろ

んな活動を積極的に支援していきたいと思って

おります。

ありがとうございます。ここらあ○押川委員

たりに先ほどの150万が生かされてくるとまた違

うのかなと思いますので、よろしくお願いして

おきたいと思います。

それから297ページ、経営力アップ支援強化事

業であります。経営の診断・分析等されておる

わけでありますが、これが実質、営農の中でど

れだけ生かされているか、統計等があればお聞

かせ願いたいと思います。

経営分析のことでよろし○山内営農支援課長

。 、いでしょうか 先ほど申し上げましたけれども

この経営力アップ支援事業の対象者は青色申告

者の協議会ということで、県下で7,000名ほどい

らっしゃいます。その中で、経営革新プランと

いうことで５年間の経営改善計画を立てていた

だきまして、それに基づくプランで、今年度の

実績では3,154戸の方々が革新プランを策定して

いただいております。そういった中で毎年度、

青申の実績と引き合わせて達成状況の評価を行

いながら、改善すべきときは改善指導の評価書

を発行してございます。そういう中で特に重点

的にコンサルを行って、経営の立て直しもです

し、従来は負債農家の経営管理指導が中心でし

たが、現状は、よりステップアップしていこう

という前向きな農家のコンサルタントもやって

ございまして、そういった形で今年度は85戸の

コンサルテーションをやっております。特に青

申から経営の実態に応じた分析等をやっていっ

て、弱いところ、強みで伸ばしていくところを

個別にきめ細やかにやっているのがこの事業の

特色ではないかと思っています。

これはＪＡあたりとの関連も出て○押川委員

くるんでしょうけれども、7,000名というのは多

いんでしょうか少ないんでしょうか。

系統等の中心があること○山内営農支援課長

で7,000名ということでございますけれども、農

業を主とした所得としているのが主業農家とい

う概念になると思うんですが、その方々が県下

で１万戸ほどいらっしゃいまして、それから比

較しますと7,000戸というのは非常に大きい数字

ではないかと思います。ただ、7,000戸というの

は個別農家の方々が中心になってございます。

近年の特徴といたしまして、これまでの時代と

違って、今後は法人の方々の経営支援も必要に



- 30 -

なってくるということで、そういった方々はこ

の7,000戸に余り入っておりませんので、法人の

方々の経営改善支援が今後の課題であり、重点

的に取り組む方向ではないかと思っています。

わかりました。確かに今後はこう○押川委員

いう計数関係を追求していかないと、俗に言わ

れるどんぶりとかよく耳にするわけであります

けれども、いろんな意味でこれだけコストがか

かってくると、どこを減らしていけばいいかと

いうのはこういう統計で一番わかると思います

ので、ぜひそういうことで頑張っていただきま

。すようにお願い申し上げておきたいと思います

286ページの（事項）特定研究開発○岩下委員

等促進費１億7,470万の予算がありますけれど

も、内訳をお願いします。

特定研究開発等促進○串間総合農業試験場長

費ですけれども、私ども農業試験場と、独立行

政法人あるいは民間企業、大学等と共同研究グ

。ループを組みまして競争的資金に取り組みます

そのときに私どもが代表機関となって取り組む

のが 国庫支出金のほうで５課題ほど取り組―

みます。その他特定となりますのが、共同機関

、 、として 代表機関ではなくて参画する側として

代表機関から研究費をいただく形のものが13課

題、合わせて18課題ほど、県費ではなく外部資

。金を獲得した上で研究を進めることになります

内容につきましては、園芸から水稲の育種、お

茶の育種、花のラナンキュラスの育種関係、先

ほど出ました綾園芸と組んで共同研究でチャレ

ンジしている資金もありますし、ありとあらゆ

るものをやっております。

盛んに今 「儲かる農業」というこ○岩下委員 、

とで、今回の予算もそうでありますけれども、

総合農業試験場と工業技術センターは連携して

何かされているんでしょうか。

工業試験場と連携し○串間総合農業試験場長

たものを御紹介いたしますと、吸収式除湿機と

いうものがございまして、ハウス内の湿度を低

くして病気を発生しないようにするという無農

薬につながる機械を、民間企業も入れて共同で

開発した実績がございます。それは工業試験場

が特許を押さえて、今、現地普及に向けた実証

試験の段階にまで行っております。

、あそこの中に食品開発センターもありますが

そことうちで育成した水稲の酒米の醸造試験を

して、有効かどうかといったことをやっていま

す。いろいろと共同研究は行っているところで

ございます。

いろいろ研究されているというこ○岩下委員

とで伺いました。我々素人でも、農業をやって

いる方々の現場を見れば こんな機械が必要じゃ、

なかろうか こうすればまだ省力化できるんじゃ、

ないかということに気づかされます。例えば、

うちのほうで水田ゴボウを大変まじめに、朝か

ら晩まで冷たい水をさわりながらやっていらっ

しゃる。売り上げは確かに３億円なんです。し

かし手間がかかってですね。よそでは余りされ

ていないんです。稲作で刈り取った後の水田に

。 、ゴボウをまかれて収穫されるんです ですから

手で洗って冷たい水で切り取りながらする 「そ。

れが機械化できないか」と伺うと 「対象者が少、

、 」ないですから 製造してもかなり高くつきます

という説明はいただきました。ただ、宮崎県と

して農業者に意欲を持ってやってもらうという

形になれば、水田ゴボウは省力化ができれば県

内に広がるんじゃないかと思うんです。ゴボウ

の根をとったり、上の葉っぱを切ったり、あく

抜きをしたりしますけれども、その手間が夜中

まで皆さんされるんです。ですから、コンパク

トとは言いませんけれども、県の研究機関の中
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で研究していただいて、これが宮崎県が用意し

た水田ゴボウの出荷体制の機械ですと。

あるいはカンショも30数億と言いました。芋

を洗う機械は随分研究されて、聞きますと、昔

は芋の根をとるのに、スポンジを一緒に入れて

かき回していたんです。それが水圧を吹きかけ

。て根っこをみんな吹き飛ばしてきれいになると

ただ手間が要るのは芋の両端を切ることです。

、 、ＩＴ関係がこんなに進んでいる中で 県として

工業試験場として、そしてまた農業試験場とし

て、タイアップしていただいて、産学官という

のをよく聞きます。これは宮崎県がつくりまし

たという形で、研究開発費みたいなもので扱え

ないか。恐らく水田ゴボウというのは串間だけ

ですけれども、よそでも扱い出すと20倍、30倍

の生産量になっていくんじゃないかと思います

が、いかがでしょうか。

過去の歴史を申し上○串間総合農業試験場長

げますと、試験場には農業機械を開発する担当

部署がございました。数年前に直接機械を開発

する部署はなくなりました。最近数年の機械に

関する研究というのは、畑作園芸支場で、民間

の機械メーカーと畑作支場の研究員がタイアッ

プして里芋の収穫機械を開発いたしました。単

独では無理ですので、機械メーカーと共同研究

で、研究費はもちろん県費でいただいて、委託

開発という形で取り組むようにしております。

今おっしゃった水田ゴボウにしても、現場の問

題を我々のほうで整理して、アイデアを提供し

ながら近場の機械メーカーと共同研究でやって

いくという形になろうかと思います。そのとき

にはもちろん工業技術センター等とも連携を

とっていきたいと思っております。

今、カンパチなんかにしても、Ｉ○岩下委員

Ｔ関係なんでしょう。３枚におろして出荷まで

持っていく機械。金をかければ幾らでもできま

すと言えるんでしょうけれども、宮崎県の研究

、 、機関があるのであれば ゴボウとか芋に限らず

題材はたくさんあろうかと思うんですが 「儲か、

る農業」につながるようにぜひ農業機械の開発

をお願いしたい。要望です。

説明資料の７ページ、さっき福田○中野委員

委員が非常に期待しておるという話がありまし

た。口蹄疫復興・海外輸出体制構築モデル事業

となっておるけど、私、これを見て、これは一

体何なのと言いたいぐらいです。部長、今まで

農政水産部は海外に大分やってきていると思う

んだけど 「口蹄疫復興」がついてこんなもの、

に900万の事業で、財政課はどこを査定したのか

と思う。要は東アジアをどうやろうかという話

の中で これは900万だから質問をやめようか―

と思ったけど、余り幼稚過ぎて、これに物言わ

んと議員が笑われると思って。今までやってき

ていることと何が違うのか。例えば連携促進事

業とか、輸出業者にしても輸送ルートにしても

現実はみんな競争しているわけです ここで 産。 「

地」と書いてあるけど、産地なんて、農業者は

つくるのが精いっぱいで、その製品をどう売っ

ていくかは貿易業者の仕事であってね。海外で

のニーズ把握、輸出計画の策定。１年間900万で

。海外のニーズ把握とか輸出計画までできますか

それから直接物流開拓、これは野菜をイメージ

していると思うけど、コンテナで送るかどうい

う形で送るかでね。それから貿易実務に関する

、 。 、エキスパート養成 輸出スペシャリスト １年

２年でこんなのができると思いますか。不思議

でたまらんのだけど、これは一体何をするつも

りですか。

委員御指摘の○鈴木ブランド・流通対策室長

とおり、確かにこれまでも輸出に対する取り組
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みは行ってまいりました。例えば平成23年度以

降、宮崎農産物輸出促進総合対策事業というこ

とで350万円の輸出の支援をやってまいりまし

た。ただ、口蹄疫の発生以降、畜産から耕種へ

の転換という話もあります。また、河野知事が

就任されまして、東アジアについてさらに積極

的に進めていきたいというふうな思いも示され

て、今、東アジア経済戦略というものをつくっ

ております。そういった中で、農産物の輸出も

さらにもう一歩、エンジンのギアを上げるよう

なことをしなきゃいかんという認識が我々ござ

います。

モデル事業の内容、今、委員のほうからこれ

は２年間で全部できるのかというような御指摘

ございました。確かにすべての産地においてど

、 、うのこうのという話ではなくて やる気のある

意欲のある産地に、こんなことをやれば輸出が

スタートできますよ、こういうことをやればビ

ジネスとして維持できますよ、ただこういうリ

スクもありますよ。そういうノウハウみたいな

ものを集中的に投資すると。ですから、この900

万についても、ばらまくのではなくて、やる気

のある産地が、県内の輸出業者、輸送業者と連

携する取り組みに対して集中的に支援しようと

いうことでこういうメニューをつくらせていた

だいたものでございますから、これすべてにつ

いてすべての産地がやるということを考えてい

るわけではございません。

これから東アジアが大きな市場と○中野委員

いうのは当然。私も昔からこれをやってきてい

る ただここで エキスパート養成とかスペシャ。 、

リスト、これは何も農産物だけではない。焼酎

だってあるしいろんなものがある。そういうの

は貿易協会が同じようなことをやっておる。そ

ういうところと連携しながら、宮崎県は窓口を

。 。１つにしてやらんと ここで産地にやる気支援

国富町見たって、みんなばらばらに大根つくっ

たり千切りつくったりしている。今、課長が言

うような理屈は成り立たない。ずっと貿易それ

なりにやっているけど、かなり複雑です。そん

な簡単じゃない。スペシャリストが１～２年で

できればだれでも始めています。今あるものを

全体でまとめて、何も農産物だから農政部がや

るという話じゃないと思うんです。貿易協会に

集めてやるような方法。あなたのような理屈で

は全然現実はなっていない。

委員の御指摘○鈴木ブランド・流通対策室長

のとおりだと思います。農業だけではなくて、

商工も金融も木材もいろんな輸出の取り組みを

しております。それについては窓口を一本化し

て、考える頭も一本化してやっていかなきゃい

けないのは当然でありまして、実は今まで、み

やざき農水産物海外輸出促進協議会というのが

ありましたけれども、これを農政だけの組織で

はなくて、商工も入った形、森林の分野も入っ

た形で、副知事のもとで県全体の組織で一本化

することもこの４月から進めることにしており

ます。

この中で、エキスパート、スペシャリストと

いう横文字が並んでおりますけれども、これは

別に農政だけでこだわってやろうという話では

、 、なくて 貿易実務に関する養成研修というのは

幅広い分野で、市町村全体を見ているような担

当者が、貿易について全く知らないというわけ

ではなくて、実務を含めて、また今、宮崎県が

置かれている現状も含めて研修を受けて、そう

いった方たちが地域にいることによって輸出の

取り組みが前に進みやすい、実際に輸出を行う

団体等の後押しをしやすいという状況が、実際

に熊本県、鹿児島県にはあるものですから、輸
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出に精通している方をなるべく県内にふやして

いこうという取り組みであって 別に農政に限っ、

た取り組みではないということを御理解いただ

ければと思います。

そういうふうにわかるように説明○中野委員

資料をつくってください。

それから10ページ、農業後継者がなかなかふ

えないけど、新しく就農する人たちは、５反以

上田んぼ取得とか、土地はどんなになっている

んですか、借りてするわけ。ステップアップと

か書いてあるけど、いざ研修を受けてやろうと

した場合、土地の取得とかはどんなになってい

るんですか。

、○奥野地域農業推進課長 土地につきましては

取得する場合、あるいは貸借する場合いろいろ

ありますが、市町村の農業委員会を通じて確保

する形にしております。

農業者とみなされるためには５反○中野委員

以上とかいろいろありますよね。１反でも土地

が取得できるわけですか。借りないとできない

でしょう。

通常、５反以上という話○工藤連携推進室長

がございますが、施設園芸みたいな集約的な経

営形態であれば、市町村によっては、下限面積

の緩和ということで10アール以上とか面積の設

定ができるようになっておりますので、営農形

態に応じた土地のあっせんなり取得を農業委員

会のほうでお世話をいただくということで、今

進めているところでございます。

歳出予算説明資料の284ページ、重○新見委員

。 、点事業等説明資料では５～６ページです まず

「 」６ページの上のほうの枠組み３の 安全・安心

の取組徹底ということで、全国トップクラスの

残留農薬検査体制については、何年か前にも宮

崎の残留農薬の検査、機器だったのか技術だっ

たのか忘れましたけど、すばらしいものがある

ということでした。そういう説明を受けて、今

回も「全国トップクラス」という自負された表

現になっておりますが、他県も当然いろんな取

り組みをされて、残留農薬についてはきちっと

検査する体制ができつつあると思うんですが、

いまだに全国トップクラスと言われるのは、ど

ういったものがあるかを御説明いただきたい。

残留農薬検査○鈴木ブランド・流通対策室長

体制についての御質問でございますけれども、

まず 「全国トップクラス」と書かせていただい、

たのは、残留農薬の検査を１回し始めますと結

、 、果が出るのに２週間くらいかかって 実際には

残留農薬が検出されても 流通が終わってしまっ、

ているとか、消費者のほうに届いてしまってい

る、あるいは食されてしまっているという状況

があるわけでございますけれども 宮崎県が持っ、

ている独自の技術は２時間ぐらいで結果が出て

くるということでございますので、実際に検出

されたら流通の過程に乗る前にとめることがで

きるということで、こういう技術は全国に誇る

技術と考えております。

また、実際にどのぐらいの検査をしているか

ということでございます。これは我々のほうで

の聞き取り調査でございますので、47都道府県

すべてから回答いただいたわけではございませ

んけれども、本県で年間6,000検体ぐらいやって

おります。これはほかの県に比べますとかなり

高い数字ということで、我々が調査した中では

宮崎県を超える検体数を調査しているような県

はないということでございますので、質、量と

もトップクラスであると考えております。

今説明いただいた限り、宮崎県は○新見委員

まだまだすばらしい技術を持っていると思いま

すので、それをしっかりアピールしていただき
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たいと思います。

それと284ページ、今の新規事業の説明のとこ

ろの上 みやざきブランド 連携型プロモーショ、「 」

ン強化事業、みやざきブランドを何らかの形で

連携しながらしっかりプロモートしていくと。

先ほどの説明ではさまざまな業界とのことを

おっしゃいましたが、いま一度説明をお願いい

たします。

「みやざきブ○鈴木ブランド・流通対策室長

ランド」連携型プロモーション強化事業につい

ての御質問でございます。これは、みやざきブ

ランドをどうすれば効果的に多くの消費者の方

に知っていただけるかということで、情報の発

信力が決め手になろうかと思っております。そ

の意味でも、農業団体だけではなくていろんな

業界の方とタッグを組んで宮崎のアピールをし

ていただくことが重要かと思っております。例

、 、えば平成23年度 今年度でございますけれども

どういった活動をしてきたかというと、ルクエ

のスチームケース（電子レンジに入れて簡単に

調理できる器具）を輸入している会社と宮崎県

の食材を使ったレシピを共同開発して、それを

配布することによって宮崎の食材のおいしさを

広めていただくとか、この２月、３月では、宮

崎空港のほうでターンテーブルに宮崎の特産物

を並べて回すことで、宮崎を訪れる方により宮

崎の県産物、農産物のすばらしさを知ってもら

うとか、そういった形でいろんな業種の方々と

連携プロモーションをしているところでござい

ます。

続きまして 委員会資料では10ペー○新見委員 、

、 。ジ 歳出予算説明資料では289ページになります

まず資料の10ページ、就農準備支援体制強化事

「 」 、業の右のほうに 取組の円滑化 ということで

農業振興公社で「研修あっせんから就農までの

一貫した支援体制の強化」と掲げてあります。

９ページを見てみますと「トータルでコーディ

ネートする相談員の設置」となっておりますけ

れども、このコーディネーターは今回初めて設

置されるのか。それと、どこに配属されて、ど

ういった形での支援をされるのか教えていただ

きたいと思います。

この相談員につきま○奥野地域農業推進課長

しては農業振興公社のほうに配置します。農業

振興公社が就農相談センターという位置づけに

なっておりまして、ここに配置したいと思いま

す。これまで１名でしたが、もう１名ふやしま

して２名体制にする予定であります。その役割

としては、個別の各種相談に応じたり、県内外

での就農相談会を開いたり、農業法人への職業

のあっせんとか、トータル的な就農相談をやっ

ております。

あくまでも、来てもらうんじゃな○新見委員

くて、こちらから出かけていく立場の方々です

ね。

こちらから出かける○奥野地域農業推進課長

場合もありますし、相談を受ける場合も、両方

ございます。

歳出予算説明資料の289ページの一○新見委員

番下ですが、ここにも就農支援資金対策事業と

いうことで4,000万掲げてあります。それと292

ページ、就農支援のための貸し付け、融資、ど

ういった形の支援かわからないんですが、この

関係とか使い道、何か制約があるかどうかを教

えてください。

まず、289ページ○奥野地域農業推進課長

の4,023万8,000円につきましては、292ページに

あります特別会計に繰り出すための資金でござ

いまして、こういったもので貸付金を造成しま

す。この4,000万のほかに国からも7,000万ぐら
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い融資を受けることになっていまして、それに

合わせて貸付金の原資を造成するような仕組み

になっています。

。○新見委員 繰入金で上がっている金額ですね

そうです。○奥野地域農業推進課長

資料の21ページ、事業の名称の頭○新見委員

に「ネクスト！」と強調がしてあるんです。強

調してある事業をほかに調べてみると 「目指せ、

６次化！」とか「新生！ 「大地に描く！」とい」

、うのはイメージ的によくわかるんですけれども

何でネクストに強調がついているのかがよくわ

からない。今まで何だったのかという思いがあ

りますので、説明してください。

事業を創設するときに○加勇田農産園芸課長

、事業名もいろいろ検討するわけでございますが

これまでも省エネ関係の施設整備については取

り組んできたところでございます。ただ、従来

のものから一歩踏み込んで、次の時代のといっ

た意味を込めて、木質ペレット、木質バイオマ

スを使った暖房体系なり、次の時代に向けての

エネルギー関係の事業ということで、そういう

気持ちを込めて「ネクスト！」ということで強

調させていただいたところでございます。ぜひ

そういったふうになりたいということでござい

ます。

23ページ、加工用米で進める新産○押川委員

地構造転換支援事業でありますが 県内焼酎メー、

カー等の需要に応じた加工用米の生産拡大とい

うことであります。これはもちろん口蹄疫から

の復興ということでありますけれども、県内焼

酎メーカーは加工用米を欲しがっているところ

。 。があるわけですか あれば量も教えてください

原産地表示の関係で、○加勇田農産園芸課長

焼酎等につきましても米の原産地を表示するよ

うな形になっております。従来は輸入米、特に

タイ米が使われてきたといったこともございま

すが、表示の関係で、県内の焼酎メーカーは国

産米に切りかえていきたいといった意向が非常

に強うございます。酒造組合等も通していろい

ろお話を伺う中では、２万トンを超えるぐらい

の需要があるということでございます。非常に

たくさんの需要が安定してあると思っていると

ころでございます。

２万トンといったら、県内26市町○押川委員

村の中で、この辺で生産する米ぐらいですよと

いうのはわかりますか。

県内の米の生産量全体○加勇田農産園芸課長

が10万トンぐらいですので、その５分の１ぐら

いということになります。

それからモデル組織育成のことに○押川委員

ついて、もう少し詳しく教えてください。

加工用米の生産に当た○加勇田農産園芸課長

りましては、先ほども申し上げましたが、非常

に小面積の、例えば主食用米の余った分などが

使われているのが実態でございます 大きなニー。

ズに対してきちんと生産の側でこたえていくと

いうからには、組織的な生産体制が必要だろう

と考えております。特に加工用米については、

収量を上げるとかコストを下げていく取り組み

も収益の面からは必要でございますので、個々

にやるのではなくて組織で対応できないものか

と、県内でモデル集団をつくっていきたいとい

うことでございます。

モデル組織ということであれば、○押川委員

自主的に自分たちでグループでつくってみると

か、集落営農とか書いてありますけれども、そ

ういった中でつくっていけばモデルとしての対

象になるということでいいですか。

そのとおりでございま○加勇田農産園芸課長

す。
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多用途米の関連です。既にいろん○坂口委員

な品種で、企業、あるいは国なり都道府県、公

共団体はパテントを持っているんじゃないかと

思うんです。パテントがある中で、一からとに

かくやってみようじゃなくて、ある程度絞りを

かけていって品質選定されて改良されるのか、

いきなり導入されるのかですけど、どういうぐ

あいに今後取り組んでいくんですか。

、○加勇田農産園芸課長 焼酎メーカーによって

どういった加工用米を求めるか違ってきます。

非常に大手のメーカーにつきましては、国産米

であれば主食用米でも構わないといったお話も

いただいているところでございます。そういっ

たところにつきましては、現在の主食用米の中

で、例えば宮崎の米で言えばまいひかりとか多

収がねらえる品種、栽培技術をちょっと変える

ことによってもう少し多収をねらっていくとい

うスタイルは考えられると思っております。も

う一つは、特徴のある品種の米が欲しいといっ

たメーカーもいらっしゃいます。この辺につい

て、特に国の育種素材、既にあるものが中心に

なりますけれども、有望なものを選定していき

たい。これを一からつくると10年かかりますの

で、現在あるものの中から使えそうなもの、多

収で特徴のあるものを探していきたいと考えて

おります。

そこらでの将来展望ですけど、か○坂口委員

なりのものが開発されているというか、量なん

て700キロ、あるいはそれを超すようなものが既

にあると思うんです。そこらを押さえられてい

たときにどうなっていくのかということです。

今後商社がかなりこの分野は出てくると思うん

です。だから、開発競争になってくるんではな

いか。

もう一つには、今、２割増産、１割コスト縮

減だったですか。そうなると、宮崎県の場合反

当570～580キロでしょう。そこらを目指せる品

種、フリーのものがあって、それが焼酎屋さん

のニーズに合うのか。

もう一つ、まだすき間がたくさんあるんだっ

たら、今の宮崎コシヒカリの早期水稲は本当に

この路線でいいのかということ。だから、加工

用米じゃなくて食用米を一から検討し直して、

最終的にもうからなきゃだめですから、そして

リスクも回避できる。もうかって安定して収量

ができるというところで、当然加工用米も歓迎

するんですけど、食料米のポストコシヒカリ、

早期水稲というものに対しても研究していかな

いといけないんじゃないかという気がするんで

すけど、そこらはどんなぐあいに判断されてい

ますか。

加工用米の品種のパテ○加勇田農産園芸課長

ントでございますが、民間での非常に高いパテ

、ントをかけた品種は幾つかございますけれども

育種といった面からすると、国の育種、都道府

県の育種がずっと先を進んでいます。そういっ

た中から選ぶことによって多くのパテントを払

わなくても大丈夫だろうと考えているところで

ございます。

、 、主食用米についてでございますけれども 今

早期水稲につきましてはコシヒカリが当然メー

ンでございますが、さらに別の角度からといい

ますか 「宮崎45号」というのを今有望視してお、

りまして、奨励品種に採用したところでござい

ます。これはコシヒカリよりも遅い品種でござ

います。コシヒカリより早い品種も欲しいんで

すけれども、現在の品種を見てみますと、コシ

ヒカリよりも早くなると、どうしても味の面で

はコシヒカリを超えることがなかなか難しいと

ころがございます。逆にコシヒカリよりもゆっ



- 37 -

くりつくれるものになりますと、コシヒカリか

らコシヒカリ以上。宮崎45号も、食味の調査を

しますとコシヒカリよりも若干いいぐらいかな

という試験結果が出ているので、同等かそれ以

上という話だと思います。そういった特徴のあ

る品種、しかも収量が高いといったことがござ

いますので、主食用米でもいけるし加工用米に

も、両方使えそうな品種かなという期待を持っ

ているところでございます。主食用米を含めて

宮崎の米を今後どうするかといったことについ

ては、おっしゃるとおり、今後、団体あたりと

も一緒に検討していかなきゃならないと考えて

おります。

本当にそういう状況にあればいい○坂口委員

んですけど、今の品種改良の競争とか、フード

部門へのさまざまな企業、特に商社あたりの参

入。そう思ったときに、ハイブリッド米の開発

とパテントというのは余り甘く見ちゃ危険じゃ

ないか。例えばコシヒカリなんかも、最初、新

潟県がこんなもの要らないと外野に置いていた

ものを、福井県がわらをもすがる思いでやった

ものがコシヒカリです。あれだけのたんぱく含

量まで落とせてですよ。それは栽培技術と品種

の両方ですね。だから、余り甘く見ちゃいかん

のじゃないかというのと、間違いなく早進化だ

けで、早期化だけで勝負していく時代は限界を

迎えているんじゃないかという気がするもので

すから、息の長い、そしてかなりハードルの高

いこれからの取り組みになるんでしょうけど、

ぜひそこをお願いしておきたいと思うんです。

もう一回総ざらえで、米の登録状況とか開発状

況を見ていくべきじゃないか。これだって加工

用米だけで２万トンといえば、700キロいったと

きが300町歩ぐらいですか。言うは簡単で大変だ

ろうと思うんですけど、ぜひ頭の中に置いてお

いていただきたいと思います。

さっきからたくさん出た説明資料の10ページ

の給付金事業ですけど、この対象になるだろう

なという相手方、新規の就農予定者、ここ数年

の例を見たとき、県事業と市町村事業で何名ぐ

らいですか。

研修関係が準備型の○奥野地域農業推進課長

ほうが140名ぐらい対象になる、それから下の経

営開始型のほうが410、これは平成20年からさか

のぼることができるということで、４年間さか

のぼったものを足し込んだ数字です。

これは予算の枠じゃなくて、410と○坂口委員

いうのはニーズですね。

そこで、県外からの新規参入も含めて、宮崎

で農業を実際やった人の中で、途中でリタイア

していかざるを得なくなった人たち。その中で

２年間なり５年間のつなぎ資金があれば農業を

。続けられたという人たちがどれぐらいいるのか

それとも 農業なんて思っていた感じと全然違っ、

ていたとか、田舎の空気がおいしいと思ったけ

ど飯が食えなかった。そういうものでリタイア

していく人たち。だから、深みにはまり込ませ

てはだめだと思うんです。150万が魅力で入って

きて５年間いて、そのお金がとまったからまた

東京に戻ろうじゃ、この子たちを路頭に迷わす

だけです。そこらのところをどんなぐあいに調

査かけられて、この５年間の支援なり２年間の

支援があれば確実に農業でここに定着できると

いうものは、この140人と410人の中のどれぐら

いを見込まれているのか。今後この事業を続け

ていくことによって的確に残せるのか。他の事

業とセットで一人前の農業者にしていくのか、

そこらのところは総合的に判断されているんで

すか。

まず、新規就農者の○奥野地域農業推進課長
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定着の状況ですが、過去、普及センターで調べ

、 、 、た数字でいきますと 自営就農者の場合 89％

９割ぐらいが定着しているというデータはござ

いました。この定着率をさらに高めていかなく

ちゃいけないと思っております。

今度の給付金につきましても、150万という大

きな金額でもございますので、まず、申請を受

け付けるときに計画をつくらせますが、その計

画が実現可能かどうかしっかりチェックをして

いきたい。それと、先ほどから説明しておりま

すが、要件の一つに「人・農地プラン」という

集落で作成する地域農業マスタープランがござ

います。その中でしっかり集落の中の農業者と

して位置づけてもらうことを考えています。そ

の上で農地の確保あるいは施設・機械などをき

ちんと所有しているかどうかの確認をして、大

事なのは、委員の言われましたように、将来離

農していかないように関係機関がしっかりフォ

ローしていく必要があるかと思います。そのた

めには、既存のいろんな補助制度もありますし

融資制度もあります。こういったものを最大限

活用しながらフォローアップをしていきたいと

考えておるところでございます。

そこらのとこだと思うんです。85○坂口委員

％なら、15％の人たちが、このことがあること

によって、生活できるところまで財政的にも行

き着かなかったということで断念していくん

だったら救いになりますよね。ほかの理由があ

るんだったら、そこらも総合的にセットでやっ

ておかなきゃ、農業の担い手につながるところ

までいかない。

それと、特に県事業のほうは研修期間中の２

年ですよね。この研修期間中に150万円職業訓練

手当がもらえるよというような感覚での人寄せ

だったら、これはむしろ、その人たちを路頭に

迷わすとか人生を迷わすという危険なものを

持っていると思うんです。だから、補助金を出

す、あるいは生活支援金を出すというのは、も

ろ刃の剣と言ったらいいんでしょうか、劇薬的

な部分を持っているから、そこはよほどしっか

りして、まずその人の意志だと思うんです。ど

―んなことがあっても農業をやっていくんだ

面接のときにそこが見出せるかどうか。そして

、 、結果的に そんなに言ったって最初は大変だぞ

だから150万ぐらいは支援してあげるから、とに

かく頑張っていっちょまえの農家になってくれ

というようなものを見出して、この人をこの事

業の対象にしていく。人選というものに、市町

村事業以上に県のこの事業は責任があると思う

んです。だから、人寄せのための呼び水に決し

てしないで、慎重にやっていって責任ある執行

の仕方をやっていかないといけないと思うんで

すけど、そのためにどういう仕組みで相手を認

定していくか、そこらはどんなぐあいな作業を

経て認定されていきますか。

委員のおっしゃると○奥野地域農業推進課長

おり、まずこの事業に取りかかるということが

一番大事だと思います。特に県のほうで支給し

ます準備型を受け付けるときは、まずその研修

機関を県が指定することになっています。この

研修機関の位置づけが一番大事だと思っており

ます。農業大学校とかみやざき農業実践塾、あ

るいはＪＡの研修所はいいんですが、それ以外

の先進農家等の民間の研修機関等も出てくると

思いますので、この研修機関が本当に信頼でき

るしっかりしたところかという見きわめも一つ

かと思います。

それと、準備型を申請するときには研修計画

書を出させますが、この研修計画が絵にかいた

もちにならないように、研修後の姿、就農した
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ときにしっかり生計が立つような計画になって

いるかどうかを関係機関で十分調整して、いろ

んな助言とかアドバイスもしながら、しっかり

した研修計画なり就農計画をつくってもらいた

いと思います。

それと、これは今でもやっているんですが、

新規就農者は就農計画をつくっています。その

就農計画を関係機関で審査している状況でござ

います。同じように、何らかの形でしっかり審

査する体制を、市町村レベルでも必要かもしれ

ませんし、県レベルでもそういう体制を整えな

くてはいけないと考えておるところでございま

す。

ぜひ、人を生かすための事業とし○坂口委員

て実施していただきたい。決して人を迷わせた

り 裏目に出るような事業ではだめですから 150、 。

万円の支援金があったから農業を何とかできた

という人たちに対してじゃないとだめだと思う

んです。いろんな人が指導しながらだから同じ

ような計画ができると思うんです。この人なら

できる、この人は大丈夫かな、人を選べるかど

うかだと思うんです。そこはぜひ工夫を凝らし

ながら、計画書に支援していくんじゃなくて、

人に支援するんだという予算の執行の仕方で

あってほしいと思うんです。人だと思います。

計画書はあくまでも計画書で、やりながら、こ

れは間違えたと思ったらそこで修正して。おれ

に150万出せ、絶対立派な農業者になってやると

。いうような人に向けて出してほしいと思います

同じことを関連して、非常に大事○福田委員

な問題ですからあえてお聞きします。今、坂口

委員からありました新規就農の助成、これは本

当に人ですね。近くに新規就農の希望者が研修

に押しかけてくる農家があるものですから、私

は毎朝見ておるんです。その青年が３年後、５

年後、10年後どうなっているか。10年たっても

独立しない人もおります。４年制大学を出たよ

うな方でもですね。

そこで、先ほど課長のほうから公的機関で研

修をした人は大丈夫という言葉がありました。

その中にＪＡも入っていましたが、私が役員を

しているＪＡでも、直営の農場でそういう方を

お預かりして給料を払って養成していますが、

なかなかそう簡単にいかないです。これは机上

論じゃありません。課長の弟さんもそういう仕

事をされているからよく知っていると思います

が、難しいんです。ずっと見ておって、古い言

葉ですけど、農業は徒弟制度だなと思っていま

す。新規就農を希望してわらじを脱いだ研修先

の農家がしっかりしていれば必ず成功していま

す。そういう便りを聞くとうれしいです。夏と

か農閑期にその家に来て報告なんかがあります

が、本当にうれしいです。

550人の方が新規就農に成功すれば、宮崎県の

。 。将来の農業は盤石です それぐらいの人数です

しかもこれは破格の助成ですから、それぞれ委

員の皆さんからもありましたように、人材の選

定を見誤らないようにお願いをしておきたいと

思います。これは要望です。

もう一つ、加工米の件で、以前もお話をしま

したが、宮崎県は今までは全国でも有数の外米

の消費県だったんです。２万3,000トンと書いて

ありますが、一説、ピーク時は３万トンぐらい

焼酎原料に使われたようであります。でありま

すからミニマムアクセス米で入ってくる加工用

原料の大手のユーザー県が宮崎県であった。農

業県が外米を一番使っておったと数字から出て

いるんです。今、原料の原産地表示が義務づけ

、「 」られましたから 米こうじの原料は国産米です

「米こうじの原料は外米です」と書いた場合で
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は、焼酎の売れ行きが大きく影響しますから、

県内の焼酎メーカー、大手から中小まで全部国

産のお米を使わざるを得ないと思います。

そこで、芋の原料とも関連してきますが、芋

焼酎にはたくさんの米を使う。もちろん主体は

お芋でありますが、お芋をつくる希望者が少な

いというのは、契約の単価が低いと思います。

それと同時に米も１万8,000円弱の差がありまし

て、いろいろな対策を打って加工用米への促進

をしていくわけでありますが、これはいつまで

も続くわけではないです。やはり焼酎メーカー

も、カンショであっても米であってもある程度

利益を原料の生産者に回してもらわなければ、

地域内の経済の循環はできないと思うんです。

ここを行政としてぜひ力を入れてやってほしい

と思うんです。これは現場の意見そのものなん

です。カンショの生産者から聞きます。米もま

、た同じようなことを繰り返すなと思いますから

ぜひ焼酎メーカーについても 赤字が出て買―

えとは言えません。適正利潤を確保した後は、

原料あっての焼酎ですから、カンショ生産者や

米生産者に、再生産が可能な価格で買い取るよ

うな価格提示を行政から指導してほしい。農業

団体だけでは力はありませんから。ぜひ一緒に

なって生産者を励ましてやってほしいと思いま

す。それくらいの力は焼酎メーカーにはあると

思いますから。その辺はお感じになっていませ

んか。

実は焼酎メーカーから○加勇田農産園芸課長

カンショが足りないといった要望もございます

けれども、我々のほうでも現場で生産者の声、

つくる側の声もあわせてお聞きをしたところで

ございます。間に入っていらっしゃる農協のお

声を聞いても、価格がどうしても安いので、生

産者として魅力を感じていない部分もあるとい

うお話も伺っております。確かにそうなのかな

と思っております。また生産者から直接届く声

もございまして その辺がメーカーのほうにきっ、

ちりと伝わっているのか、メーカーの考え方が

生産者に実際伝わっているのか、その辺の情報

がうまくいっていないのかなという気もしてお

ります。両方が歩み寄りといいますか、少しで

も価格を高くして利益を地元のほうに還元して

いただく取り組みも、メーカーとしてぜひ努力

をしていただきたいと考えておりますので、今

後、行政として話し合いの場、検討の場もつく

りながら、うまく利益の循環ができるように、

生産者がメリットを感じられる生産ができるよ

うに努力をしてまいりたいと考えているところ

でございます。

せっかくこういう立派な制度事業○福田委員

を組み立てられましたから、ここがポイントと

思います。県内で地産地消で３万トン近い原料

米が消費されれば、米の転作問題は全く心配せ

ずに済みます。カンショについてもかなり露地

野菜の問題が解決します。皆さん方は食品産業

に力を入れるとおっしゃっているんですから、

食品産業のトップは焼酎そのものです。これは

宮崎県の巨大な産業ですから、ぜひ力を入れて

対策をお願いしておきたいと思います。以上で

す。

私のほうから１つ、６ページ○二見副委員長

の儲かる農業を支えるところですが、右の上の

段、Ⅰ事業推進のイメージの中で左の３項目を

挙げられて、これが「 みやざきブランド力」の「

向上」につながるんだという表現になっていま

。 、 「「 」 」す 次の段階 ここから 儲かる農業 の実現

、「 」となっていますけれども みやざきブランド力

の向上によってどういう効果があらわれて「儲

かる農業」が実現されるのか、そこを教えてい
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ただけますか。

「 みやざきブ○鈴木ブランド・流通対策室長 「

ランド力」の向上」と「 儲かる農業」の実現」「

の関係ということで御質問いただきました。一

概にブランド力といったときにどういったもの

を指すか非常に難しいと思うんです。例えば宮

崎の太陽のタマゴがブランドということで、非

、常に高値で取引されているということについて

すべてがみやざきブランドということでやって

いるわけではなくて、当然、個々の生産者の努

力の結果、または味とか品質の向上が所得の向

上につながったということは事実だろうと思っ

ております。私も１年間、みやざきブランドの

担当として地域を回っていますと 「みやざきブ、

ランドの取り組みをする意味は何なのか」とい

うことは農業者の方からもよく聞きました。当

然、価格向上のための取り組みは、各農業者、

産地でされているわけですけれども、それだけ

で十分な所得が得られているかというと、そう

ではないということだと思います。中長期的な

観点で、それを一歩超えるような新しい取り組

み、宮崎ならではの取り組みが、将来的には宮

崎の農産物のイメージを向上させて、それが価

格につながっていく、または消費の拡大につな

がっていく、そういう状況をつくり出せる一つ

のバックボーンみたいな形になるのではないか

ということで、新しい展開でございますけれど

、 、 、 、も 例えば 新しい商品ニーズ 加工・業務用

健康、観光に着目して、ほかの県がやっていな

いような取り組みもあえて今進めていく必要が

あるんじゃないかと考えております。

「儲かる農業」を実現するた○二見副委員長

、めの方法としてブランド力を高めるというのは

今お話しいただいたとおりだと思うんですけれ

ども、もうかるためにはどうしないといけない

かといったら、まず価格が上がること。そうす

ることによって総売り上げが上がります。ほか

に考えられるとしたら、同じ面積でも収量が上

がれば同じように売り上げが上がる。またそこ

にかかる経費が下がればそこの歳費が生まれる

から純利益が上がっていく。ほかにもいろいろ

考えられるのかもしれないんですけれども、大

きく分ければそういうところになる中で、価格

面にブランド力が大きく作用してくるとお考え

だと思うんです。それは自分としては難しいと

ころもあるのかなと、ブランド力がつくことに

よって価格が上がっていく、特に前のマンゴー

の例もありますからそういう例も挙がるんです

けれども、あれは特殊な事例であって、ブラン

ド力がつくことによってどういう効果が生まれ

るかといったら、同じ商品がそこに並んだとき

に、付加価値があるほうがいいんじゃないか、

消費者はそちらを選んでくれるんじゃないかと

いう判断基準になるものであって、そちらのほ

うが価格が高いのであれば、やっぱり安いほう

がいいんじゃないのか。消費する、仕入れるほ

うの考えからいったらそういう結果になるん

じゃないかと思うんです。もちろんこの取り組

みは非常に大事だと思うんですけれども、そこ

に重点を置き過ぎると後々困ったことになるん

じゃないか。

というのも 林務のほうでも林業の問題があっ、

て、木材価格ががっと下がった。それによって

経営が難しくなったというのもありますから、

価格の向上の取り組みは非常に難しいところが

あるのかなと。安定させるためには、売るほう

からの価格提示、この値段じゃないと売りませ

んよというぐらいのものがないと、一定の安定

したものを維持していくのは難しいと思うんで

す。それに比べると、収量が上がれば、天候な
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どによって多少の増減があるかもしれませんけ

れども、確実に上がっていく、売るものがふえ

ていく、商品がふえていく、要するに資産がふ

。 、えるわけです そういった取り組みもあわせて

「儲かる農業」として３方面ぐらいからつくり

上げていく必要があるんじゃないかと思うんで

す。今までいろいろお話を伺っていれば、農地

の集約等もほかの事業でされていらっしゃいま

すから、それがこういう事業と一体として動い

ているというイメージをつくるのも非常に大事

なのかなと感じたので、質問させていただきま

した。

15ページ、事業と現実との食い違○中野委員

い、非常に気になるんです。皆さんよく地産地

消とか言うでしょう。地産地消はいいんです。

別に否定するわけじゃない。ここにいろいろ書

いてあるけど、学校給食、民間企業、福祉施設

等の連携体制とかいうけど、皆さんの家庭の奥

さん、ほとんど食材を買うのはスーパーなんで

す。綾町はほんものセンターがあるからいいけ

ど。特に学校給食、民間企業なんか、地産地消

のために買いに行くところもないし、地産地消

を進めるんだったら……。恐らく皆さんの家庭

の９割ぐらいはスーパーで買い物をするんじゃ

ないですか。スーパーに宮崎県の産品がどれぐ

らい並んでいるか調べたことはありますか。

スーパーにおける地産地○山内営農支援課長

消という論点ですけれども、細やかな調査とい

うか、どの品目等があるかということは行って

おりません。

、 、○中野委員 だから 地産地消とか言いながら

県が一生懸命予算つけて宣伝するけど、実際、

消費者は、夕方、勤め帰りにどこで買って帰る

のという話になるわけじゃないですか 「いただ。

きますからはじめよう「食」と「農」の絆づく

り 、実際、一々農家まで行って、買うところも」

ない。だから、スーパーに宮崎県産がどれぐら

い並んでいるか、そこをふやさないことには、

前から言っておるけど、絵にかいたもちだと思

う。

本県では、食と農を考え○山内営農支援課長

る県民会議を平成13年に立ち上げまして、協議

会等で総合的な推進を図っております。この県

民会議の会員の中には、流通・小売業者、例え

ばＡコープとかマルショク、さらには山形屋、

江南スーパーといったところがございます。そ

ういったところに呼びかけまして、共通のポッ

プとかのぼり等を活用した推進を図っていくこ

とが非常に大事じゃないかと思います そういっ。

た動きをきめ細かく県下全域に進めていく、そ

れが地産地消の啓発から地域の食材をしっかり

と買っていただくという運動にもつながると思

います。

地産地消と言うからには、私は市○中野委員

場で聞いたら、県外と県内が６対４ぐらい。い

かに県内のものをふやすか 普通の家庭は コー。 、

プで食材を丸々買って料理するだけとか、スー

パーで地産地消のものをふやすとかしないと、

ただ言葉でやったって、実際に買うところに県

産が並ばなければしようがない。ふだん買うと

ころをしっかり押さえてやらんことには、啓発

ばっかりしておってもしようがない。

委員のおっしゃるとお○上山消費安全企画監

り、一般のスーパーでは宮崎県産がどれぐらい

流通しているか、なかなかつかみにくい部分は

ございます。ただ、先ほど営農支援課長が申し

上げましたように、県民会議で地産地消を進め

る中で、できる限り県産品を扱っていただきた

いということで、県産の食材を扱う店をふやす

活動もやらせていただいております。ＪＡが多



- 43 -

いんですけれども、現在、68あります。

それと、スーパーではなくて、最近は直売所

で買われる方もふえてございます。私どもの調

査では、140ぐらいの直売所がございまして、そ

の中で年間１億円以上売り上げているところ

。 、も23ほどございます 私どもといたしましては

今後、スーパーなり直売所を活用しながら、委

員がおっしゃるような形で地産地消、一般の方

が買いやすいような形で進めていきたいと考え

ております。

直売所、直売所と言うけど、国富○中野委員

にはないんです。宮崎市に幾らありますか。た

だ、数じゃないわけです。県民が使う全体の量

からいって、20幾らの直売所がどれぐらいか。

もうちょっと突っ込んで ただ啓発しておるじゃ、

なくて そういう数字をつかんだらどうかと言っ、

ておるわけです。もういいです。

当委員会の冒頭に、当初○郡司農政企画課長

予算の中で実需者向けの予算額がどれくらいあ

るかという御質問がございました。調べてまい

りました。当初予算は350億円余でございますけ

れども、そのうち負担金補助・交付金という性

格のものが141億円程度でございます。率にし

て40％程度になります。それと土地改良とか漁

港整備の費用が96億円ということで、合わせま

すと237億円程度になります。全体の７割が実需

者向けの事業ということになると考えておりま

す。

そういう統計もいいんですけど、○福田委員

実際、農業者とか水産業者、生産者のために直

接役立っている金をお聞きしたんですけど、ま

あいいです。

私はいつも現場でこんなことを言われるんで

す。県の農政水産部含めて、ＪＡ、あるいは畜

産団体とかいろんな関連機関 「農業の産業は仕、

事をする人よりも指導する人のほうが多い。こ

の辺からもう少し改革をしないとだめじゃない

か」というおしかりを受けまして、若いころは

反論をしておったんですが、今は、なるほどな

と。周りを見ましても、指導していただく方は

たくさんいらっしゃるけど、農業をする人はだ

んだん減っていくわけです。指導する機関や組

織に対しては就職希望者も多いわけです。予算

等についても、実際、237億の中のかなりのもの

が人件費だと思うんです。これは人件費はゼロ

ですか。

人件費とか需用費はその○郡司農政企画課長

ほかということになります。

では、350億のうちの237億、70％○福田委員

は事業費だということですか。

残りの30％が、人件費と○郡司農政企画課長

か我々の旅費、需用費、庁舎管理のお金という

ことになると思います。

生産者の場合は 「直接」という言○福田委員 、

葉は自分たちの事業にという感覚がありますか

ら、恐らく７割という数字じゃないと思うんで

す。いろんな附帯した事業を含めて70％という

理解をします。

そういう意見が現場にあるということから、

私は、１回お聞きをしておきたい、皆さんのお

耳に入れておきたいなと。農業とか１次産業の

分野は、数では断トツ仕事をする人のほうが多

いんでしょうけど、感じ的に、指導していただ

く方はたくさんいらっしゃるけど、やる人は少

ないという現場の声を、きょうは農政水産部の

皆さんがたくさんいらっしゃいますから、ぜひ

お届けをしておきたいと思います。これはいい

とか悪いとかいう意味じゃないです。そういう

意見がかなり私の耳に入ってきている。若いこ

ろは反論していたけど、今は反論しませんとい
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うことです。

それでは以上で、農政企画課、○田口委員長

地域農業推進課、営農支援課、農産園芸課の議

案の審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後２時38分休憩

午後２時48分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

これより、農村計画課、農村整備課、水産政

策課、漁村振興課、復興対策推進課、畜産課の

議案の審査を行います。農村計画課から順次説

明を求めます。

。○三好農村計画課長 農村計画課でございます

よろしくお願いいたします。

まず、お手元の平成24年度歳出予算説明資料

の307ページをお開きください。農村計画課の当

初予算額は53億7,726万3,000円をお願いしてお

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

309ページをお開きください。まず、中ほどの

（事項）公共工事品質確保強化対策費1,197

万7,000円についてであります。これは、公共工

事の品質を確保するため、施工体制監視チーム

による施工現場の重点点検を実施し、適切な現

場指導を行うことにより、発注者及び受注者双

方のさらなる技術力の向上と適正な品質の確保

を図るものであります。

次に、その下の（事項）公共農村総合整備対

策費１億5,875万3,000円であります。これは、

安定した農業用水の確保など、農業の発展を図

るため造成された国営造成施設等の適正な維持

管理を図るため、施設を管理する改良区や市町

へ助成を行うものであります。

。 （ ）次の310ページでございます 中ほどの 事項

国土調査費７億8,413万5,000円についてであり

ます。これは、土地に関する最も基本的な調査

である地籍調査事業を実施することにより、土

地所有に関する権利の保全や明確化を図るもの

であります。

次の 事項 土地改良計画調査費4,428万6,000（ ）

円についてであります。これは、土地改良事業

に関連する事業計画策定や各種調査に関する事

業でありまして、主なものを説明しますと、２

の県営ほ場整備等計画費でありますが、県営土

地改良事業の計画を策定する市町村へ助成を行

う事業であります。

続いて、一番下の（事項）大規模土地改良計

。画調査費の4,225万9,000円についてであります

次の311ページになりますけれども、これは、大

規模土地改良事業の円滑な推進を図るため、各

種調査や地域農家への畑かん営農の啓発、推進

を行うものであります。

このうち、３の新規事業、畑かんで進める地

域農業再生事業につきましては、後ほど別冊の

資料により御説明申し上げます。

次に、その下の（事項）土地改良事業負担金

の36億1,369万9,000円であります。これは、大

淀川左岸地区外６地区の国営土地改良事業に係

る県及び地元の負担金等であります。

次に、１つ飛びまして （事項）農業経営基盤、

強化事業事務費の866万3,000円であります。こ

れは、戦後の農地改革や開拓事業に伴う自作農

財産の管理・処分等の事務を行うものでありま

す。

次に、新規事業について御説明いたします。

お手元の重点事業等説明資料27ページをお開

きください。畑かんで進める地域農業再生事業

についてであります。
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まず、目的ですが、口蹄疫からの再生・復興

を目指す児湯地区を中心に畑地かんがい施設の

整備を進めており、口蹄疫の被害を受けました

中部、北諸県、西諸県地区においても、バラン

スのとれた産地構造への転換を進めるため、畑

地かんがいを活用した新しい営農技術の確立と

普及体制の強化を図り、収益性の高い安定した

畑かん営農を地域で実践することで、畜産から

耕種への転換や農地の有効活用を促進するもの

であります。

内容につきましては右ページのフロー図で説

明いたしますが、ページの中段にあります「具

体的な対応策」といたしまして、まず、①の新

畑かん営農技術確立事業により、試験圃場での

畑地かんがい用水を活用した新しい畑かん営農

技術を確立するものであります。新しい畑かん

営農技術としましては、丸の２つ目、水を活用

して計画的な作付ができることにより可能とな

る、効果的な作物の組み合わせによる輪作体系

の実証や、丸の３つ目、大規模経営体などから

要望の強い大型機械化営農に対応した散水作業

の省力化に対応するため、自走式散水機などに

よる散水作業の効率化や省力化の実証を行い、

技術を確立していくこととしております。

次に、下段②の畑かん営農普及体制確立事業

によりまして、これらの営農技術を地域に普及

するため、行政、土地改良区、ＪＡ等で構成さ

れる畑作営農改善協議会に、農家の方々も参画

した地域一体となった畑かん営農推進体制を確

、 。立し 効果的な普及を実践するものであります

具体的には、丸の２つ目、既に畑かんを活用し

た先進的な営農が行われている農家に、畑かん

マイスターとして畑かん営農の普及のために活

躍していただく制度の創設でありますとか、丸

の３つ目に示します、畑かん営農の技術マニュ

アルや推進方針の策定などを行い、効果的な普

及体制の充実を図ることとしております。

前のページにお戻りください。予算額は2,570

万円を予定しており、事業期間は平成24年度か

ら26年度までの３カ年を予定しております。

。農村計画課につきましては以上でございます

よろしくお願いいたします。

。○宮川農村整備課長 農村整備課でございます

お手元の平成24年度歳出予算説明資料の313

ページをお開きください。農村整備課の当初予

算額は、一般会計で112億6,719万7,000円をお願

いしてございます。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

。 （ ）315ページをお開きください 中ほどの 事項

公共農村総合整備対策費といたしまして４億137

万円をお願いしてございます。その下の説明の

２中山間地域総合整備事業につきましては、特

に条件が厳しい中山間地域での生産基盤や生活

環境を総合的に整備するものでございまして、

高千穂町の五ヶ所地区外３地区で、山腹水路や

営農飲雑用水などの整備を行うものでございま

す。

５の新規事業、小水力発電等農村地域導入支

援事業につきましては、後ほど別冊の資料で御

説明いたします。

次に、316ページをお開きください。２つ目の

（目）土地改良費について御説明いたします。

一番下の（事項）県単土地改良事業費といたし

まして４億7,600万3,000円をお願いしておりま

す。317ページの上のほうをごらんいただきたい

と思います。５の農地・水・環境保全向上対策

事業につきましては、農地や水路等の維持管理

や農村環境の向上に向けた協働活動に対しまし

て支援するものでございます。この事業につき
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ましては平成23年度が最終年度でございました

けれども、地元の評価も高い重要な事業といた

しまして、国におきましても平成24年度から５

年間の継続を決定しております。県といたしま

しても平成24年度以降しっかりと支援を継続し

てまいりたいと考えてございます。

次に、６のがんばる農家収益向上整備事業に

つきましては、後ほど別冊の資料で御説明いた

します。

次に、その下の（事項）公共土地改良事業費

といたしまして36億6,778万6,000円をお願いし

てございます。１の県営畑地帯総合整備事業に

つきましては、後ほど別冊の資料で御説明いた

します。

２の県営経営体育成基盤整備事業につきまし

ては、水田の区画整理とあわせまして担い手へ

の農地集積、規模拡大を推進し、生産性の高い

強い農業構造の実現を図るもので、都城市東水

流地区外16地区で実施することとしてございま

す。

続きまして、４の基幹水利施設ストックマネ

ジメント事業につきましては、水路トンネルな

ど多くの施設の老朽化が進行していく中で、施

設の長寿命化対策を行う事業であり、延岡市岩

熊地区外３地区で実施することとしてございま

す。

次に、一番下の９の農業体質強化基盤整備促

進事業では、農業の競争力、体質強化に不可欠

な農地集積、規模拡大を促進するため、農地の

区画拡大や排水改良などのきめ細かな整備を支

援するものでございます。

次に、一番下の（事項）公共農道整備事業費

といたしまして13億7,261万1,000円をお願いし

てございます。318ページをお開きください。１

の県営広域営農団地農道整備事業につきまして

は、門川町の沿海北部５期地区及び高千穂町、

日之影町の西臼杵５期地区の実施を予定してご

ざいます。いずれもトンネル工事が主体となり

ますので、後ほど説明させていただきますけれ

ども、債務負担行為での実施をお願いしてござ

います。

次の（事項）公共農地防災事業費といたしま

して11億987万2,000円をお願いしております。

特に防災上整備の必要性が高い、ため池や急傾

斜地にある水路の整備といたしまして、下の５

の県営ため池等整備事業、あるいは８の団体営

ため池等整備事業によりまして、宮崎市松原地

区など計９地区のため池整備と13地区の山腹水

路の改修を行う予定としてございます。

次に、319ページをごらんいただきたいと思い

ます。一番下の（事項）耕地災害復旧費といた

しまして29億5,909万1,000円をお願いしてござ

います。これは、台風や集中豪雨などにより被

災した農地、農業用施設の早期復旧を目的とす

るものでございます。

続きまして、平成24年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。

別冊の平成24年度当初予算案の主な重点事業

。 、等説明資料の29ページをお開きください まず

県営畑地帯総合整備事業でございます。

右側の30ページをごらんいただきたいと思い

ます。この事業は、Ⅰの畑地かんがい施設の整

備を中心に、農道、区画整理などを総合的に実

施するものでございます。畑地かんがい事業に

つきましては、これまでの天水に頼った営農か

ら、生産性が高く市場ニーズに対応した多様な

畑作農業を可能とするものであり、６次産業化

の推進やビジネスチャンスを広げる上でも重要

な事業と考えてございます。

左側の29ページに戻っていただきまして、２
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事業の概要にありますように、予算額といたし

まして19億2,475万8,000円、平成24年度につき

ましては、国営関連地区を対象に、都城市の払

川第１地区外27地区におきまして約2,600ヘク

。タールを対象に実施することとしてございます

次に、31ページをお開きください。がんばる

農家収益向上整備事業でございます。

右側の32ページをごらんいただきたいと思い

ますけれども、農業の競争力や体質の強化のた

めには、専業農家、集落営農組織、法人などの

経営感覚を持った意欲ある農家が大宗を占める

農業構造に転換していくことが重要であると考

えてございます。このため本事業は、先ほども

ありましたとおり、人・農地プランに位置づけ

られた意欲ある農家に対しまして、中ほど下の

、 、囲みにあるように 規模拡大に向けた畦畔除去

あるいは暗渠排水の整備、中山間地域におきま

しては、施設園芸の推進に向けたきめ細やかな

、基盤整備などを農家がみずからの施工で行えば

負担金が生じない定額助成といたしまして、標

準施工費の２分の１を助成するものでございま

す。

左側の31ページに戻っていただきまして、２

の事業概要でございますけれども （１）の予算、

額といたしまして2,000万円を予定しており、

（４）の事業内容にありますように、①の対象

農家は、人・農地プランに位置づけられた意欲

ある経営体を対象に、②、③にあるとおり、標

準施工費の50％の定額補助によりまして、さま

ざまな工種の整備を支援することとしてござい

ます。

次に、33ページをお開きください。小水力発

電等農村地域導入支援事業でございます。

右側の34ページをごらんいただきたいと思い

ますけれども、昨年の原発事故以来、再生可能

エネルギーに対する国民意識の高まりの中、国

におきましても電力の固定買い取りに係る法律

の成立などその推進が強く求められているとこ

ろでございます。特に中山間地域の多い本県に

おきましては、農業用水を利用した小水力発電

は有効な自然エネルギーとしての期待が高まっ

ておるところでございます。このため、中ほど

下の事業内容のところに示す２つのタイプ、一

つは左側の、落差や流量が大きく売電による収

入を見込む地区につきましては、国の補助事業

を活用する大規模タイプとして、もう一つは右

側の、売電収入は見込めないものの、地域ぐる

みで小規模な発電施設を用水路等に設置しまし

て、街灯とか鳥獣害防止の電気さくなどへの利

用を県単事業により支援する地域活性化タイプ

に分けて推進してまいりたいと考えてございま

す。

左側の33ページに戻っていただきまして、２

の事業の概要ですけれども （１）の予算額とい、

たしまして3,500万円 （４）の事業内容でござ、

いますけれども、大規模タイプといたしまして

国庫補助事業により2,300万円、地域活性化タイ

プといたしまして県単事業により1,200万円お願

いしております。平成24年度につきましては、

まずは第一歩を進めるという観点から、調査・

計画を中心に支援することとしてございます。

地域活性化タイプは、施設整備についてもこの

予算の中で支援してまいりたいと考えておりま

すけれども 大規模タイプにつきましては しっ、 、

かりとした計画が作成された段階で、平成25年

度以降、既存の国庫補助事業を活用し施設整備

に進んでまいりたいと考えてございます。

次に、債務負担行為につきまして御説明させ

ていただきたいと思います。

別冊の環境農林水産常任委員会資料の９ペー
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ジをお開きください。中ほどの農村整備課の欄

、の県営広域営農団地農道整備事業におきまして

沿海北部５期地区が平成24年度から２カ年、西

臼杵５期地区が高千穂側といたしまして24年度

から３カ年の工期でトンネル工事を発注する予

定であり、限度額といたしまして22億円をお願

いしてございます。

最後に 11ページをお開きください 議案第52、 。

号「農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負

担金徴収について」でございます。

今回、当初予算でお願いし、表にお示しして

おります14の事業について、それぞれ右側に記

載した市町村負担を予定してございます。あら

かじめ対象市町村の意見を聞き同意を得ており

ますけれども、土地改良法第91条第６項等の規

定によりまして、議会の議決に付するものでご

ざいます。

。農村整備課につきましては以上でございます

よろしくお願いいたします。

。○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます

お手元の平成24年度歳出予算説明資料にお戻

、 。りいただきまして 321ページをお開きください

水産政策課の当初予算額は、一般会計で18

億1,782万4,000円、沿岸漁業改善資金特別会計

で１億6,690万9,000円 合計で19億8,473万3,000、

円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明させてい

ただきます。なお、主な新規事業につきまして

は、後ほど別の資料でまとめて御説明させてい

ただきます。

ページを２枚おめくりいただきまして、324

ページからごらんください。上段の（事項）資

源培養管理対策推進事業費の説明欄の２カサゴ

資源管理自律化支援事業1,060万3,000円につい

てでございます。これは、宮崎県海域カサゴ資

、源回復計画の実施に係りますカサゴの種苗生産

また標識放流を支援するものでございます。

次に、ページ中ほどの（事項）水産金融対策

費、説明欄の１漁業近代化資金利子補給金8,111

万2,000円についてでございます。これは、漁業

者等の漁船建造、エンジンや機器類の更新など

を促進するための漁業近代化資金貸付に対しま

す利子補給金でございます。

、 、（ ）次に 同じページの一番下になります 事項

資源管理・漁業経営強化促進対策費でございま

す。次のページの一番上になります、説明欄の

１資源管理・漁業経営強化促進対策事業425

万7,000円についてでございます。こちらは、国

の資源管理・漁業所得補償対策の推進に必要な

県の体制を構築しまして、制度を活用した適切

かつ実効性のある資源管理、また安定した漁業

経営の実現を図るものでございます。

次に、中ほどの（事項）水産物流通加工対策

費の説明欄の４農商工連携による多様な水産物

販売モデル育成事業323万円についてでございま

す。これは、産地市場の機能の見直しを進めま

すとともに、農商工連携によります新たな販売

ルートの開拓や加工品開発等の取り組みを促進

し、多様な水産物の流通・販売体制の構築を図

るものでございます。

次に、326ページをお開きください。中ほどよ

り下の（事項）漁業取締監督費の説明欄の３宮

崎県内水面振興センター経営基盤強化対策資金

２億円でございます。この事業は、財団法人宮

崎県内水面振興センターに対しまして、運転資

金として無利子の短期融資を行うものでござい

ます。

次に、同事項の説明欄の４密猟防止体制強化

。 、対策事業6,638万7,000円でございます これは

県が行いますシラスウナギの密猟取り締まりや
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「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」に基づく

立入検査等に係る補助的業務を内水面振興セン

ターに委託するとともに、センターがみずから

行います内水面秩序維持に関する取り組みを支

援するものでございます。

次に、327ページをごらんください （事項）。

水産業試験費１億2,424万6,000円についてでご

ざいます。これは、水産試験場の本場及び小林

分場の試験研究に要する経費でございます。水

産資源の持続的利用や資源の効率的な利用、種

苗生産、藻場造成及び鮮度保持などの各分野の

課題に取り組むこととしております。

次に、328ページをお開きください。沿岸漁業

改善資金特別会計１億6,690万9,000円について

でございます。こちらの資金は、沿岸漁業につ

きまして経営改善や生活改善及び漁業者養成確

保に係る資金を無利子で貸し付けるものでござ

います。なお、貸付枠につきましては、説明欄

の１にありますとおり１億6,577万5,000円をお

願いしております。

次に、新規事業につきまして御説明させてい

ただきます。

お手元の主な重点事業等説明資料の35ページ

をお開きください。儲かる漁業実現プロジェク

ト推進事業について御説明いたします。

１の事業の目的でございます。第５次宮崎県

水産業・漁村振興長期計画の目標であります 儲「

かる漁業」の実現に向けまして、漁業の収益性

の向上を図るための「儲かる漁業モデル」の検

討と実証を行いまして、その導入促進を図るも

のでございます。

２の事業の概要についてでございますが、予

算額は477万8,000円、事業期間を平成26年度ま

での３年間でお願いしております。

事業内容としましては、県、水産関係団体、

専門家等をメンバーとしました儲かる漁業実現

プロジェクト推進協議会を設置しまして、モデ

ル案の検討、実証試験、効果の検証を行うもの

でございます。

次に、37ページをお開きください。漁業経営

安定対策資金について御説明いたします。

１の事業の目的でございます。国では、燃油

や配合飼料価格の高騰に備えた漁業経営セーフ

ティーネット構築事業を実施しておりますが、

本県でもこの事業の積極的な活用が求められて

いるところでございます。このため、加入に要

します積立金負担を軽減し、本県漁業者の加入

を促進するために、業界による積み立て資金の

無利子貸付事業を県として支援するものでござ

います。

２の事業概要ですが （４）の事業内容にあり、

ますとおり、宮崎県信用漁業協同組合連合会が

実施します漁業者積立金に係る無利子貸付事業

に対し、その年に必要な資金の50％を単年度無

利子貸付により支援するものでございます。平

成24年度の予算額につきましては （１）にあり、

ますとおり２億5,000万円となっておりますが、

同じページ一番下の米印にございますように、

事業規模を５億円から10億円と想定してござい

ますことから、事業期間の５年間における融資

上限は５億円と設定してございます。

次に、39ページをお開きください。日本一の

チョウザメ産地形成促進事業について御説明い

たします。

１の事業の目的でございます。本年度、水産

試験場の小林分場におきましてチョウザメ種苗

の安定的な生産が可能となりましたことから、

中山間地域を含みます各地域の新たな産業とし

てチョウザメ養殖を振興することにより、本県

を日本一のチョウザメ・キャビアの産地とする
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ことを目指すものでございます。

２の事業概要についてでございますが、予算

額は200万円、事業期間を平成26年度までの３年

間でお願いしております。

事業内容につきましては、研修会や相談会の

開催によります新規着業者の掘り起こしや養殖

技術の指導、また経営の負担を軽減するための

種苗供給による支援、キャビアや魚肉の品質向

上、販路拡大の取り組みへの支援を行うもので

ございます。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。

お手元の常任委員会資料の９ページをお開き

ください。下の欄の水産政策課にありますとお

り、平成24年度漁業近代化資金利子補給及び漁

業経営維持安定資金利子補給につきまして、期

。間及びその限度額を設定するものでございます

次に、同じ資料の次のページ、10ページをお

開きください。最後に、議案第40号「うなぎ稚

」魚の取扱いに関する条例の一部を改正する条例

につきまして御説明いたします。

当議案は、２の改正の概要にございますとお

り、民法の規定が改正されまして、未成年者の

法定代理人に法人を選任することが可能となる

ことに伴いまして、うなぎ稚魚の取り扱いの登

録を受けようとする者が未成年者である場合の

法定代理人に関する規定の改正を行うほか、そ

。の他所要の文言の整備を行うものでございます

なお、施行期日につきましては、一部の規定

を除き、平成24年４月１日としております。

水産政策課は以上でございます。よろしくお

願いします。

。○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます

お手元の平成24年度歳出予算説明資料にお戻

りください。329ページをお願いいたします。漁

村振興課の平成24年度の当初予算額は、一般会

計で35億92万5,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

331ページをお開きください。下から２番目の

（事項）内水面漁業振興対策費の１億9,281

万5,000円でございます。これは、河川の魚類資

源の維持を図るために要する経費でございます

が、説明欄１の河川放流委託事業につきまして

は、アユやヤマメ等の稚魚の放流を実施するも

のでございます。

また、２の改善事業、内水面生態系保全活動

推進事業につきましては、内水面域が持つ多様

な機能を十分発揮させるため、情報発信力を強

化することなどで、より多くの利用者が参加で

、きる内水面生態系保全体制を構築するとともに

ＫＨＶ病などの特定疾病に対する危機管理体制

を強化し、疾病発生時の回収処理等の迅速な対

応を図るためのものでございます。

次に、332ページをお開きください。一番上の

事項 漁業生産担い手育成事業費の417万5,000（ ）

円でございます。説明欄２のみやざきの漁業を

担う人づくり支援事業では、漁業への就業希望

情報と漁業現場の求人情報の集約化及び両者の

マッチング機能の強化を行うとともに、多様な

ニーズに対応した研修の実施などにより、本県

漁業の担い手を育成するものでございます。

次に、333ページをごらんください。上から３

番目の 事項 沿岸漁場整備開発調査事業費の450（ ）

万円でございます。これは、漁場の開発整備の

ための調査等を実施するものでございますが、

、１の新規事業のイセエビ増産促進実証事業では

近年の研究によりまして、イセエビの幼生が底

生生活へ移るに当たっては、海藻のような水中

で揺らいでいるものが重要な役割を果たしてい
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ることが明らかになってきましたことから、人

工海藻を既存の増殖礁に設置いたしまして、イ

セエビ幼生の着底促進効果を検証するものでご

ざいます。

次に （事項）水産基盤（漁場）整備事業費に、

ついてでございます。これにつきましては後ほ

ど御説明いたします。

次に、334ページをごらんください。下から３

番目の（事項）県単漁港維持管理費の１億2,283

万3,000円でございます。これは、漁港区域内施

設の維持補修や航路、泊地のしゅんせつ工事、

また小規模な改良工事等を行い、漁港施設の機

能回復を図るものでございます。説明欄１の浚

渫工事では富田漁港外３港を、２の補修工事で

は北浦漁港外22港で事業を実施するものでござ

います。

次に、335ページをごらんください。一番上の

（事項）水産基盤（漁港）整備事業費につきま

しても、後ほど別添資料で御説明させていただ

きたいと思います。

次に、336ページをお開きください （事項）。

漁港災害復旧事業費の１億7,422万8,000円と 事（

項）水産施設災害復旧事業費の6,859万4,000円

でございます。これらは、台風等で災害が発生

した際の調査費や復旧工事費に要する経費をそ

れぞれ計上させていただいております。

それでは、平成24年度当初予算案の主な重点

事業等説明資料をお願いいたします。

41ページをお開きください 水産基盤 漁港・。 （

漁場）整備事業でございます。

先に42ページをごらんください。まず、左側

の漁港整備でございますが、以下に示します４

。つの体系によりまして整備を進めてまいります

１つ目の安全と機能性の高い漁港整備では、漁

業者の財産保全、港内の静穏度、航路の安全性

確保などのため、防波堤や岸壁等の整備を行う

ほか、既存施設の長寿命化では、老朽化施設の

更新コストの平準化や縮減を図るため、漁港施

設の機能保全工事を行います。また、働きやす

い漁港づくりでは、高齢の漁業者や女性の漁業

従事者の作業負担軽減のために防風さく等の整

備を行うとともに、快適な漁村生活環境の創出

におきましては、住みよい生活基盤の形成のた

めに緑地広場等の整備を行います。

次に、右側の漁場整備ですが、１つ目の効率

的な漁場の整備では、安定的な漁獲や燃油等の

コスト削減を図るため、中層型浮魚礁を用いた

漁場整備を行うほか、基礎生産力の向上のため

の漁場整備では、えさ環境の向上や資源の増大

を図るため、マウンド型魚礁による増殖場整備

などを行うこととしてございます。これらを実

施することによりまして、豊かな資源の確保や

快適な漁村の創造に努めてまいります。

前に戻りまして、41ページの２の（４）事業

内容になりますが、主な事業を御説明いたしま

すと、①の水産環境整備事業で、漁業の生産力

向上と豊かな生態系の維持・回復を図るための

広域的な漁場施設の整備を行うこととしてござ

います。②の水産流通基盤整備事業では、流通

拠点漁港における安全・安心な水産物の安定供

給を図るため、漁港施設の整備を行うこととし

てございます。飛びまして、⑤の農山漁村地域

整備事業では、地域自主戦略交付金によりまし

て、生活環境施設等の整備や防災機能向上を図

るため、海岸護岸の整備を行うこととしてござ

います。

なお、平成24年度の予算は、２の（１）に示

しておりますとおり22億1,275万3,000円をお願

いしてございます。

最後に、常任委員会資料の11ページをお願い
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いたします。議案第52号「農政水産関係建設事

業執行に伴う市町村負担金徴収について」でご

ざいます。

漁村振興課分は、表の一番下にございますよ

うに、水産基盤整備事業に要する経費に充てる

ため市町村負担金を徴収するもので、地方財政

法第27条第２項の規定によりまして議会の議決

に付すものでございます。この負担金の設定に

当たりましては、あらかじめ対象となります市

や町の意見を聞き、その結果、異論がない旨の

回答を得たものでございます。なお、負担金の

割合は事業費の100分の10としてございます。

漁村振興課は以上でございます。

復興対策推進課でご○日髙復興対策推進課長

ざいます。

お手元の歳出予算説明資料の337ページをお開

きください。復興対策推進課の平成24年度当初

予算額は、一般会計で５億425万3,000円をお願

いしてございます。

それでは、事業の主なものにつきまして御説

明いたします。

１枚おめくりください。339ページ （事項）、

口蹄疫復興対策事業費でございます。３の肉用

子牛市場口蹄疫影響緩和対策事業の１億1,583

万5,000円についてでございます。この事業は、

人工授精自粛後の子牛の出荷頭数の増減に対応

するために、本年４月、５月と12月、１月の２

つの時期を対象にいたしまして競り出荷時期を

、 、調整し 出荷頭数の平準化を図りますとともに

子牛価格安定対策や購買者への支援を行うもの

。 、 、でございます なお 関連対策といたしまして

別途、種畜基金を活用いたしました導入支援を

実施しまして、子牛の生産の平準化に努めるこ

ととしてございます。

次に、５の新規事業、宮崎の畜産“新生”モ

デル畜舎整備事業の１億2,918万1,000円につき

ましては、後ほど別冊の重点事業等説明資料で

御説明させていただきます。

次の６の新規事業、宮崎県地域防疫体制機能

強化事業の2,636万7,000円につきましては、県

内で「一斉消毒の日」のさらなる徹底なり、飼

養衛生管理基準の周知・遵守状況の調査等を実

施するとともに、県域での防疫演習なり研修会

などを開催することによりまして防疫対策の強

化を図るものでございます。

７の新規事業、埋却地再生活用対策準備事業

の2,742万7,000円でございますが、これは、口

蹄疫の埋却地につきまして、農地として再生活

用を図るための事前の設計であったり土壌分析

等を行うとともに、環境への影響等について専

門的な見地から総合的な検討を行うものでござ

います。

９の新規事業 「新生畜産のあり方」調査・検、

討事業の500万円につきましては、別冊の重点事

業等説明資料で御説明させていただきます。

それでは 別冊の重点事業等説明資料の43ペー、

ジをお開きください 新生畜産のあり方 調査・。「 」

検討事業についてでございます。

この事業につきましては、畜産を将来にわた

り発展させて「儲かる畜産」としていくために

は、適正な飼養管理のあり方であったり、飼料

の自給率の向上なり、多様なニーズを踏まえた

食肉の生産などの課題につきまして、将来のあ

。り方を調査・検討するというものでございます

右側の44ページをごらんいただきたいと存じ

ます。畜産につきましては、消費の低迷であっ

たり飼料価格の高騰など大変厳しい状況にござ

いますけれども、一番左側にございます、生産

性の向上であったり生産コストの低減など４つ

の課題に対応していく必要があると考えてござ
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います。これらの課題につきましては、先般、

知事と関係機関なり団体の代表者が意見交換を

行いまして、その目指すべき姿なり方向性につ

きまして共通の認識を持ったところでございま

して、本事業によりましてその具体的な取り組

みを検討するというものでございます。

例えば生産性の向上でございますけれども、

一番上の段 「生産性の向上」の真ん中あたりに、

「目指す姿」というのがございます。肉用牛の

分娩間隔を１年１産にするとか、肉豚の出荷頭

数を１頭当たり22頭を目指しまして、その右側

の「平成24年度」の欄の黒丸が本事業で取り組

むところでございますが、適正な飼養管理や家

畜疾病が生産性に及ぼす影響の調査なり検討を

。 、行うこととしてございます またあわせまして

その下の米印にございますように、他の事業等

によりまして、ガイドラインの見直しなりコン

サルティング、またはモデル農家の育成に取り

組んでまいることとしてございます。

また左のページに戻っていただきまして、43

ページでございますが、２の事業の概要にござ

、 、いますように 事業期間は平成24年度単年度で

予算額が500万円ということでございます。

、 。 、次に 45ページをお開きください 新規事業

宮崎の畜産“新生”モデル畜舎整備事業でござ

います。

初めに、右側の46ページをごらんいただきた

いと存じます。一番上の左側でございますけれ

ども、口蹄疫からの再開状況につきましては、

御案内のとおり12月末現在で、戸数ベースで59

％、頭数ベースで56％となってございますが、

その下にございますように経営中止を検討され

ている農家が約３割となってございまして、こ

のままで推移いたしますと本県畜産の大幅な減

少が懸念されるところでございます。また、そ

の右でございますけれども、畜産につきまして

は飼料（えさ）なり輸送、食肉・加工とすそ野

が広うございまして、その畜産が大きく減少す

るということは、一番上の真ん中にございます

ように、未利用農地の増加、関連産業の需要減

少など、本県経済にも大きな影響を与えると懸

念しておるところでございます。こういう減少

を最小限にとどめまして、県全体で生産基盤を

維持することが本県畜産にとって重要であると

いうふうに考えてございます。

また、ちょうど真ん中の段でございますけれ

ども、そういう中にありまして、これまで畜産

は効率性のみを追求してきたところでございま

すが、今後は効率性と家畜衛生とのバランスの

とれた畜産を推進することが重要だと考えてご

ざいます。このため、適正な飼養密度なり防疫

の徹底等モデル的な畜舎整備を通じまして持続

可能な畜産経営体を育成しながら、全国のモデ

ルとなるような口蹄疫からの再生・復興を図っ

。てまいりたいと考えておるところでございます

左の45ページに戻っていただきまして、２の

事業の概要でございますが （１）予算額が１、

億2,918万1,000円でございます。事業期間は平

成24年度から26年度までの３年間、事業主体は

農協、営農集団等でございます。

４ の事業内容にございますように ①リー（ ） 、

ス事業ということで、牛の畜舎で７カ所、豚で

１カ所のリース用モデル畜舎の整備を行いたい

と考えてございまして、また②の改修事業の中

では、牛で７カ所、豚で７カ所の畜舎改修等に

係る経費の支援を行うこととしてございます。

。復興対策推進課については以上でございます

畜産課でございます。○児玉畜産課長

お手元の歳出予算説明資料の341ページをお開

きください。畜産課の平成24年度の当初予算額
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は、一般会計で28億4,231万7,000円をお願いし

ております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

343ページをお開きください。下から２番目の

（事項）畜産経営環境保全事業費であります。

１の新生！みやざき畜産バイオマス利活用対策

事業の2,457万5,000円についてでございます。

この事業は、家畜排せつ物の適正処理と有効利

用を図るため、必要な調査や指導・助言を実施

するとともに、専門的な知識と販売力を有する

民間コンサルタントを活用いたしまして、ニー

ズに即した堆肥の生産と販売力を有する畜産経

営体を育成していくものでございます。

次に、344ページをお開きください。一番下の

（事項）肉用牛改良対策費でございます。１の

（３）全国和牛能力共進会連覇対策事業の1,480

万2,000円につきましては、平成24年度に長崎県

で開催されます第10回全国和牛能力共進会にお

きまして、関係者が一丸となって出品対策を強

、 、力に推進し 再び日本一をかち取ることにより

宮崎牛の知名度をさらに高めていくというもの

でございます。

次に、345ページをごらんください。一番上の

（事項）肉用牛生産対策費でございます。３の

新規事業、放牧による中山間地域活性化事業

の1,575万3,000円につきましては、後ほど重点

事業等説明資料で御説明いたします。

次に、346ページをお開きください。１番目の

（事項）養鶏振興対策費であります。２の新規

事業 「日本一」ブロイラー危機管理強化事業、

の1,840万円についてでございます。本県のブロ

イラー産業は関連産業も多く、県内経済に大き

な貢献をいたしておりますが、高病原性鳥イン

フルエンザなどの伝染病が蔓延いたしますと県

内経済に甚大な影響を及ぼすことから、農場バ

イオセキュリティの向上を図ることでブロイ

ラー産業の安定化を図るものでございます。

次に、347ページをごらんください。中ほどの

（事項）飼料対策費でございます。５の改善事

業、新たな飼料資源の活用促進事業の1,030万円

につきましては、飼料用米を利用した畜産物の

高付加価値化の取り組みを推進いたしますとと

もに、新たな食品残渣等未利用資源の飼料化に

ついて検討を行うなど、飼料自給率の向上を推

進していくものでございます。

次に、348ページをお開きください。１番目の

（事項）家畜防疫対策費でございます。５の新

規事業、家畜防疫体制整備事業の１億9,561

万9,000円につきましては、後ほど重点事業等説

明資料で御説明いたします。

次の６の新規事業、鳥インフルエンザ危機管

理情報共有システム委託事業の1,000万円につき

ましては、昨年度の高病原性鳥インフルエンザ

の全国的な発生を受けまして、動物衛生研究所

が中核となりまして、より広範な監視体制の実

現を図るために、農場や野鳥を対象に県境を越

えて対応可能な危機管理情報の共有システムを

開発するというものでございます。

次に、別冊の重点事業等説明資料の47ページ

をお開きください。放牧による中山間地域活性

化事業でございます。

この事業は、中山間地域の基幹産業でありま

す肉用牛繁殖経営の育成と、中山間地域が抱え

ております耕作放棄地や鳥獣害等の増加等の課

題に対応しまして、地域の活性化を図るために

繁殖雌牛の放牧を推進していこうというもので

ございます。

右の資料をごらんいただきたいと思います。

まず、左側の中山間地域の「現状と課題」とい
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うのがございますが、白丸印で示しております

ように、農家の高齢化によって担い手が減少す

るとともに、耕作放棄地や鳥獣害も増加してお

ります。一方、下段のとおり、配合飼料価格の

高騰あるいは子牛相場の変動により、繁殖経営

は不安定な状況にあると言えるかと思います。

このような中にありまして 中ほどの図に 放、 「

牧の効果」を示しておりますが、繁殖雌牛の放

牧を取り入れることで、飼料自給率の向上や生

産コストの低減などの効果ばかりでなく、耕作

放棄地の解消や鳥獣被害の防止、さらには共同

作業による集落機能の改善とか農村の景観保持

といった地域の活性化にもつながることが期待

をされておるところでございます。

このため、今回、右側にありますように、①

の整備事業によりまして、放牧機材の導入や防

疫施設等の整備を、また下の②の推進事業によ

りまして、生産者、関係団体等で構成する地域

協議会を立ち上げまして、ダニ忌避剤や草地造

成のデモンストレーション等を行うなど、放牧

の普及支援を行っていくというものでございま

す。

、 （ ）左の資料に戻っていただきまして ２の １

予算額は1,575万3,000円、事業期間が24年度か

ら26年度までの３年間、事業主体は営農集団、

市町村、ＪＡ等としてございます。

、 。 、次に 49ページをお開きください 新規事業

家畜防疫体制整備事業についてであります。

まず、１の事業目的でございますが、口蹄疫

や高病原性鳥インフルエンザが万一発生した際

に、より迅速な防疫措置が図られるよう、これ

まで補正予算等で対応していたものをあらかじ

め予算措置しておくとともに、飼養衛生管理基

準の点検など、家畜防疫員による農場巡回時に

着用します防護服等の防疫資材に係る経費を措

置するものでございます。

。右側の資料をごらんいただきたいと思います

まず、①の発生前対策事業ですが、高病原性鳥

インフルエンザでは農場で簡易検査陽性時点か

ら、また口蹄疫では検体を動物衛生研究所に送

付した時点から、投光機あるいは埋却に必要な

重機等を手配することで、24時間以内の殺処

分、72時間以内の埋却完了ができるよう経費を

あらかじめ措置するものでございます。次に、

②の初動防疫事業では、確定と同時に早急な防

疫措置を行うため、これまで補正予算等で対応

しておりました初動防疫に係る必要な経費を事

前に予算措置しておくものでございます。③の

巡回指導等事業は、農場巡回指導時に必要な防

護服やブーツカバー等の防疫資材に要する経費

を措置するものでございます。

、説明資料の49ページに戻っていただきまして

予算額は総額で１億9,561万9,000円を計上して

おります。

なお （２）事業期間につきましては、③の巡、

回指導等事業が26年度までの３年間を予定して

おりますが、①の発生前防疫事業及び②の初動

防疫事業につきましては、終期は設定してござ

いません。

。畜産課の主な事業については以上であります

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。

環境農林水産常任委員会資料の９ページをお

開きください。下の畜産課の欄でございます。

１つ目は、平成24年度における家畜疾病経営維

持資金の利子補給について、期間及びその限度

額を設定するものでございます。２つ目は、平

成24年度に金融機関が宮崎県農業振興公社に事

業資金を融資したことによって損害を受けた場

合の損失補償でございます。３つ目は、平成24
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年度に畜産特別資金融通助成事業の利子補給に

ついて、期間及びその限度額を設定するもので

ございます。４つ目は、平成24年度産業動物獣

医師確保修学資金給付事業において、獣医系大

学の学生に給付する修学給付金の債務負担をお

願いするものでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

議案に関する説明が終了いたし○田口委員長

ました。

長時間にわたりまして、ありがとうございま

した。

きょうは、これで終了いたします。

午後３時44分散会
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平成24年３月14日（水曜日）

午前10時０分開会

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

金 丸 政 保
環境森林部次長
（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

山 内 武 則
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

福 満 和 徳
みやざきの森林
づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

武 田 義 昭
み や ざ き ス ギ
活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

徳 永 三 夫
林業技術センター
所 長

飯 村 豊
木 材 利 用 技 術
セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

緒 方 文 彦
農政水産部次長
（ 総 括 ）

押 川 延 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

那 須 司
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

永 山 英 也
畜 産 ・ 口 蹄 疫
復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

鈴 木 大 造
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

山 内 年営 農 支 援 課 長

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 髙 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

業試験場長 串 間 秀 敏総合農

県立農業大学校長 井 上 裕 一

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑
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事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

委員会を再開いたします。○田口委員長

委員の皆様から質疑はございませんか。

畑かんで進める地域農業再生事業○押川委員

ということで質問させていただきたいと思いま

すけれども、まさしく、天水に頼らなくて、か

んがいを利用して畑地利用で「儲かる農業」の

、 、実践ということで ありがたいと思うんですが

具体的な対策の①畑かん営農技術確立事業は、

これからどこかをモデルとしてやっていかれる

ということで理解をしていいですか。

これにつきまして○宮下畑かん営農推進室長

は、県内で20ほどの圃場を試験圃場として選定

しまして 県内に４つの国営を抱える振興局―

がございますが、その中で選定をしながらやっ

ていきたいと考えております。

口蹄疫関係もあるわけであります○押川委員

から、そういう中で20のところの４つの振興局

ということであります。これから始められると

いうことで理解いたしましたけれども、自走式

散水機を使っての水の利用ということでいいで

すか。

幾つか課題といい○宮下畑かん営農推進室長

ますかテーマを持っておりまして、その中の一

つに、今、委員が言われました散水の省力化が

、現場で求められているということもありまして

水圧で自動で走る機械がございます。これを使

いますと散水の機械を設置する手間が省けると

いうことで、北海道、鹿児島あたりの大規模な

畑かんが中心のところで利用されております。

、まだ本県で導入がないということもありまして

実証してどんな効果があるか確かめたいと思っ

ておりますし、もう一つ大きなものが、畑かん

の最大の効果と私どもが考えておりますのが、

計画的な輪作体系を組み込めることだと思って

おります。この中で収益アップを図るというこ

とで、このような大きな２つのテーマを考えて

おります。

具体的に規模と品目の選定あたり○押川委員

まで、もう入っていらっしゃるのかお聞きした

いと思います。

規模のほうは、今○宮下畑かん営農推進室長

回、試験圃場ということでデータを収集するこ

とが目的となっておりますので、小規模ではご

ざいますが、30アール程度１カ所ということで

。 、考えております それから品目につきましては

今、現地にいろいろ問い合わせをして圃場ごと

に聞いておりますが、今、試験場等で検討して

おりますのが、ホウレンソウ、寒玉キャベツ、

里芋というような収益の上がるものを３つ組み

合わせて２～３年の輪作ができないか。その間

に２回ほどの緑肥をかませて地力アップも図り

ながらやっていきたいと考えております。

ありがとうございます。○押川委員

そういう中で、この４つの振興局は今、もう

発表できるんですか。

そういう中で実証されるということで、輪作

体系の中でいろんなものを組み合わせながら、

もちろん収益等も図りながらやっていかれると

いうことでしょうけれども、どのくらいを目標

として掲げていらっしゃるかお聞きしたいと思

います。

水を使わないとい○宮下畑かん営農推進室長

いますか、今中心となっておりますのが、各地

域でも原料用カンショと大根。ただ、原料用カ

ンショと大根でありますと30万そこそことお聞

きしております。たばこが加わりますと40万を
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超えるということですので、たばこの対策も考

えますと40万以上の反収が上がるような作付体

系を考えております。

この散水式の機械というのは１台○押川委員

どのくらいするんでしょうか。

今、市場に２タイ○宮下畑かん営農推進室長

プございます 小さいタイプで スプリンクラー。 、

が回りながら３反を７時間ぐらいでかけられる

機械が150万ほどいたします。それから大型で、

北海道で中心に使われておりますスプレーブー

ムアームのように腕を広げて３反を４時間ぐら

いで振る機械が330万～340万でございます。

それを今回の計画ではどのくらい○押川委員

導入される予定なんでしょうか。

今回は県が借りて○宮下畑かん営農推進室長

地域に貸し出すという方式をとりたいと思って

おりますが、大型タイプのものにつきましては

５台、小型のタイプを10台ほどリースで導入し

たいと考えております。

それぞれリース代はどのくらいに○押川委員

なりますか。

リース代につきま○宮下畑かん営農推進室長

してはまだメーカーと交渉中でございますけれ

ども、今申し上げました機械代の７割程度にな

ろうかと考えております。

ありがとうございます。いろんな○押川委員

施設を組み入れるよりは、そういった試験法の

中で、今後、畑かんあたりの営農の中で 「儲か、

る農業」での模索をしていただくということで

ありますから、ぜひ成功するような形の中でお

願いしたいと思います。

②の畑かん営農普及体制確立事業の中で、改

善協議会はわかるんですが、マイスター、プロ

をつくるということですが、こういう人たちを

つくる経費が1,500万の中でどのくらい予算とし

てあるのか、何人ぐらいマイスターを育成され

るのか、わかれば教えてください。

まず、マイスター○宮下畑かん営農推進室長

の人数でございますけれども、先ほど申し上げ

ました４つの管内各５名程度ということで考え

ておりまして、合計20名ほど委嘱できればと考

えております。また、畑かんマイスターを委嘱

して活動していただくお金につきましては、少

のうございますけれども、この中で 80万程度考※

えております。

わかりました。それで、こういう○押川委員

事業がおおむね何とか成功するだろうという中

での人選、そういう制度ということで理解をし

たいと思います。

畑かん推進大会ということでありますけれど

も、どういった規模で、どのようなものを想定

しながら、今後、県民や農家に啓発あたりをさ

れるのかお聞きをしておきたいと思います。

口蹄疫から復興を○宮下畑かん営農推進室長

目指す地域での開催等を考えておりますけれど

も、できましたら九州、それから全国的な畑か

んを推進している地域からも取り組まれている

方たちをお呼びしまして、500名程度の大会にで

きればと考えております。

わかりました。最後にしますけれ○押川委員

ども、やはり水がなければ作物は育たないわけ

でありますから、この畑かんの中で24年度から

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

それから、小水力発電等農村地域導入支援事

業、つい先日、ある方と地元で話をしておった

んですが、まさしくこの事業を取り入れていた

だいて 昨年のように渇水になると仕方あり―

ませんけれども、特にハウスの電気料あたりを

水力発電で賄えて、なおかつ売電ができるとい

※62ページに訂正発言あり
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うことになれば一石二鳥だということで、そう

いう話をしておったところであります 今後やっ。

ていかれるということでありますけれども、ど

こらあたりを考えていただいて、どのくらいの

予算、あるいはどのくらいのものかというのが

わかれば教えていただきたいと思います。

小水力でございますけれ○宮川農村整備課長

ども、まだまだこれからの話ですが、宮崎県は

全国で10番目の小水力発電の動力があると言わ

れておりまして、小水力につきましては再生可

能エネルギーの有効な一つであると考えており

ます。その中で、売電してやっていこうという

ことになると中山間地域がメーンになってこよ

うと思っております。一応昨年末に要望をお聞

きいたしました。その中では10市町村18地区か

らやりたいという要望もありますし、その後、

国富町のほうからも、後川の上流地域で小水力

に取り組みたいといった方からも要望をいただ

いております。特に宮崎の場合は全体的に中山

間地が多いので、満遍なく要望は上がってきて

いるところでございます。

事業費につきましては3,500万ほど考えておる

わけですけれども、先日御説明したとおり、２

つのタイプ、売電による収益を見込むタイプと

小規模な活性化タイプ。大規模なタイプにつき

ましては2,300万ということで、これは国の補助

事業を活用いたしまして、地域の合意形成から

調査、基本設計までは国100％でできる予算に

なってございます。その後の詳細設計につきま

しては国50％、県20％、残り地元といったよう

な形でございます。

今のところ10市の18地区というこ○押川委員

とでありまして、これは集落営農とか何人かの

グループそういう形の中での申し込み、あるい

は個人でもできるんでしょうか。

、○宮川農村整備課長 ここに事業主体として県

市町村、土地改良区とありますけれども、農業

関係の団体とか……。農業用水路を使って発電

ということになるでしょうから 河川協議があっ、

たり、電気事業者との調整もありますので個人

というのは難しいでしょうけれども、特に事業

主体をこだわっているわけではありません。あ

る程度の組織があればいいのではと考えていま

す。

ありがとうございます。西都あた○押川委員

りも施設園芸が相当あるわけでありますから、

西都が上がっているかどうかわかりませんけれ

ども、できればそういう集団化されている部分

にこういうものが入っていくとかなり効果があ

るのかなという気がいたします。ぜひこれは期

待をしておりますので、頑張っていただきたい

と思います。

それと、先ほど出ましたとおり、この間テレ

ビで放映されておった国富町のもこれの小型み

たいな感じということでいいんでしょうか。補

助は別といたしましても。

多分小規模のほうになる○宮川農村整備課長

とは思うんですけれども、まさしくそういった

取り組みを支援していきたいと。国富町の方々

は、それを拡大したい、拡充してまた進めてい

きたいという要望もお聞きしていますので、そ

れについても支援してまいりたいと考えていま

す。

ありがとうございます。ぜひいろ○押川委員

んなことでチャレンジをしていただければあり

がたいと思いますので、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

それから予算説明資料の317ページ、一番上の

５の農地・水・環境保全向上対策事業でありま

すが、ありがたいことに５年間延びるというこ
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とでありますから、私も喜んでおりますし、今

実施していらっしゃるところも喜んでもらえる

と思いますけれども、今、県内でどのくらいこ

の事業に取り組んでおるんでしょうか。

宮崎県内で301組織、約１○宮川農村整備課長

万4,000ヘクタールを対象に活動を行っていただ

いております。

その中で、私の集落も実施してい○押川委員

るんですが、かなり事務量が多くて、事務局を

。する人がなかなか大変だという話も聞くんです

国のほうに事務の簡略化を要望できないものだ

ろうかという話を聞いております。皆さん方の

ほうにはどういった意見が来ているかわかりま

せんが、そういったことで国のほうにも簡略化

できないかということで意見を述べたいと思う

んですが、いかがでしょうか。

委員おっしゃるとおり、○宮川農村整備課長

農地・水につきましては非常に事務手続が煩雑

だという声が上がっておりまして、我々も常に

事務手続の簡素化というのは要望してきており

ます。そういうこともありまして、事務手続書

類の簡素化を国のほうも検討されて、基礎活動

につきましては94項目にわたる書類を23項目に

減らす、あるいは環境保全活動については65項

目から29項目に見直すといったような簡素化

を、24年度からやっていきたいという話もお聞

きしていますので、その辺は引き続き要望して

いきたいと考えています。

ありがとうございます。農村がこ○押川委員

の事業によって用排水や農道あたりが相当きれ

いになっておりますし、今まで軽トラが入らな

かったようなところも、整備することによって

農作業の効率化が出ています。ありがたい事業

でありますから、そういうことで簡略化がまた

できればなおさら喜んでいただけると思います

ので、引き続き要望をお願いしておきたいと思

います。

それから347ページ、畜産課の飼料対策費、４

の県産稲わら確保総合対策事業5,500万何がしあ

るんですが、現在この状況について、どのくら

いの量を集めていただいておるんでしょうか。

県産稲わら確保総合対策事業○児玉畜産課長

につきましては、飼料用米のわらの部分を利用

する場合に10アール当たり２万円を交付すると

いうことでございますが、23年度の飼料用米の

作付面積が約240ヘクタールでございますの

で、10アール当たり500キロ程度の収量があろう

かと思います それを掛けた数量ぐらいが集まっ。

ておると考えております。

この事業は、今後さらに増反とい○押川委員

う形の中で予算化されるということでいいんで

しょうか。それとも現状維持なのか。

この事業につきましては増加○児玉畜産課長

、分に対する助成ということで考えておりまして

平成24年度、来年度500ヘクタールを見込んでお

るんですけれども、今までの経緯からしますと

それはちょっと難しいと考えております。

わかりました。説明にあったとお○押川委員

り、外国から買うえさが高いという中で、でき

るだけ国内で飼料を確保するという観点から

いってもいいことだろうと思いますから、ぜひ

自家飼料ができるような形の中で今後とも関係

機関と相談をしていただいて、それぞれ目標達

成ができるような形の中でお願いをしておきた

いと思います。ありがとうございました。

済みません。１点○宮下畑かん営農推進室長

修正をお願いしたいと思います。先ほど押川委

員のほうからの、畑かんで進める地域農業再生

事業の中で畑かんマイスターに関する費用等は

どれぐらいかという御質問をいただきました。
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私、80万と申し上げましたが、２年目の予算で

ございまして、１年目は60万を計上しておりま

す。２年目から活動を活発化していただきたい

という意味で80万に増額しております。以上で

ございます。

326ページの漁業取締関係、内水面○福田委員

振興センターの対策資金、それから密漁防止体

、 。制強化対策事業 これは毎年のことであります

内水面振興センターが設立をされた時点から私

はずっと見てきているわけでありますが、もう

そろそろ役割を終える時期かなと考えておりま

す。と申しますのは、密漁防止は別な面から考

えまして、ことしの内水面振興センターの採捕

量は最終的にはどれくらいになっていますか。

ことしの採捕の最○成原漁業・資源管理室長

終的な量につきましては62キロということでご

ざいます。

62キロという数字は、県内の養鰻○福田委員

場の池に入った総体のキロ数からしますとどれ

くらいの割合になるんでしょうか。

養鰻業者の方々の○成原漁業・資源管理室長

池入れ要望量が4,000キロ程度ございます。した

がいまして、２％程度かと存じます。

私もいろいろ説明を受け、また話○福田委員

もお聞きしたわけでありますが、設立をされた

時点では十分効果があったんです。採捕量もか

、 。なりありますし 池入れに対する寄与もあった

それから当時は密猟が横行していましたから、

非常に取り締まりとしては効果があったと思い

ます。警察の一部の仕事を肩がわりするぐらい

の仕事があったのかなと、機材も相当なものを

そろえました。しかし、今、県内で経営体が43

個ぐらいと思いますが、これにこれだけの大き

な資金を投下して外郭団体をつくって県がてこ

入れをしていく必要があるのかなというふうに

考え始めたんです。

もう一つ、一方ではシラス供給に大きな力を

。発揮してくれていますシラス協議会もあります

これは、県も指導されていますが、生産者の自

。 、発的な団体と思います その辺から考えますと

、わずか２％ぐらいの池入れ量の貢献度ですから

警察関係がありますから取り締まりのほうは別

な角度からお願いするとして、そろそろこの体

制についての見直しを図る時期ではないかと考

えておりまして、担当者がくるくるかわってい

きますから、その年度で我々委員もかわってい

きますから、継続して見る人間というのは少な

いわけですが、どんなにお考えでしょうか。

まさに委員の御指○成原漁業・資源管理室長

摘のとおりの状況にあると考えております。こ

れまで、平成６年にセンター設立した当時、そ

れから10数年にあっては、県内のシラスウナギ

の採捕量を期待し、全国でも有数の採捕県とい

うことで、これを活用した養鰻業というものの

。 、振興が順調に図られてきたと考えます 一方で

これは表裏一体の関係にあると思いますけれど

も、密漁の防止という観点からも、センターを

中心とした密漁防止体制も定着して、双方で効

果を上げてきたと考えております。しかし、御

指摘のとおり、採捕量がここ３年連続して低迷

をしたということで、今後とも一定量を期待す

ることは難しい状況にあると考えております。

したがいまして、これから先、県内でとれる

シラスウナギの確保はもちろんきちっとやって

いかなきゃいけませんし、密猟取り締まりもき

、ちっとやっていかなければなりませんけれども

どちらかというと、シラスウナギをどう確保す

るのかという問題、あるいは激化するであろう

養鰻の産地間競争等にどう打ち勝っていくのか

という観点にシフトしていく必要があると考え



- 63 -

ておりますので、さまざまな関係者の方々の御

意見を伺いつつ、一定の方向性を得ていきたい

と考えております。

ずっと同じような意見が出されて○福田委員

きたわけでありますが、ことしの池入れの状況

から見まして、県内産、なかんずく内水面振興

センターの貢献度というのはほぼゼロに近い。

それから県内の養鰻業者が２～３極に絞られて

きたのかなと見ておりまして、43経営体があっ

ても、実際は２～３グループの経営体になりま

すから、その辺から見ると、厳しい財政状況の

中で存続がなかなか難しいんではないかと考え

ますし、さらに、そういう２～３グループの経

営体は足腰がしっかりしていますから、どんな

に不足したときでも確実に国内外から確保して

います。その辺では、行政の力が全くないとは

言いませんが、考える時期に来ておるのかなと

思います。

それから、放牧による中山間地域活性化事業

について、もう少し詳しく具体的なやり方を説

明いただけませんか。

放牧による中山間地域活性化○児玉畜産課長

事業でございますが、設置地区を普及センター

単位で４地区、箇所数を８カ所程度予定してご

ざいます。１カ所につきまして、周辺整備とい

たしまして防疫施設 それから年間の放牧のトー、

タル面積を100ヘクタール程度と考えておりまし

て、対象地域は中山間地域を中心にしたいと考

えております。

どの程度まで放牧をするのか、こ○福田委員

れは、素牛あるいは去勢の中間、どういうシス

テムなのか教えてください。

これはあくまでも繁殖雌牛を○児玉畜産課長

考えておりまして、種つけが終わって妊娠確認

して安定期に入ったころから分娩末期の飼い直

し、増し飼いをする時期ぐらいまで、１頭の牛

にして約半年間が放牧に適する時期と考えてお

ります。

私はこれは非常にいい考えだと○福田委員

思っていまして、過去、私どもも同じような実

験をやりましたけど、うまくいかなかった。な

ぜやったのかといいますと、子牛の市況が暴落

して、畜舎があいていない場合は、中山間地域

や里山に一時ストックすることによって畜舎の

不足分を回避して飼い支えができたことがあり

ましたが、ここにも書いてございますとおり、

。私がやっていたときはダニ対策に失敗しました

それと、これは将来の価格対策まで含める必要

があると思うんです。そのためには中山間地域

と里山もこれから実証実験の対象にしていくべ

きと考えておりますが、とりあえずということ

で、繁殖雌牛ですから、ぜひ成功させてほしい

と思います。過去、県南とか県央、県北でやっ

たんです。その辺のデータに基づいて今回、こ

の新規事業を組まれたんですか。

現状でも西臼杵地域では一定○児玉畜産課長

量がやられていると聞いております。それから

畜産試験場でも実証試験等やりまして、マニュ

アル等も整備されておるようでございます。そ

うは言いながらもなかなか普及につながってい

、 、ないというのが実情でございましたので 今回

事業を組んでそこを伸ばしていきたいというこ

とでございます。

。○福田委員 ぜひ成功させてほしいと思います

これからの宮崎の畜産の救世主になるかもしれ

ません。もう一つ、休耕地対策の利用も考える

必要があると思います。これは雌素牛じゃなく

、て去勢の中間ストックでもいいと思いますけど

その辺まであわせて考えていただきたいと思い

ます。
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それから348ページ、上段の新規事業、家畜防

疫体制整備事業について、具体的な内容を。

家畜防疫体制整備事業でござ○児玉畜産課長

います これにつきましては 説明資料の49ペー。 、

ジをごらんいただきたいと思いますが、家畜防

疫を行う上では、早期に発見して早期にたたく

というのが非常に大事でございます。今までは

補正予算等で初動にかかる経費等をお願いして

おったわけでございますけれども、右側の①に

ありますように、発生前の対策ということで、

鳥フルでは簡易検査が陽性時点、口蹄疫では検

体を送付した時点で重機とか投光機の準備はし

ておくといったようなことで、24時間以内の殺

処分、72時間以内に埋却を終わらせるというこ

とで、重機の運搬料、リース料等で約50万円を

見込んでいるところでございます。

それから初動防疫事業ということで、病気が

確定してから防疫にすぐかかりますけれども、

その際の消毒ポイントの費用、農場防疫費用と

いうことで、消毒ポイントにつきましては２カ

所での発生ということで想定しておりまして、

消毒ポイントが１カ所につき16カ所ということ

で32カ所、１億6,000万円程度になります。それ

から農場防疫用の費用として２カ所分で1,600万

円程度を、②の事業で措置しております。それ

から③の事業につきましては、防疫指針に基づ

きます農家の全戸調査等に要します防護服 ブー、

ツカバー等の巡回資材を購入するというもので

ございます。③につきましては24年度から26年

度まで、①、②につきましては終期は設定して

ございません。詳細は以上でございます。

万全の体制をとっておられるわけ○福田委員

でありますが、以前も申し上げましたように、

宮崎県の畜産の内容を見てみますと、日ごろ行

政やＪＡが関知しているエリアは比較的そうい

うものが対応しやすい。しかし、以前問題を起

こしました企業畜産等については、内容は推し

て知るべしでしたね。会社の経営すら破綻する

という大変な事態でした。農水省の速報値をい

ただきましたが、これを見ますと、私どもが今

まで関知しておったのは畜産でも100％じゃない

ですね。養豚とか牛でも大型、ブロイラーはほ

ぼ大型ですね。その辺については、どちらかと

いうと私どもの監視の目が緩かったのかなとい

う反省があると思います。その辺もしっかりと

あわせて体制を組んでいかないと厳しいと思い

ますが、その辺もしっかりとこの中で見ていか

れるわけですね。

大規模農場につきま○岩﨑家畜防疫対策室長

しては、今回、家伝法あるいは飼養衛生管理基

準が改正されまして管理獣医師を置くことに

なっております。その際、当然、もよりの家畜

保健衛生所と十分連携がとれる体制にしなさい

ということで、仮に会社であれば会社の規定を

定めることになっておりまして、迅速な対応、

あるいは早期発見 早期通報ができる体制に持っ、

ていくような形になっております。

県も大変な意気込みでこういう予○福田委員

算措置もしていただきました。二度とあっては

ならないことでありますから、対策を手抜かり

ないようにお願いをしておきたいと考えます。

333ページで沿岸漁場整備開発調査○岩下委員

事業費あるいは水産基盤（漁場）整備事業費と

いうのが上がっております。その中でマウンド

魚礁関係があります。よく情報は聞かせていた

だくんですけれども、マウンド魚礁は今、県内

には設置されているんでしょうか。

マウンド魚礁は、まだ完○神田漁村振興課長

成はしてございませんが、いるか岬のほうで造

成中でございます。新たに宮浦地区のほうでか
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かる予定としてございます。

いるか沖外２カ所というのは、合○岩下委員

わせて３カ所ですか。

ここに書いてございます○神田漁村振興課長

いるか岬沖合地区外２地区のうち、１カ所は宮

、 。浦 もう1カ所は別の増殖礁のことでございます

南郷のほうで考えているところでございます。

効果は随分あるというふうに聞い○岩下委員

ているんですが 今後何基設置される予定でしょ、

うか。

マウンド魚礁につきまし○神田漁村振興課長

、 。ては 今のところ宮浦までを考えてございます

その以降はまだ考えてはございません。

それと中層型魚礁というのは、漁○岩下委員

民も大変喜んでいます。一昨年だったでしょう

か、私の地元のほうにもやっていただいたんで

すけれども、もうそろそろ魚がつくんじゃない

かと期待をしております。実際に中層型魚礁と

いうのは今県内に何基ぐらい設置してあるんで

しょうか。

中層型浮魚礁につきまし○神田漁村振興課長

ては10基設置してございます。

24年度、中層型魚礁というのは何○岩下委員

基される予定ですか。

表層型につきまし○成原漁業・資源管理室長

ては計画はございません。

それと藻場の研究関係で、私の地○岩下委員

元でも、網を張っている中では６～７メートル

伸びて生き生きとした藻が生えているんです。

その後の予定はないということですけれども、

温暖化とか家庭排水が原因だとか地元でいろい

ろ話を聞いていたんです。実際に網を張って栽

培関係をすると生き生きとした藻場になってい

るんです。実際にそれだけほころぶというのは

わかったわけです。藻場がないんでウニがなか

なかとれなくなった。ウニはとれるけれども中

には実が入っていないというのがあります。藻

場は漁業従事者にとっては畑と同じです。24年

。度は藻場の造成はどんな予定になっていますか

委員の御指摘のと○成原漁業・資源管理室長

おり、藻場という一つの生物環境における海の

中の植物の生態ということになるわけでして、

動物とのせめぎ合いがございます。したがいま

して、ウニから食べられる側であり、その他の

魚類から食べられる側が海藻、藻場でございま

すので、基本的にはその環境におけるバランス

をとっていく必要があると考えております。水

産試験場の研究結果においても、委員が御指摘

になった網で囲うと海藻が生えてくるというの

は、魚類による食害を防いでいる結果というふ

うに解釈をしております。環境によって、地区

によっていろんな原因があるんですが、現在の

水質環境とか濁りの状態、さまざまな藻場を取

り巻く環境下において、魚類やウニなど動物の

食害をある程度コントロールすれば藻場が維持

できる、あるいは回復できるという知見がござ

いますので、ことしもやっておるんですけれど

も、24年度において、環境生態系保全活動支援

事業におきまして延岡市から串間市までの間で

いろんなグループの方に参加していただいてい

ますので、そのグループの方々の活動を通じて

維持活動、回復活動をやっていただいて、ウニ

の実入りをよくしたり藻場の状況をよくするこ

とにつなげてまいりたいと考えております。

素人の考えで申しわけないんです○岩下委員

、 、 。けれども 藻が生えた 後は魚が食べてしまう

もともと魚が来るために漁場の造成をすると思

うんです。藻があれば魚が来るというのは確実

にわかっているわけですし、アワビとかサザエ

にしても藻があれば生きていけるし繁殖するわ
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けです。食害というふうに言われると、せっか

く魚が来るのに、まだまだふやせば近場で漁が

できるのにという発想をするんです。わずかな

面積だけでやったら食われてしまいますけれど

も、それを拡大して藻場を大きく……。昔みた

いにある場所を決めて、ここは藻がたっぷりあ

りますと、そこだったら必ず魚はとれるわけで

すね。その点いかがでしょうか。

先ほどから申し上○成原漁業・資源管理室長

げているかと存じますけれども、生態の中で植

物と動物のバランスが問題になると思いますの

で、コントロールしつつ造成していきたいんで

すけれども、１地区を集中的に拡大するための

方法も、これらの活動を通じた知見も得ること

、 、ができますので そういう知見を総合する形で

委員がおっしゃるような、特定の地域を決めて

ありとあらゆる技術を投入して造成していくよ

うなことも将来は考えなきゃいけないと考えて

いますが、直ちにはそこまで至る技術的な確立

がまだされていないというふうに考えておりま

す。

バランスというのが気になるんで○岩下委員

、 。すけれども 藻があれば魚がとれるんですよね

ある意味では漁業従事者に頑張ってもらうため

にも、漁場を広げていただくような方向でぜひ

検討していただきたいと思っています。

それとイセエビの人工海藻の予算がついてい

ますけれども、24年度は場所はどこでされる予

定ですか。

イセエビの事業につきま○神田漁村振興課長

しては、県南のほうにイセエビ増殖礁というの

を既に設置してございます。その上に人工海藻

を取りつけるような形にして、イセエビの幼生

はふ化したら浮遊するんですけれども、その浮

遊した幼生がエビとして着底する、それに海藻

が結構重要な役割を示すというのが最近わかっ

てきましたので、浮遊している幼生をキャッチ

するためのものということで、既にあるイセエ

ビの増殖礁のところに試験的に設置する予定に

しています。

最後に、その人工海藻、24年度で○岩下委員

面積としてはどれぐらいされる予定ですか。

試験的に実証ということ○神田漁村振興課長

でございますので、直径40センチ程度、高さが

２メーターぐらいのものを３基置きまして、そ

れでどれだけキャッチできるかをまず見ようと

考えてございます。

最後になります。漁港の静穏度、○岩下委員

私の地元でも、着工していただきまして大変漁

民も喜んでおります。そういった意味ではさら

、 。に元気が出ると思いますので 感謝いたします

ありがとうございました。

今のに関連して、まず藻場ですけ○坂口委員

ど、知見は全国であるんです。今、岩下委員が

言ったとおり、やるかやらないかです。

その前に、まず、水産というものに対しての

認識を聞いていきたいと思うんですけど この10、

年間で経営体はどんなになっていますか。担い

手はどんなになっていますか。

漁業従事者の推移ですけ○鹿田水産政策課長

れども、この10年間で約半数近くに減っている

ところです。

数字は。○坂口委員

平成10年の経営体数を見○鹿田水産政策課長

ますと1,792経営体ございまして、平成20年度の

経営体が1,402経営体ということで、400経営体

ぐらい減っているという状況です。

その経営体で宮崎県が水産県とか○坂口委員

産業とか言えるかどうかです。今、漁業経営体

の経営状況はどんなぐあいになってきています
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か。

経営状況ですけれども、○鹿田水産政策課長

一つの指標として生産金額がございますが、生

産金額の推移を見ますと 海面漁業では 平成16、 、

年度が295億円、平成20年度が284億円というこ

とで、10億円以上減少しておりますので、経営

状況は非常に厳しくなっていると認識しており

ます。

その間に油代が倍になっているん○坂口委員

です。ことごとくコスト割れなんです。一番優

、秀な経営者が何人か黒字出すかもわからんけど

大方が赤字、産業として成り立たないというと

ころに来ているわけです。

、まず国の問題と考えるべきでしょうけれども

我が国の食料事情というものを考えたときに、

この狭い田畑で さっき言ったように輪作をやっ、

たり緑肥を入れたりでしょう、土地から食料、

生命源を確保するとすれば。すごい投資をやっ

ていますよ。ダムをつくったり水を流したり補

助金出したり、後継者150万出してからふやした

り、そういうことをやっています。

ところが、魚というものは、釣れない、もと

がとれない。なぜ。藻場は食と供給のバランス

だ、だから調整しながら。とる魚をふやすため

に必要な藻をつくらなきゃだめです。そのため

の知見というのは、最初に藻場づくりに成功し

たのが三重の伊勢志摩です。それから温暖化、

あるいはいそ焼けと言われるけど、県内でも２

カ所、３カ所、自然のままでたくさん残ってい

る場所はあるじゃないですか。だから育つんで

す。やるかやらないかです。食害 10何年前―

にシールドをやって日光の関係と魚の食害の関

。 。係も精査したじゃないですか 知見はあります

中層ブイ ブイを伸ばすロープだって藻をつ―

ければ藻場になるんです。だから、どういう知

恵を出しているか。少ない金でいかに総合的に

成果を上げて魚をふやそうとしているか。今後

とも宮崎の水産を産業として残していくとすれ

ば、魚をふやすということは不可欠条件なんで

す。

担い手が1,400経営体ぐらいで水産県といっ

、 、 。たって 漁業協同組合 単協が幾らありますか

幾らの人件費が要りますか。こんなもの帳じり

合わないところに来ているのを、危機感持つか

持たないか。今の答弁は危機感が全く感じられ

ない。だから、やるかやらないか腹決めて。丘

の農業というのは見えるから、そして圧力団体

としても強いものを持っていて、我々も選挙の

ときには圧力かかるぐらい強いものを持ってい

ます。そういったもので左右されずに、まず責

任持って漁業従事者も飯を食えるようにしてい

こうとするのか。自然消滅だぞと、とにかく委

員会は言いわけしてでも乗り切れという姿勢で

いくのか。これはやっぱり腹決めるべきです。

漁業者はじり貧でかわいそうです。もっと知恵

出さないと。

そして先ほどのマウンド魚礁、一方では１基

入れればかなりな金で高層魚礁なんてやってい

。 、るじゃないですか 成果があるというんだから

宮崎の石をぼんぼんマウンドやればいいじゃな

、 。いですか 将来やるかやらないか言ってないで

いかに少ない財源で魚をとらせるかです。そこ

のところをぜひ１回考え直して、真摯に受けと

めて、漁業を復活させるんだというなら復活さ

。 。せてほしいです もう要らないというなら……

水産担当窓口なんか、せっかく３課にふやして

いたのをまた２課でしょう。やらないならゼロ

にするべきです。漁業者にごめんなさいと謝る

べきです。それぐらい腹決めてほしいというこ

とです。
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先ほどの私のコメ○成原漁業・資源管理室長

ント、少し雑に申し上げたかもしれませんけれ

ども、資源管理を進めていく中で、漁業として

藻場というのは非常に重要であるという認識は

同じでございます。先ほど申し上げたのは、漁

民の皆様がコントロールというか漁場を維持管

理していくという側面で非常に成果を上げてい

る部分があるものですから、そこはきっちりと

やっていきたいと考えていますし、委員がおっ

しゃるように藻場の知見と施設の合体という面

でもしっかり総括して、予算計上なり何なりと

いうことまで含めて検討していきたいと考えて

おりますので、ぜひ御理解をいただきたいと考

えております。

もう危機的状況です、沖に出たら○坂口委員

赤字なんですから。そんな中で担い手なんてと

ても確保できないし、早くやめさせてやること

が若い人のためというのが現実ですから、そこ

を気合い入れてやってほしいと思うんです。漁

場１つつくるにしても、いかに少ない財源で魚

をふやすことと魚をとらせることに集中してい

くかです。もちろんずっと継続してできるとい

うものじゃないとだめだけど、そこを考え直し

てほしいというのは強く持っています。

例えば、ここにカサゴの放流事業が1,000万。

宮崎の海に魚が全くいないんだから、ことしな

んか特にそれを感じられたでしょう。魚をとら

せるためには魚をふやさなきゃだめじゃないで

すか。ふやすためにはどうやって放流事業をや

るのか。カサゴ、カサゴで1,000万で成功しまし

たといったって、カサゴが宮崎の水揚げの何％

を占めているかです。カサゴだけじゃ食えない

です。魚をまずふやす。放流していくこと。資

源をとにかくふやしていくこと。そのためには

増殖場をどうするのか、藻場をどうするのか、

最後の仕上げの漁場をどうするのかだけど ハー、

ド事業も、連携をとりながら一番効率のいいや

り方で、同じ成果を上げるためには最も安いや

り方。この前、我が党の井本議員が一般質問で

バリューエンジニアリングというのをやったで

すね。いかに機能を確保しながらコストを下げ

ていくか。もとのレベルで機能を並べて一番い

いものを総合的に点数つけていく、その方法を

。 、やっていけばいいじゃないですか 最終的には

ブロックの塊を海の中につくるのが目的じゃな

くて、漁師が魚をとる、高く売れるというとこ

ろに行き着くのが、今それぞれがやっているこ

とですから、やってほしいと思うんです。

小さ過ぎますけど、今、建設業対策をやりな

がら、業者さん対策をやっていかなきゃならな

い総合評価なんていうのをやっている。でも、

海を守るべきで、それはやっておられなかった

らごめんなさいだけど、しゅんせつ工事なんて

いうのがあるじゃないですか、これは安いほう

がいいんです。だから総合評価で逆転させなく

て。これは出来高なんていうのはないんですか

ら、浅い海を深く掘ってそこから物がなくなれ

ばいいわけだから、こんなのに提案なんて要ら

ないです。そこで安い人にやってもらうべき入

札方法。魚礁では技術提案なり成果提案をさせ

て、こういう設計になっているけれども、こう

やったほうが相乗効果でいいですよなんていう

ものをやって、少々高い人とでも契約をやれる

総合評価でやっていくとか、そこらはぜひ真剣

に取り組んでほしいと思います。これは答えよ

うがないし、僕も言いっ放しで言っているから

答えはいいんですけど。

そこで、一つ教えてほしいんですけど 「うな、

ぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する

条例 、先ほど福田委員からも話が出ていました」
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けど、ことしはセンターが何キロと言われたで

すか、県内で230何ぶだか260何ぶだかという補

正のときの説明だったですね。2.2トンだか2.7

トンだかの池入れということで。問題は、県外

から入ってきたものと国外から入ってきたもの

がどれぐらいかわからないという説明だったと

思うんです。そこで、ウナギは特別採捕許可で

すね。目的は養鰻場の種苗確保です。だから、

特別採捕対象の保護資源を自分のものとして所

有する、所有権の問題です。所有権が発生する

のは養鰻業者だけだと思うんです。採捕者にも

所有権は発生しない、流通業者にも所有権は発

生できないと思うんです。その人らが自分の商

品として所持するための特採許可は出せないと

思うんです。そうなったときに、僕はこの説明

を聞いていなかったから申しわけないんですけ

れども、一つには、民法の840条関連で、所有権

が発生しない流通業者に対しての条例改正が要

るのかどうか。まず法の解釈です。特採で所有

権がない流通あるいは採捕者に対しての条例で

かぶせられる範囲です。そこはどんな解釈をす

ればいいんですか。

「うなぎ稚魚の取○成原漁業・資源管理室長

扱いに関する条例」につきましては、ウナギ稚

魚の所有権の有無にかかわらず、中間的に所有

権のない引き渡しとか引き受けの行為も対象に

して制限をかけておりまして、取り扱うすべて

の方々について登録を求めております。今回、

未成年者ということで、民法で後見人に複数の

方を選定できるとか法人が後継人になれるとい

う改正があって、その関連で改正をしたという

ことなので、必要だということになります。

ここのところは解釈が分かれると○坂口委員

いうか難しい。所有権を持てるのは養鰻業者、

池を持っている人たちだけとなると、この人た

ちが 「あなた、集荷してください」という委託、

の形でないと、所有権がないのに集荷の許可を

与えてそこで生計を立てさせるとなると、解釈

がどうかなという気が これはいいです。集―

荷人というのはそういう問題を含んだ非常に微

妙な位置にあると思うんです。

それで、今の室長の説明のように、登録させ

て把握していくことは大切だと思うんですけれ

ども、言いましたように流通のお手伝いをする

という範囲でしかないんです。自分のものにな

るという瞬間は一刻たりともないわけです、金

を払っても。そうなったときに、この前の補正

のときの説明では、県外から入ってきた量はわ

かる、県内の261キロだか何ぼだかを引けばいい

からですね。ただ、県外から入ってきたものが

。国外産か国内産かは把握していないと言われた

これは非常な問題だと思うんです。所有権がな

いわけだから、この人たちはどこのものを集め

てきて、どうやって宮崎に入ったか県はしっか

り把握すべきだと思うんです。養鰻業者のウナ

ギなんです。そこに届けるための集荷人です。

だから、許可を出した県は、法の解釈上、ここ

からここに運びましたということは把握してい

ないとおかしいと思うんです。だから徹底して

把握すべきだということです。ここらは今後ぜ

ひ留意していただいて、特に消えかけている資

源に関する流通ですから、それこそ室長が言わ

れるように知見として大切な部分だと思うんで

す。ここを今後工夫していただきたいと思いま

す。

「うなぎ稚魚の取○成原漁業・資源管理室長

扱いに関する条例」について、基本的なところ

ですけれども、条例ができた背景が、県内の採

捕から養鰻業者に供給されるルートにおいて、

当時は暴力団の関与ということもあっていろん
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な犯罪が発生しているので、その犯罪を防止す

ることを目的として条例を制定させていただい

たということです。基本構造は県内採捕分をつ

まびらかにしていこうという趣旨になっていま

して、県外から入ってくるものについては、一

応県外登録者ということで登録していただくん

ですが、その区別、外国ものでしょうか、何々

県産でしょうかというところまでは、求めてい

ないというと言い過ぎになるかもしれませんけ

れども、主眼は県内産にあるということでござ

います。

もちろん、県の範囲を超して全体○坂口委員

把握というのは難しい部分になってくると思う

んです。でも、必要だと思うんです。というの

が、貴重な資源というのを一つ言いました。こ

の前の福田委員からの指摘で、千葉、茨城でシ

ラスがかなり上がったということが一つあった

でしょう。宮崎では去年もことしも本当にとれ

なかった。ところが、千葉、茨城あたりがかな

りとれた。そういったものが宮崎に来たという

ことです。そういう現実を見るときに、鹿児島

もとれていないんです。240何キロですか。あそ

こは採捕許可期間を１カ月延ばすんです。１カ

月延ばすのは初めてなんです。それは池入れが

できていないから、どうしてもシラスが必要だ

ということで延ばすんですけど、鹿児島の特採

の許可にせよ宮崎の許可にせよ、本来なら資源

、の少ないときはとらせちゃいかんわけですよね

資源を守るためだから。少ないから、とれない

から余計とろうということじゃ本末転倒になり

、 。ます シラスウナギに関しての条例というのが

でも、今言われるように、どこかでとれた。こ

れは、マリアナでふ化したものが黒潮に乗って

日本に来て、黒潮が近づかなかったがために直

結で房総半島に突き当たってしまったのか。鹿

児島にも当たらずに四国にも当たらずに行って

しまったのか。それなら宮崎のシラスを確保す

るために１カ月でも２カ月でも延ばそうとか判

断できる。だから、厳しい条例をつくって特別

にいろんな金かけてやっています。センターに

せよですね。だけど、肝心な、本当に将来のた

めに必要な知見というのは流通業者が握ってい

ます。だから、これは罰するためじゃないんで

す。将来に生かしていただくために流通業者を

県はしっかり把握して、お金もうけは大切です

から、その道で食える人たちに道を開くという

ことも大切だから、ここを閉じろというんじゃ

。 、 。ないんです 開きながら 県は何をやるべきか

何でこんなことをやって規制してやたらややこ

しいことをやらせているのか。その目的は、将

来ともずっと資源を継続して保っていこうとい

うところですから、そのために必要な基礎的な

情報というのは行政しか把握できないんだから

ですね。ここは要望にとめておきますけど、ぜ

ひ流通に関してはそこらをお願いしておきたい

と思います。

。○中野委員 私は埋却地にこだわっております

埋却地については、去年、おととしになるわけ

かな、今回の予算、土地関係と関係があるので

ちょっと整理させてもらいたいんです。家伝法

の改正、これは去年の４月ぐらいに出た家伝法

の改正ということでいいわけですよね。

畜産農家が埋却地を○岩﨑家畜防疫対策室長

確保することについては改正前にも明記されて

おりまして、公有地の関係については、昨年の

４月３日の家伝法改正の際に「努めなければな

らない」という形の表現がされております。

それで、大ざっぱですけど、口蹄○中野委員

疫、トータルで経費が600億ぐらいかかって、補

償費が530億ぐらい、埋却地が２億5,000万ぐら
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いという話だったと思うけど、この２億5,000万

の内訳というのはどんな数字だったか。概略で

いいです。

防疫措置に係る埋却○岩﨑家畜防疫対策室長

地の重機の借り上げとか消毒剤、当然オペレー

ター等の人件費等、消毒ポイント等含めて約50

億かかっておりまして、埋却地だけの数字は今

持ち合わせていないんですけれども、防疫資材

等含めた防疫に係る総経費が約50億ということ

でございます。

私はそういうのは当然の経費だと○中野委員

思うから、埋却地に直接２億5,000万という記憶

があるわけだけど、最終的にことしの事業、後

の埋却地、いわゆる共同埋却地の管理、環境整

備費とかわけのわからん出し方をしている。そ

れから個人で埋却した人たちは、公の共同埋却

、地に埋めた人たちと整合性がないということで

土地代の分を草刈り代で補償したとか。ことし

の事業はどういうのがあるか。

埋却地の埋却後の支○岩﨑家畜防疫対策室長

援事業という形で23年度お願いをしておりまし

て、大きくは埋却地の適正管理ということで、

先ほど委員のほうからありましたように、草刈

りとか陥没修復等にかかる経費、それからこれ

は公社分ですけれども、公社の土地改良賦課金

の補助、それから埋却地の賃借料、これは個人

の埋却地等も含めて賃借料をお支払いしていま

す。その他環境対策、地下水汚染対策というこ

とで地下水のモニタリング、１カ所の埋却地に

対して原則４カ所ですけれども、井戸等がなけ

れば２カ所程度、年４回定点モニタリングをし

ておりまして、総額で8,400万ほどお願いをして

いたんですけれども、２月の補正で4,300万ほど

減額しておりまして、最終予算は約4,000万と

なっております。

室長、そんな答えをすると頭にく○中野委員

る。結局、個人の埋却地に出せんから、そうい

うトータル的な話になってくる。私が調べた範

囲では、２億5,000万ぐらい環境整備費とかの名

目で出しているわけです。

埋却地借り上げの分もあるわけですか。

埋却地を借り上○岩﨑家畜防疫対策室長

げ……。

今、中野委員からござい○工藤連携推進室長

ました２億5,000万という数字につきましては、

全体で97.5ヘクタールの埋却地がございました

けれども、そのうち公社が合理化事業で買った

分が38.9ヘクタール、約４割ございまして、こ

れの買い入れ額が２億4,500万という数字がござ

いますので、その数字ではないかと思った次第

でございます。

その後、埋却地の環境衛生費とか○中野委員

なんとかで、草刈ったりする分を個人に出して

いる分があるでしょう。そんなのが去年どれぐ

らいあったか。

23年度は、先ほど申○岩﨑家畜防疫対策室長

し上げました草刈り等含めて約4,000万ほどを

使っています。

私が言いたいのは、国が法律でつ○中野委員

くって、県もそうだけど、埋却地については個

人の責任ですというのが原則だけど、資料の50

ページ、②初動防疫対策の「疑い事例の発生か

ら確定までが短時間 、これはさっき課長が言っ」

た24時間、74時間の殺処分 「確定と同時に、早、

急な防疫措置 、今、備品の借り上げとかなんと」

か言ったけど、私は国富で見ておったけど、そ

ういう備品が間に合わんで殺処分がおくれたと

いうのは、ちょっと意味が違うんじゃないの。

何で去年、殺処分しないといけないのが滞留し

たのか。初動をどこまで入れるかというのはあ
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るけど、確定するのに初動ミス。確定して、最

初の１日、２日はちゃんと埋められたけど、そ

。 、れからずっと滞留してきているわけです ②で

「早急な防疫措置 「緊急的な予備措置が必要」」

と書いてある。今言ったのは埋めるための備品

とか材料です。去年30万頭もたまったというの

は、要は埋却地がおくれたからじゃないの。

確かに発生農場の中○岩﨑家畜防疫対策室長

では、埋却地がなくて防疫措置がおくれた事例

もございます。ただ、埋却地だけではなかった

と認識しております。といいますのは、豚の殺

処分等につきましては、当初電殺機しかなかっ

たわけでございます。防疫作業をする中で、豚

の20数万頭の９割ぐらいは炭酸ガスで殺処分し

たということもあります。現地対策本部でのロ

ジも十分機能しなかった面もありまして、確か

に一部の発生農場では埋却地がなくて数十日間

防疫措置ができなかった面もあります。ロジと

か殺処分の方法等々含めて 殺処分ができなかっ、

た農場が最大で130数件ございました。そのよう

な状況であったと認識しております。

、 、○中野委員 山田大臣の本も読んだけど 私は

あれの半分以上は埋却地のことが書いてあった

と思っている。あなたたちがそういう考え方だ

から、例えば50ページの②「確定と同時に、早

急な防疫措置 、１億9,500万、今言ったような」

資材とか。地域の建設業者がそのために協定を

結んでいるわけでしょう。法律では、埋却地に

ついては個人の責任だから、行政は後の処理は

しますけど。ここでは埋却地はどうなるわけ。

埋却する場所につき○岩﨑家畜防疫対策室長

、ましては農家の責務と考えておりますけれども

埋却地をユンボで掘るなどの作業については、

今回、すべて県が実施しておりまして、その経

費として１カ所当たり800万程度お願いしている

ところでございます。800万すべて埋却地の経費

にはなりませんけれども、発生現地２カ所と想

定した場合に、防疫にかかる経費として800万計

上しているということでございます。

339ページ、口蹄疫埋却地管理支援○中野委員

事業の5,800万、それから埋却地再生活用対策準

備事業2,700万、内容を教えてください。

２番の口蹄疫埋却地○日髙復興対策推進課長

管理支援事業につきましては、ただいま委員の

、御質問の中でも触れられておりましたけれども

個人埋却地の草刈りであったり陥没の修復に要

する経費をここの中で措置してございます。23

年度と同様、公社有地の賦課金であったり、地

下水汚染があった場合の対策費が、２番でいう

管理支援事業で措置されているところでござい

ます。

下の７番目、埋却地再生活用対策準備事業を

新たにお願いしてございます。この部分につき

ましては、埋却地として今埋められております

けれども、それを優良農地として再利用するた

めにどういう工事をすればいいかとか、土壌分

。析などをする経費がこの中に入ってございます

その前にちょっと聞きたいんです○中野委員

が、西都等でつくった共同埋却地の所有権はど

こになるのか。農業公社ですか。

西都の共同埋却地が○岩﨑家畜防疫対策室長

特定できないんですけれども……。

公社の合理化事業で共同○工藤連携推進室長

埋却地を西都のほうで９カ所、9.4ヘクタールの

面積を改良しております。

埋却地の埋めるところは畜産農家○中野委員

の責務だけど、その後の埋却地の管理について

は法律には書いてないよね 書いてあります―

か。埋却後の今やっているようなことについて

は。
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法律には明記されて○岩﨑家畜防疫対策室長

おりません。

明記されていないからこういうの○中野委員

が出てくるわけでね 今 耕作放棄地はそうじゃ。 、

なくても出るのに、何万頭とか何千頭とか埋め

たところを私も見に行ったけど、牧草地。とり

あえずは草刈るぐらい。それを管理して普通の

畑にして売る事業。本当にこれを買う人がいる

のか。金は小さいけど、農業公社で取得した２

億4,000万だけど、これなんか10年 特例で何―

年だったですか。

おっしゃるように10年間○工藤連携推進室長

で売買をするということになっております。

第二の林業公社になるんじゃない○中野委員

かと私は心配している。私が言いたいのは、あ

あいうふうになったら、最終的には行政が対応

せんとできんわけです。今の瓦れきと一緒で、

去年の７月、政府は、国がやります、県がやり

ますとか言いよったけど、法律がないものだか

ら今のようになっている。埋却地と一緒です。

幾らあなたたちが、あれだけ口蹄疫が拡大して

処分が滞留したのは埋却地じゃないと言ったっ

て、そんなの信じている人はだれもおらん。あ

。なたたちがそういうふうに言っておるだけです

22年度の口○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

蹄疫において 埋却地の不足が大きな要因であっ、

たことは事実だと思っております。今後の対策

、 、をしっかり立てていく上でも 埋却地の確保と

前回使用した97ヘクタール余りの埋却地の再生

利用をしっかり図っていくこと、両方が大事だ

というふうに思っております。今年度お願いし

ておりますのは準備事業ということで、来年の

４月以降土地が活用できるようになってまいり

ますので、それに向けてどのような事業が必要

なのか、土壌分析等がどこまで必要なのかとい

うことを探った上で、しっかり優良農地として

再生をしていきたいと思っています。それにつ

いては相当な経費がかかるのではないかという

こともございますので、現在、国とも財源の手

当て等について鋭意検討しているところでござ

います。

だから、最終的には行政が埋却地○中野委員

も最後まで面倒見らんとどうしようもないで

しょう。それだったら最初から埋却地をしっか

り準備したらどうかと言いたいだけです。今、

埋却地が90何％とかね。ただ、埋却地にするた

めの補助がありますか、ありませんかというだ

けの話で、これを水が出るからみんな検査する

と大変だなと思ったり これだけ準備するんだっ、

たら、埋却地も含めてぴしっと準備しておかん

と、同じようなことの繰り返しじゃないかとい

うことです。

先般の委員○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

会で御報告申し上げたとおり、現在、95％程度

の農家で確保できている状況にありますが、一

つ一つの農地が本当に使えるかどうかというの

、 。は これからの精査が必要だと思っております

それから、公有地のさらなるリストアップも

含めてですが、ＪＡとか関係団体の御協力もい

ただきながら、いざというときに円滑にできる

ようにさらに努力は続けていきたいというふう

に思っております。

その下の３肉用子牛市場口蹄疫影○押川委員

響緩和対策事業でありますけれども、口蹄疫が

発生をして、人工授精自粛、そして８月の安全

性が確保されてから人工授精が始まったわけで

ありますが、議会等でも相当出ておりますとお

り、この４月、５月にかけて子牛の出荷が多く

なってくることの対策費だろうと思います。再

、 。度 この内容についてお聞きしたいと思います
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肉用子牛市場口蹄疫○日髙復興対策推進課長

影響緩和対策事業でございますが、昨年の11月

の補正予算によりましてまずいただきまして、

本年の１～３月の分を対応させていただいてい

るところでございます。今回お願いしてござい

ますのが、引き続き、４～５月分と、本年の12

月と１月にまた大きな山なり谷がまいりますの

で、この部分を対象にということで積算をして

ございます。具体的には、４～５月分といたし

まして１万3,000頭程度の枠を想定してございま

す。また12月、１月分ということで8,000頭程度

の枠を設定し、ことしの１～３月分も合わせま

すとトータルで３万9,000頭ほどの子牛価格の暴

落と申しますか、こういったものに対応したい

と考えておるところでございます。

これは、出荷される方と買う方、○押川委員

肥育農家の方々にも対応されるということです

。 、よね 出荷される金額で下回った分の補てんと

買われる方に出される経費、わかればもう一度

お願いいたします。

まず、先ほど申し上○日髙復興対策推進課長

げました４～５月分の１万3,000頭と12月、１月

分の8,000頭でございますけれども、子牛を出荷

される方につきましては、本来、子牛の価格安

定制度が38万円でございますけれども、これが

本県の場合に40万円ということで、２万円上乗

せをさせていただいて、県内の全平均価格が40

万円を下回った場合に補てん金を支出する予定

でございます。それが価格安定対策でございま

して、これは生産者、いわゆる出荷者に対する

支援ということになります。もう一つが購買者

に対する支援でございますが、宮崎県外の方々

が県内で子牛を買って移送する場合の支援でご

ざいまして、九州管内が１頭当たり1,000円を上

限に、九州外に持っていく場合が１頭2,500円を

上限に支援をさせていただくことにしてござい

ます。

ありがとうございます。繁殖農家○押川委員

にはそういった形で安定基金の40万を下回った

らということでありますが、一番私たちが危惧

するのが、肥育農家の経営が相当苦しい状況に

なっているんです。資料を見てもそこらあたり

が出てこないなと思って、肥育農家の対策は全

く考えていないと思うんですが、何か新年度の

計画の中でそういったものはありますか。

肥育農家対策ですが、今、委○児玉畜産課長

員がおっしゃいましたとおり、枝肉価格がなか

なか回復しない中で、子牛価格というのは40万

を超すような一定の価格で取引されておるとい

うことで、肥育につきましては新マルキン事業

が現在、黒毛和種で６万9,000円ぐらい発動され

ておる状況でございます。県のほうではマルキ

ン事業に対する生産者積立金の一部助成をやら

せていただいておる状況でございます。これに

つきましては、22～24年度の３年間がマルキン

の１事業年間になっておりまして、22年度に県

の補助金分は一括３年分入れたということで、

予算書には出てきておりません。

それから肥育の導入対策といたしまして

は、345ページの（事項）肉用牛導入対策費で肥

育牛生産振興支援対策事業がございます。黒毛

和種につきましては、基準価格以上で肥育素牛

を導入した場合、４万円を上限に助成をすると

いうことで、これは事業主体は経済連にしてお

ります。県が３分の１の助成でございます。そ

れから乳用牛・肥育牛につきましては、規模拡

大の程度によりまして、１万5,000円なり２万円

を、乳肥農協を事業主体としてやっておるとい

うことで、トータル1,000万円程度の事業でござ

いますけれども、そういった事業は準備してい
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るところでございます。

わかりました。○押川委員

頭数はどのくらいが見込めるんでしょうか。

予算上の頭数は、黒毛和種○児玉畜産課長

で600頭、乳肥素牛で220頭程度を予定しており

ます。

あることはあるということで理解○押川委員

いたしましたけれども 今言いますように やっ、 、

ぱり買うところが経営がよくないと繁殖農家も

大変でしょうから、バランスがとれた中での県

内の畜産という形で、今後もよろしくお願いし

ておきたいと思います。

43ページの「新生畜産のあり方」ということ

で説明があったんですが 「現在の取組 、そし、 」

て「目指す姿」から「平成24年度」ということ

で流れはわかるんですが、43ページの23年度に

開催した意見交換会を踏まえて検討会の開催と

いうことでありますが、どういった方々が、何

回ぐらい意見交換会をされたのかお聞きしたい

と思います。

あり方検討の中で23○日髙復興対策推進課長

年度に開催したものでございますけれども、こ

の意見交換会は８月の時期を中心に２回、宮崎

大学の先生方、生産者代表の方々、消費者代表

の方々、関係機関・団体も含めまして意見交換

を行っていただいたところでございます。適正

飼養密度なり、牛肉、豚肉のあり方というよう

な形で２つの意見交換会を立ち上げる中で検討

を行ったというものでございます。

人数はいいとしても、その意見交○押川委員

、 、 、換会をされて ①の実態調査を踏まえて 今度

大学とか試験場の専門家による検討会を開催す

るということでありますけれども、この検討会

は今後どのくらいを予定していらっしゃるんで

すか。

検討会の開催につき○日髙復興対策推進課長

ましては、専門家の方々等を含めまして５つの

検討会を立ち上げたいと考えてございまして、

それぞれの検討会の中で２回からの回数で検討

を行ってまいりたいと考えておるところです。

わかりました。○押川委員

そして報告書を作成されて25年度以降の取り

組みをされるということでありますけれども、

これが新規事業としてどうなのかなというのが

あるんですけれども。

今、委員の御指摘の○日髙復興対策推進課長

中で、この「新生畜産のあり方」調査・検討事

業というものが今後の方向性をどこまで検討で

きるかというところにもつながってこようかと

思います。現在、口蹄疫からの再生・復興とい

うところで一生懸命させていただいてございま

すけれども、その方向性とすれば、今の飼料価

格の高騰であったり、先ほど来御意見いただい

てございますように、さまざま畜産情勢が厳し

い中で、将来的に発展していくためには、新た

な畜産のあり方、将来を見据えた取り組み方向

の共通認識を持つ必要があると考えてございま

す。今までの発想とは丸々異なるところも出て

こようかと思いますけれども、大学なり民間の

方々の知恵もかりながら検討して方向性を定め

ていきたいと考えておるところです。

この資料を見るとほとんど人件費○押川委員

に充てられるんではないかという危惧があるん

です。そういうもののために１年間これをされ

て、それを報告書としてまとめて25年度からの

取り組みの基礎とされるわけですから、よっぽ

ど立派なものを、そして25年度以降の畜産の新

生のあり方に沿うような内容をぜひつくってい

ただきますように、ここでは要望だけにしてお

きます。
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、 、それから次のページ 45ページでありますが

これも口蹄疫発生に関してということでありま

して、下のほうに、飼養管理に関するガイドラ

インとか、飼養衛生管理基準に沿った全国の畜

産のモデルとなる畜舎の整備等をされるという

ことでありますけれども、これは牛、豚両方こ

ういう形でモデルをつくられるんですか。

この事業では牛の農○日髙復興対策推進課長

場と豚の農場も対象にしてございます。

そして①の畜産規模拡大基盤整備○押川委員

リースということでありますから、規模はどの

くらいで、リースということでありますから、

どこかがもとになって生産者がリースというこ

とになってくるんでしょうから、そこあたりも

う少し詳しくお聞かせください。

まず、１番のリース○日髙復興対策推進課長

事業でございますけれども、想定してございま

すのが、牛で50頭規模のリース事業を行う方を

対象としてございます。豚につきまして母豚

で100頭程度を考えてございます。先ほど委員か

ら御指摘いただきましたように、リース事業で

ございますので、農協であったり、商系の配飼

協がリース元になりまして、そちらのほうで整

備したものを更生する農家のほうに貸し出すと

いう取り組みを考えておるところです。

リースは何年の事業になるんで○押川委員

しょうか。

現段階で想定してご○日髙復興対策推進課長

ざいますのはリース期間を５年程度で考えてご

ざいまして、その後、事業の趣旨を踏まえて継

続した取り組みをしていただくことを前提に施

設の譲渡なりも考えてまいります。

ありがとうございます。こういう○押川委員

ことで新しい中での経営をされる方々のリース

事業でありますから、利用される方においては

ぜひ頑張っていただきたいと思うところであり

ます。

それから②の畜産規模拡大基盤改修事業であ

りますけれども、これもガイドラインに沿って

畜舎の改修等ということでありますから、そう

いうガイドラインをつくられて、それに当ては

まる方が手を挙げられるんでしょうけれども、

どのくらいの方の声にこたえられるということ

でのこの予算なんでしょうか。

本事業で単年度想定○日髙復興対策推進課長

してございますのが、規模的には先ほどと同じ

ですけれども、牛で50頭規模が７カ所程度、豚

で母豚の100頭程度を７カ所程度というふうに考

えてございます。そういった中で、牛について

は３カ年継続ということで現段階では考えてご

ざいますが、豚につきましては単年度で整備を

ということで考えてございますので、全体で、

豚の場合が700頭程度、牛のほうで350頭程度で

すので、単年度でいきますと約1,000頭ちょっと

の飼いが図られるというふうに考えています。

現在、この事業に手を挙げて、そ○押川委員

ういうことでやってみたいというような声とい

うのは出てきているんでしょうか。

こういうような仕組○日髙復興対策推進課長

みではございませんけれども、議会のほうで御

了解いただければ、こういう形で推進をしてま

いりたいと考えてございますが、それに向けて

地域の要望をとる中で、それぞれの畜舎の整備

なりについては要望が上がっている状況でござ

います。

ありがとうございました。新たに○押川委員

される方も、また今回の口蹄疫で被害を受けら

れた方においても、新たな畜産に取り組みたい

という方々がいらっしゃればいいなというふう

に思いますので、ぜひ頑張っていただきますよ
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うお願い申し上げておきたいと思います。

今、押川委員から出ました「新生○福田委員

畜産のあり方」の中で極めて重要な項目が入っ

ておりまして、説明資料の44ページ 「販売力の、

強化」の「目指す姿」のところでありますが、

「霜降りや赤身を含めたニーズへの対応 、これ」

は以前から本会議場等でも出ておった意見であ

りますが、具体的にはどういう姿を目指すべき

姿としてイメージされておるのか、ちょっとお

聞きしたい。

今、御指摘いただき○日髙復興対策推進課長

「 」ました 霜降りや赤身を含めたニーズへの対応

ということでございますが、霜降りなり赤身に

つきましては、現在の人口構成なり今後の人口

の状況を見たときに、消費する側においても霜

降りだけでは非常につらいと、よりあっさりし

たと申しますか、赤身の部分も食べたいという

需要は必ず上がってくるものと考えてございま

して、そのためには、赤身は霜降りに比べれば

販売価格自体もそんなに期待はできないかもし

れないんですけれども、そういう中にあっても

肉の生産ができるような、例えばエコフィード

であったり、飼料の対策であったり、状態のい

い牛の改良も含めた検討を進めていくべきでは

ないかと考えておるところです。

今、本県が和牛改良の方向として○福田委員

、 。現場で進めているのは 前段の霜降りですよね

後段の 「赤身」と書いてありますけど「赤―

肉」です 赤肉についても以前から論議され―

てきました。しかし、和牛では赤身を生産して

おったんではコスト割れになっちゃうからだめ

だということで、Ｆ１あるいは乳雄等で対応し

てきたと思います。ここは非常に大きな問題を

含んでおるんです。今、国内の牛肉流通の５割

近いものが豪州産と聞きましたが、これは全部

赤肉です。こういうものともろに競合する赤肉

嗜好の牛ができるものかどうか 今 熊本が 赤。 、 「

牛」でやっています。熊本の赤牛ブランドをテ

レビ放映で盛んに宣伝をやっています。その辺

をしっかりわきまえて現場におろしていかない

と混乱を生ずると思うんです。現場では、外国

牛の赤肉に対抗できるのは 全流通量のわずか20、

％弱の和牛の霜降りしかないということで信じ

切ってやっているんですから。その辺を、いや

そうじゃないんですよ、コストをかけない、採

算性の合う、健康志向の赤肉をローコストで生

産するんです。この方式も県として採用するん

ですよということを、今のお話を聞きますと目

指すべき姿としてイメージされていると思いま

すが、その辺をぜひ、現場が混乱しないように

お願いをしておきたいと思います。県のいろん

な中で初めて、公式に赤肉（赤身）ということ

が出てきたわけですから、その辺をしっかりわ

きまえてほしいと思います。いかがですか。

今、委員が○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

おっしゃったような意見については、43ページ

にある、昨年行った牛肉、豚肉のあり方に関す

る意見交換の中でもさまざまな御意見をいただ

きました。今の宮崎の方向性として霜降りを大

切にやっていこうということについて、基本路

線を変えるつもりはございません。そこはしっ

かりとつくっていきたいと思っています。先ほ

ど課長から申し上げましたけれども、人口構成

の変化、あるいは高齢化等に対応するためには

どうしたらいいのかということで、先を見据え

て今後どうするのかということを考えるべきだ

ろうと思っています。やみくもにそれを広げる

ということではなくて、まずは試験研究機関等

においてしっかり実証した上で、例えば自給飼

料を主に使いながら安いコストで勝負できる肉
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がつくれるのかつくれないのか、そのあたりに

ついてしっかり実証した上でそれを広げていく

というふうな考え方も伝え、混乱が起きないよ

うにしたいとは思っております。

その点はくれぐれもよろしくお願○福田委員

いしておきます。

それから345ページ、受精卵活用について、内

容をもう少し掘り下げて説明いただきたいんで

すが。

（事項）受精卵活用対策費の○児玉畜産課長

ところでございますが、受精卵供給対策事業に

つきましては、畜産試験場で受精卵を採取して

供給しておる事業でございます。採卵頭数が予

算上延べ144頭ということで、平均で申し上げま

すと、１回につき６個の正常卵がとれたときに

約900個の採卵ができるというふうに考えており

ます。これはそういった事業でございます。

これは先ほどのローコスト畜産と○福田委員

非常に関連性があるんですね。外国の文献等で

。は１回で20～30個の受精卵を取り出していると

うちは６個とおっしゃいましたね。今、着床率

はどれくらいですか。

受胎率で申しますと、１回の○児玉畜産課長

。移植で50％を若干切るような状況でございます

この点も競争相手の海外のほうが○福田委員

上回っていますし、北海道あたりもかなり進ん

でいるんです。以前もお話をしましたが、宮崎

県がローコスト畜産を進める上で受精卵移植は

大事な問題だと思います。海外を見ましても北

海道を見ましても農家段階まで普及しています

から。まだ宮崎の場合は畜産試験場でこういう

段階ですから、これは大事な事業ですから、畜

産農家段階まで普及して、和牛にしても赤肉志

向のローコスト畜産等が推し進められるように

真剣にやってもらわにゃいかんと思います。そ

の点の心構えはどうですか。

受精卵移植は確かに非常に効○児玉畜産課長

率のいい生産方式だろうと思っております。こ

の畜産試験場での受精卵供給対策事業以外に、

現在、優良種畜の再生基金のほうで地域受精卵

の事業を仕組んでおりまして、各地域で供覧牛

を借り上げて採卵し、地域内の牛に移植してお

るというような事業も一方でございます。それ

が予算規模上は130頭ぐらいの採卵をやろうと考

えておるところでございます。

ぜひ強力に技術の確立を進めてほ○福田委員

しいと思います。以上です。

。○新見委員 簡潔にお伺いをしたいと思います

重点事業等説明資料の27ページ、先ほど押川委

員のほうからも取り上げられましたけれども、

マイスター制度です。マイスターという言葉か

らすれば、１つの資格制度みたいなことでしょ

うけど、ここでいうマイスターというのは、よ

く言われる はやりの何々マイスター的なイメー、

ジだと思うんです。先ほど人数的なものと予算

的なものはわかりましたが、マイスターをどう

いった基準で選ばれて、その選ばれた方々が、

マイスターに選ばれたという自信と誇りを持っ

てどういう仕事に携わっていくか。そしてこの

方々が畑かんマイスターですよという顕彰、ど

。ういったふうに取り組まれるか教えてください

まず、畑かんマイ○宮下畑かん営農推進室長

スターの役割でございますけれども、現時点で

畑地かんがいの水を有効に活用していただいて

いる先駆的な畑かん営農を取り組んでいただい

ている方々、またこれから取り組むという方々

を中心に選んでいきたいと考えております。畑

地かんがいの水利用について、これまで行政、

ＪＡ等を通じて普及を図ってまいりましたけれ

ども、農家の立場から農家の方々に水利用の効
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果を直接伝えていただくことが一番効果的であ

るということから、現地研修会や座談会等に出

かけていっていただいて、そこで畑地かんがい

水利用の効果等を訴えていただきたいと思って

おります。県から委嘱という形で、活動費等を

見ながら活躍していただきたいと思っておりま

す。

実は、この制度は茨城県、鹿児島県で既に取

り組まれている制度でございまして、農家が参

画して畑地かんがいの効果を普及するというこ

とで、大変いい効果を上げておりましたので、

私どももこの制度の中で取り組ませていただき

たいということで、事業を組ませていただいた

次第でございます。

さっきも言いましたけど、委嘱さ○新見委員

れた方々が自信を持って、誇りを持ってそれぞ

れの地域の畑かん営農にしっかり貢献できるよ

うに、途中でくたびれられないように取り組ん

でいただきたいと思います。

それと30ページ、Ⅰの事業内容で、営農環境

整備等は 「生産基盤整備と併せて一体的に行う、

もの」と米印がついています。この事業は営農

環境整備のみの対応は使えないということです

か。

委員御指摘のとおり、生○宮川農村整備課長

産基盤整備とあわせてということでございます

ので、Ⅰ～Ⅳ、特にⅠとあわせてということに

なろうかと思います。

営農環境整備のみをやりたいとい○新見委員

うところについては別の予算措置がしてあるん

ですか。

営農飲雑用水とか農業集○宮川農村整備課長

落道、集落防災安全施設については別の事業も

あります。ここでは県営畑地帯総合整備事業と

いうことで生産基盤と一体にしかできませんけ

れども、別の事業では単独で実施する事業はあ

ります。

もう一点、31ページ、がんばる農○新見委員

、 、家収益向上整備事業 これは対象となる農家は

市町村が作成した人・農地プランに位置づけら

れた経営体ということですけれども、県内の市

町村における人・農地プランの作成状況、選ば

れた経営体数等がわかれば教えていただきたい

と思います。

人・農地プランにつきま○工藤連携推進室長

しては、現在、市町村のほうで作成に向けた取

り組みを開始しているところでございます。私

どものほうで要望をとりましたところ、26市町

村全市町村で人・農地プランを作成するという

要望が上がっておりまして、昨日御説明しまし

た中でも予算を確保しておりますので、早急に

作成していただくように努めてまいりたいと思

います。

42ページ、水産基盤整備事業で既○新見委員

存施設の長寿命化ということが取り上げられて

おります。長寿命化については、今回の私の議

会質問でもファシリティマネジメントというお

話をさせていただきました。ここは漁港等の老

朽化を調査した上での項目として上がっている

と思うんですが、この効果として上がっている

更新コストの平準化・縮減等々、現在の老朽化

の状況と平準化地区に対する取り組み、具体的

にどうされるのか教えてください。

鋼構造物が30年、コン○与儀漁港整備対策監

クリート構造物が50年という標準的な耐用年数

がございます。それで算定しますと14％ぐらい

がそれに達しているという結果になっておりま

して、鋼構造物に関しましてはそれをさらに延

ばすような形で、電気防食とか補修工事をやり

たいと。この調査ではそういったものを全体的
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に調査して、後々の維持管理費を均等にしたい

ということで、調査をして補修工法、補修費用

を決定するものとなっております。

県の財政も大変厳しい状況の中で○新見委員

すから、効率的な、そして予算の削減にもつな

がるような取り組みをしっかりやっていただき

たいと思います。以上です。

補正のときに尋ねた獣医師20名確○坂口委員

、 、保 あのときに財源のことを聞いたんですけど

これは畜産課か企画課か、人件費の問題です。

交付税が措置されるような説明だったと思うん

ですけど、今の交付税の算定を見ると、宮崎県

、 、 、の場合ですと 家保４つ設けて 定数が事務職

畜産職、獣医職くるめて53になっているみたい

です。現状は家保対象の職員を何人持っておら

れますか。

４月１日現在の３カ○岩﨑家畜防疫対策室長

所の職員数は52名です。その内訳につきまして

は、うち獣医師が44名、畜産職が５名、一般職

が３名となっております。

この定数に、20が今後10年間ぐら○坂口委員

いでふえてくるということではないわけでしょ

う。現実に今、１欠なんですよね。これは最終

的にはどんなになるんですか。

交付税の算定基準で○岩﨑家畜防疫対策室長

いきますと、現状で48名でございまして、52名

が現在の地方交付税の算定基準となっておりま

す。国への要望も含めて、可能な限り他の畜産

県並みの獣医師の確保はしていきたいと考えて

おります。

本県の場合は標準が２万5,000戸○坂口委員

の170万で53だったと思うから、そのとおりでい

いと思うんです。標準団体として考えれば。そ

うなったとき、さっき言われたような事務職、

畜産職、獣医職でしょう。この中でやりくりさ

れるとなると、事務職を１人減らして獣医職を

ふやしていくとかで内部やりくりになっていか

ざるを得ないと思うんです。そうすると獣医師

、 、集団になって 事務職は限りなくゼロに近づく

畜産職もかなり減らしていく、そこの中で20を

工面せんならん。しかも交付税の算定基準の53

を今でも１欠でしょう。獣医師に給料の上乗せ

があるんだったら、その中のやりくりでまた１

。 、 、～２やっていかにゃいかん 今 県職の人たち

公務員ことごとく、明らかに過剰労働と言って

いいぐらい大変な状況だと思うんです。その中

で本当にこんなことでやっていっていいのか。

この前も言ったように、基準財政需要額の算定

のあり方の中にしっかりこういうものを確保し

ていくんだ、それが国民の安心・安全のための

行政なんだということ。新たなニーズが出てき

たんだから、新たな考え方をしっかり国も講じ

るべきだということをやっていって、そこでな

らしておかないと、ことごとくしわ寄せが他の

人たちにくることは、今の時点ではっきりして

いると思うんです。

方針が出されて、獣医師をふやしていくとい

、 、うことを公表もされ 県民に約束もされたから

それはふやさざるを得ないんでしょうけど、将

来、そういった心配事を残さないように、１カ

所溝をふせたら違うところが破れたということ

にならないように、そこはしっかり認識し

て……。これは今後国と詰めてくれということ

にとめておきますけど、室長に聞いたってどう

しようもないことですからですね。そのことを

頭に入れておいてほしいと思います。

御指摘のと○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

おり、基準財政需要額でしっかり反映されなけ

ればならないと思っております。現在の算定上

は全体の農家数のみが構成に使われている状況
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でございますので、隣県とも協力をしながら、

これに畜産農家戸数などをしっかり反映しても

らうような形の要望を続けていきたいというふ

うに思っております。

ぜひそれをお願いしておきたいと○坂口委員

思うんです。そういう交渉の中で今後心配なの

が、一括交付金で見てますよとなったときは、

またやりくりなんです。だから、そこを気をつ

けながらしっかり理論武装してかち取っていた

だきたいということです。

それでは以上で、農村計画課、○田口委員長

農村整備課、水産政策課、漁村振興課、復興対

策推進課、畜産課の議案の審査を終了いたしま

す。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

その他の報告事項に関する説明を求めます。

常任委員会資料の12○日髙復興対策推進課長

ページをお開きください。口蹄疫復興財団の事

業概要につきまして、先日、財団の理事会で決

定されました平成24年度の事業の枠組みについ

て御報告させていただきます。

まず、１の事業の考え方でございますけれど

も、事業の実施に当たりましては、引き続き、

県内経済の情勢を勘案しながら、地域振興、商

工・観光、農業・畜産業など各分野を対象に助

成事業を行うこととしてございます。

具体的には、まず、その下の（１）地域振興

でございますが 西都・児湯地域が行います 交、 「

流人口の拡大」という統一コンセプトに基づき

ます拠点の整備や連携の強化を支援してまいり

ます。また、その他の地域につきましては、活

力ある地域づくりに向けた取り組みを支援する

こととしてございます。

（ ） 、次の ２ の商工業・観光業でございますが

商工・観光団体が行います需要拡大や誘客等の

取り組み、さらには、本県で初めての支援でご

ざいますけれども、設備資金なりの借り入れの

際の信用保証料や金利の一部助成を実施するこ

ととしてございます。また、県内経済の需要喚

起の観点から、消費拡大の取り組みを新たに支

援することとしてございます。

また、その下の（３）農業・畜産におきまし

ては、耕種への転換や防疫体制の強化に向けた

取り組みを支援することとしておりますが、当

面、国や県の事業を活用できるものにつきまし

ては制度事業を優先させてまいりたいと考えて

ございます。

次に、来年度の予算額全体でございますが、

２の事業費の概要をごらんいただきたいと存じ

ます。財団の事業費は、全体、５年間で30億で

ございますが、単年度では６億となります。表

の中のちょうど真ん中でございますが、平成23

年度につきましてはトータル６億の事業費の中

で３億3,800万の助成を行いまして、その差額の

２億6,200万が執行残となる見込みでございま

す この執行残の２億6,200万の部分と 新たに24。 、

年度の６億円を合わせた８億6,200万円につきま

して、表の一番左側にございますように、それ

ぞれの分野に予定をしているところでございま

す。

それぞれの分野の取り組みにつきましては、

右の13ページにその概要を載せてございます 24。

年度に新たに取り組むものにつきまして○マー新

クを３つほどつけさせていただいております。

まず、一番上の○マークの西都・児湯地域広域新

連携支援でございます。これは、統一コンセプ
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トに基づきまして、西都・児湯地域の市町村や

商工会などで予定されております、協議会が行

います連携の取り組みを支援するソフト事業で

ございます。

次に、真ん中の２つ目、地域消費拡大支援で

ございます。これは、本県経済の状況が大変厳

しい中で、これまで当委員会からもさまざまな

意見をいただいてございまして、そういう意見

を踏まえまして、地域の消費のカンフル剤とい

う形で、景品つきの大売り出しであったりプレ

ミアム商品券などの取り組みを支援するもので

ございまして、その経費といたしまして全体で

２億円を予定しておるところでございます。

次に、一番下の○地域防疫等支援でございま新

す。これは、家畜防疫対策をより迅速に行うた

めに、地域防疫を担う自衛防疫の組織がござい

ます。各自衛防疫の組織の取り組みを支援する

。ということで措置しているところでございます

なお、これらの取り組みのうち、３の商工業

への支援や、６のその他にあります提案公募型

のメニューにつきましては、現在公募中でござ

、 、 、いまして その他の事業につきましても 今後

、事業実施者等からの申請などを受け付けながら

６月にはそれぞれの取り組みが進められるよう

に準備を進めているところでございます。これ

らの新たな取り組みを行いますとともに、継続

的な取り組みにつきましても、経済情勢の変化

や各種対策の効果等を見きわめながら支援を

行って、口蹄疫からの本県経済・農業の早期の

再生を目指してまいりたいというふうに考えて

おるところです。以上でございます。

その他の報告事項に関する執行○田口委員長

部の説明が終了いたしました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

13ページのその他の（３）口蹄疫○中野委員

終息・復興アピール支援、これは具体的にはど

ういうものか。終息は、終息宣言で終わって、

まだこんなのしているといったら、口蹄疫はま

だ続いているのかという話で。

この復興アピール支○日髙復興対策推進課長

援につきましては、今後の事業者との調整もあ

るわけですけれども、例えば、７年間継続で地

域の口蹄疫からの復興を全体で支援するという

ような取り組みが、一部この中に入ってござい

ます。

新規事業、商工業等経済復興支援○福田委員

事業、地域消費拡大支援の２億は、今、プレミ

アム商品券等の説明がありましたが、もう少し

。掘り下げて説明いただくとどういう内容ですか

この地域消費拡大支○日髙復興対策推進課長

援につきましては24年度の新たな取り組みとい

うことで考えてございまして、市町村単位での

商工会議所なり商工会が実行委員会を設置して

いただきまして、その実行委員会の中で、景品

つきの大売り出しをやろうとか、プレミアム商

品券つきの商品券を発行しようとかさまざまな

地域内での消費拡大を進める取り組みを考えて

いただいて、その取り組みに対して市町村が支

援する場合には、事業費全体の４分の３以内を

ファンドのほうから助成をするというような取

り組みを考えておるところです。

前回やられたものと似たようなも○福田委員

のだと思いますが、今、牛肉の消費が伸び悩ん

でいまして、家畜の小売市場でも今売っている

、 。んですが 寄ってみますとなかなか売れないと

それで、過去、いろんな大売り出し、あるいは

イベントをやってきたわけですが、一過性じゃ

なくて、本当に復興につながる、牛肉、食肉の

消費拡大もしっかり担保されるような施策を、
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行政としてお金を出す以上はやってもらいたい

という気がするんですが、どうでしょうか。

しかも商品券の売る場所を制限しますと、実

際の消費者は40万都市の宮崎市におるんです。

１万、２万、それ未満の人口のところでそれを

やっても余り効果がない。もちろん牛肉の消費

拡大を含めてですが、広く宮崎県全体に行き渡

るような 消費拡大につながるような施策になっ、

てほしいと考えていますが、その辺は十分配慮

されてやられますか。

まず、１点目の牛肉○日髙復興対策推進課長

の消費拡大の部分でございますが、確かに、委

員のほうから御指摘いただいておりますように

牛肉が非常に消費低迷しておりまして、復興・

再生を図るためにも消費拡大が必要だと考えて

ございます。そういうこともございまして、23

年度の事業の中でプレミアム牛肉券ということ

、で10万枚を販売させていただいたという状況で

非常に好評で、消費拡大にも貢献できたのでは

ないかと考えておるところでございます。今回

の地域消費拡大支援につきましては、畜産物も

含めた地域での消費拡大の取り組み運動につな

げてまいりたいと考えてございまして、御指摘

いただきましたように、市町村なり事業実施者

となる実行委員会に対しまして、畜産物であっ

たり農産物についても対象となるような取り組

みをお願いしてまいりたいと考えておるところ

です。

それともう一つ、県全体での取り組みという

ことでございますけれども、口蹄疫以降の鳥イ

ンフルエンザなり新燃岳、その後の東日本大震

災、さまざま経済に悪影響を与えてくる中にあ

りまして、当然、宮崎県全体を盛り上げていか

、なければならないと考えてございますけれども

地域段階におきましてそれぞれの地域の商店街

が非常に疲弊してきている状況の中では、地域

地域の中で市町村とも連携しながらこういう取

り組みを進めていく必要があるのではないかと

考えているところでございます。

あなたのおっしゃるとおりなんで○福田委員

す。しかし、110万県民を見た場合、ひとしくこ

の恩恵を受けて消費が拡大するように、しかも

当初の目的である地産地消が進むようにお願い

したいと思うんですが、お昼の時間に営農支援

課から地産地消の自動販売機の説明を受けまし

た 私は当初から県産品の拡大をお願いしておっ。

た件がありましたから聞きましたら、表題とし

ては、自販機の中の１品目について県産品を必

ず入れますよと。全然量的には出ていませんで

した。聞きましたら間違いなかった。そういう

状況ですから、ぜひ宮崎県の地場の経済強化に

直結する使い方をやってほしい。２億円という

お金ですから、つかみ取りですから、こういう

ふうにお願いをしておきます。でないと効果が

出ませんからね。以上でございます。

今の御指摘も十分踏○日髙復興対策推進課長

まえながら市町村あたりとも話し合って、効果

的に事業を推進できるように進めてまいりたい

と考えております。

４の産地構造・産業構造転換推進○押川委員

事業の（１）の６次産業化推進と（３）の農商

工等連携推進、具体的に内容を説明していただ

けますか。

（４）で掲げてござ○日髙復興対策推進課長

います産地構造・産業構造転換推進事業につき

ましては、12ページのほうでも掲げてございま

すけれども、例えば農業・畜産分野におきまし

ては、国なり県の財源を活用することを前提と

してございますが、国なり県の制度事業の中で

対象とならないものがあった場合に、このファ
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ンド事業、13ページの（４）で対応したいと考

えてございまして、言葉は不適切かもしれませ

んけれども、1,000万というところでの頭出しと

いうふうに考えておるところではございます。

ただ （１）の６次産業化推進というものがござ、

いますが、昨年でいきますと、ミヤチクのハン

バーグ工場での豚や牛の低級部位を使った付加

価値をつけるような取り組みが出てきた場合に

は、この中で支援をさせていただこうと考えて

おるものでございます。

国の事業に乗らないあたりを拾っ○押川委員

て支援をするというような感じのとらえ方でよ

ろしいですか。

はい、そういうふう○日髙復興対策推進課長

に考えてございます。

ほかにございませんか。よろし○田口委員長

いですか。

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了いたし

ました。

これから総括質疑を行います。

、農政水産部の当初予算関連議案全般について

質疑はありませんか。

常任委員会資料の９ページ、全国○中野委員

農地保有合理化協会の債務負担行為の３億6,200

万、もう一回説明してほしいんだけど、この事

業は、公社が買い取るときに３年とかで売れる

めどがたっている分を買い取るとかそんな記憶

があるけど、今現在、埋却地も含めて農業公社

が買い取った土地代のすべての残を保証してい

るわけですか。

まず、公社の現在の買い○工藤連携推進室長

入れの状況ですが、23年度に買い入れが38ヘク

、 、タール 売り渡しが35ヘクタールということで

公社の農地の累計保有面積、ストックは162ヘク

タールでございます。その中で、９ページにあ

ります３億6,200万につきましては 来年度 24、 、

年度に公社が買い入れる予定の土地にかかる金

額の債務保証ということでございます。新規分

の債務保証でございます。

参考に、今、取得している分162ヘ○中野委員

クタールの債務保証はトータルで幾らですか。

ストック残が162ヘクタールですか。

現在のストックが162ヘク○工藤連携推進室長

タールということでございます。

それの県の保証額はみんなでどれ○中野委員

ぐらいになりますか。

。○工藤連携推進室長 確認させていただきます

済みません、お待ちください。全体の数字が今

手元にございませんので、至急調べさせてもら

います。

聞き漏らしているんですが、297○福田委員

ページ、肥料検査組織運営費と出ています。私

はいつも農業試験場の東側を通っていろんな集

落に行くんですが、あそこに以前、県の肥飼料

検査所がございました。ところが、今見てみま

すと建物が稼働していないように感じるんです

が、現在の肥飼料検査の体制はどうなっている

んですか。

現在、肥飼料検査関連に○山内営農支援課長

つきましては、総合農試の組織として病害虫防

除・肥料検査センターという形で位置づけてお

ります。

そうしますと、以前使っておった○福田委員

肥飼料検査所の施設は、今はもう稼働していな

いんですか。

以前の肥飼料検査所○岩﨑家畜防疫対策室長

の飼料部門につきましては宮崎家畜保健衛生所

のほうに分散しておりまして、えさ部門につい

ては家保のほうで対応しているということでご

ざいます。
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委員の見られております旧肥飼料検査所の施

設につきましては、今現在使っておりません。

防疫資材の備蓄庫としては使っておりますが、

従来の機能としては使っていないということで

ございます。

そうしましたら、いろんな検査機○福田委員

器等が高度化して、以前のような大きな検査所

を持たなくても、農業試験場の中と家保の中に

分けて十分対応できているということですね。

総合農業試験場の再○岩﨑家畜防疫対策室長

編整備の中でかなり高度な機械を導入しており

まして、えさ部門含めて、今の総合農場試験場

。の中で対応されているということでございます

特に肥料について、最近は民間で○福田委員

の製造が多くあるんです。有機物あるいはいろ

んな終末処理場のものを使ってですね。現在、

肥料の検査依頼、成分依頼は従前と比較してど

ういう状況でしょうか。

23年度の実績でいいます○山内営農支援課長

と、新規登録で普通肥料関連については１件、

それから特殊肥料等についてはございません。

肥料の状況等を見ましても、検査件数等は減少

傾向にあるということでございます。

そうしますと、いろんな新種の肥○福田委員

料は、民間にも検査の施設があって許可になっ

ているんですか。私はよくわからんものですか

ら。いろんな土壌改良剤タイプのものが出回っ

ていまして、検査証を見ると、県の検査したも

のじゃなくてほかのところのもありますが、そ

れは今どうなっているんですか。

ここの肥料検査所につき○山内営農支援課長

ましては、普通肥料等の登録に係る分析と肥料

成分の依頼試験ということで、依頼があったも

のについてやっております。その他については

外郭の協会のほうでやられている現状でござい

ます。

以前は県の肥飼料検査所一本でし○福田委員

たから、信頼度も高かったと私は見ておるんで

すが、最近は、土壌改良剤を中心とした直接農

家への売り込み等も多いわけでして、県の施設

として持っておられるから安心しましたが、肥

飼料検査の体制は大事にしていただきたい施設

だなと。お願いしておきたいと思います。

先ほど肥料検査の実態を○山内営農支援課長

１件と申し上げましたけれども、平成24年度歳

入予算説明資料の110ページをお開きください。

年度当初に、肥料の分析鑑定手数料ということ

で想定で年間54万8,000円程度の分析を行うとい

うことで、歳入の見積もり計画だけはしている

ところでございます。

49ページ、初動防疫事業、国の２○中野委員

分の１の１億7,609万6,000円は、家伝法で国が

。費用として見ますという２分の１の範疇ですか

家伝法は、国が10分○岩﨑家畜防疫対策室長

の10のものもありますし２分の１もあるんです

けれども その範疇でございます 要は 前もっ、 。 、

て約１億7,000万準備しておりまして、実際には

国のほうから後づけで金が支給されるというこ

とでございます。

家伝法によって国が後づけでくれ○中野委員

る。ここはとりあえずつかみというか、国が内

示しているわけでもない、その金額を２分の１

で上げたということでいいわけですか。

そのとおりでござい○岩﨑家畜防疫対策室長

ます。先ほど課長が申し上げましたように発生

農場２カ所と消毒ポイント32カ所を想定して充

てています。実際には50億かかっておりますの

で、いわゆる初動のための準備金ということで

ございます。

２問ですけど、先ほど分割で聞く○坂口委員
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べきだった。口蹄疫関連で補償とか受託で交渉

がもめていたのがあってたですよね。こういっ

たので積み残している課題というのはもうない

んですか。すべて解決しているのか。

積み残しは今のとこ○岩﨑家畜防疫対策室長

ろございません。

県と直接ばかりではなくて、県と○坂口委員

か国というのは、種雄牛の補償金額の問題でま

だ交渉継続中、それから農家と商社、あるいは

農家と企業、農家と農家同士で受委託の畜産、

特に生活資金にかかってのもめごとがあってた

ですよね。ここらはもう整理ついたんですか。

補償金については支○岩﨑家畜防疫対策室長

払いを全て終了しております。預託農家の関連

につきましては しばらくお待ちください。―

次に、お魚です。私は一方的に、○坂口委員

資源が減っているとか漁獲量が落ちたとさっき

言ったんですけど、県としては資源と漁獲量

、 、―漁獲が減っても 経営体が少なくなるから

１戸当たりの平均がどうかというのは全体では

見えないんですけど、とにかく１経営体当たり

の漁獲がどういうぐあいに最近推移してきてい

るか、資源というものを県としてはどうとらえ

られているのか。

沿岸漁業の漁獲量と実際○鹿田水産政策課長

の資源量の状況の御質問ですけれども、本年度

から水産部の組織改正をして漁業資源管理室を

設けまして、沿岸資源の地域別、魚種別の細か

い資源評価に取り組み始めております。その中

で漁獲の日数とか、資源の投入量あたりの漁獲

量の推移を見ておりまして、今手元に細かい数

字がありませんが、総じて減少傾向にあると、

資源は悪化しています。漁業者数が10年間

で1,000人以上減っていますけれども、漁獲金額

も100億以上減っているという状況です。漁業者

が減っている以上に資源の悪化が進んでいると

理解しております。

その減少の進みぐあいが加速して○坂口委員

いるんじゃないかという気がするんですけど、

そこらはどんなぐあいに分析されていますか。

今、課長から説明○成原漁業・資源管理室長

させていただいたように、このままでは大変な

ことになるという認識のもとに、魚種別に網羅

的にやっていこうという方向でやっておりまし

て、魚種ごとに少し傾向は違います。増減を繰

り返しているパターンもありますし、ピークを

。超えて急激に下がってきているものもあります

一方、漁業種類別にも評価していかなきゃいけ

ないということも考えていまして、底びき網が

一番多く影響が出ているようなので、そこをこ

れから詳細に分析したいと思っています。私ど

もの今の感覚としては 経営体ももちろんがたっ、

と減っているんですけれども、対象の資源も極

めて厳しい状態になっているという認識のもと

に、これから詳細に詰めていきたいと思ってお

ります。

そのとおりだと思うんです。小さ○坂口委員

くなると時間的にあれですからはしょりますけ

ど。今からということですけど、今後、資源が

本当に回復できるのかできないのかという心配

なところまで来ているんじゃないかという気が

するんです。それでもなおかつ維持していって

増加させていかんといかん、増殖していかんと

いかんわけです。これは部長にも頭の中に入れ

ておいてほしいと思うんですけど、総合的に取

り組まなきゃ、局地的、ポイントではだめだと

思うんです。例えば、深浅測量をやられること

になっていますよね。予算が250万ぐらいあった

と思うんです。先ほどの資源ですけれども、な

ぜ資源がいなくなったかというところから、と
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り過ぎだけじゃないと思うんです。そんな中で

深浅測量をやられる。そのときにしっかりした

データを持ってくれば 台風のときなんかの―

濁りがひどいと思うんです。長く濁る。という

ことは沿岸部にヘドロが沈んでいる可能性があ

るんです。だから小さい粒子がいつまでも残っ

て濁っている。深浅測量をやるとき、単純に深

さだけを求めるんじゃなくて、土質といったも

のまでやって、魚の生息にどう影響を与えてい

るのか。砂地に届かずに酸素欠乏状況になった

り、えさがとれない状況になっているんじゃな

いか。そういったものまで見ていく。

それから農地海岸を持っておられますよね。

そこにとって入れるような事業というのは今後

なかなかないんでしょうけど、海岸保全なんか

で突堤を入れるときに、これは魚礁がわりにな

らないか、増殖礁がわりにならないか。そのた

めにはどういった構造物が一番最適なのか、こ

こらは本当に総合的に取り組んでいかないと、

資源回復できないところに資源自体が来ている

んじゃなくて、幾ら増殖しようとしたって、ほ

かの生息条件とかです それから今 魚種によっ。 、

てはとれる年、とれない年があったと言われま

すけど、とれる年、とれない年が、資源の関係

じゃなくて 沿岸まで近づけるような状況にあっ、

、 、たのか 沖合しか通らなかったのかというので

資源即漁獲じゃないんです。

だから、資源対策あるいは水産業の振興対策

をやろうとしたら、海の中がどんな状況になっ

ているの、本当の問題点は何なの、これをだれ

とだれが力を合わせれば改善できるの、補完で

きるのというようなことを取り組んでいかない

と。去年、うちの事業は50億もらったんだ。そ

れを今度は５％減するわけだから47億5,000万の

事業を打っていけばいいんだというようなこと

じゃだめだと思うんです。こっちにそっくり予

算を回してでも、相対的に さっきバリュー―

エンジニアリングの話をしましたけど こういっ、

た機能を確保するためにこのコストをいかに下

げられるかというのと同時に、このコストを維

持しておいてどれだけの機能が確保できるかと

いう事業の進め方をやっていかないとだめじゃ

ないか、そこまで漁業は深刻になってきている

んじゃないかと思うんです。ここ何年か分の各

市場の水揚げを見てみてください。

その中でもう一つ頭に入れておかないといけ

ないのは、漁具とか操業方法は昔に比べると物

すごく進んでいるんです。それで漁獲が減った

ということはかなり深刻だということ。同じ手

法でやっているんじゃないんです。ピーマンつ

くりでもそうですけど、昔は反当10トン、それ

が今20トン、22～23トン、25トンとなってくる

わけでしょう。魚も前と同じくらいの資源があ

、 、れば 漁具とか漁法は物すごく進んできたから

本当はごっそりいけるはずなんです それで減っ。

てきているということは、海の中は汚れも含め

て物すごく深刻です。だから、農地保全のあり

、 、方 海岸侵食に対しての農地海岸事業のあり方

トータル的にこれはやってほしい。これは答え

ようはないでしょうから、ぜひ部長、そこらを

事業とか予算編成に当たっては頭に置いておい

て海には対応してほしいと思うんです。

先ほどの口○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

蹄疫の預託に関連しては、現在、民事上係争中

でございます。

それから、県からの補償金の支払いについて

は、すべて終わってはおりますけれども、すべ

てが納得をされているわけではないというのも

これまた事実でございます。

先ほどの公社の債務負担○工藤連携推進室長
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の関係でございますが、負担行為につきまして

は平成12～24年分の買い入れのものでございま

して、トータルで53億6,800万円となってござい

ます なお 先ほど言いました現在のストック162。 、

ヘクタールにつきましては、９億6,000万という

農地の価格ということでございます。

なお、委員会資料の３億6,200万の内訳でござ

いますが、来年度公社が買い入れる予定の55ヘ

クタール分が３億3,000万、あと農作業受託の貸

し付けの関係が入っておりまして、トータルで

３億6,200万ということでございます。申しわけ

ございません。以上でございます。

先ほどの坂口委員の水産○那須水産担当次長

関係でございますが、確かに今、室長が言いま

したように、資源状態については私たちも非常

に厳しい認識でおります。また、急速な回復は

すぐには望めないというのもしっかり思ってお

ります。言われますように、個別の魚種その他

につきましても、個別に見ながらまたトータル

も見ていく、そういった基本的な対策を打って

いきたいと思っております。

また、言われるように魚価安と資源の問題と

、いうのがすぐすぐには改善できないのであれば

「儲かる水産業」ということを私たちは考えて

おりますので、水産業といった場合には、漁業

だけでなく魚価所得の向上という視点も持ちな

がら、今、農業でも言っていますけれども、水

産でも６次産業化という形で、収入が地元の漁

家に落ちていくような形もトータルで考えて、

今後の水産業振興を図ってまいりたいと思って

おります。

ぜひ生活が成り立つようにしてほ○坂口委員

しいということです。だから、今のように少な

い漁獲物をいかに高く売るかという６次産業化

もあるんでしょうし、魚が肉に比べてなぜ売れ

ないのかと思ったときに、一つのネックがごみ

収集日まで生ごみをとっておかんといかんとい

う物理的なものもあるみたいです。

ここで資源管理あるいは増殖場をぜひ避けて

ほしいというのは、ずっと言ってきたように、

厳しい経営状況の中で、さらに資源管理のため

に規制で魚をとらせまいとする手法です。網を

規制していったり、操業期間とか区域を狭めた

り。産業振興上これは逆行だと思うんです。生

活が成り立たないのになおさら、魚をとるな、

そして資源をふやそう。だから、これ以外の知

恵で、経営が苦しいから魚をもっととれるよう

な方法とか、規制なんかせずに操業もやらせよ

う、それでなおかつ資源をふやそうというため

に、ぜひ総合的に知恵を出しながら取り組まな

いと、かなり危機的な状況にありますよという

ことを言いたかったんです。ぜひ頑張って魚を

ふやしてほしいです。

水産についての質問をさせていた○岩下委員

だきますが、私の地元でも養殖のカンパチ、ハ

マチ、ヒラメいろいろやっていますけれども、

県の施策の中で養殖業に対するものは何かあっ

たんでしょうか、聞き漏らしたんでしょうか。

それと、養殖の出荷額。件数がわかればなお

ありがたいと思います。お願いします。

養殖への対策でございま○神田漁村振興課長

すけれども、具体的には、病気とかございます

、 。ので そういうための対策をやってございます

、それと経営も厳しいという話もございますので

漁業のほうでも漁業所得補償制度の話がござい

ます。その中に養殖業者に対しましても、えさ

関係、燃油の関係、セーフティーネット関係も

一緒に組ませていただいてございます。

養殖魚の生産額ですけれ○鹿田水産政策課長

ども、平成20年度につきましては95億6,000万円



- 89 -

という規模になっております。

何社ですか。○岩下委員

、○神田漁村振興課長 養殖業者につきましては

細かい数字まではいきませんが、47だったと思

います。

地元でも養殖のカンパチ関係では○岩下委員

かなりの雇用をしているんです。それでかなり

仕事についていらっしゃるわけですけれども、

。くたくたになりながら働いていらっしゃいます

ところが、ヒラメのほうの養殖、黄金ヒラメと

いう名をつけて黄色いヒラメをやっているんで

すが、韓国産のヒラメが価格的に安くて勝負に

ならんというわけです。しかし、それでも何と

か頑張って前を向いていこうということでやっ

ているんですが、それらに対する支援みたいな

ものはないかと考えるんです。例えば、地元で

海沿いの陸の上に養殖場を持っているんです。

その中で200メーターか150メーターのパイプを

通して海水を引き込んでどんどん流しながらし

ているんですけれども、台風になるとそれが詰

まってしまって、命がけでパイプの中に潜って

いって海水が入るように努力しているんです。

従業員は10人ぐらいだと思うんですけれども、

そういったときの支援策というのは何かないん

ですか。

ヒラメ養殖につきまして○神田漁村振興課長

は、本県におきましてはほとんどが陸上養殖を

なされております。漁業協同組合の組合員に所

属されておりますので、そういうところでの制

度資金の活用はお願いしているところでござい

ます。具体的にヒラメ養殖業者さんのためのも

のは特に構えてございません。

では、養殖関係については漁協を○岩下委員

通じていろいろ面倒見ているということでいい

んですか。

はい。漁業協同組合の組○神田漁村振興課長

合員さんということで、制度資金なんかを活用

していただいているという部分がございます。

もう要望でいいですけど、今の農○中野委員

業政策、６次産業化とか農商工連携という言葉

があるけど、さっき畜産課長が、ミヤチクで製

品つくって、これが６次化とかそんな話があっ

たけど、もともとここは２次産業なんです。こ

の中に「農商工連携」と出ているけど、目的は

農商工連携じゃなくて、農商工連携して何か新

しいものをつくるのが目的であって、農商工連

携するだけが目的じゃないわけです。タイトル

に書いてあるけど。私は、６次産業化というの

は、農商工連携、産学官とか手段があって６次

化が出てくると思っている。その辺をしっかり

整理して、６次産業だって結果が出ないと何も

意味がないわけで、ぜひそこのところをね。何

が違いがあるのと聞きたかったけど、そこ辺を

しっかり整理して政策をやっていただきたいと

思います。

農商工連携につきまして○工藤連携推進室長

は、委員おっしゃるように農家が所得を上げる

ための一つの手段、ツールというふうに考えて

おります。部長のほうから冒頭説明がありまし

た各課のいろんな事業もございますし、今回、

国のほうも新たな事業も頭出しをされておりま

、 、すので そういう事業を極力有効に使いながら

農家の所得向上につながるような取り組みを支

援してまいりたいと考えております。

よろしいですか。○田口委員長

それでは、その他で何かありますか。

東アジア戦略というのは、知事も○中野委員

言っておるようにこれから大事な分野だと思っ

ておるわけです。それで、各部がそれぞれ柱立

ててやっておるけど、これは県として一本化し
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て、その辺は部長同士話をしっかりやってもら

いたい。要望しておきます。

それでは、以上をもって農政水○田口委員長

産部を終了いたします。

執行部の皆様には御苦労さまでした。ありが

とうございました。

暫時休憩いたします。

午後１時48分休憩

午後１時54分再開

ただいまから委員会を再開いた○田口委員長

します。

当委員会に付託されました平成24年度当初予

、 。算関連議案等について 部長の説明を求めます

。○加藤環境森林部長 環境森林部でございます

よろしくお願いいたします。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料をごらんください。本日の説明事項

は、提出議案が８件、その他の報告事項が１件

でございます。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「平成24年度宮崎県一般会計予算 、議案第」

５号「平成24年度宮崎県山林基本財産特別会計

予算 、議案第６号「平成24年度宮崎県拡大造林」

事業特別会計予算 、議案第７号「平成24年度宮」

崎県林業改善資金特別会計予算」の４件でござ

います。

また Ⅱの特別議案といたしまして 議案第34、 、

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例 、議案第38号「宮崎県」

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部

を改正する条例 、議案第39号「宮崎県立自然公」

園条例の一部を改正する条例 、議案第51号「林」

道事業執行に伴う市町村負担金徴収について」

の４件でございます。

、 、次に Ⅲのその他の報告事項につきましては

第11次鳥獣保護事業計画の策定について御説明

いたします。

それでは、１ページをごらんください。初め

に、平成24年度環境森林部の重点推進事業につ

いてであります。環境森林部におきましては、

身近な地域から地球規模までの環境問題や、依

然として厳しい状況に置かれております林業の

現状などから、県の総合計画であります「未来

みやざき創造プラン」のアクションプランに掲

げております重点施策を中心に各種の施策に取

り組んでいくこととしており、主な事業をここ

に記載しております。

まず （１）の危機事象への対応と再生・復興、

プログラムであります。①の危機事象への対応

強化では、１つ目の新規事業、木造応急仮設住

宅実施設計業務委託事業で、今後起こり得る災

害に迅速に対応するため、県産材を使用した応

、急仮設住宅などの図面等の整備を行うとともに

次の高病原性鳥インフルエンザ野鳥対策事業で

は、鳥インフルエンザの防疫体制の強化を図る

ため、野鳥の生息状況や定期的なウイルス保有

状況の調査を行うこととしております。また次

、 、 、の 水を貯え 災害に強い森林づくり事業では

公益上重要な森林を対象に、荒廃林地の再造林

や間伐等を行うとともに、次の山地治山事業で

は、山地災害の未然防止を図るため、治山ダム

工事や山腹の緑化などを行うこととしておりま

す。

②の口蹄疫からの再生・経済復興では、埋却

地周辺地下水等調査事業などを引き続き行うこ

ととしております。

次に （２）の環境・新エネルギー先進地づく、

りプログラムであります。①の低炭素・循環型

社会づくりへの挑戦では、上から４つ目の新規
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事業、新エネルギービジョン策定事業で、東日

本大震災以降の新エネルギーを取り巻く情勢の

変化等に対応するため、現行の新エネルギービ

ジョンを見直すこととしております。また、そ

の３つ下にあります太陽光発電システム導入促

進事業や、次の住宅用太陽光発電システム融資

制度を引き続き実施し、家庭レベルにおける太

陽光エネルギーの普及拡大及び低炭素社会の実

現を図りたいと考えております。

次の②の次代へ継承する持続可能な森・川・

海づくりでは、１つ目の生物多様性保全総合対

策事業で、希少動植物の保護やその生息地等の

、 、指定・保全を推進するとともに 次の新規事業

浄化槽適正管理フォローアップ事業では、浄化

槽の法定検査受検率向上や不適正浄化槽に対す

る改善指導など、浄化槽の適正管理について一

層の推進を図ることとしております。

次に、③の持続可能な森林・林業・木材産業

の振興では、上から８つ目の新規事業、林業技

術者・技能者育成加速化事業で、森林施業プラ

ンナーや森林作業道作設オペレーターなどの林

業技術者・技能者の育成を行うとともに、一番

下の新規事業、コンテナ苗利用・生産促進事業

では、低コスト林業に有効なコンテナ苗による

植栽を促進するための支援を行うこととしてお

ります。右の２ページになります。上から２つ

目の林内路網整備の加速化では、林道や林業専

用道、森林路網整備などの事業を実施するとと

、 、もに 次の森林整備加速化・林業再生事業では

森林整備加速化・林業再生基金を活用し、高性

能林業機械の導入や、木材加工施設及び木質バ

イオマス施設の整備などを支援することとして

おります。

また、次の新規事業「チームみやざきスギ」

県外セールス強化事業では、県産材の利用拡大

を図るために 「チームみやざきスギ」が中心と、

なり、官民が一体となった営業活動や、県外の

大口需要者等に対して県産材を大ロットで共同

出荷するなど、多様なニーズに対応できる体制

づくりを推進することとしております。

次に （３）の観光交流・海外展開プログラム、

であります。①のアジア市場の開拓に向けた積

極的な取組では、新規事業、みやざき材東アジ

ア輸出促進事業で、韓国への木材輸出の促進や

中国など東アジアへの木材輸出に取り組む県内

。団体の販路拡大を支援することとしております

最後に （４）の持続可能な地域づくりプログ、

。 、ラムであります ①の中山間地域の活性化では

１つ目のいきいき山村集落機能強化事業で、山

村集落の機能強化を図るため、荒廃渓流の復旧

や水源・防災施設の整備を行うとともに、次の

有害鳥獣（シカ・サル）被害防止緊急対策事業

や、次の新規事業、地域でシカ捕獲対策強化事

業により、深刻化しているシカ、猿の農林産物

への被害を軽減するため、シカ・サル対策指導

捕獲員を配置し、わな等による捕獲と追い払い

の指導を行うとともに、シカ生息数が多い市町

村が取り組むシカの有害捕獲等を支援すること

としております。

続きまして、３ページをごらんください。平

成24年度環境森林部歳出予算（課別）について

であります。この表は、議案第１号を初めとす

る４つの予算議案に関する平成24年度の歳出予

算を課別に集計したものであります。

このうち一般会計は、平成24年度当初予算Ａ

の列の中ほどに網かけしている欄にありますよ

うに、246億1,714万3,000円となっております。

また特別会計は、同じ列の下から２段目の網か

けしている欄にありますように、５億8,119

万7,000円となっております。この結果、環境森
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林部の平成24年度当初予算は、同じ列の一番下

にありますように、一般会計、特別会計合わせ

まして251億9,834万円で その２つ右隣の平成23、

年度の６月現計予算の252億1,008万7,000円とほ

ぼ同額となったところであります。

次に、下の表、平成24年度債務負担行為（追

加）についてであります。林業公社では、経営

改善を図るため、現在の借入金残高について低

利の融資に借りかえすることを予定しており、

そのための借入金に対し損失補償するものであ

ります。期間は平成24年度から平成43年度まで

とし、限度額については、右のほうに書いてお

ります借入額９億7,631万9,000円、利率年2.5％

以内とし、最終償還期限に弁済していない元利

金合計額及び遅延損害金に相当する額の債務負

担行為の設定をお願いするものであります。

なお、当該借入金は低利融資への借りかえで

ありますので、損失補償を行っている債務残高

がふえるものではありません。

私からの説明は以上であります。

詳細につきましては担当課長・室長から説明

させます。よろしくお願いいたします。

部長の概要説明が終了いたしま○田口委員長

した。

、 。 、初めに 議案に関する審査を行います まず

環境森林課、環境管理課、循環社会推進課の審

査を行いますので、順次説明をお願いします。

なお、委員の質疑は３課の説明がすべて終了

した後にお願いいたします。

それでは、環境森林課の○山内環境森林課長

平成24年度当初予算について説明をさせていた

だきます。

平成24年度歳出予算説明資料183ページ、環境

森林課のところをお願いいたします。環境森林

課の予算は、左から２列目、平成24年度当初予

算額の欄にありますように、45億2,601万5,000

円をお願いしております。その内訳は、その下

にありますように、一般会計が42億189万7,000

円、特別会計が３億2,411万8,000円となってお

ります。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

１枚めくっていただきまして、185ページをお

願いいたします。上から５段目の（事項）エネ

。ルギー対策推進費４億679万6,000円であります

初めに、１の住宅用太陽光発電システム融資制

度２億5,000万円でありますが、これは、住宅用

太陽光発電システムを設置される方々への融資

を行うため、県が金融機関に資金を預託するも

のであります。

２の太陽光発電システム導入促進事業及び３

の新エネルギービジョン策定事業につきまして

は、後ほど常任委員会資料で御説明をいたしま

す。

次に、ページ一番下の（事項）環境保全推進

費1,527万円であります。次の186ページをお開

きください。上から４つ目の４の環境情報セン

ター運営事業769万2,000円でありますが、これ

は、環境保全のために行動できる人づくりを推

進するため、本県の環境学習の拠点として県立

図書館内に設置しております環境情報センター

を運営することにより、多くの県民の方々の自

主的な環境学習を支援するものであります。

続きまして、中ほどの（事項）地球温暖化防

止対策費3,632万6,000円であります。まず、１

のカーボンアクションフォローアップ事業416

万4,000円でありますが、これは、事業者を対象

に温室効果ガス排出削減の取り組みを強化する

ため 「みやざき県民の住みよい環境の保全等に、

関する条例」を改正したところですが、この条
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例の円滑な運用を図るため、省エネセミナーな

どを開催するものであります。

次に、２の家庭からのエコアクション促進事

業516万2,000円でありますが、これは、家庭を

対象に節電の取り組みに応じてエコアクション

ポイントを付与するなど、家庭での二酸化炭素

排出量の削減を促進するものであります。

３の地域グリーンニューディール基金返還

金2,700万円でありますが、これは、この基金の

事業が平成23年度で終了することから、最終的

な執行残額を来年度国に返還するためのもので

あります。

次の188ページ、中ほどにあります（事項）森

林づくり応援団活動支援事業費4,060万7,000円

であります。これは、県民参加の森林づくりを

推進するため、森林づくりボランティア団体の

育成や、県民の企画と行動力を生かした県民公

募型の森林づくり活動に対して支援するもので

ありまして、森林環境税を活用して行うもので

あります。

続きまして、189ページをお願いします。一番

上の（事項）森林環境税基金積立金２億8,007

万6,000円であります。これは、森林環境税を、

基金条例に基づきまして使途の透明化を図り、

他の予算と経理を区別するため、森林環境税基

金に積み立てるものであります。

続きまして、その下の（事項）わが町のいき

いき森林づくり推進事業費1,600万円でありま

す。これは、市町村が行う水源涵養などの公益

上重要な森林の公有林化を支援するためのもの

であります。

続きまして、190ページをお願いいたします。

一番上の 事項 県営林機能強化促進事業費8,603（ ）

万7,000円であります。これは、県営林を対象に

ＧＰＳなど電子機器を活用いたしまして、境界

の確定や森林の生育状況などを調査するもので

あります。またあわせて、雇用・就業機会の創

出を図るためのものであります。

続きまして、一番下の（事項）林業公社費12

億5,462万6,000円でありますが、後ほど委員会

資料で御説明をさせていただきます。

次に、191ページ、一番上の山林基本財産特別

会計１億5,653万8,000円及び、飛びますが、193

ページの一番上の拡大造林事業特別会計１

億6,758万円であります。これらの２つの特別会

計につきましても、後ほど委員会資料で説明を

させていただきます。

続きまして、お手元の環境農林水産常任委員

会資料をお願いいたします。４ページをお開き

いただきたいと思います。太陽光発電システム

導入促進事業についてであります。

１の事業の目的にありますように、この事業

は、全国トップクラスの日照時間など本県の恵

まれた環境を生かし、家庭における太陽光エネ

ルギーの普及、及び低炭素社会の実現を図るも

のであります。

２の事業の概要をごらんください。予算額は

１億5,000万円をお願いしております。

、（ ） 、事業内容ですが ３ の②にありますように

県内の住宅に太陽光発電システムを導入する場

合に、その経費の一部を補助するものでありま

す。補助金額は、③にありますとおり、発電シ

ステム１キロワット当たり２万円、上限を６万

円としております。23年度は、１キロワット当

、 、たり３万円 上限を８万円としておりましたが

設置経費が低下傾向にあることから、補助金額

を見直したものであります。なお、県産材の新

築木造住宅に設置する場合や県内産パネルを設

置する場合には、それぞれ上限額を２万円増額

することについては、24年度も継続することと
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しております。

右の５ページをごらんください。補助の条件

といたしましては、国の補助金の対象となる住

宅用太陽光発電システムであることとしており

ます。補助金の募集開始は、24年の４月末を予

定しております。

なお、記載はしておりませんが、補助件数に

ついては、今年度と同程度の約2,300件を見込ん

でおります。

次に、６ページをお開きください。新エネル

ギービジョン策定事業であります。

この事業は 東日本大震災以降の新エネルギー、

を取り巻く情勢の変化等に対応するため、本県

の新エネルギー行政に関する基本計画でありま

、す宮崎県新エネルギービジョンを見直しまして

新たな新エネルギービジョンを策定するもので

あります 現行のビジョンの計画期間は 平成16。 、

年度から平成25年度までであります。今回の計

画は平成25年度からとなりますので、１年前倒

しで策定することとなります。

２の事業の概要をごらんください。予算額

は679万6,000円となっております。

事業内容ですが、右の７ページにありますと

おり、国のエネルギー政策の見直しや、ことし

７月からスタートします再生可能エネルギー固

定価格買取制度の開始など、新エネルギーを取

り巻く環境の変化を踏まえ、現ビジョンの評価

や課題の抽出 県民 事業者の皆様へのアンケー、 、

トなどを行っていきたいと思っております。こ

れらをもとに外部有識者から成るビジョン策定

検討委員会での検討を行い、県議会での審議を

お願いした上で、宮崎県における新エネルギー

施策の目指すべき方向を示す新たな新エネル

ギービジョンを策定するものであります。これ

によりましてより有効な新エネルギー施策を展

開するとともに、地域の活性化や産業の振興、

低炭素社会の実現を図っていきたいと考えてお

ります。

次の８ページ、９ページは、別紙になります

が、みやざきの森林づくり推進室長より御説明

をいたします。

恐れ入○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

、 。ります 委員会資料８ページをお開きください

林業公社費貸付金についてであります。

説明は別添の資料１でさせていただきたいと

思います。資料１をごらんください。この貸付

金に関しまして、さきの委員会で、これまでの

長期借入金につきまして、借り入れや償還状況

との関連を含めた資料要求がございましたこと

から、今回、当初予算とあわせて御説明するも

のであります。

まず、１の貸付金の目的にありますように、

これは、社団法人宮崎県林業公社の円滑な運営

を図るため、日本政策金融公庫や市中銀行等か

らの長期借入金の償還に必要な資金を貸し付け

るものであります。

２の事業の概要の（１）にありますように、

平成24年度の予算額は12億4,927万円となってお

ります。

また （２）にありますように、貸し付けは昭、

和42年度から実施しておりますが （４）の事業、

内容のように、林業公社は平成24年度には資金

不足が見込まれており、林業公社自身の経営努

力や利息の軽減といった経営改善に向けた取り

組みを行ってもなお不足する資金につきまし

て、12市町村からの貸し付け支援を行うととも

に、県においても第３期経営計画において予定

されていた県貸付額を加えた額の貸し付けをお

願いするものでございます。

２ページのＡ３横長の表をお開きください。
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これは、林業公社の収支不足を解消するための

平成29年度までの改善計画であります 「区分」。

の下にあります「現計画における単年度毎の資

金不足額（Ｘ 」につきまして、その下の網かけ）

１の「林業公社自身の経営努力（Ａ 、中ほど）」

の網かけ２の「利息の軽減（Ｂ 、その下の網）」

かけ３の「県及び市町村の支援（Ｃ 」の改善を）

行い、表の下から２つ目の枠で囲んでおります

改善計画における年度末資金残高 が１億5,000「 」

万円確保できるよう計画しております。平成29

年度までの６年間の効果といたしましては、公

社自身の経営努力（Ａ）の右端の計３億1,000万

、 、 、 （ ）円余 その下 中ほどの網かけ 利息の軽減 Ｂ

の8,700万円余の２つの取り組みによりまして、

約４億円の改善効果が期待できると考えており

ます。

この計画の策定に当たりましては、これまで

の常任委員会でいただきました貴重な御意見を

踏まえ、例えば１の林業公社自身の経営努力

（Ａ）では、主伐時のコスト縮減のための作業

路開設に伴う分収割合の見直しについて、土地

所有者の同意を得た上で分収割合を見直し、長

期的な公社収入の増につなげていくことを追加

しております。

また、中ほどの２の利息の軽減につきまして

は、委員会の御提言を受けまして、これまで県

と公社は全力で金融機関との交渉に努めてまい

りましたが、金融機関におきましても熱心に御

検討いただき、現時点でできる限りの対応をし

ていただくこととなっており、その改善額を見

込んでいるところであります。

しかし、これらの取り組みを行いましても、

３つ目の網かけの右端の計にありますように、

なお９億8,000万円余が不足していることから、

市町村から４億9,200万円余を御支援いただくと

ともに、４億9,300万円余につきまして県貸付金

を増額したいと考えております。

平成24年度の県貸付金につきましては、表の

下から２行目にあります「第３期経営計画にお

ける県貸付額 Ｅ に 表の下から６行目の 県（ ）」 、 「

貸付金の増額（Ｄ 」を加えて、一番下にありま）

すように12億4,927万円をお願いするものであり

ます。なお、市町村の貸付金につきましては、

骨格予算である日向市を除くすべての市町村で

当初予算に計上していただいているところであ

ります。

次に、３ページをお開きください。これまで

御報告申し上げてまいりました長期借入金の借

り入れや償還 年度末残高につきまして 平成23、 、

年度末までの計と、平成24年度から29年度まで

の単年度ごとに分けて記載してございます。

まず、左から３列目、昭和42年度から平成23

年度までの列をごらんください。一番上の段に

借入先ごとの借り入れ実績をお示ししておりま

す。これまでの45年間の総額が618億円余となっ

ております。真ん中の段にはこれまでの償還額

をお示ししており、同様に償還総額が279億円余

となっております。一番下の段が、借り入れ総

額から償還総額を差し引いた平成23年度末現在

、 、の借り入れ残高で 下から２行目になりますが

その残高の計約339億円となっております。

左から４列目の平成24年度の欄、上から２行

目が、今回お願いしております貸付金12億4,900

万円余で、年度が進むにつれて徐々に減少し、

平成29年度は、右のほうの網かけのように８

億3,800万円余となっております。また、表の左

から３列目の一番下の網かけした数値は、県の

貸付金と県が損失補償している借入金の残高で

あり、平成23年度末で約339億円となっておりま

す。この残高につきましては、公庫等からの借
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り入れ残高が減少するに伴いまして次第に減少

し、右端のほうになりますが、平成29年度末に

は、網かけにありますように334億2,600万円余

まで減少することとなります。

。林業公社費貸付金については以上であります

次に、宮崎県山林基本財産特別会計及び宮崎

県拡大造林事業特別会計についてであります。

説明は別添の資料２でさせていただきます。

さきの委員会では、平成23年度の収支につきま

して御説明申し上げましたが、平成24年度計画

を含め、これまでの収支状況についての説明要

請がございましたことから、今回、この資料に

より御説明申し上げます。

１ の平成23年度までの収支見込みと平成24（ ）

年度収支計画であります。両特別会計につきま

しては、昭和44年度から５年ごとに経営計画を

策定し、計画的な施業や収穫を行っており、現

在、平成21年度から25年度を計画期間とする第

９次経営計画に基づき管理運営を行っておりま

す。

まず、アの山林基本財産特別会計（県有林）

の表をごらんください。中ほどの列、昭和44年

度から平成23年度までの事業の収入は、上から

２行目にありますように、間伐木等の売り払い

収入による財産収入が55億4,700万円余、県営林

基金からの繰り入れや土地使用料等の諸収入を

合わせて、小計の欄で67億4,000万円余でござい

ます。また、事業の支出の欄でございます。県

営林監視人報酬や作業路補修等の管理費が38

億6,800万円余、下刈り、間伐などの事業費や一

般会計への繰出金１億3,500万円余などで、小計

は83億6,300万円余で、収入から支出を差し引い

た事業関係収支（Ａ）はマイナス16億2,300万円

余となっております。

また、下の段、財務になりますが、収入が、

日本政策金融公庫からの借入金を初め、拡大造

林や一般会計からの繰入金など小計59億7,900万

円余、支出が、日本政策金融公庫に対する償還

元利金の小計で43億4,700万円余、その下の財務

（ ） 、 、関係収支 Ｂ は16億3,200万円余で その結果

総収支 Ａ＋Ｂ は881万2,000円のプラスとなっ（ ）

ており、年度末借入金残高は13億5,300万円余で

ございます。

表の右の列の平成24年度の欄、これが当初予

算になりますが、事業収入といたしまして、間

伐木等の売り払いを約１万3,000立方メートル計

画しているほか、支障木代金などの諸収入も含

め小計で9,300万円余、事業支出は、監視人報酬

等の管理費や間伐木の搬出経費等の事業費の小

計9,054万円余となっておりまして、その下の事

（ ） 。業関係収支 Ａ は299万円のプラスであります

また、下の段の財務につきましては、一般会

計からの繰入金が6,300万円、支出は元利金合わ

せまして6,599万円で 財務関係収支 Ｂ は299、 （ ）

万円のマイナス 総収支 Ａ＋Ｂ はゼロとなっ、 （ ）

ております。その結果、一番下の行にあります

借入金残高は13億200万円余となる見込みでござ

います。

次に、裏面の２ページをお開きください。イ

の拡大造林事業特別会計（県行造林）でありま

す。中ほどの列、昭和44年度から平成23年度ま

での事業収入は、上から２行目にありますよう

に、分収林の売り払いによる財産収入68億7,400

万円余、県営林基金繰り入れや費用負担者から

の負担金収入などの諸収入を合わせまして、事

。業収入の小計は116億3,700万円余でございます

また事業支出は、監視人報酬等の管理費が49

億2,500万円余、土地所有者等への分収交付金や

保育に要する委託料などの事業費79億6,300万円

余を合わせ、小計で128億8,900万円余となって
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おり、収入から支出を差し引いた事業関係収支

（Ａ）は12億5,200万円余のマイナスでございま

す。

また、下の段の財務は、収入が、日本政策金

融公庫からの借入金や一般会計からの繰入金な

ど小計で43億1,100万円余、支出が、公庫に対す

る償還元利金の小計で30億3,400万円余、財務関

係収支（Ｂ）は12億7,700万円余となっており、

総収支（Ａ＋Ｂ）は2,476万3,000円のプラスと

なっております。この結果、年度末借入金残高

は８億6,600万円余でございます。

右の列の平成24年度の当初予算は、138ヘク

、タールの分収林売り払いを計画しておりますが

事業収入は、支障木代金などの諸収入も含め、

上から５行目の１億1,000万円余、事業支出は、

監視人報酬等の管理費や分収交付金等の事業費

の小計9,400万円余で、事業関係収支（Ａ）は1,800

万円余であります。

また、下の段、財務収入は、一般会計繰入金

が5,400万円、支出は償還元利金の小計で7,200

万円余、財務関係収支（Ｂ）はマイナス1,800万

円余、総収支（Ａ＋Ｂ）はゼロであります。そ

の結果、借入金残高は８億1,200万円余となる見

込みであります。

最後に （２）の一般会計に対する県営林の寄、

与（繰出金）であります。先ほどの県有林の表

の説明の中でありました一般会計への繰出金に

つきましては、下の表にありますように、県庁

舎に１億3,000万円余、製材指導工場に5,000万

円余など合計４億9,000万円余を繰り出しており

ます。

環境森林課からの説明は以上でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

それでは、環境管理課か○橋本環境管理課長

ら御説明申し上げます。

まず、歳出予算につきまして御説明いたしま

す。分厚い歳出予算説明資料の195ページをお開

きください。環境管理課の当初予算は、左から

２列目にありますように、一般会計で４億9,441

万円をお願いしております。

それでは、主な事項につきまして事業内容を

御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、197ページをご

らんください。まず、中ほどの（事項）大気保

全費7,198万2,000円でございます。これは、大

気汚染の未然防止を図るため、大気汚染物質等

の常時監視やばい煙発生施設の監視、測定結果

の県民への情報提供等の事業を行うものでござ

います。

次に、一番下の（事項）水質保全費2,987万7,000

円であります。これは、河川等の公共用水域や

地下水の汚濁の未然防止を図りますため、水質

の常時監視や工場、事業場の排水監視等の事業

を行うものでございます。

次に、198ページをお開きください。一番上の

（事項）騒音悪臭等対策費329万3,000円であり

ます。これは、騒音、震動、悪臭につきまして

規制地域の指定や監視を行うことにより、騒音

等の公害の防止を図るものでございます。

次に （事項）口蹄疫環境調査費1,995万7,000、

円であります。これは、口蹄疫等に係る埋却地

周辺の地下水や悪臭につきまして調査を行うも

のであります。

次に （事項）放射能測定調査費602万3,000円、

であります。これは、文部科学省の委託事業で

ございますが、環境中の放射能につきまして調

査を行うものでございます。

次に （事項）化学物質対策費465万7,000円で、

あります。これは主に、ダイオキシン類による

環境汚染の未然防止を図りますため、大気や河
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川等につきましてダイオキシン類の調査を行う

ものでございます。

199ページをごらんください。上から２つ目の

（事項）公害保健対策費１億264万1,000円であ

ります。これは、高千穂町土呂久地区に係りま

す公害健康被害者への補償給付や指定地区住民

の健康観察検診などを行うものでございます。

次に、河川浄化対策費291万円であります。こ

れは、県民による河川浄化の取り組みを推進す

るため啓発事業等を行うものでございます。

次に （事項）合併処理浄化槽等普及促進費２、

億3,616万7,000円であります。これは、合併処

理浄化槽の普及とその適正管理を推進するため

の事業を行うものでありますが、主なものとい

たしましては、まず、説明欄の４浄化槽整備事

業でありまして、これは、地域の特性に応じた

生活排水処理施設の整備を促進するため、合併

処理浄化槽の整備に対する助成を行うものであ

ります。

また、その下の５新規事業、浄化槽適正管理

フォローアップ事業でございますが、この事業

につきましては常任委員会資料のほうで御説明

させていただきます。大変恐れ入りますが、常

任委員会資料をごらんください。10ページでご

ざいます 事業名 浄化槽適正管理フォローアッ。 、

プ事業でございます。

まず、１事業の目的でございます。平成22年

度から、法定検査を受けていない浄化槽管理者

に対しまして啓発を行い、受検率の向上を図っ

てきたところでございますが、受検率をさらに

向上させますとともに、法定検査で不適正と判

断されました浄化槽の改善を図るため、市町村

等と一体となって取り組むものでございます。

２の事業の概要でございますが、予算額につ

きましては3,066万1,000円としております。こ

のうち2,634万5,000円につきましては、緊急雇

用創出基金を活用することとしております。

事業内容につきましては （４）の①にありま、

すように、アの法定検査の受検率の向上につき

ましては、文書等による啓発に加えまして、電

、話等を活用した指導を実施いたしますとともに

関係団体との連携によります法定検査を受けや

すい仕組みづくりについて検討を行うこととし

ております。また、イの不適正浄化槽の改善に

つきましては、文書により管理者へ啓発を行い

ますとともに、不適正と判断されました浄化槽

の保守点検を行っている業者に対しまして指導

を行うこととしております。

当初予算につきましては以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明させて

いただきます。

同じく常任委員会資料の25ページをお開きく

ださい。議案第38号「宮崎県浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例の一部を改正する条例」

であります。

まず （１）の改正の理由でございます。未成、

年後見人につきましては、これまで法人を選任

することはできないということになっておりま

したが、民法等の一部を改正する法律の公布に

伴いまして、法人を後見人に選任することが認

められましたことから、当該条例につきまして

所要の改正を行うものでございます。

改正の内容につきましては（２）のとおりで

ございまして、浄化槽保守点検業の登録の申請

及び登録の拒否要件につきまして、未成年後見

人である法定代理人が法人である場合の規定を

追加するものでございます。

施行につきましては平成24年４月１日を予定

しております。

環境管理課の説明は以上でございます。御審
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議のほどよろしくお願いいたします。

循環社会推進課の当○福田循環社会推進課長

初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の201ページをお開きくださ

い。循環社会推進課の当初予算の総額は、左か

ら２列目にありますように、一般会計で16

億6,703万2,000円をお願いしております。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。

１枚めくりまして、203ページをお開きくださ

い。まず、上から６行目の（事項）一般廃棄物

処理対策推進費1,446万円であります。主なもの

としましては、説明の欄の２宮崎県ごみ処理広

域化推進支援事業1,266万7,000円であります。

これは、都城市が行う一般廃棄物焼却施設の整

備事業に対して交付金を交付するものでありま

す。

次に、中ほどの（事項）産業廃棄物処理対策

推進費15億9,590万円であります。このうち主な

ものについて御説明いたします。まず、説明の

欄の２産業廃棄物処理監視指導の（２）改善事

業、廃棄物適正処理監視体制推進事業5,694

万6,000円であります。この事業は、保健所等に

廃棄物監視員を配置して不法投棄等の不適正処

理に対する監視体制を強化するとともに、民間

団体との情報提供ネットワークにより、不法投

棄の早期発見、指導、原状回復の徹底等を図る

ものであります。

次に、説明の欄６公共関与推進事業12億3,437

万1,000円であります。このうち （２）の公共、

関与支援事業12億2,038万3,000円につきまして

は、後ほど常任委員会資料で説明させていただ

きます。

次に、７の産業廃棄物税基金積立金２億2,819

万7,000円でありますが、これは、24年度の産業

廃棄物税の税収等から徴税経費を除いたものを

基金に積み立てるものであります。

次に、１枚めくりまして、204ページをお開き

ください （事項）廃棄物減量化・リサイクル推。

進費5,667万2,000円であります。このうち主な

ものとしましては、説明の欄の１循環型社会形

成のための総合対策推進事業4,804万6,000円で

。 、あります 循環型社会を形成していくためには

県民や事業者の理解を深め具体的な行動を起こ

していただくことが重要でありますので、各種

普及啓発、排出事業者や処理事業者に対する講

習会の実施、市民団体等が取り組む研修等への

支援を行うとともに、宮崎県産業廃棄物協会が

行うリサイクル製品認定事業に対する支援や、

産業廃棄物のリサイクル施設の整備に対して支

援を行うものであります。

続きまして お手元の常任委員会資料の12ペー、

ジをお開きください。公共関与支援事業であり

ます。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、エコクリーンプラザみやざきの安定した運

営を推進することにより、産業廃棄物の適正処

理を進めるものであります。

予算額は、２事業の概要の（１）にあります

ように、12億2,038万3,000円をお願いしており

ます。

事業内容は （３）にありますように、エコク、

リーンプラザみやざきの運営・管理主体である

宮崎県環境整備公社に対して運営費の補助及び

貸し付けを行うとともに、浸出水調整池補強工

事に要する経費の貸し付けを行うものでありま

す。具体的な内容としましては、内訳にありま

すように、運営費補助金として8,000万円、運営

費貸付金として２億9,000万円、浸出水調整池の

補強工事に要する経費の貸し付けとしまして８
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億4,900万円、事務費として138万3,000円をお願

いしております。

このうち、運営費貸付金２億9,000万円につい

て御説明いたします。右のページ、13ページを

ごらんください。エコクリーンプラザみやざき

の運営の状況をお示ししております。まず、１

のエコクリーンプラザみやざきの産業廃棄物処

理の状況についてであります。ここには、操業

を開始した平成17年度から今年度、23年度見込

みまでの産業廃棄物搬入量と、それに伴う産業

廃棄物処理収入の推移を表とグラフであらわし

ております。23年度は、搬入量が3,194トン、処

理収入は6,917万3,000円と見込まれ、22年度の

実績を大幅に下回る状況となっております。こ

の主な要因としましては、表の下の欄外の２番

目の米印にありますように、22年度の搬入量及

び処理収入の約７割を占めていた自動車シュ

レッダーダストが大幅に減少したためでありま

す。

次に、２の環境整備公社（産廃会計）の収支

状況であります。表の中の①から③は、産業廃

棄物処理事業だけで見た場合の収支状況を示し

ております。①の産廃事業収益から②の産廃事

業費用を差し引いた③の産廃事業当期収支は、

県からの補助金収入を含んだ数字ではあります

が、操業開始した17年度から黒字の形で推移し

ております。

しかしながら、表の④及び⑤にありますよう

に、エコクリーンプラザみやざき整備時に政策

投資銀行等から借りた借入金の償還金及び償還

利息がございます。③の産廃事業当期収支から

④の償還金及び⑤の償還利息を差し引いた⑥の

、 、産廃会計当期収支は19年度から赤字に さらに

⑦の産廃会計累積収支は20年度から赤字となっ

ております。このため県では、⑦の累積収支が

大幅赤字となった21年度の翌年度、22年度から

公社に対しまして、運営費補助金に加えて運営

費の貸し付けを開始しております。

先ほど御説明いたしましたように、23年度の

産廃処理収入が大幅に減少する見込みであるこ

とから、23年度の⑦累計収支は２億5,304万円余

の赤字となる見込みであります。ただ、表の下

の欄外の吹き出しの部分に記載しておりますよ

うに、ただいま申し上げました赤字額は決算上

の金額であり、実際には24年３月分の産廃処理

収入は24年４月以降に入金されるなどの理由か

ら、23年度末の現金の不足額は２億9,000万円と

見込まれております。このため、２億9,000万円

を公社へ貸し付けることとして当初予算をお願

いしております。なお、貸付金は年度当初に公

社に貸し付け、年度末には返済をしてもらう形

になっております。

公共関与支援事業についての説明は以上であ

ります。

循環社会推進課の説明は以上であります。

以上で、議案に関する説明が終○田口委員長

了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

今御説明いただきました自動車の○福田委員

シュレッダーダストの減少要因は何ですか。

シュレッダーダスト○福田循環社会推進課長

は、それぞれ県内で発生したもの、それから一

部熊本県、県外から搬入しておりましたものが

ありまして、22年に熊本県で自動車会社のほう

からリサイクル施設として認定された工場が１

つできまして、熊本県分をそちらのほうに搬入

するようになったというのが一つの理由であり

。 、ます また昨年３月にエコカー補助金が終わり

さらに、タイで洪水が起こりまして自動車部品

の工場等が水没して部品供給ができなくなった
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ことから新車の生産台数が減少した、あるいは

東北大震災によって中古車の需要が非常に高

まったということで、結果的に廃車となる自動

車の数も減少したこと等の理由というふうに聞

いております。

民間の認定した処理場ができて、○福田委員

価格競争もあると思います。こういう大きい施

設をつくっているんですが、今おっしゃったよ

うな一過性のもので終わるのか、長期的に処理

量がぐっと減ってくるのか、その辺がこれから

、の運営に大変大きな影響を与えると思いますが

。その辺はどういうふうに見込んでおられますか

先ほど申し上げまし○福田循環社会推進課長

た後段のほうの理由、廃車が23年度は一時的に

減ったという部分については、徐々に回復をし

。 、ていくのではないかと思っています また一方

シュレッダーダストの県外からの搬入分につい

ては、公社と県と一体となって搬入の回復を積

極的にやっていきたいと思っております。20年

、にエコプラザの問題が発覚して以降今年度まで

県と公社もそちらの解決に全力を傾注してきた

経緯もありまして、収入の確保努力という部分

に力を注ぎ切れなかったという反省もあります

ので、24年度以降は一体となって営業努力の部

分に力を傾注して、その回復を全力で図ってい

きたいと思っております。

県内には九州でも名うての大きい○福田委員

解体業者がいらっしゃるんです。県内で処理さ

れるシュレッダーダストの処理が県外に行って

いるということはないでしょうね。

県内で自動車の解体○福田循環社会推進課長

業、破砕業をしている会社は、会社が認定して

。 、いる施設として１つございます 自動車会社は

県内の分についてはその会社に認定工場として

お願いをしていますが、そこだけでは処理し切

れない量が出るものですから、残りの分につい

ては県外の認定工場で処理をしてもらっている

という状況がございます。

県外の処理工場で処理してもらっ○福田委員

ている、エコクリーンではなくて。

解体、破砕を県外で○福田循環社会推進課長

やっていただいて、出ましたシュレッダーダス

トはまた宮崎のほうに持ってきてエコクリーン

プラザで処理をしていただいたと。これまでは

そういう状況でありましたが、熊本県の認定工

場ができたことによって、自動車会社のほうは

最終的な処理をしてもらう部分がふえたという

ふうに聞いております。

私は、宮崎県でまれに見る産業が○福田委員

発生したと思って見ているんです 中古からパー。

。ツを取って東南アジアを中心に輸出されておる

私は工場も見てきました。その中古パーツにな

らない部分を処理するんですから、近い将来、

これが価格競争等で県外に出ていかないように

しないと、エコクリーンの産廃の処理はなかな

か厳しくなると思います。その辺をぜひ公社の

。指導とあわせてお願いしておきたいと思います

以上です。

浄化槽適正管理フォローアップ事○押川委員

業について、まずお聞きをしたいと思いますけ

れども、24年度も引き続き緊急雇用創出基金を

活用されての事業をされるということで理解を

いたします。アの法定検査の受検率の向上の３

番目のポツ、関係団体との連携による法定検査

を受けやすい仕組みづくりということでありま

、 。すけれども 具体的な内容をお聞かせください

これまで法定検査につき○橋本環境管理課長

ましては受検率がかなり低いという状況が続い

ておりまして、昨年度から受検をしていただく

ように啓発を行っているところでございます。



- 102 -

受検率がこれまで低かった理由の一つといたし

まして、法定検査と保守点検がわかりにくいと

いうことがあったと考えております。これはど

ういうことかと申しますと、保守点検と法定検

査、実際は違うことをやっていますが、外見か

らすると、水をとったり機械の状況を見たりと

いうことで 一体どこが違うのかわかりにくかっ、

たということもございまして、まずは浄化槽の

保守点検を行っておられる保守点検業者にお願

いいたしまして、法定検査の意義、どんなこと

をやっているかなどのＰＲをしていただくこと

で、法定検査の受検率向上の仕組みの中に保守

点検業者などの力をおかりすることができない

かと考えているところでございます。

一般質問とか常任委員会でも、11○押川委員

条、特に法定検査の受検率が低いということで

いろんな意見を言っているんですけれども、そ

の中で、設置業者なりを使った中での受検率を

アップするための今後の県のかかわり方、進め

方、わかればここもお聞きをしておきたいと思

います。

保守点検業者と法定検査○橋本環境管理課長

を行います検査機関につきましては、それぞれ

立場が違うということで、法定検査の視点、法

定検査はどういったところを見て、どういった

ところが不適正と判断されるとか、お互いにわ

からないところがあったということもございま

すので、今後は、法定検査の指定検査機関と保

守点検業者がお互いに勉強会などを開いていた

だきまして、法定検査のポイントなどを保守点

検業者に学んでいただくということも考えてお

ります。そういったことの中から検査機関と保

守点検業者等との関係づくりもやっていきなが

ら、その中で全体として、浄化槽の適正な維持

、管理をどういったふうにしていったらいいのか

どういったところにそれぞれのお力をおかりし

たらいいのかということを 県も入って話し合っ、

ていきたいと考えております。

わかりにくいんですけれども、検○押川委員

査機関は１社ですよね。保守点検業者との話し

合いはどうなのか私たちはわかりませんけれど

も、何回も言うように、特に宮崎市中心部は近

い、そして県北とか県南は距離的に遠いわけで

あります。指定検査機関は１社でありますけれ

ども、保守点検業者が保守点検等をされるわけ

でありますから、そういう方々が何らかを担う

、形の中での検査率を上げるような手段づくりは

県が主導していかないと、任せておったんでは

なかなか進まないんじゃないかと我々は考えて

おるんです。さっき言ったように、進めていく

中での県の役割、スタンスというものをもう一

回大きな声で言っていただければありがたいと

思います。

ただいま押川委員のほう○橋本環境管理課長

からおっしゃいました、指定検査機関の環境科

学協会は宮崎市にございます。宮崎市から離れ

た地域の方々には不利なのではないか、検査が

効率的にやられないのではないかというお考え

ではないかと思いますけれども、検査を行いま

す検査員等につきましては、各地域に駐在員と

いう形で配置されておりまして、その方々が、

申し込みがあった浄化槽についてはその地域か

ら検査に行くということで、そういう意味では

地域格差がないように指定検査機関は工夫を

行っているところでございます。そのような意

味で、検査機関の体制としてはさらに充実をし

ていくと、駐在員制度なり、さらにもっといい

方法があればそういったことも考えていただき

ながら、適正に検査が行われていくことを指導

していきたいと考えております。その仕組みの
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中で、さらに設置者の方々によりサービスが行

いやすい体制づくりができるとすれば、その中

に保守点検業者に加わっていただくことを今後

考えていきたいということでございます。

先ほど駐在員というお答えがあり○押川委員

ましたけれども、駐在員はどこに、どのくらい

の方々がいらっしゃるんですか。

私どもの聞いたところで○橋本環境管理課長

は、８カ所ぐらいに駐在員を置いていると聞い

ております。昨年度来の検査の急増に伴いまし

て配置を若干見直していると聞いております。

人数的には、８カ所ですから８人程度は置いて

いたということでございます。

８カ所ぐらいということでありま○押川委員

すから、確定はしていらっしゃらないのかなと

思いましたけれども。

そういう中で、イの不適正浄化槽の改善とい

うことで浄化槽啓発員というのがあるんですけ

ど、どういう方々が啓発員として配置されてい

るのか、わかればお聞かせください。

この浄化槽啓発員につき○橋本環境管理課長

ましては、便宜的にこのような名前をつけてい

るわけでございますけれども、この事業のやり

、 、方といたしましては 今年度と同じような形で

不適正な浄化槽につきまして委託先から文書等

を発送していただくということを考えておりま

す。その方々を浄化槽啓発員というふうにここ

ではつけているところでございます。

どういう人なのかということで、○押川委員

そういう検査ができる人ということでいいんで

すか。

これは緊急雇用創出基金○橋本環境管理課長

を使ってということでございまして 資格を持っ、

ておられる方ということではございません。一

般的に事務を行っていただくということでござ

います。

もう随分この議論を皆さん方とし○押川委員

ていますけれども、設置者の方々が11条検査を

受けたくないという意見があるということは、

資格もない、検査する力もない緊急雇用の人た

ちがそういうことで行って、現地でトラブルを

起こされていると思うんです。11条検査を受け

るようにお客様を説得するものがないんじゃな

いかという気がしているんです そしてその方々。

がどういった内容の文書を持っていって当たっ

ていらっしゃるのか、わかればそこあたりも教

えてください。

資料にございます浄化槽○橋本環境管理課長

啓発員につきましては、事務所において文書を

発送するのが主な業務でございます。実際に浄

化槽を管理しておられる方を訪問して話をした

り説明したりということにつきましては、環境

科学協会の職員が必要なときには行って御説明

をするということでございまして、その方々は

有資格者でございます。

これまでのトラブル関係の中でも○押川委員

依然としてそういうのが解決されていないとい

うことは、科学協会の皆さん方が全戸行ってい

。 、ないと思うんです わかっている人というのは

法定検査をされる、清掃される業者は、設置さ

れてそういう業務までされるわけですから、そ

ういった方々を活用していけば検査率は上がっ

てくると思っているんです。そのことの県のか

かわりは大事だと思うんです。一番のポイント

は、県の皆さん方が検査機関と設置業者の中に

、 、 、入って 今後 検査率を上げるシステムづくり

受けやすい仕組みづくりに期待をしているんで

す。

まさに今 押川委員がおっ○橋本環境管理課長 、

しゃったとおりでございまして、浄化槽を管理
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されている設置者の方々は、日ごろから自分の

家の浄化槽を点検してくださっている保守点検

業者の説明につきましては、恐らく納得してお

聞きになられるだろうと思っております。今後

はそのような形で、保守点検業者の人的な能力

を活用させていただくということをぜひやって

いきたいと考えておりまして、そのことが来年

度の事業の一つになると考えております。

なお、法定検査の受検率につきましては、こ

とし２月末の速報で39.3％ということになりま

して、恐らく今年度末には40％を超えるであろ

うと考えております。皆様方には心から感謝を

申し上げたいと思います。

受検率が上がっているということ○押川委員

は理解をしておりますから、今、課長からあっ

たとおり、今後は県がそこの橋渡しをするとい

う視点の中で前向きにやっていただければあり

がたいと思います。

それから、国の方針で単独浄化槽を合併浄化

槽に変えろということになっているんですけれ

ども、今、宮崎県は、単独から合併浄化槽への

移行というのはどういう状況になっているかお

聞かせください。

浄化槽につきましては、○橋本環境管理課長

家を新築されるときにつける場合、くみ取りト

イレから合併処理浄化槽に転換する場合、そし

て今、委員がおっしゃいましたように単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽に転換する、３つの

形態がございます。平成22年度は、浄化槽の設

置につきましてこの３つを合わせて2,333件ほど

ございます。このうち新築につきましては約47

％の1,085件でございます。単独からの転換

は21.6％の503件となります。なお、くみ取りか

らの転換につきましては32％程度の745件という

ふうになっております。

わかりました。○押川委員

そういう中で、鹿児島県あたりは単独から合

併浄化槽に変えていただくのに最低でも９万円

ぐらいの助成を出しているという話を聞いたん

ですけれども、これは事実でしょうか。他県の

ことですけれども、そこあたりの調査とか、そ

ういったことは聞いていらっしゃいませんか。

そこまでは。申しわけご○橋本環境管理課長

ざいません。

本県の場合は、どういった形で合併処理浄化

槽をつけられる場合でも同じ形で補助をするこ

とにしております。

実は鹿児島県は、私が持っている○押川委員

資料では９万円が最低で、多いところは20万円

。 、とか25万円とかあるみたいです 県の担当者が

単独から合併浄化槽に変えてほしいということ

で、家庭に出向いていっての交換あたりの事業

をされているというふうに聞いたんです。そう

いうことをされるから、鹿児島は単独から合併

浄化槽にいって、目的でありますきれいな水を

河川にということで、相当改善されていると聞

いていますから、本県でそういうことがないと

いうことであれば、調査をしていただいて、そ

ういったことができれば、そういうものに乗っ

かって単独から合併浄化槽に移行していかない

と、事業としてはなかなか進まないんじゃない

かと思っていますので、できればそういうこと

も調査の上、またよろしくお願いをしたいと思

。 。います 何かあればよろしくお願いいたします

単独処理浄化槽から合併○橋本環境管理課長

処理浄化槽への転換につきましては、ただいま

委員がおっしゃいましたように河川の浄化とい

う観点からは非常に有効であると考えておりま

す。本県の場合は、まず生活排水処理率を上げ

ていきたいということでございまして、全国に
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比べますと、現在、本県は10％程度低い状況に

ございます。そのため、生活排水処理率をせめ

て全国並みに引き上げていきたいということか

ら、補助の対象となる浄化槽につきましては同

じような形で補助をしているところでございま

すが、今後は、絞った形での補助も考えていく

必要があるのではないかとも考えているところ

でございまして 今後調査をしていきたいと思っ、

ております。

ぜひそういう方向でよろしくお願○押川委員

いをしておきたいと思います。

今の浄化槽のフォローアップに関○坂口委員

連してですけれども、これは出発点があくまで

も雇用創出だったですね。公共事業としてのす

。き間産業を埋めていくという中の１タイプです

だから、基金事業が終わったときはこの予算は

ゼロなんです。だからここであいまいにされて

いくと、厳しくなる、基金がなくなればこれは

。 、なくなる その中から2,600万ばかり持ってきて

県費を300万～400万上乗せして、とにかく今ま

でやりたかったけどできなかった。そのすき間

を埋めていこう。それがたまたま延びてくれて

また組めるようになったんです。本来なら去年

で終わっていて、フォローアップはここに出て

こないんです。それか県単でやっていくしかな

いけど、とても3,000万は組めないです。国の銭

だから使うだけ使って職場をふやそう。それだ

けじゃ余りにもお粗末ですから、年次計画を立

てて点検率を５％なり上げていこう あるいは10、

％を目指していこうということで それが上がっ、

たらそれで合格だと思うんです。

後は、企業がそのパイをふやしていこうとす

るんだったら、企業の経営努力の中でそれはお

願いしていく。これは事業としてお金を出して

いくんじゃなくて、県がお願いをしていく中の

啓蒙啓発になっていくと思うんです。持ってい

る家庭と点検業者とのですね。ここはしっかり

仕分けしておかれたほうがいいんじゃないか。

多分、基金事業の延長は今回が最後になると思

うんです。例外的に延長してくれただけで。そ

うなると、2,000万、3,000万という財源を県単

で確保するのは厳しくなる。これは余計なこと

、 。かもしれんけど 僕はそんなに見ているんです

どんなですか、課長。

まさに委員おっしゃった○橋本環境管理課長

とおりでございまして、たまたま雇用創出基金

を使うことができたということから集中的な啓

発ができたと考えております。これまでは啓発

ということで文書をお送りすることが主な事業

でございましたけれども、今、ある程度受検率

が上がってまいりましたので、ここからは、言

葉としては「指導」ということになるんですけ

れども 県のほうで少し積極的に 設置者の方々、 、

に説明をし理解していただいて検査を受けてい

ただくということをやっていかなければいけな

いと考えております。そのため、来年度事業と

いたしまして保健所が行うということを入れた

ところでございまして、できれば計画的に、あ

る程度目標を立てて今後はやっていきたいと考

えております。

ぜひそんなぐあいにですね。これ○坂口委員

までを総括されて、投入したお金と そこの―

ところでそれをどう事業評価されるかですけれ

ども、合格点に達していないときは、今まで以

上の点検戸数をふやしていくんだ、パーセント

を上げるんだ、そこらにしか具体的な目指すべ

きものはないと思うんです。目標設定する、そ

して何年後にこの事業がなくなったときには点

検率を何ぼに上げている。そこに集中するため

に、フォローしてもらうように７名の方々をど
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う使っていったらいいのか。公権力も持たない

わけです。資格、権力も持たないわけです。そ

このところをしっかり仕分けされて進めていっ

たらいい。その中で宮崎県の人が１人でも働け

る場が見つかったといえば、この事業としては

評価されていいんじゃないかという気がするも

のですから。

この問題に関連しまして、今、課○福田委員

長のほうから生活排水の処理率が全国平均よ

り10％低いとおっしゃいました。本県は都市部

が少なくて中山間地域が多いですから、なるほ

どと思うんですが、人口が集中している宮崎市

でも従前の公共下水道の設置では対応できない

面があるんです。人家の連檐率が低いと経費が

高くついて。私は以前にもお話をしたと思いま

すが、合併処理槽を入れるというのは公共下水

道にかわるものだと思うんです。もちろん個人

負担も必要であります。ことしも設置助成が２

億ちょっと組んでおられます。公設型と個人が

設置をしてそれに助成金を受ける型とあります

が、これは恐らく助成型と思います。浄化槽整

備事業はどういう内容ですか。

浄化槽整備事業につきま○橋本環境管理課長

しては、今、委員おっしゃいましたように２つ

の内容がございます。一つは、個人の方が御自

分の家に自分で浄化槽を設置する場合でござい

。 、 、ます もう一つは 市町村設置型と申しまして

市町村が主体的に個人の家に合併処理浄化槽を

設置する。これは市町村が設置するものでござ

いますので公物ということで、後の維持管理も

市町村が行うということになります。維持管理

を市町村が行うという点で適正な生活排水の処

理がしっかり行われるということになるわけで

ございます。

今、課長御説明のとおり、同じ補○福田委員

助率でいけば、将来の維持管理を考えた場合、

公設で設置したほうが、単独槽から合併処理槽

、 、 、へ くみ取りから合併処理槽へ 仕事も早いし

後の問題がないと思います。当然、公設でやり

ましても、設置基数がふえますと維持管理とか

検査体制については民間の力をかりないとでき

なくなってくるわけです。宮崎市が大々的にそ

れを始めたようですが、単独槽のところ、ある

いはくみ取りのところを職員が回って、公設の

浄化槽を設置しませんかとやっています。これ

は本人負担が３分の１と言っていましたか、公

設の場合、100万の設置費がかかれば30万ぐらい

でしょうか。後の維持管理については全部市町

村が責任持ってやるわけですから、そういう方

向でいけばかなり生活排水の処理率を、中山間

地の多い本県でもアップできる。そしてまた都

市部だけが公共下水の恩恵を受けるんじゃなく

て、中山間に住んでいる方、農村部の方も公共

下水地域と同じような恩恵を受けることができ

ますから、非常に平等感も出てくるんではない

かと思います。宮崎市は一生懸命やっているよ

うですが、ぜひほかの市町村で進めてほしいで

す。どんな考えですか。

市町村設置型と申します○橋本環境管理課長

のは、今、委員おっしゃいましたように、個人

負担は個人設置型と比べますとかなり少ないと

いうことでございます。補助の仕組みを申し上

げますと、設置者が全体の10分の１、国が全体

の３分の１、残りが市町村の負担ということに

なるわけですが、市町村につきましては下水道

。事業債ということで起債をすることができます

起債につきましてはその半分が交付税措置があ

るということでございます ですから 30分の8.5。 、

が市町村の実際の負担になっております。さら

にその半分を県が補助するということで、本県
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の市町村設置型に対する補助の仕組みはそのよ

うなことになっております。これにつきまして

は非常に有効な仕組みでございます。

ただ、本県では下水道事業をもともとやって

いないところもかなりございまして、そのよう

な市町村におきましては、個人設置型と市町村

設置型のどちらがいいかだけの比較をされるわ

けでございまして、費用の比較でいけば、個人

設置型と市町村設置型は、市町村設置型のほう

が若干費用負担は多くなることから、なかなか

進まないということもございます。さらに、自

分の敷地の中に市町村がつくった浄化槽、公物

があるということに対して抵抗感をお持ちの方

、もかなりいらっしゃるとお聞きしておりまして

そういったことも市町村設置型が普及しない理

由になっているようでございますが、私どもと

いたしましては、市町村に、市町村設置型が有

効であるという御説明を、これまでもしており

、 、ましたけれども 今後も機会をとらえて説明し

なるべく市町村設置型を利用していただくよう

に取り組んでいきたいと考えております。

わかったようなわからんようなお○福田委員

答えですが。

、浄化槽を設置されている方にお聞きしますと

自分で買ったものか公設のものが入ってくるか

によってどうっていう感じはないと思います。

屋敷内の配管等が個人負担だそうですから、設

置費用総体の３分の１ぐらいになる。おっしゃ

るように合併処理槽そのものについては負担は

そんなにないんです。10万ぐらいでしょうか。

後の維持管理、生活排水の処理率のアップ等を

考えますと、同じお金を使うんだったらこうい

う方向でやっていったがいいなと。かつて農村

集落排水事業がありましたでしょう。あれも効

率が悪いからやめちゃったじゃないですか こっ。

ちのほうに集中してきたでしょう。都市部は公

共下水道、農村部、地方については公設の合併

浄化槽、もちろん民設があってもいいと思いま

すけど、そのように考えております。

課長、はっきりこれは言っておい○押川委員

たほうがいいと思うんです。市町村設置型は、

市町村に財源がないからなかなか進まないのが

今の状況でしょう。それで今、個人設置型の合

併浄化槽を進めようという方針があると思うん

ですが、どんなですか。今から市町村設置型を

お願いして、どんどんそれが普及していきます

か。

、○橋本環境管理課長 先ほど申しましたように

あくまでも市町村設置型と申しますのは公共下

水道との比較で有効であるということでござい

ます。汚水処理施設として浄化槽しか考えてお

られない市町村におかれましては、どちらをと

られるかと申しますと、やはり経済的な個人設

置型をお考えになると思いますので、無理に市

町村設置型をしてくださいということで、県で

これを進めようというところはございません。

とにかく市町村のお考えで、生活排水をもっと

きちんと処理したいと、そのために市町村設置

型がいいと思われるところに対しましては、こ

ちらのほうからさまざまな支援をしていきたい

と考えております。

それと、今、宮崎市あたりでは下○押川委員

水道に合併浄化槽をつないでいるでしょう。こ

れも反対の方も結構いらっしゃるんです。数年

、 。前に合併浄化槽を入れて 今度下水道につなぐ

。 、その経費なんかも返らないわけです 数年前に

補助があっても40万、50万かけて合併浄化槽を

つくって、合併浄化槽でもういいわけです。そ

れをあえてまた下水道につなぐ事業をされてい

ます。こういったものも使用者にとっては経費
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の無駄だと思いますし、今後、下水は、戸数が

少なくなってくるとそれだけ管理費が上積みさ

れると思います。せっかくつけたものがそうい

うことであるという話も聞いていますから、こ

こらあたりのすみ分けももっときちっとやって

いくべきだというふうに思います。要望にして

おきます。

まず189ページ、別紙説明の山林基○中野委員

本財産特別会計と拡大造林、面積はどれぐらい

だったですか。

拡大造○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

林（県行造林）が9,563ヘクタール、山林基本財

産（県有林）が6,845ヘクタール、あわせて県営

林と申し上げておりますが、１万6,408ヘクター

ルでございます。これは23年４月１日現在でご

ざいます。

今の特別会計の分、償還元金に一○中野委員

般会計から繰入金してますよね。これは残はど

れぐらいあったですか。

一般会○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

計からの繰入金のこれまでの残高でございま

しょうか。

借入金。○中野委員

資料２○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

の１ページで申し上げますと、県有林の表の真

ん中の列の一番下でございますが、借入金残

高、23年度末で13億5,329万8,000円でございま

す。

県有林関係で特別会計の分が１○中野委員

万6,000ヘクタールぐらい、それと林業公社が約

１万ヘクタールですね。今までいろいろ議論し

てきたけど、議論としては議会でもかみ合って

いないわけです。１万ヘクタールがどれぐらい

かと思ったら、宮崎でいえば綾町の面積です。

これにまだ今から339億とか県の借入残、そして

一般金融機関の残金、それと２つの特会合わせ

た分が13億5,300万。林業公社の分は計画してい

るけど、県行造林のほうは計画とかないわけで

すか。

山林基○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

本財産と拡大造林の特会につきましては、この

資料でも御説明しましたとおり、昭和44年度か

ら経営計画ということで５年間の計画を策定し

て計画的な施業をやっておりまして、今、第９

次の平成21～25年度の経営計画をもとに管理運

営を行っておるところでございます。

昭和40年代、杉政策というのはそ○中野委員

、 、れでよかったと思うんだけど 戦後66年たって

今、宮崎県の森林面積が大体60万ヘクタール、

そのうち杉人工林が25万ヘクタール、そして林

、 、業公社の分が１万ヘクタール 森林の60分の１

人工林でいっても25分の１。林業公社も昭和42

～43年ごろから始まって、今になって県の借り

入れ、債務残、補償合わせて339億。

私も県議になってから、最初、政策金融公庫

に払っている利息が恐らく30億ぐらい、かなり

高かったわけです。それで、抜本的な経営改善

策を出しますといって楽しみにしておったら、

それを長伐期に持っていっただけの話だった。

このままずっと来て、だれに聞いても長伐期に

して値段が上がるという予想はない。これだけ

県の財産も逼迫している中で、皆さんの計画を

見ても、３次計画の２年の中で2,000万ぐらい下

振れ、とにかく全然計画どおりいかんで下振れ

しているわけです。今回上がってきたものも第

３次経営計画になおかつ県からの借入金増額。

計画どおりなかなかいかん。それで平成80年と

いうだれも生きておらんような先送りで、最初

は205億円の収支不足、経営努力して120億ぐら

いになったのかな。そういう状況の中で執行部
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の今のやり方がベストだという言い方をされて

おるけれども、私は決してベストだとは思って

いない 安易に考えれば これは公社だから残っ。 、

ておるわけで、銀行だって県がバックアップ、

保証するから金出してくれるだけ。今、借りか

えの分が2.5％とかなんとか。これも県がついて

おって2.5％は決して安くはない。ただ、計画は

食い違った。その分簡単に、県からの繰入金、

貸付金を出してくださいと言われても、私はそ

う簡単に、はいそうですか、わかりましたとい

う委員会じゃしようがないと思う。

政策金融公庫だって平成80年前に終わる。そ

。 、うすると何で平成80年までこだわるのか 普通

企業であれば、運転資金がなくなりました。そ

れじゃ在庫でも整理して金をつくるかとかいろ

んな工夫する。民間だったらどっちみちこれは

。 、倒産しておる会社だけどね ことしの正月でも

大径材は売れ残った いろいろ聞くと 40年 35。 、 、

年ものが台湾に輸出されて高いとか。友達の業

者に聞くと、一遍に面積を拡大で売ってもらっ

たほうが高く買えるんだと。そういう話もある

中で、どうも執行部の今の計画がベストだとい

う考え方が私は納得できん。最終的には債務保

証はしようがないと思っておる。思っていなが

ら、計画がずれてずれて、林業公社の自己資金

も枯渇したという中で、とにかく足りなかった

分は 今度も１億増額の分。私はこんなのを―

簡単に認めるわけにはいかんなと思っておる。

もうちょっと工夫して……。私は今の計画がベ

ストだとは思っていないから、その数字がいい

ですよというわけにはいかんと思っておるとこ

ろです。以上です。

204ページです。廃棄物減量化・リ○坂口委員

サイクルですけど、２番目の溶融スラグの有効

活用展開事業というのは、具体的にはどんな事

業になっていくんですか。

、○福田循環社会推進課長 具体的に言いますと

エコクリーンプラザから溶融スラグが出ており

ますけれども、これの成分その他を分析して安

全性とか耐久性を研究しまして、今の段階はア

スファルトコンクリートの骨材ということで、

県道を２つ試験施工しておりまして、長期の安

全性とか耐久性、安心性のフォローアップの調

査をしております。コンクリートについても民

間の組合の皆さんがコンクリート２次製品をつ

くって、同じように耐久性とか安全性の長期の

フォローアップ調査をしております。今の段階

の最大の成果は、昨年末にエコクリーンプラザ

の溶融スラグがＪＩＳ規格の認証を取得できた

ことではないかと思っています。

グリーン購入法がその大もとに○坂口委員

なっていくと思うんです。ですから、スラグを

処分しなくても、安全性が確保できれば骨材と

して使えますよ。むしろ使いなさいという閣議

決定か何かを見て、法制化までいったのかな。

グリーン購入法というから、多分根拠法ができ

たと思うんです。その中でのフォローアップと

いうか有効活用展開だから、さらに展開する方

向をここで研究していくのか、それとも一たん

自然界に出してしまったスラグが今後どう影響

していくかということの安全を追跡される、ど

ちらの事業になるんですか。

先ほどのフォロー○福田循環社会推進課長

アップをしているというのは、商品化されてい

ろんなもので拡大して、道路とか公共事業ある

いは民間の事業に使っていけるということを念

頭に置きながら、データでこれは安全なもので

すよということを示しながら販路の拡大を目指

していこうというもので、そのベースとなる安

全性とか耐久性のデータを獲得して示せるよう
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にして、ガイドラインなどを策定していこうと

考えております。

使えますよというところまで、い○坂口委員

わば活用の推進に向けての安全をアピールして

いくところでとまるということですね。その後

のどうなったんだろうという追跡ではないとい

うことですね。

委員のおっしゃると○福田循環社会推進課長

おりのところで「とどめる」という言い方はお

かしいんですが、そこまでをやる事業というこ

とで今進めております。

、○坂口委員 県の今までのいろんな流れとして

他県の事例を見ながらとか、他にそういった事

。例がありませんからという慎重派だったんです

、グリーン購入法ができて相当な期間がたつけど

スラグというのは使っていないんです。ちょっ

と使ってもやめているんです。各県やめる理由

がそこにあると思うんです。それを率先してや

。 。 、られると それはいいことですよ だけれども

それが何なんだろうとなったときに、先ほどの

環境管理課と同じでフォローアップが大切だと

思うんです。例えば高速道路、これもかなりな

鉄鋼スラグを宮崎に持ってきて入れるわけで

しょう 大分には一粒も入っていないわけでしょ。

う 大分では産業廃棄物の金のかかる邪魔者だっ。

たのが 宮崎の高速道路に入れられる こういっ、 。

たところをしっかりしていくというのが、本当

に循環型社会をつくっていこうといったら、み

んなが喜んで受け入れるように、自信持って設

計の中に組み込めるようにやっていく。そこら

が欠けていて これは使えます 使えますと言っ、 、

て、将来、大変なことが起こったよ、赤い水が

出てきだした、あるいは六価クロムが出てきだ

したとか、そういうことが仮に起こったら。

今度の原発と一緒です。原発においても、瓦

れきを受け入れることになったときは焼却灰が

出てくるわけです。その安全もアピールしてい

かにゃいかん。知事がよう思い切らんから議会

で議決でもしましょうかというところまで今来

ているんですけど、そこらです。不信感を払拭

していく。万が一のことが起こったら不信感が

出てくるんじゃないかという気がするんです。

例えば、瓦れきを受け入れることになったとき

に、我々も政府を信頼して受け入れるという信

頼が前提なんですけれども、県行政としては、

県民の安全を確保するために何らかのフォロー

が要ると思うんです。どうやって、どこに焼却

灰を持っていって、管理型でやっていくのか、

それとも有効活用でどこかに使っていくのかわ

からんですけど、そこらに対しての取り組みと

いうのは この予算編成されるころは瓦れき―

の問題は深刻な問題だったんですけど、環境森

林部としてはこれはどんなにとらえられている

んですか。ほかにフォローしていくような予算

項目がないような気がするんです。ここかなと

思っていたんですけど。

今、委員の御質問の○福田循環社会推進課長

中で、私どもが今考えている事業が溶融スラグ

の安全性、耐久性は大丈夫ですよというところ

でとどまっているということで、実際に使い始

めて、その後の影響とかも念頭に置いた事業を

進めていくべきではないかということですが、

この事業で考えておりますのは先ほど申し上げ

たようなところまで考えております。これは産

学官でやっておりますので、その中でその後の

展開についても今後十分に議論をしてその辺を

見きわめていきたい、検討していきたいという

ふうに思っております。

ぜひそこらは積極的に信頼という○坂口委員

ものをかち取ってほしいと思うんです。そのた
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めにはフォローアップで実証していくしかない

と思うんです。

話が内部のことになりますけど、今度我々そ

れを議決でもやろうかという中に、宮崎県は口

。蹄疫のときによその県にすごくお世話になった

恩返しだということなんです。でも、実際あの

ときは、宮崎は、よそに行けば運送屋のトラッ

クまで動けなかったんです。車の移動もできな

かったんです。トウモロコシなんて東京から送

り返してきたんです。風評被害です。そんなつ

らい目に遭ったから、こんなつらい目を向こう

にさせまいというのがある。ただ、大人だから

「お世話になった」と言っているだけで、あの

ときは本当に差別されたというものが根底に

あって、その悔しさがエネルギーとしてあるん

です。もう二度とそういうことをさせないため

にも、安心・安全の確保は徹底してやっていか

。 。なきゃ 今これは日本の大きなキーワードです

「安心・安全 「将来不安」あるいは「不信」と」

いうのはですね。

これはもう要望にとめておきますけれども、

こういったことを予算化されるなら、まず前提

条件として、県民に対しての感覚、認識も含め

た安心の確保というものは必要な気がするんで

す。そういった予算がないんです。よその県が

使わなかったんだということと、管理型処分場

にそれを埋めますよという焼却の方法を、県は

エコクリーンでは採択したんだ、焼却スラグは

あそこに埋めるはずのものだったんです。それ

を外に、自然界に出すわけですから、自然界に

逃げた野生動物にならんように、ペットでみん

なにいい感じを与えてくれる循環型になるよう

に、そこのところは予算の面でしっかり対応し

てほしいという気はします。

、○福田委員 議案の数字には関係ないんですが

今、坂口さんから瓦れき処理の問題を触れられ

ましたから。知事は本会議等では、県が関与し

ている施設は全くないような答弁をずっとされ

てきたんです。エコクリーンプラザをつくると

き、議会の説明は、県がリーダーシップをとっ

て、主として宮崎市、関係市町村でつくった施

設なんです。いろんな事故等は発生しましたけ

ど、ようやく今、復旧して再開しようとしてい

るんですが。今度の12億のお金を見ても、県が

しっかり関与しているというふうに見れると思

うんです。私はそういうふうに解釈をしていま

すが、間違いないですか。

委員おっしゃいまし○福田循環社会推進課長

たように、この施設を、構想段階から計画して

整備し運営を開始した以降、県が主導的な役割

を担って深く関与してきたということは間違い

のないことだと思います。

わかりました。○福田委員

そこで、いろんな前提条件がクリアできて、

もし受け入れとなった場合、本県ではどれくら

いの処理能力、余力があるんですか。

これはあくまでも昨○福田循環社会推進課長

年の４月時点に環境省が調査したときの数字で

すが、その際には「災害がれき」という言い方

でしたので、放射性物質を帯びている云々は問

いの中には入っておらない状況で調査したとき

には、余力としては、焼却、埋め立て合わせて

年間２万1,000トン余りという数字を回答いただ

いております。

私ども東京都の処理場を見せてい○福田委員

ただきましたが、県内市町村の持っている処理

施設でそれぞれ能力は違いますからね。２万数

千トンのうちの一番引き受け能力があるのはど

こですか。民間もありますから民間を含めても

いいです。
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このときの調査は民○福田循環社会推進課長

間の施設は入れておりませんので、市町村有の

施設限定で調査しております。市町村として回

答が来ておりますので、宮崎市の処理余力が一

番多い数字になっておりますが、このときの数

字は、エコクリーンプラザと、合併する前の町

ごとの埋め立て処分場を持っておりますので、

そのあたりを含めた数字ということで、焼却、

破砕、埋め立てを合わせて9,000トン弱の数字を

いただいております。

あくまでもこれは仮定の段階です○福田委員

が、県としては、各市町村が所有している施設

能力と提出された数字とつき合わせして、これ

はちょっと少ないな、これはちょっと多いな、

そういう点検作業はやっておられるんですか。

特に点検という形は○福田循環社会推進課長

しておりませんで、あくまでも余力として各市

町村がそれぞれの施設の能力を勘案して出てき

た結果ということで、この数字を受けとめてお

りました。

ここまで世論が、全国民がという○福田委員

声になってくれば、前提条件がクリアできて

大事なことですから、その辺の精査も早急―

にされるべきじゃないでしょうか、そういうふ

うに考えております。

改めまして、全市町○福田循環社会推進課長

村の処理余力、能力の調査はする必要があると

考えておりまして、それはぜひやっていこうと

思っております。

説明資料の13ページの環境整○二見副委員長

備公社のところで再度確認ですけれども、今年

度の貸付金２億9,000万円は、最初に貸し付けて

年度末に全額返還してもらうということだった

ですか。

はい、そうでありま○福田循環社会推進課長

す。当初に貸し付けをしまして、一たん年度末

には全額を返済してもらうという形で貸し付け

ております。

１年前のときはどういう金額○二見副委員長

でされたのかわかりますか。

22年度の予算という○福田循環社会推進課長

意味では、１億6,000万をお願いいたしました。

さらにもう１年前の21年度は○二見副委員長

いかがですか。

済みません。間違え○福田循環社会推進課長

ました。24年度の予算で２億9,000万お願いして

おりますので、その前の年になると、23年度の

当初予算が１億6,000万でお願いをしたと。さら

にその前の22年度が8,000万円でお願いをしてお

りました。

もう一つ、④の金融機関から○二見副委員長

の借入金償還金、平成19年度から本格的に返済

が始まっていると思うんですが、これは何年で

組んでいらっしゃるんですか。

平成31年度で償還が○福田循環社会推進課長

完了することになっております。

ほかにはございませんか。○田口委員長

それでは以上で、環境森林課、環境管理課、

。循環社会推進課の議案の審査を終了いたします

暫時休憩いたします。

午後３時53分散会
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平成24年３月15日（木曜日）

午前９時59分開会

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

金 丸 政 保
環境森林部次長
（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

山 内 武 則
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

福 満 和 徳
みやざきの森林
づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

武 田 義 昭
み や ざ き ス ギ
活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

徳 永 三 夫
林業技術センター
所 長

飯 村 豊
木 材 利 用 技 術
セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

議 事 課 主 幹 伊 豆 雅 広

総務課主任主事 押 川 康 成

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

これより、自然環境課、森林経営課、山村・

木材振興課の議案の審査を行います。自然環境

課から順次説明を求めます。

なお、委員の質疑は３課の説明がすべて終了

した後にお願いいたします。

自然環境課の当初予算につ○森自然環境課長

いて御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の205ページをお開

きください。自然環境課の当初予算は、左から

２列目にありますように、一般会計で38億8,798

万4,000円をお願いしております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

めくっていただきまして、207ページをお願い

いたします。上から４段目（目）環境保全費、

中ほどの段の（事項）自然保護対策費、説明欄

４の生物多様性保全総合対策事業639万3,000円

であります。これは、森林生態系を初めとする

豊かな自然環境を保護し、生物多様性の保全を

、 、図るため 希少動植物やその重要生息地の指定

生物多様性保全に係る普及啓発、さらには森林

生態系の保護・保全活動などを市町村と連携し

て実施するものであります。

次に、下の（目）林業総務費 （事項）森林保、

険事務取扱費2,868万7,000円であります。208
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ページをごらんください。ページの上の欄に事

業内容を区分しておりますが、これは、森林国

営保険の保険契約の加入拡大、あるいは損害て

、ん補業務に必要な調査事務経費でございまして

全額国庫負担となっております。

次に、中ほどの（事項）公共工事品質確保強

化対策費1,197万7,000円であります。これは、

公共工事における適正な下請契約の履行と公共

工事の品質確保を目的に、宮崎県建設技術推進

機構に委託いたしまして施工体制監視チームに

よる現場点検を実施するものであります。

、 （ ） 、（ ）次に その下の 目 林業振興指導費 事項

「未来へつなぐ森」保全対策事業費の説明欄の

１改善事業、未来への遺産ふるさとの巨樹古木

等保全事業310万円であります。これは、先人か

ら引き継いできました巨樹古木や県木フェニッ

、クスを健全な形で次世代へ引き継いでいくため

害虫防除や治療などの保全対策を実施するもの

であります。

次に、209ページをごらんください。上段の

（目）森林病害虫防除費 （事項）森林病害虫防、

除奨励費5,898万2,000円であります。これは、

松くい虫などの森林病害虫による被害木の伐

採・焼却や薬剤による予防などに要する経費で

あります。

次に、一番下の（目）治山費 （事項）山地治、

山事業費23億3,700万円であります。これは、台

風や集中豪雨による山腹崩壊地の復旧整備、あ

るいは山地災害からの未然防止を図るため、三

股町椎八重地区など60カ所において、治山ダム

や山腹への植栽などを主な内容とする復旧治山

事業や予防治山事業などを実施するものであり

ます。

めくっていただきまして、210ページをごらん

ください。上段の（事項）地すべり防止事業費

１億980万円であります。これは、宮崎市の丸目

地区など３カ所において集水井戸などの地すべ

り防止対策を実施するものであります。

次に、一番下の（事項）保安林整備事業費３

億2,327万6,000円であります。これは、保安林

機能が低下した森林において植栽や下刈りに加

えて除間伐などを実施し、その機能の維持強化

を図るものであります。

次に、211ページをごらんください （事項）。

県単治山事業費１億1,956万円であります。これ

、 、は 説明欄の１臨時県単治山事業によりまして

国庫補助に該当しない小規模な災害復旧に迅速

に対応するとともに、４の治山施設機能回復事

業により、経年変化に伴いまして機能が低下し

ている既存施設の機能回復に努めることとして

おります。

、 （ ） 。次に 一番下の段 目 狩猟費でございます

めくっていただいて、212ページをごらんくださ

い。上から２段目の（事項）鳥獣管理費、説明

欄３の有害鳥獣（シカ・サル）被害防止緊急対

。 、策事業１億6,155万6,000円であります これは

シカや猿の多い22の市町村を対象に、シカ・サ

ル対策指導捕獲員を48名配置し、わななどによ

る捕獲や追い払いに加えて、モデル集落などに

おける捕獲技術の指導などを行うものでありま

す。

また、その下の説明欄の５新規事業、地域で

シカ捕獲対策強化事業1,876万9,000円につきま

、 。しては 後ほど委員会資料で御説明いたします

次に、一番下の（目）公園費 （事項）自然公、

園事業費6,035万3,000円であります これは 213。 、

ページの説明の欄にありますように、自然公園

利用施設のリニューアルやバリアフリー化など

を市町村と連携して行いますとともに、８のえ

びの高原パトロール事業によりまして、霧島登
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山道等の定期パトロール、歩道の整備などを実

施いたしまして、自然公園等における県民等の

。安全かつ快適な利用促進を図るものであります

最後に、下のほう（目）林業災害復旧費 （事、

項）治山施設災害復旧費３億円であります。こ

れは、台風等により既設の治山ダム等の施設が

被災した場合、早急な復旧を図るための経費で

ございます。

続きまして、先ほど説明を後回しにしており

ました事業の説明でございます。

お手元の常任委員会資料14ページをお開きく

ださい。新規事業、地域でシカ捕獲対策強化事

業1,876万9,000円であります。

初めに、事業の目的でありますが、この事業

は、右ページの１被害額の推移にありますよう

に、近年の野生鳥獣被害は、表の計の欄にあり

ますように、平成21年度２億9,000万円、平成22

年度は２億7,000万円と、年間３億円近い額で推

移しておりまして、中山間地域を中心に大変厳

。 、しい状況にございます 特にシカによる被害は

平成18年の5,300万円から、平成22年度は9,600

万円と約２倍に増加しておりまして、シカによ

る農林作物被害を軽減するため、徹底した個体

数調整を行っていくことが重要な課題となって

ございます。

このため、右ページの２にありますように、

平成21年度に策定したニホンジカ適正管理計画

に基づきまして、平成25年度末までに生息数を

３万8,000頭まで半減させるよう目標を立ててい

るところでございますが、この計画に基づきま

して市町村等と連携して一層の捕獲強化等を図

ることとしているところでございます。

左ページの２事業の概要でありますが、予算

額は1,876万9,000円であります。

（４）の事業内容でありますが、①シカ捕獲

特別対策事業では、右ページの４に記載してお

ります、シカの生息数の多い20市町村におきま

して、4,000頭の有害捕獲と適正管理計画に基づ

く1,200頭の猟期内の特別捕獲につきまして、そ

れぞれ市町村と共同で支援することとしており

ます。次に、②鳥獣捕獲技術等向上促進事業で

、 、は アのわなによる捕獲技術講習会等の開催や

イの集落ぐるみで捕獲したシカの処分費などを

支援することとしております。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

委員会資料24ページをお開きください。自然

環境課では、議案第34号「宮崎県における事務

」処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

及び、２枚ほどめくっていただきまして、委員

会資料27ページの議案第39号「宮崎県立自然公

園条例の一部を改正する条例」を上程しており

ますが、この２件は関連がございますので、議

案第39号から先に説明させていただきます。

委員会資料27ページの議案第39号「宮崎県立

自然公園条例の一部を改正する条例」について

でございます。

（１）の改正の理由でございますが 「地域の、

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律」の公

布に伴いまして自然公園法が改正されておりま

す。この改正に伴いまして宮崎県立自然公園条

例の一部を改正するものであります。

（２）の改正の内容につきましては、自然公

園法の改正と同様に、市町村が執行する公園事

業において、事業の執行、施設等の変更などの

協議を行う際の知事の「同意」について見直し

を行い、知事の同意を要しない「協議」とする

ものであります この結果 27ページから28ペー。 、

、ジにあります新旧対照表中の第７条第２項から
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右のページ、第９条及び第11条の「同意」を削

除するとともに 「同意」の事務を、改正後にあ、

りますように「協議」に変更するものでござい

ます。

施行期日につきましては、平成24年４月１か

らを予定しております。

続きまして、お戻りいただきまして、委員会

資料24ページをごらんください 議案第34号 宮。 「

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」についてでございます。

（１）の改正理由につきましては、ただいま

議案第39号で御説明いたしましたように、宮崎

県立自然公園条例の一部を改正し、知事の「同

意」について、同意を要しない「協議」へ見直

すことに伴いまして、市町村への権限移譲に係

る関係規定を改正するものであります。

（ ） 、２ の改正する事務の内容につきましては

新旧対照表中５の２の宮崎県立自然公園条例に

よる事務のうち、宮崎市が執行する公園事業に

おいて「同意」を削除するとともに、同意の事

務を「協議」へ変更するものであります。

（３）の施行期日につきましては、平成24年

４月１日からを予定しております。

自然環境課からは以上でございます。御審議

のほうよろしくお願いいたします。

。○佐藤森林経営課長 森林経営課でございます

。当課の当初予算につきまして御説明いたします

まず、お手元の歳出予算説明資料215ページを

お願いいたします。森林経営課の当初予算は、

左から２列目にありますように、106億899

万4,000円をお願いしております。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。

１枚めくっていただきまして、217ページをお

願いいたします。５行目の（事項）森林計画樹

立費２億1,291万5,000円であります。これは、

森林法に基づきます地域森林計画の樹立及び森

林経営計画の認定等に要する経費でありまし

て、24年度は新たに、説明欄の１の（４）要間

伐森林等調査事業によりまして、間伐が必要な

森林の箇所とその所有者等を調査することとし

ております。

次に、中ほどの（事項）森林整備地域活動支

。援交付金事業費７億2,807万5,000円であります

これは、森林所有者等が行う森林経営計画の作

成や集約化施業のための現況調査、境界の確認

等に支援するものでありまして、これにより森

林経営計画等に基づきます計画的かつ適正な森

林整備を推進するものでございます。

次に、下のほうになりますけれども （事項）、

。 、林業普及指導費3,032万円でございます これは

林業技術の改善向上と林業経営の合理化推進指

導等を行うものであります。

それでは、１枚めくっていただきまして、218

ページをごらんください。平成24年度は、説明

欄の７にありますように、新たに、新規事業で

ございます低コスト林業新作業システム構築事

業によりまして、新たな高性能林業機械を活用

した効率的な作業システムの構築を行うことと

しております。

また、８の新規事業、林業技術者・技能者育

成加速化事業では、森林整備加速化・林業再生

基金を活用いたしまして、森林経営計画の策定

や実行、管理を行う森林施業プランナー等の養

成を行いたいと考えております。

次に、その下の（事項）林業担い手総合対策

基金事業費1,161万9,000円でございます。これ

は、林業担い手対策基金を活用いたしまして林

、業担い手の確保・育成を行うものでありまして

説明欄の３にございますように、24年度は引き
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続き、改善事業、基幹林業作業士養成事業によ

りまして、林業の就業に必要な免許や資格を取

。得する技能講習を実施したいと考えております

次に、中ほどの（事項）森林整備事業費20

億8,710万5,000円であります。これは、説明欄

、の３森林環境保全直接支援事業等によりまして

造林や下刈り、除間伐などの森林整備に対して

助成するものでございます。

次に、その下の（事項）林木育種事業費290万

円でございます。これは、優良な種苗の供給を

確保するため、県の母樹林等を管理して穂木や

種子の採取等を行うものでございます。

なお 説明欄の５新規事業のコンテナ苗利用・、

生産促進事業につきましては、後ほど常任委員

会資料によりまして説明させていただきます。

次に、その下、219ページをごらんください。

一番上段になります（事項）森林機能保全対策

総合整備事業費３億5,239万3,000円でございま

す。これは、森林整備加速化・林業再生基金を

利用いたしまして間伐等を実施するものでござ

います。

次に、その下（事項）水を貯え、災害に強い

森林づくり事業費１億9,000万円でございます。

これは、森林環境税を活用いたしまして、公益

上重要な森林を対象に広葉樹の植栽や間伐等を

行うものでございます。

次に、一番下になります （事項）道整備交付、

金事業費16億5,294万8,000円でございます。こ

れは、地域再生計画に基づきまして市町村道や

農道と一体となって山村地域のネットワーク化

を図るために、日之影町の竹の原諸和久線外43

路線を整備するものでございます。

１枚おめくりいただきまして、220ページをお

願いいたします。真ん中あたりになります（事

項）林業専用道整備事業費３億5,260万7,000円

でございます。これは、間伐作業等の森林施業

に直結する路網を整備するもので、椎葉村の椎

葉１号線外６路線の林業専用道等を整備するも

のでございます。

また、一番下の（事項）山のみち地域づくり

交付金事業費９億3,632万5,000円であります。

これは、林業を中心とする総合的な地域開発に

必要な基幹林道を整備するもので、西米良村の

小川石打谷線外１路線を整備するものでござい

ます。

次に、その下の221ページをごらんください。

２番目の 事項 県単林道事業費12億752万6,000（ ）

円でございます。このうち、説明欄の４森林路

網整備加速化事業は、森林整備加速化・林業再

生基金を活用いたしまして林業専用道の規格に

準じた路網の整備や森林作業道の整備を行うも

のでございます。

また、その下の５新規事業の森林路網ストッ

ク活用緊急整備事業は、低規格作業路等の改築

を行うものでございます。

次に、その下の（事項）林業技術センター管

、 、理運営費8,573万4,000円でありますが これは

林業技術センターの施設管理や育種育林技術の

改良開発試験など９つの課題の試験研究に要す

る経費でございます。

次に、222ページをお開きください。４行目の

（事項）林道災害復旧費25億2,465万2,000円で

あります。これは、林道の災害復旧に要する経

費でありまして、平成23年度発生の過年災分と

平成24年度の現年災見込み額を計上しているも

のでございます。

続きまして 先ほど説明を飛ばしました新規・、

重点事業について御説明いたします。

委員会資料の16ページをお願いいたします。

新規事業のコンテナ苗利用・生産促進事業につ
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いてであります。

まず、コンテナ苗についての説明であります

けれども、右側の17ページをごらんいただきた

いと思います。一番上段の線で囲んであります

「コンテナ苗の特徴等」と書いてあるところを

ごらんいただきたいと思います。右側の写真に

ありますように、このコンテナ苗は、ポリエチ

レンのシートを筒状に丸めて、その中に培地を

入れて苗を育てるもので、林業技術センターが

開発した技術でございます。このコンテナ苗の

特徴といたしましては、筒の中でヤシがらや肥

料を混ぜた培地で育てられるため、細かい根が

発達した苗となります。また、その培地を抱え

たまま植栽するので保水力があり、年間を通し

て植栽することができます。さらに活着率がよ

く成長が早いので、植栽本数や下刈りの期間を

減らすことができるなど、低コストで健全な森

林造成が期待できます。

しかしながら、その下の２課題のところにご

ざいますように、現段階でコンテナ苗が民有林

の森林所有者に知られていないため、民有林で

は余り使用されていない。それからコンテナ苗

の生産量が少なく、価格が通常苗より２倍程度

高いといった課題がございますので、これらへ

の対応が必要と考えております。

そのため、左の16ページに戻っていただきま

して、１の事業目的でございますけれども、こ

の事業は、先ほど説明しましたとおり、低コス

ト林業に有効なコンテナ苗による植栽を促進す

るため、森林所有者が行う植栽や苗木生産者が

行う苗木生産を支援することによりまして、コ

ンテナ苗の生産拡大と価格低減を図るものでご

ざいます。

２の事業概要でございますけれども （１）に、

ありますように、予算額は114万円をお願いして

いるところでございます。

、（ ） 、また ４ の事業内容でございますけれども

①のコンテナ苗利用促進につきましては、森林

所有者が補助事業でコンテナ苗の植栽を行う場

合に、通常苗による植栽の負担額との差額、１

ヘクタール当たり３万円を助成するものでござ

います。②のコンテナ苗生産促進は、苗木生産

、者が新たにコンテナ苗の生産に取り組む場合に

生産経費の一部、１本当たり21円を助成するも

のでございます。本事業によりまして、低コス

ト林業の促進やコンテナ苗の価格低減を図ると

ともに、適切な更新を進めてまいりたいと考え

ております。

予算関係については以上でございます。

続きまして、同じく常任委員会資料の29ペー

ジをお願いいたします。議案第51号「林道事業

執行に伴う市町村負担金徴収について」でござ

います。

これは、林道事業の県営施工分につきまして

関係市町村に負担をお願いするもので、森林保

全林道整備事業、道整備交付金事業及び一番下

の県単林道災害復旧事業については100分の10

を、また、３番目の山のみち地域づくり交付金

事業については事業費の100分の５の負担をお願

いしております。対象となる市町村からはあら

かじめ意見を聞きまして同意を得ておりますけ

れども、地方財政法第27条第２項の規定により

まして議会の議決をお願いするものでございま

す。

森林経営課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

山村・木材振興課○水垂山村・木材振興課長

。関係の当初予算につきまして御説明いたします

歳出予算説明資料の223ページをお開きくださ

い。当課の平成24年度当初予算額は、表の左か
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ら２列目にありますように、40億1,390万5,000

円をお願いしております。その内訳は、一般会

計で37億5,682万6,000円、特別会計で２億5,707

万9,000円であります。

それでは、主な事項について御説明いたしま

す。

225ページをお開きください。下から２段目の

事項 林業・木材産業構造改革事業費７億6,600（ ）

万円でありますが、その主なものは、ページを

めくっていただきまして、上から２行目の８の

森林整備加速化・林業再生事業７億2, 0 7 6

万9,000円であります これは 森林整備加速化・。 、

林業再生基金を活用して事業を実施するもので

あります （１）から（４）までの事業メニュー。

はこれまでと同様であり、木材加工流通施設の

整備や木質バイオマス利用施設の整備に取り組

、 （ ）みますとともに 新たにメニュー化された ５

の新規事業、森林・林業人材育成加速化事業に

より、森林施業プランナーや素材生産の技能者

の育成等に取り組むこととしております。

次に その下の 事項 木材産業振興対策費22、 （ ）

億4,879万3,000円であります。説明欄１の木材

産業振興対策資金、２の木材産業等高度化推進

資金は、素材生産や乾燥材生産に必要な資金を

融資するものでございます。

６の新規事業、森林バイオマス流通効率化事

業350万円では、林地残材の安定供給の確立に向

け、効率的な収集や工夫改善の取り組みを支援

するとともに、木質チップの発熱量を高めるた

めの試験研究に取り組むこととしております。

その下の（事項）県産材流通促進対策費1,175

万円でありますが、１の新規事業 「チームみや、

ざきスギ」県外セールス強化事業につきまして

は、後ほど委員会資料で御説明させていただき

ます。

次に 事項 木製材品普及促進費1,769万6,000、（ ）

円であります。１の改善事業、みやざきスギの

家づくり活動支援事業1,233万5,000円では、み

やざきスギを積極的に活用する産直団体等によ

る県産材活用住宅のＰＲ活動や、木材業界と住

宅業界の連携グループによる県産の大径材や乾

燥柱材を活用した家づくりの提案、取り組みを

支援するものであります。

２の改善事業、みやざきスギ新築・リフォー

ム支援事業536万1,000円では、県産材を活用す

る木造住宅の建設を促進するため、住宅の新築

及び増改築等に使用される県産材の購入経費の

一部を助成するものであります。

227ページをごらんください （事項）木材需。

要拡大推進対策費3,116万3,000円であります。

１の改善事業、木のある生活づくり推進事

、 、業1,870万円では 県産材の利用拡大を図るため

国や地方公共団体が整備する建築物のほか、民

間が整備する保育所や福祉施設など、広く一般

に利用される公共性の高い木造公共施設の整備

を支援するものであります。

２の新規事業、みやざき材東アジア輸出促進

事業及び４の新規事業、木造応急仮設住宅実施

設計業務委託事業につきましては、後ほど委員

会資料で御説明させていただきます。

次に （事項）木材利用技術センター運営事業、

費１億3,338万1,000円でありますが、センター

の維持管理や国からの受託研究に要する経費な

どであります。

次に （事項）森林組合育成指導費３億2,654、

万1,000円であります。説明欄の２の広域森林組

合経営合理化促進事業３億円では、森林組合が

行う森林整備や原木出荷に必要な資金を市中銀

行を通じて貸し付けるものであります。

次に （事項）林業担い手総合対策基金事業費、
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１億7,730万円であります。ページをめくってい

ただきまして、228ページをごらんください。３

の改善事業、森林の仕事担い手確保促進事

業2,171万円では、林業就業希望者への就職説明

会の開催や、就業者の定着を促進するため、新

規就業者等を雇用した林業事業体に奨励金を交

付するものであります。

また、６の新規事業、中核となる認定林業事

業体育成事業1,610万円では、素材生産量の増加

や雇用拡大を目指す中核認定事業体について、

計画の達成に向けた取り組みや高性能林業機械

の導入等を支援するものであります。

次に （事項）しいたけ等特用林産振興対策事、

。 、業費3,232万7,000円であります ３の改善事業

森の恵み消費拡大推進事業400万円では、乾しい

たけ産地表示の適正化の徹底や、小学生を対象

とした食育講座の実施、料理コンクールの開催

などにより、特用林産物の消費拡大を図るとと

もに、地域特性に合った新たな特用林産物の消

費拡大に向けた取り組みを支援するものであり

ます。

次に、229ページをごらんください。林業改善

資金特別会計であります。これは議案第７号で

提出しております特別会計予算でありますが、

説明はこの資料でさせていただきます。上から

６段目の（事項）林業・木材産業改善資金対策

費２億5,707万9,000円でありますが、林業・木

材産業経営の改善や新たな生産方式を導入する

ための施設整備等に対し、無利子の中短期の資

金貸し付けに要する経費であります。

、歳出予算説明資料の説明は以上でありますが

常任委員会資料につきましては、みやざきスギ

活用推進室長より御説明申し上げます。

委員会資料○武田みやざきスギ活用推進室長

により御説明いたします。

18ページをお開きください。新規事業「チー

ムみやざきスギ」県外セールス強化事業でござ

います。

１の事業目的にありますとおり、県産材製品

の生産・供給体制が着実に充実する中で、さら

なる需要拡大を図っていく必要があります。そ

のために、大口需要者に対して総力戦で販路拡

大を図っていくために、県及び林業・木材産業

団体をメンバーとする「チームみやざきスギ」

が中心となって 県産材の営業活動や多様なニー、

ズに対応できる体制づくりを推進するものでご

ざいます。

次に、２の事業の概要であります。予算額

は1,175万円をお願いしております。

飛びまして （４）の事業内容でございますけ、

れども、右のページをごらんください。一番上

の①プロモーション推進事業では 「チームみや、

ざきスギ 推進本部が中心となって 知事のトッ」 、

プセールスの開催など総力戦で県産材のＰＲを

行うものでございます。

中段の②出荷拡大推進事業でございますけれ

、 、ども 新たに共同出荷に取り組む実践チームが

新規顧客の獲得、継続的な安定供給を実現する

ためのモデル的な取り組みの提案や実施に対し

て支援するものでございます。具体的には、県

内製材工場が実践チームを編成し、家１棟分の

柱やはり、けた等のサンプル材を、県外の大口

需要者等のニーズに応じて提供しながら、ハウ

、スメーカー等が木造住宅を建設することにより

県産材の品質や性能のよさを実感してもらうこ

とによって、新たな体制づくりのためのモデル

的な取り組みに対して支援するものでございま

す。

次に、１ページおめくりいただきまして、20

ページ、新規事業、みやざき材東アジア輸出促
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進事業でございます。

、１の事業の目的のところにありますけれども

杉を初めとする県産材の輸出について、特に需

要が期待される韓国に向けてチームみやざきス

ギによる輸出の促進を行うほかに、今後、輸出

の増大が期待される東アジア全体への木材輸出

に取り組む県内団体の販路拡大活動を支援する

ことにより、県産材の本格的な輸出につなげて

いこうという事業でございます。

２の事業の概要でございますけれども、予算

額は464万円でお願いしているところでございま

す。

（ ） 「 」４ の事業内容の① チームみやざきスギ

韓国輸出促進事業では、韓国最大の住宅展示会

への出展、韓国の建築関係者を対象とした本県

の製材工場などが開催する見学会への招聘など

により、セールス活動を展開するものでござい

ます。

②の東アジア販路拡大事業では、中国など東

アジアへの木材輸出に取り組む県内団体を公募

し、海外での展示・商談会への出展や木造建築

技術者の養成など、各団体がアからオの５つの

メニューから実施する事業を選択して行うもの

に対して支援するものでございます。

次に、22ページをお開きいただきたいと思い

ます。新規事業、木造応急仮設住宅実施設計業

務委託事業でございます。

１の事業の目的でございますが、東日本大震

災を踏まえて、今後起こり得る災害に迅速に対

応する目的のために、県産材を使用いたしまし

た応急仮設住宅や被災者のための集会所等の設

計図書を整備するものでございます。さきの東

日本大震災においては木造仮設住宅も建設され

たところでございますけれども、評判といたし

まして、木のぬくもりや香りによりいやしがも

たらされるなどの話も出ております。木造仮設

住宅はプレハブの仮設住宅に比べると断熱性や

調湿性などがすぐれており、木の持つ温かさや

やわらかさが快適な住空間につながること。さ

らに、県産材を使用することによって森林資源

の有効活用にもつながると考えております。

２の事業の概要でございますけれども、予算

額のほうは149万7,000円でお願いしているとこ

ろでございます。

（４）の事業内容でございますけれども、右

のページをごらんいただきたいと思います。県

産材使用の応急仮設住宅や集会所等を建設する

ための内外部の仕上げを定めた仕様書や各施設

の平面図、立面図などを作成して、今後の仮設

住宅の建設に迅速に対応していきたいというも

のでございます。

。山村・木材振興課の説明は以上でございます

御審議のほどよろしくお願いいたします。

議案に関する説明が終了いたし○田口委員長

ました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

理解不足の補足みたいな質疑にな○坂口委員

りますけど、説明資料207ページの真ん中、自然

保護対策費を説明していただきたいんです。４

番、６番あたりがかかってくるんですか、野生

動植物の生息状況調査とか多様性の保全対策と

いうのは、大まかにはどういった目的でどうい

うことをやっていかれるのか。

県では、平成18年の４月に○森自然環境課長

「宮崎県野生動植物の保護に関する条例」を制

定しております。この中で、希少な動植物42種

を指定しまして、その希少な野生動植物が生息

している場所を重要生息地として指定を進めて

いるところでございます。この希少な野生動植

物の保護を進めるとともに、６番の野生動植物
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生息状況等調査の中で、10年おきにレッドデー

タリストを改定しておりますけれども、それを

一遍にやるわけにはいきませんので、毎年毎年

データを積み重ねていって、ある程度量がまと

まり次第改定していくということを繰り返して

おります。そういった事業を進めているところ

でございます。

それから４番の生物多様性保全総合対策事業

につきましては、補正の段でも御説明しました

ように、森林生態系の保全を図るために、希少

な野生動植物を守ることを市町村と連携して取

り組んでいるところでございます。

勘違いして 補正のとき農政と思っ○坂口委員 、

たけど、こっちだったですね。都農町のキバナ

ノツキヌキホトトギスを核とした地域おこしへ

つなげるための補助。

それで、キバナノツキヌキホトトギスは増殖

は割とやりやすいんです。今はどんなになって

いるかわからんですけど、20～30年前は世界で

。宮崎県だけにしかない植物が11種類ありました

一つは川南湿原のヒュウガホシクサ、これが絶

滅してしまって世界から消えた。そういったも

のがこの中でターゲットにされていると思うん

です。それから日之影のツチビノキ、鬼の目山

とか、九州山脈系の日向市あたりだったですか

オナガカンアオイ、こんなのが11種類あったん

ですけど、今は、そういった希少価値、世界で

県内にしかないものがどれぐらいあるのか。そ

の状況が絶滅に向かっているのか保存されてい

るのか。それとデータブックに載せたものを

すごくいいことだと思うんです。都農か川―

南がホトトギスを守っていこうというところま

で行き着いた。支援されるのは口蹄疫の運用益

か何か、独立予算だったですか。そこらは今ど

うなっているのかというのと、これをどこまで

やっていって、目的とするそういったものを保

全していこうというところに民間あるいは市町

村あたりと連携されていくのか。将来どんなに

なっていくんですか。

先ほど申し上げましたよう○森自然環境課長

に 「宮崎県野生動植物の保護に関する条例」で、

希少な動植物42種を制定しているんですけれど

も、先生がおっしゃるような11種類がすべてこ

れに入っているかというのは、今、照合できな

いものですから、お時間をいただきたいと思い

ます。

どこまでやっていくかは、重要生息地を地域

ぐるみで守ろうという機運があるところを、地

域の了解を得ながら 野生の動植物は何らか―

人の手が入っていかないとうまく守れない。逆

に言えば 健全な農林業が運営されることによっ、

て野生動植物が守られるという面もありますの

で、そういうところを地域の合意形成のもとに

重要生息地として指定している状況でございま

して、現在、６つの重要生息地を指定しており

ます。ことしは串間の本城干潟を守っていこう

ということで、地元市町村と連携してやってい

るところでございます。

これは相当昔から継続的にやられ○坂口委員

ていますよね。こういった希少動植物の保護と

いう考え方のもとに、まずその基礎データを集

めようということで、その集約がレッドデータ

ブック県版なんでしょう。先ほどの11種という

のは30年ぐらい前の話です そのころ悩ましかっ。

た問題が、そういったものをオープンにしてし

まうとそこにマニアが集中するんじゃないかと

いうことと、オープンにして監視させようじゃ

ないかということで、そのころからオープンの

。 、方向に変わったんです それで保全していこう

守っていこう。守り方について、自然に任せる
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のが本当の保護なんだということと いや やっ、 、

ぱり種を保存しなきゃならんということで、バ

イオ技術の進展というんでしょうか、バイオで

とにかく種を保存して、自然に放さずに閉鎖さ

れた中ででもやっていこうと。そんなのがまた

悩ましい問題として出てきた。ある湿原では、

バイオで増殖したサギソウを地に戻して、希少

な動植物の一つなんですよということでそれを

目玉にして観光につなげている。そこらの整理

というものが必要だと思うんです。自然とはど

こまでなのか、保全とはどこなのか、種を守る

ということはどういったことなのか、それまで

つながっていかないと、単なる基礎調査で、こ

んなものがありました。10年後にはどうなって

いるかわかりませんでは、ちょっと寂しい気が

するんですけど、そういった事業は組まれてい

るんですか。

確かに委員おっしゃるよう○森自然環境課長

に、自然をどういうふうに守っていくかという

のが非常に重要な問題だと思っております。こ

の委員にもなっていただいております南谷先生

のお話を聞きますと、外来生物と一緒になって

しまうというようなこともございまして、重要

生息地を守っていく中で、例えば、来年度事業

、計画をしております高千穂町の五ヶ所高原では

地元の方がよかれと思って外来生物を植えた。

ところが、それが非常にはびこってしまって、

もとからある植物を侵してきている。そういっ

たことで来年度からは外来生物をとっていこう

という取り組みもやっております 確かに ほっ。 、

たらかしのままがいいのか、守り育てていった

植物を植えるのがいいのか非常に難しいところ

はありますけれども、南谷先生のお話を伺いま

すと、本来あるべきものを本来の形で、人間の

営みの中で守り育てていくことが重要だと考え

ておりまして、そういう事業も仕組んでおりま

す。

特に水の中は、国も本腰を入れて○坂口委員

外来種を駆逐していくんだということで、新年

度から大きく予算化されるような話も聞いてい

るから、その流れが一つあると思うんです。人

と自然の調和の中での共存で自然を守っていこ

、うというのが一番理想かなというのがあるけど

それで絶滅する可能性があるところは、あくま

でも種を保全していかなければいけない、限り

なく自然に近い形で。そこらはもう一歩踏み込

んでほしい。

それから、環境悪化とか人間生活との関係の

中で絶滅してしまった。ところが、それに気が

ついて環境をもとに戻した。今なら持続して種

を保存していける環境ですよねというところま

で環境が復帰したところがあるんです。そんな

ところはたくさんあるんです。例えば、そこに

は昔はベッコウトンボがいた ここには何があっ、

た、あるいはこの干潟にはトビハゼという亜種

の固有種がいた。そんなのがいるところはまだ

国内にあるんです。それを外来種の考え方とす

ると、あるいはそこにあった種の存続とすると

定義的に外れるところもあるんですけど、そこ

に戻ってくれば同じＤＮＡのものが確実に増殖

していけるという場所はあるんです。

もう一つは、干潟なんか特に、小さい生息地

で、そこの固有種だったものが絶滅してしまっ

たというのは、空中を移動するような動物は、

台風のときに一遍に流されてしまって環境の違

うところに行き着いて、そこから戻れずに絶滅

する 近いところに同じ環境があればそこで引っ。

かかる、そこで今度は増殖していくということ

もあるんです。だから、絶滅に近づいている種

の保存というのは物すごく奥が深いと思うんで
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す。本気でやられればそこらまでもう踏み込ま

ないと、レッドデータブックももう何年目です

、 、か ２年前ぐらいに赤いのをもらったですけど

そこらまで今後はやっていくべきじゃないかと

いう気がするんです。課長、ぜひお願いしたい

んですが、どんなですか。

確かに、レッドデータブッ○森自然環境課長

クで絶滅しているぞという警鐘を鳴らすだけで

は踏み込めていないと思っています。先ほども

出ました南谷先生が、絶滅した種を御自宅とか

近くの畑、水田で増殖されている事例もあるよ

うでございます。ＤＮＡとしては同一のもので

ございますので、そういったものをもとの場所

に移植していく取り組みもやろうと思っており

、 、ますし 公共事業で干潟や水田をつぶすときも

先生あたりの御指導を得ながら、先ほど委員か

ら出ましたように似たような環境に移植すると

いうことも進めていきたいと思っております。

、○坂口委員 余り長くなってもいけませんから

これで。

いっぱい質問したいことがあるん○中野委員

ですけど。今、林業の全体の予算を見ながら考

えることは、農政が350億ぐらい、農業出荷額

が3,000億、商工が470億ぐらいで１兆2,000～１

兆3,000億 数じゃないけど 林業粗生産額が200。 、

億円ぐらいの記憶しかないんだけど、今、林業

の粗生産額はどれぐらいありますか。

、○黒木技術担当次長 林業産出額ですけれども

平成21年で218億でございます。

この中を一つ一つ見ると、宮崎県○中野委員

は貧乏県で 全体のバランスを考えたり、県―

の収支、支出を見た場合に、杉で何ぶ金使って

いるのといった場合に 国の補助事業はそれ―

はそれでいいと思う。県単トータルどれぐらい

出ているかわからんけれども、もうちょっと宮

―崎県の現状、将来を考えて、今後、杉政策

自然環境も大事だけど。自然に返すのが一番い

いわけです。

これでもう質問しませんけど、オールみやざ

き県外セールスとかいって、私も結構林業の人

たちと話をするけど、柱のいいところは秋田杉

を仕入れたり、韓国に行っても日本風の家はな

い。全体的に森林に対する予算、考え方。それ

と出荷拡大推進事業、安定受注とか安定出荷と

書いてある。私の知識では、安定出荷といった

場合は、受注が多過ぎて出荷が順調にできん場

合に言う。供給のほうがあり余っておって需要

がないのに。こういう感覚からもうちょっと林

。務の皆さんに考え直してもらいたいと思います

今、杉がダブっておるから値段も上がらんわけ

です。それに安定供給という言葉がどこから出

てくるのか不思議でたまらん。それに人件費入

れたりして。宮崎県全体で産業とか県民の暮ら

し、経済、所得、考えた場合は……。皆さんが

自分の範疇の仕事をしっかりするのはわかるけ

れども、もうちょっと効果、効率とか考えて今

後していかんと、こんな予算のつけ方は、どこ

かで無理がくるし、おかしくなってくるという

気がします。

全体の252億の中で人件費がどれくらい要って

おるのか。２億とか補助金を出して間伐まで支

えてやらんといかんとか。一々中身の質問はし

ません。議案全体のことを言っていますけど、

ぜひ考えてください。

説明資料22ページの木造応急仮設○岩下委員

住宅実施設計業務委託の関係で説明いただきた

いんです。前の県議会のときに要望を兼ねて発

言したんですけれども、応急仮設であれば、短

時間にできてすぐに住めるというのが必要では

ないだろうかと言ったんです。イメージがして
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あるんですけれども、これは工事期間とか予算

関係は１軒でどれぐらいを考えていらっしゃい

ますか。

木造仮設と○武田みやざきスギ活用推進室長

いうことですけれども、仮設住宅は一般的に予

算の補助が国のほうから238万円余り出ます。予

算的にはそれを一つの基準と考えていきたいと

思っています。工事期間もある一定期間内に建

てようという決まりがありまして、それに間に

合うような形で資材を供給していく必要があり

ます。それに合わせる形で供給体制のほうも検

討していかなきゃいけないと。これは予算とは

、 。別の話ですけれども そういうことになります

大変いい取り組みだとは思うんで○岩下委員

すけれども、東北大震災関係でも、仮設住宅が

必要だと言いながらなかなかできない。緊急時

の仮設住宅というのはすぐに欲しいわけです。

そういった意味では短時間で組み立てられる

ノックダウン方式も今後考慮に入れていただい

て、１日で組み立てができて住めますという形

のものとか、県は県として、災害があった場合

には４人家族で10軒分は宮崎県はストックして

います。そういった体制も必要じゃないかとい

う気がするんですが、いかがでしょうか。

すぐに建て○武田みやざきスギ活用推進室長

られるような体制は必要だと思います。県のほ

うでも２月22日に応急仮設住宅の供給に関する

協定を締結しておりまして、以前はプレハブの

系統と締結していたんですけれども、先月結ば

れたのは木造住宅系ということで、全国組織の

一般社団法人全国木造建設事業協会、社団法人

宮崎県建築業協会などとも協定を結んでおりま

す。供給体制はその傘下の工務店なり木材流通

業者が担当することになるんですけど、可能な

供給体制としまして１カ月で1,500戸、２カ月

で3,000戸という数字も上がっているところでご

ざいます。

せっかくみやざきスギ活用という○岩下委員

、形で宮崎の杉を売り出そうというわけですから

プラハブ住宅みたいなのでやるよりも、プレハ

ブの材料のかわりにみやざきスギを使った仮設

の住宅ですという形の売り込みが必要だと思い

ます。

今、家を建てる若者に 「宮崎の杉を使うの」、

と聞くと 「いいえ、何々ハウスとか何々を使い、

ます 「じゃ、杉はどこで使うの」と言ったら、」

「せいぜいテラスぐらいでしょうかね」という

形なんです。これは素人考えで申しわけないん

ですが、アジアとか韓国に杉を売り出すと。宮

崎県が推奨する500万の家はこれです。1,000万

の家はこの図面です。1,500万はこれ、2,000万

はこれぐらいで、この図面の家を宮崎県として

は推奨します、推薦しますという形で、設計図

と建設総額のモデルみたいなもの。宮崎県はみ

やざきスギを使って家を建ててほしいんだ

と、1,000万だったらこの家ができますというサ

、ンプルみたいなものまで取り組んでいただくと

杉の販売というか認識が変わってくるんじゃな

いだろうか。トップセールス、業者に宣伝して

います、ＰＲしていますといったって、今、家

をつくる人は、みやざきスギを使おうかと余り

考えていないんじゃないでしょうか。リフォー

ム関係でもいろいろな制度があります。空き家

も多いんです。40代、50代の人が家をつくろう

かというときに、今、2,500万、3,000万という

形の中で選んでいるんです。じゃなくて、950万

でもできます。杉使ったら1,000万円以内で何畳

と何畳ができますと。モデルハウスみたいなの

を今後取り組まれて推薦図面みたいなものを

やっていただくと、みやざきスギ活用につなが
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るんではないか。素人考えですが、御意見をお

聞かせいただければありがたいと思います。

現在も 「み○武田みやざきスギ活用推進室長 、

やざきの家」ということで、こういう家にした

らどうかというようなパンフレットをつくって

いるところでございますけれども、値段まで踏

み込んだものはございません。宮崎の飫肥杉の

特徴とか、壁をどういうふうにしたらいいかと

か、木材の特徴をアピールする形で 「みやざき、

の家」ということでパンフレットをつくってい

るところでございます。確かに、宮崎の杉で家

を建てようということで、建てる世代にアピー

。 、ルするということもございます ことしですと

。柱81本プレゼントするような事業も行いました

予算の関係で規模が小さくなっているんですけ

ど、来年度も県産材で建てた場合に助成をしよ

うと考えているところでございます。

最後になります。今の若者は自分○岩下委員

で図面を書く人もおります。立体的に３Ｄ方式

で完成予想図まで出るようなのがあるんです。

これから家をつくりたい人に、みやざきスギを

、 。使ったらこんなに暖かい いい家ができますよ

掘りごたつもこんなにできてというぐあいに、

、３Ｄ関係を活用しながらＰＲをやっていただく

宮崎県が推薦している建物ですというぐあいに

、出していただけたらありがたいと思うんですが

御検討をお願いします。

３Ｄ、キャ○武田みやざきスギ活用推進室長

ドシステムとか設計のツールとしてあるかと思

います。宮崎の杉を使ったものについても、来

年度予算で産直住宅なり、木材産業と工務店と

組んだ取り組みに対しても支援を行っていこう

と思っております。提案型なので、そういう提

。案があれば支援していきたいと考えております

公社の問題で大きな問題を控えて○坂口委員

いて恐縮なんですけど、仮設住宅に関連して。

一つは、この設計は外注でなくてもインハウ

スでできないかということです。仮設だから、

こちらが一方的に仕様を決めて設計していく。

営繕課あたりもあるわけだから１級建築士もた

くさんいます。あえて外注せんでもいいんじゃ

ないかというのが一つ。

もう一つは、注文・生産・供給だったら確実

。 、に間に合わないと思うんです 即供給となって

どこかにストックしておかにゃいかん。だれが

、 、それを購入して どこにストックしておくのか

そこらはどんなに考えておられるんですか。

仕様ですけ○武田みやざきスギ活用推進室長

れども、仮設住宅の仕様ということで、予算を

組むときに営繕のほうにもお話をさせていただ

いて、委託という形でやったほうがいいんじゃ

ないかということで、このような形にさせてい

ただいているところです。

また、供給については、先ほど言った供給の

協定もありますので、そこの傘下の工務店なり

が日常的にストックしているものを使えるよう

、 、な設計図書にいたしまして 起こったときには

特別な注文ではなくて通常の材で、プレカット

もあるんですけれども、そこですぐ供給できる

ような態勢をとりつつ、設計図書も普通の一般

材で使えるようなものを仕様として上げていき

たいと考えています。

ちょっとわかりづらかったんです○坂口委員

けど、設計のほうはぜひインハウスでやるべき

だと思うんです。この予算の中に、品確法に基

づいての品質確保のために、センターに1,100万

だか委託料を出されています。でも、品確のた

めに業者さんよりレベルが上の技術者は、僕が

見たところ庁内には数少ないと思うんです。そ

ういった意味で、プレハブの設計というのは幼
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稚園の課題です。これぐらいはインハウスでや

れないとだめだと思うんです。この議案をどう

するものじゃありませんけれども、今後の県職

員の技術向上のためのいい機会だというのと、

これぐらいはやらなきゃだめだということをも

う一回検討していただきたい。

それから、後段ですけど、工務店なんかが自

分ところでストックしておいて供給するんだ。

そこがお金を出して自分のものとして購入して

ストックしておくのか、使いながらのものを、

即戦場ということでちょっと回してくれという

のか。そうなると一つ一つ査定が必要です。そ

んな複雑なことは不可能だと思います。そして

売り手、買い手で、これは20万とか減価償却終

わっていますからただだといったって、工務店

は、うちで使えばこれで金もうけているんだ。

うちはリース屋から現場事務所のプレハブも借

りずに 当然使うでしょうから、プレハブ代―

は大きいからですね。そんなときは１個１個査

定していかにゃいかん。県が査定するときはあ

くまでも課税対象の減価償却方式になっていか

ざるを得ないと思うんです。おたくは幾らでこ

れを有効活用して、おたくのは200万でつくった

けど300万活用されていますから300万払います

じゃだめだと思うんです。そんなのは行き詰ま

ります。どんなですか、即供給できる自信あり

ますか。

供給体制に○武田みやざきスギ活用推進室長

ついても参考にしながら検討はしていかなきゃ

いけないと思います。実際に東日本大震災のと

きは、供給が難しいということで仮設住宅の建

設がおくれておりますので、そこら辺も参考に

しながら今後、検討していきたいと思っており

ます。

これは国家的備蓄に位置づけるべ○坂口委員

きです。移動手段だけを講じて即持ってくる。

工務店も目いっぱいの職員しかいないんです。

。契約の中には必ず工期というものがあるんです

工期は１日おくれたら損害賠償につながるから

最優先せざるを得ないです プレハブなんていっ。

たって、いや、うちはまだ現場に張りつけてい

て あと１カ月でこのお店をオープンさせなきゃ、

だめなんだ。あるいは、入居者が転勤して、今

住んでいる住宅を解約しているから来月は住む

部屋がなくなる、うちが納品しなきゃだめだ。

そういう現実の中に何百戸、何千戸という仮設

は潜り込めないです。どこかに保管しなきゃ。

時間がもったいないからやめますけれども、こ

れはぜひ熟慮してほしい。

、○武田みやざきスギ活用推進室長 貴重な意見

ありがとうございます。こちらも検討してまい

。 。りたいと思います よろしくお願いいたします

先ほどちょっと坂口委員からも出○福田委員

、 、ました 208ページの公共工事品質確保強化事業

先ほど推進機構に委託をするという説明がござ

いましたが、内容を詳しく。

この事業は、平成19年の８○森自然環境課長

月から、公共工事の縮減あるいは入札・契約制

度に伴いまして受注競争が激化してまいりまし

た。その後、下請業者へのしわ寄せが起きるお

それがある。したがって、その施工体制を監視

して公共工事の適正な品質の確保を図ろうとい

うことで始まったものでございます。

十分意味はわかるんですが、環境○福田委員

森林部自体にチェック機能が手薄だから、県が

土木を中心につくった組織で見てもらうと。未

来永劫にずっとこういう支出の仕方が継続する

わけですね。

公共三部でこれは取り組ん○森自然環境課長

でおりまして、公共三部の環境、農政、県土の
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ほうから施工体制監視チームをつくっていただ

きまして、公共三部で年に1,000回程度の点検を

お願いしているところでございます。

これは工事箇所に関係なく、定額○福田委員

で毎年支出しているわけですね。年度によって

金額が違いますが。なぜこういうことをお聞き

、 、 、するかと申しますと 今 中野委員のほうから

林務は非常に恵まれた予算の中でいろんな予算

、の執行を計画されているということでしたから

本来ならば、努力をすれば公共三部の中でやれ

るものを、別組織をつくってやって、また組織

に大きな経費を投入しなくてはいけない、そう

いうような非常に素人の感覚でお話、質疑をし

ました。結構です。

、 、 。続きまして 209ページ 松くい虫の関係です

これは努力をされておりまして、随分蔓延を防

止されているように見えるんですが、かつて松

くい虫に非常に過敏な知事、あるいは観光業者

がいらっしゃいまして、かなり企業としても蔓

延防止対策に努力されました。しかし、御承知

のような観光業者の経営の後退。これは国有林

、 、とか県有林 市町村有林ということではなくて

松くい虫防止全体として、現在、従前と変わら

ないような取り組みで、現状としてはまず満足

のいく防除対策ができていると見ていいんです

か。

松くい虫の被害のピークが○森自然環境課長

平成３年で１万4,500立方メートルございまし

た。最近の平成22年度の被害状況でいきますと

大体3,270立方メートル、かなり減少してきてお

ります。これは松林自体が減ってきているとい

うこともございますけれども、現在の松くい虫

の防除のあり方は、守るべきところを守ってい

こうと いわゆる海岸松林を中心に重点的に守っ。

ていこうということで進めているところでござ

いまして、宮崎海岸の松林につきましては、先

ほど委員がおっしゃったような企業の御協力も

、 、得ながら 国有林もございますので国と県有林

民間あわせて連携しながら防除している状況に

ございます。

私がちょっと心配したのは、企業○福田委員

ですからいかんともしがたいんですが、営業の

エリアと営業を休止しているエリアとでは、手

入れが行き届いていないエリアを私なりに見た

ものですから、大変心配しまして、これは宮崎

県観光の目玉ですから、国有林、県有林、市町

村有林関係なく従前どおりの努力をしていただ

きたい。減少しておるということですから安心

をしておりますが、そういう見方もあります。

続きまして、217ページ、改善事業、要間伐森

林等調査事業１億5,300万、これは必要な経費と

は思いますが、調査よりも実施のほうにお金を

より多く使ったほうがいいんではないかという

気がしたんです。公有林については自発的にそ

ういうものが調査されていますから、民有林が

主体となりますが、森林組合等を中心に、所有

者が、間伐のいろんな助成等の施策を打つこと

によって、申請方式でやればこういうお金が要

るのか。しかし、間伐するための事前調査にこ

れだけの金が要るのか。私は、間伐の経費のほ

うに重きを置いたほうが、予算のよりよい執行

につながるという感じを持つんですが、これは

素人の考えでしょうか。

要間伐森林の調査でござ○佐藤森林経営課長

いますけれども、昨年来から森林法の改正等ご

ざいまして、４月からの主な改正点といたしま

しては、森林施業計画にかわりまして森林経営

計画が始まります。国のほうの認定基準等がな

かなか定まらずに、昨年の10月ぐらいにやっと

決まりまして、その中で間伐が必要な森林を要
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間伐森林と定めまして、認定基準の中で、例え

ば10年間やっていないところは何分の１しない

といけないという規定がございました。現段階

では、間伐をしていない森林の限定ができてい

なくて、せっかく間伐が必要な森林を見つけて

も、所有者がわからないとか、相続で権利がば

らばらになっている森林もございますので、そ

の辺の森林を重点的に調査する事業ということ

で、雇用対策基金を使ってやることで計画いた

したところでございます。

内容を聞きましたらなるほどとわ○福田委員

かりますが、文字からだけではそういう理解は

ちょっと厳しかったから。わかりました。

続きまして、226ページ、素材生産・木材加工

施設等整備事業、内容等について詳しく。

226ページの上から○水垂山村・木材振興課長

、４段目の素材生産・木材加工等施設整備事業は

高性能林業機械の導入でありますとか木材加工

施設の整備に対する支援でございます。

これは特定の箇所での施設の整備○福田委員

ということじゃないんですね。総体の数字です

ね。

おっしゃるとおり○水垂山村・木材振興課長

でございます。

229ページ、林業・木材産業改善資○福田委員

金貸付金、無利息の、林家には大変うれしい資

。 、金であります リボルビング方式と思いますが

これの利用状況はどうですか。

23年度の実績で言○水垂山村・木材振興課長

いますと、予算額２億5,000万円予定しておりま

して 貸し付け金額が１億1,310万円 利用率が45、 、

％となっております。５年ぐらい前、平成19年

度の数字で言いますと、このときは２億4,700万

円余の利用がございまして、99％とほぼ100％に

近い利用であったわけでございますけれども、

その後、若干減ってきまして、先ほどのような

数字になっております。

これは、使い勝手のよさ、利便性○福田委員

を増してやれば非常に有利な資金だと思うんで

す。無利息ですから。ある程度弾力を持った使

い方ができますよね。ただ一つ、保証関係に問

題があると思ったんです。ほかのいろんな資金

等を見ますと、貸し付け保証に対する厳しい制

約条件がありますから。もちろん貸したものを

回収するのは当然のことでありますが、弾力条

項で貸し付けの保証方式を考えられると、以前

のような利用率に復帰するんではないか。せっ

かく２億5,000万の枠を設定して45％ぐらいの利

用率ではもったいない、こういうふうに考えて

おります。

これは最長10年と○水垂山村・木材振興課長

いうことで、その間に返済いただくという仕組

みになってございます。確実に回収できるとい

うことで、今のところ保証人も立てる必要があ

るとか厳しく審査させていただいているところ

でございますけれども、今の委員の御意見も念

頭に入れながら、緩和できるかどうかそのあた

りの仕組みは検討を要すると考えております。

217ページの関連ですが、先ほど福○押川委員

田委員からありました要間伐森林等調査事業で

あります。先ほど答弁がありましたけれども、

どのくらいの方々が入っていただいて、どのく

らいの面積を調査して間伐等につなげていって

いるということでしょうか。

、○佐藤森林経営課長 質問の確認ですけれども

どのくらいの森林が対象になって、どのくらい

人数が要るかということでしょうか。

どのくらいの方々がこの調査にか○押川委員

かわって、どのくらいの規模のものを想定され

ている事業なのか、中身を教えてください。
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人数といたしましては、○佐藤森林経営課長

森林組合を中心に全県で47名ということになっ

。 。ています それぞれ規模に応じて割り振ります

調査内容といたしましては、まず空中写真で

予備調査をいたします。今、ＧＩＳが発達して

いますので、間伐ができていない森林は予備調

査段階である程度わかるものですから、それを

抽出するような格好で考えております。それを

現地調査いたしまして、現地調査が写真と一致

してどうしても間伐が必要な森林ということが

わかりますと、それをもとに森林組合等を中心

に間伐を行うように督促していただくという作

業を考えております。先ほど申しましたが、そ

の中で所有者が不明だったり、村外地主、不在

村の方で、相続等によりまして権利が分散して

いるとかいうことにつきましては、その辺を含

めて地域の方に事情を聞くなり調査をするとい

うことで、権利がはっきりした上で市町村、森

林組合等と一緒になりまして間伐を推進してい

くということで考えております。

今の説明を聞くと森林組合の方々○押川委員

の人件費がほとんどという形ですよね、空中写

真は撮られるということでありますけれども。

そういう形でよろしいんですか。森林組合の人

件費を中心とした中での間伐をしていこうとい

う調査をするということで。

これは、先ほど申しまし○佐藤森林経営課長

たように雇用対策事業でございますので、47名

につきましては失業者なり新規雇用者というこ

とで考えています。

雇用を含んだ形の中での24年度の○押川委員

事業ということで。昨年もそういうことはされ

ているんですか。

財源につきましては緊急○佐藤森林経営課長

雇用創出事業臨時特例基金活用事業ということ

になっておりまして、それぞれの森林組合で一

定割合、森林組合の方がリーダー役としてつき

まして、新規の雇用の方を活用していくという

形になっております。

それから、昨年度までは森林簿の精度向上等

の事業をやっておりましたけれども、今回の要

、 、間伐森林につきましては 今度の森林法の改正

森林計画制度の見直しの中で間伐をしていない

森林という位置づけが重要になりましたので、

そういう意味では24年度から始まる事業でござ

います。

わかりました。そういう説明があ○押川委員

れば皆さん方も理解されたと思います。ありが

とうございます。

それから212ページ、鳥獣関係でありますけれ

ども、それぞれ本会議あるいは委員会でも相当

議論をされておるところでありまして、皆さん

方も努力されておられるということで理解をす

るんですが、３の有害鳥獣（シカ・サル）被害

防止緊急対策事業について、聞き漏らしがあっ

たかもしれませんけれども、再度説明をお願い

したいと思います。

これも緊急雇用創出臨時特○森自然環境課長

例基金事業を活用いたしまして、県内22市町村

に48名をシカ・サル捕獲対策指導員として、地

元の経験の豊かな猟師の方を月に20日間程度雇

用させていただいております。平成23年度では

シカの捕獲が1,399頭の実績でございました。今

年度、24年１月末で1,848頭余り捕獲をしていた

だいております。県で実施しております鳥獣被

害対策プロジェクトのモデル集落を中心に捕獲

をしていただいているところでございます。

わかりました。○押川委員

これは、わなが中心ということでいいんです

か、それとも銃もあるんですか。
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原則としてわなを中心にし○森自然環境課長

ていただいております。

そこで、委員会資料でありますけ○押川委員

れども、今回、対象市町村ということで20市町

村で講習会を計画すると。24～26年度、実施さ

れたところには助成金を流すということであり

ますけれども、それに伴って講習会をすれば補

助を出してわなの免許を取っていただくと。市

町村ごとに目標とかあるんですか。

先ほども申し上げましたよ○森自然環境課長

うにモデル集落での展開を考えておりまして、

農政サイドのほうでつくっていただいているの

が19のモデル市町村のようでございます。これ

が来年度になりますともう少し広がると思いま

すので、そこでのわなの捕獲技術講習会を実施

いたしまして、わなの免許が取りやすい実地講

習をしていただく、それから学科の講習もあわ

せてやっていただくというようなことを考えて

おります。

そこの中で、モデルなり開催され○押川委員

る集落あたりで何人取るという目標はないわけ

ですね。モデルのところが参加すればいいとい

うことでの説明ですね。私が言ったのは、わな

を取る人が何人か目標があるのかということで

す。

何人が必要という制約はご○森自然環境課長

ざいません。

実は猟友会あたりの総会に行って○押川委員

耳にしたのが、そこの地域の人以外が入ってき

てわなをかけてトラブルが発生している。わな

に犬がかかっておっても、その地域以外の方々

が来てわなをかけておられると、それを外して

おったら獲物をとったんじゃないかというよう

なことがあるとか、山主に許可なくして入る人

がいるとか、いろんなことがあるようでありま

す。調べていただいてそれが事実であれば、わ

な講習をされるときに、モデル集落等々におい

てそういった指導もお願いしておきたいと思い

ます。

それから 猿 イノシシの状況については 24、 、 、

年度、捕獲の目標、あるいは事業というのは全

然ないわけですか。

先ほどの猟のマナーの問題○森自然環境課長

は、ある地域では非常に問題になっているとこ

ろがございまして、県の猟友会を通じまして、

マナーの徹底とか狩猟時は山主さんに断りを入

れる等については、毎年度講習を繰り返しやっ

ているところですけれども、心ない方のトラブ

ルがあるようでございます。

猿につきましては、212ページの事項の１市町

村有害鳥獣捕獲促進事業の（２）野生猿特別捕

獲班活動支援事業の中で66班の826名の方に活動

していただいておりまして、18市町村に支援さ

せていただいております。

、 、（ ）それから 先ほども申しました シカ・サル

被害防止緊急対策事業の中でも 昨年度は猿を99、

頭捕獲しておりまして、今年度は１月末まで

に128頭捕獲しております。そのほかにわなで捕

獲するので （シカ・サル）被害防止緊急対策事、

業でも当然イノシシもかかるわけでございまし

て、同時に捕獲しているところでございます。

わかりました。特に猿害が相当広○押川委員

がっておるということで、わなだけではなかな

か猿は難しいということで、狩猟の皆さん方に

とってもらわないと追い払いだけでは難しいん

だという話も聞きますし、狩猟班の人たちも猿

は撃ちたくないという話も実は聞くんですが、

被害に遭っておられる方々は、とってもらわな

いと困るという話を聞く中で 狩猟の総会に行っ、

てみると、かなりの高齢者になっていらっしゃ
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。 、 、るんです ある程度若い人たちか 森林組合か

団体の人たちにも呼びかけをしながら、後継者

の方々も今後、指導なり育成をしていってもら

わないと、山から人がおりてくると、習性じゃ

ありませんけれども えさがなくなることによっ、

て猿あたりも一緒に出てくるんだという話も聞

きます。とることも必要だと思いますから、わ

なと狩猟のすみ分けをしながら、人の確保あた

りもぜひ今後お願いをしておきたいと考えます

、 。ので よろしくお願いしておきたいと思います

それから221ページの県単林道事業費というこ

とで４の森林路網、10億からの予算であります

けれども、延長と、どこらあたりを計画として

上げていらっしゃるのか、わかればお聞かせく

ださい。

説明欄４の森林路網整備○佐藤森林経営課長

加速化事業でございます。これは２つに分かれ

ておりまして、林業専用道相当規格と申し上げ

ましたけれども、今までの林道がある程度生活

道としての役割があったものですから、車が通

りやすいように、直線的につくってあるとか、

カーブがゆっくりつくってあるということで、

国のほうも計画を見直しまして、林業専用でい

、 、いんだということで 山のしわに沿ったような

最低限林道に使用するような設計にしてあるの

が林業専用道と申します。それにつきましては

３万5,730メーターという予定延長をしておりま

す。それから専用道から支線となります、林業

機械が通るような森林作業道につきましては６

万4,050メーター計画しているところでございま

す。計画の箇所といたしましては、先ほど路線

名を申し上げましたけれども、県営の部分と市

町村の部分がございます。林業専用道につきま

しては椎葉村、日向市、西米良村、高千穂町、

市町村の部分につきましては諸塚村が一応計画

しているところでございます。森林作業道につ

きましてはほぼ県下一円ということで考えてお

ります。

ありがとうございます。先ほどか○押川委員

ら特に材の価格あたりも話が出ておるところで

ありますから、やはり道路があるとないとじゃ

相当違うわけであります。今回、専用と支線と

で10万メーターぐらいになるんでしょうけれど

も、県内至るところにこういうところがあると

思います。こういった事業は継続的に計画をさ

れるようなものなんでしょうか。

宮崎県は林内の路網率は○佐藤森林経営課長

全国一ですけれども、今度、林野の方向として

も利用間伐を推進するということで、まだまだ

必要な箇所はございます。今回、加速化事業と

いうことで予算もいただきましたので、３年間

を含めて重点的にその辺の掘り起こしと普及に

努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。そういう○押川委員

方向の中で今後ともよろしくお願いをしておき

たいと思います。以上です。

２点お伺いしたいと思います。ま○新見委員

ず１点目は、先ほど押川委員も取り上げられま

したが、資料の14～15ページのシカ捕獲対策強

化事業についてです。15ページの２番にニホン

ジカ適正管理計画というのがあります。これを

読んでみると７万7,000頭から３万8,000頭まで

減らすということですが、減らすときに、ここ

までは減らせる、これ以上減らしてはいけない

という一定の基準があるのかどうか教えていた

だきたいと思います。

保護管理計画の中では、国○森自然環境課長

立公園や県立自然公園には１キロ平方メートル

当たり５頭という目標値を立てております。そ

のほかのコントロール地域、例えば一般の普通
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の民有林は１キロ平方メートル当たり２頭とい

う制限をしておりまして、それを目標値として

考えております。

そういった基準のもとでつくられ○新見委員

たと思うんですが 下の推移表を見てみると 21、 、

年の８月に管理計画をつくられていて、この年

は捕獲数が２万頭と、それまでの年よりかなり

ふえておりますけれども その翌年 22年は 20、 、 、

年以前よりは多いものの、21年よりは減ってい

ると。減った要因は何かあったんでしょうか。

平成21年に計画を策定いた○森自然環境課長

しまして、この年にたまたま経済危機対策臨時

交付金というのがございまして、狩猟等々とは

別に１万2,500頭の特別捕獲をさせていただきま

した。21年度の目標値が２万500頭だったわけで

すけれども、２万176頭ということでほぼ計画ど

おり達成した。平成22年度は１万4,000頭の目標

値でございまして、それに対しまして１万3,662

頭となっております。順次そういう計画を立て

てほぼ似たような頭数で来ておりまして、現在

のところ６万頭ぐらいに低減しているのではな

いかと推定しております。若干計画達成が低い

ものですから、来年度もこの事業等を利用しま

して１万5,000頭を目標に捕獲を進めてまいりた

いと考えております。

ほぼ計画どおりということみたい○新見委員

ですが、一番私が気になるのは、農作物、林作

物等の被害を防止するという観点からは大事な

事業だと思うんですけれども、どうしても無益

な殺生というイメージもあってですね。捕獲し

た後の肉等については、地域によって御婦人方

が料理教室等で、こういった活用がありますよ

というのはされておられるようですけれども、

どうしてもそれぐらいじゃ追いつかないと、本

格的な食肉の処理を取り組まないといけないん

じゃないかという思いがあるんです。これは仕

事として成り立たないというところもあるとは

思うんですが、他県では市あたりが専用の獣肉

処理加工施設等をつくって対応しているところ

もありますけれども、県内の市町村でそういっ

。た動きをされているところはあるんでしょうか

委員おっしゃるように、シ○森自然環境課長

カを捕獲するだけで、むやみに殺生するという

のはもったいないので、有効に活用することは

非常に重要だと思っております。宮崎の場合で

は、北川町の取り組みとか、えびの市のほうで

。 、皮を利用するとか芽が出てきております ただ

、先ほど委員おっしゃった食肉処理施設の整備は

シカを安定供給する体制づくり等々非常に課題

が多うございます。農政サイドで持っていらっ

しゃる鳥獣被害対策特別措置法の市町村が計画

を樹立して策定する事業がございますが、その

中にメニューの一つとして食肉の加工施設とか

加工体制の整備も補助事業の対象になっている

ようでございますので、その辺は市町村と一緒

に農政サイドとも連携しながら進めていきたい

と思っております。

今おっしゃったとおり、市としっ○新見委員

かり連携をとっていただきながら有効な活用を

図っていただきたいと思います。

２点目が、20～21ページのみやざき材の輸出

促進事業についてですが、20ページの上のほう

の目的のところに中国に向けての輸出増加が期

待されると。中国向けについては何年か前に鳴

、り物入りでスタートしたときがあったんですが

その後なかなかうまくいっていないと そういっ。

た状況の中で、何で輸出がふえることが期待さ

れるのかと思って右のほうを見てみたら、中国

の建築基準が、今は杉材は認定されていないけ

ど、25年ごろに改定されるようです。25年ごろ
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の建築基準の改定の中に杉材が構造材として認

定されるのはほぼ確定的な話でしょうか。

中国の建築○武田みやざきスギ活用推進室長

基準の話ですけれども、聞いているところによ

ると、中国のほうで日本の銘柄杉、ヒノキなど

が入ってくるという話を聞いております。ある

程度確実じゃないかという話ですけれども、手

続などがありますので、それを見守っていきた

いと考えております。

それがほぼ確定ということになっ○新見委員

たときに、他県も待ってましたとばかりにどん

どん攻勢をかけてくると思うんですが、その中

で特に宮崎の杉の優秀性をしっかりアピールす

るために 他県と違うんだということをどうやっ、

て訴えていかれるか、その辺の構想をお聞かせ

願えればと思います。

他県との違○武田みやざきスギ活用推進室長

いというわけではないんですけれども、杉の生

産量が多いですから、安定供給できるというこ

ともあります。また内装などの商品開発をやっ

ていきたいと思っておりますので、そこら辺の

売り込みも可能かと思います。あとは、事業の

アからオのところに書いてありますけれども、

展示会、トライアル輸出、技術者の養成という

ことで、宮崎の材を使う人たちを育てていくよ

うなこともやっていきたいと考えています。

宮崎が一歩抜きんでるような取り○新見委員

。組みをしっかりやっていただきたいと思います

以上です。

ちょっと教えていただきたいんで○福田委員

すが、別冊説明資料の24ページの特別議案、宮

崎市だけの説明ですが、市町村が執行する公園

事業、これは具体的にはどういうものですか。

24ページにありますのは宮○森自然環境課長

崎市を対象にしておりまして、鰐塚県立自然公

。園の公園事業を宮崎市に事務委任しております

そうしますと、従前は知事の同意○福田委員

がなければいろんなことができなかったが、今

度は協議しただけでできると、そういうことで

すね。

はい、そのとおりでござい○森自然環境課長

ます。

ずっと疑問のまま頭の中に残って○坂口委員

いることですけど、有害鳥獣の猿、わかってい

たらですけど、ここのところの推移。駆除にだ

んだん力を入れてきましたよね。現在の頭数と

群れの数がどんなぐあいになっているか把握さ

れていますか。

県内を６つぐらいのブロッ○森自然環境課長

クに分けて調査しております。一斉に調査でき

ればいいんですけど、なかなか調査ができない

、ものですからブロックごとに調査していまして

それを足し合わせているんですが、昨年度末で

は99群れの5,000頭と推定しております。

10年スパンぐらい、５年でもいい○坂口委員

んですけど、人為的な駆除をこれに入れだした

期間での比較がわからないですか。わからなけ

ればいいです。受けている感じとして、今まで

いなかったところで、ここらに猿の１群れでき

た、２群れできたというのをよく仄聞します。

だから、群の数はふえているんじゃないか、そ

のまま移動してきているんじゃなくて。頭数の

推移は把握されているとおりだと思うんですけ

ど。

なぜこんなことを聞くかというと、猿は集団

社会を組みますよね。そこで序列が決まってボ

スがいる。ボスの周りに張りついていくという

ことで、99群ということは99のボスがいると考

えていいと思うんです。その中での駆除のやり

方ですけど、その99群のボスをある日突然駆除
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してしまった。ボス候補がいるわけですよね。

そこで確実に世代交代で、１頭のボスがその社

会を取り仕切っていけば群れの数はふえないと

思うんです。でもそこではいきなりだから、通

常ない無秩序な、群れが割れてしまう、あるい

はそのまま仲よしグループが群れをつくってし

まうことになっているんじゃないか気がかりな

んです。そこらは何か把握されていませんか。

14～18年度の調査の時点で○森自然環境課長

は、最大群れ数が93群れで大体4,000頭と推定し

ていたようでございます。最近になって99群れ

の5,000頭と。ただ、毎年毎年1,500頭ぐらい捕

獲しておりますので確実に減ってきているんで

はないかと思っているんですが、いかんせん栄

養状態がいいものですから、毎年毎年子供を産

むような状況になってきている。また、だんだ

ん暖冬化してきておりまして、冬に幼児の猿は

死ぬ確率も高いわけですが、最近は死ぬ確率が

減ってきているというお話を聞きます。

それから先ほどおっしゃった群れの数ですけ

れども、特に追い払い等々で銃を持って捕獲を

試してみると、その群れが２つに分かれてしま

う。新たなボスができて、農作物に依存してい

る群れを２つに分けてしまうという可能性が非

、 、常に高いということで むやみに追い払わない

群れを固定したまま山に追い返していくのが、

猿の被害対策にとっては重要だと聞いておりま

す。

そこのところがポイントだと思う○坂口委員

んです。一つは、追い払って２つ、３つに割れ

ていく、そこで社会をつくる。新たな縄張りを

持てば、そこで栄養源を見つけるわけですね。

そこのところで、駆除のつもりが増頭につなが

る可能性を物すごく秘めていると思うんです。

ましてわなとかハンティング、特に銃ですけれ

ども、ボスは自分の群れを守りますから、若い

衆とか雌猿を逃して最後に人間と対峙しながら

撤退していくと思うんです。やっぱりそこをね

らってしまうと思うんです。すると群れが幾つ

かに割れる。そこで群れが最低の頭数の社会を

つくってしまう。新たな場所に出て行く。

有害鳥獣の説明をずっと聞いていたんですけ

、 、れども 猿に対してはもう一つ研究していって

、 、追っ払いなり駆逐なりしていくならば やり方

序列があるんじゃないかと思うんです。むやみ

やたらじゃだめなような気がするんです。そこ

らのところの全国の知見を集められて……。マ

イスターのようなことを説明されましたけれど

も、マイスターじゃないという感覚でこれを聞

いていたんです。モデル的なものをやるという

けど。追っ払わせちゃだめです。撃たせちゃだ

。 、めです 撃つときはどれから撃てばというけど

そんなことハンターにはできないです。そこは

マイスターにもう一回勉強していただいて効果

的な指導をやってくれるようにしないと、本当

の意味での成果は上がらないと思うんです。

その辺は十分に私たちも理○森自然環境課長

解しておるんですけれども、被害が顕著に出て

きている集落は、捕獲班に頼んで、どうにかし

て追っ払ってくれということでむやみに撃って

しまうのが実情だと思うんです。本当に被害の

激しいところは、集落単位で取り組んで、大型

の箱穴をつくりまして群れごと一網打尽にする

ような仕組みをつくっていくことも、究極のや

り方として考えていかなければいけないという

ことで、実例も高千穂とか日南のほうでありま

すので、そういったことも参考にしながら取り

組んでまいりたいと思っております。

ぜひそういう方法で。特にそれま○坂口委員

では、追っ払いじゃなくて、物すごく消極的だ
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けれども、入らせないというところまでで、確

実な方法、成果が上がって、最終的には目的が

達成できる。頭数減らしていく、新たに縄張り

は持たせない。特に猿の場合は、やられていな

いところには入らせないということが基本での

駆除じゃないと、将来手がつけられないぐらい

群れがふえてくる可能性を秘めた駆除のやり方

のような気がするものですから。これは要望し

ておきます。

先ほどの私の発言の中で○佐藤森林経営課長

誤りがありましたので、一言訂正させていただ

きたいと思います。

先ほど押川委員の質問に対しまして、県単林

道事業の林業専用道の対象市町村のところで、

公共の林業専用道の市町村をお答えしたようで

して、説明資料221ページの県単林道事業費の４

番の事業、林業専用道の規格の対象市町村とい

たしましては、森林組合、市町村、事業体等も

できるようになっておりまして、市町村でいき

ますと20市町村の42路線ということになってお

ります。作業道と同じように県内ほぼ全域で実

施することになっておるようでございます。訂

正させていただきます。

ほかにございませんか。○田口委員長

それでは以上で、自然環境課、森林経営課、

山村・木材振興課の議案の審査を終了いたしま

す。

休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

その他の報告事項に関する説明を求めます。

委員会資料の30ページをお○森自然環境課長

願いいたします。最後のページでございます。

第11次鳥獣保護事業計画の策定について御報告

いたします。

（１）の趣旨でございます。鳥獣保護事業計

、 、画は 野生鳥獣の保護と適切な管理を図るため

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

に基づきまして、国の定めた基本指針に則して

鳥獣保護事業の実施に関する計画を知事が策定

するものでございます。

（２）の計画策定の経緯をごらんください。

昨年９月に国の基本指針が告示され、これを受

けまして県では、10月に実施いたしました全市

町村への意見照会や要望を踏まえ、12月に計画

案を策定したところでございます。また、こと

し１月に自然環境保全審議会の鳥獣部会に意見

を照会するとともに、さきの常任委員会で検討

状況について中間報告をいたしたところでござ

います。さらに、１月30日から２月20日にかけ

てパブリックコメントを実施して県民からの御

意見を伺ったところでございます。これらを踏

まえて取りまとめた計画案を、３月９日に開催

しました宮崎県自然環境保全審議会で審議・答

申いただいたことから、その結果等を報告いた

します 今後は 今月中に県といたしまして第11。 、

次鳥獣保護事業計画を決定し、県庁ホームペー

ジ等で公表することとしております。

（３）の計画の概要でございますが、①の計

画期間は平成24年４月から29年３月までの５年

間でございます。

次に、②の第10次計画の成果と第11次計画の

内容でございます。アの鳥獣保護区、特別保護

地区に関する事項でございますが、鳥獣保護区

につきましては、第10次計画では108カ所、６

万927ヘクタールの計画でございましたが、実績

は、面積が295ヘクタール減って、108カ所、６

万632ヘクタールの指定となっております。これ
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は、平成22年11月に門川町の牧山鳥獣保護区の

うち、カンムリウミスズメなどの繁殖地となっ

ている枇榔島とその周辺を、環境省が国指定の

鳥獣保護区としたためでございます。第11次計

画では 鳥獣保護区は107カ所 ６万172ヘクター、 、

ルの指定を予定しており、第10次計画と比べ、

１カ所、755ヘクタールの減となっております。

これは、第10次の実績の減295ヘクタールに加え

まして、計画の更新時期を迎える日之影鳥獣保

護区460ヘクタールについて、地元の意向を踏ま

えまして更新対象としなかったものでございま

す。なお、特別保護地区につきましては、第10

次の計画、実績ともに８カ所、1,996ヘクタール

であり、第11次計画でも同様の指定を予定して

おります。

続きまして、右のページ、イの鳥獣の捕獲及

、び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項のうち

ア）愛玩飼養目的のメジロ捕獲についてでござ

います。メジロの捕獲につきましては、これま

で１世帯１羽に限り許可しておりましたが、今

回の第11次計画では認めない方針としておりま

す。その理由や背景でございますが、昨年９月

に国の基本方針が改正されまして 「原則として、

愛玩飼養を目的とする捕獲は認めない」とされ

たことに加えまして、先ほども御説明しました

ように、計画案の策定に当たりまして、各市町

村に意見照会した結果、すべての市町村が認め

ない方針に賛同していること。また、第11次計

画において長崎県を除く九州各県が認めない方

針であること。さらには、全国的にも密猟や違

法飼養が後を絶たない現状があることなどでご

ざいます。

なお、さきに実施しましたパブリックコメン

ト８件は、すべてメジロの捕獲に関するもので

、 、ございまして うち６件が認めない方針に賛成

残りの２件が反対または希望の御意見でござい

ました。

また、さきの委員会でメジロの違法捕獲等に

関する取り締まりの強化についての御指摘をい

ただいたところであります。この件につきまし

ては、その後、県警本部生活安全課と協議を行

いまして、その対策等を検討したところでござ

います。その結果、来年度から、本庁及び各出

先機関ごとに警察や市町村等を構成員とする連

絡会議を設置するとともに、メジロの違法捕獲

の取締強化月間の設定、あるいは巡視強化区域

の設置、さらには飼養更新時の足環の確認の徹

底などの取り組みにより、違法捕獲・飼養等に

適正に対処してまいりたいと考えております。

次に、イ）の有害鳥獣捕獲の要件についてで

ございます。第11次計画においては、捕獲班員

の要件を、銃器の場合は「３年以上の狩猟経験

を有する者」に、わなの場合は「１年以上の狩

猟経験を有する者」に緩和しまして、有害鳥獣

捕獲班員の確保に努めたいと考えております。

最後に、ウの鳥獣保護事業の普及啓発に関す

る事項についてであります。第10次計画期間中

の愛鳥モデル校の設置実績は、計画どおり、小

学校42校、中学校９校、合計で51校となってお

ります。第11次計画でも前計画と同様に51校を

目標としております。また、第10次計画期間中

の鳥獣保護員の配置実績につきましても、計画

どおりの69名で、第11次計画におきましても同

数の配置を予定しております。

今後は、第11次計画の円滑な推進を通しまし

て野生鳥獣の保護と適正な管理を進め、県民共

有の財産である豊かな自然環境の維持・保全に

努めてまいりたいと考えております。

自然環境課からは以上でございます。

その他の報告事項に関する執行○田口委員長
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部の説明が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

メジロについては、よく話をしま○岩下委員

した。お聞きいただいていると思いますが。国

の方針ということは、罰則はどんな状況になっ

ているんですか。

許可を得ないで捕獲した場○森自然環境課長

合、鳥獣保護法では１年以下の懲役または100万

円以下の罰金となっております。それから許可

を得ないで愛玩鳥獣として飼養した場合には、

６カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と

なっております。

大体メジロの寿命は何年ですか。○岩下委員

宮崎大学の岩本先生にお聞○森自然環境課長

きしたところ、通常の野生の場合では５～６年

。 、 、と聞いております ただ 飼育環境がいい場合

適正なえさ等々を与えた場合には10年程度生き

延びることもあると聞いております。

本当にきれいな鳥ですよね。長崎○岩下委員

県がしていないのはどういう意味ですか。

認める認めないというアン○森自然環境課長

ケートをとっただけでございまして、長崎県が

どういう理由で「原則として認めない」という

ふうにしたのかは調査しておりません。

ということは長崎県では飼えると○岩下委員

いうことですか。

知事が特別認めれば飼える○森自然環境課長

という条件だと思っております。

飼っている人の気持ちを考えるも○岩下委員

のですからこうやって話が出るんですが、メジ

ロは海外からは輸入できるんですか。

タイワンメジロとか輸入証○森自然環境課長

明書がございましたら飼えるということです。

ほかにございませんか。よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

各課ごとの説明及び質疑がすべて終了いたし

ましたので、これから総括質疑を行います。

、環境森林部の当初予算関連議案全般について

質疑はありませんか。

皆さんいろいろと議論が尽く○二見副委員長

されたところかもしれないですけれども、どう

しても納得いかない部分があるんじゃないか。

やっぱり解決方法を見出さないといけないとい

う思いがあるからこそ、こだわり続けないとい

けない部分もあると考えているんです。

林業公社の件についてですけれども、まず、

今回提出いただいた資料１の２ページのところ

で、改善計画というふうに一覧にまとめていた

だいております。この中で一番下、今回の貸付

、 、金の予定表みたいになっているんですが 今回

１億2,162万5,000円の増額の提案というふうに

なっているんですけれども、そもそも第３期経

営計画をどのように考えていらっしゃるのか。

計画から下振れしていって今のこの現状がある

んでしょうが、平成19年につくって、現状が厳

しい中で今回の見直しに至ったと思うんですけ

れども、当時立てた第３期経営計画、どうして

もこれを守っていこうという思いがそこにあっ

たのか、まずそこをお聞きしたいんです。これ

を今回見直す、また悪くなればさらに見直すと

いうふうに じゃ この計画そのものは何だっ― 、

たのかと思うんです。第３期経営計画を守って

いくためにどれくらい必死になって頑張ってい

るのか、そこのところをまずお聞かせいただき

たいんですけれども。

第３期○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

経営計画、20年度から10年間の計画ですけれど

も、これを策定するに当たって、３年前にさか
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のぼって、16年度に、大変だということで公社

の抜本改革方針を策定して、その実行を集中期

間ということで３年間定めまして、その集中改

革の実施状況を見ながら、公社のあり方、経営

形態の今後のあり方について３年間議論して 19、

年度に改めて県で検討して、３つの選択肢がそ

のときにあったわけです。存続、県営林化、他

団体との統合という３つの選択肢の中から検討

を重ねたところ、最終的には県民負担を最小限

にとどめられるとそのときに判断された公社存

続を決定して、その県の方針に基づきまして20

年度からの第３期経営計画を策定して第３期経

営計画がスタートしたわけです。

そのときの基礎になった木材価格等について

は、過去５年間の平均価格、そのときの最低価

格、そして最近の価格という３つの価格でもっ

て検討したところ、そのときには、情勢といた

しまして国産材へのシフトがかなり出てきて

おった段階で、価格も上昇局面にありました。

しかし、その比較の中で３つの中の中庸の価格

でもって試算をして、第３期経営計画の基本に

した事業量等が決まったということでございま

す。その方針に基づいて10年間の計画をつくっ

て第３期経営計画がスタートしたところでござ

います。

第３期経営計画の時期に入っ○二見副委員長

てすぐ 要するに木材価格が芳しくない状況だっ、

たわけですよね。そのときに価格が下振れして

経営計画から下回ってしまっていると。今回の

改善計画の経営努力、列状間伐とか帯状複層林

はそのときに考えないといけないんじゃないで

すか。これは前から私も言わせてもらっている

んですけれども、こういった経営改善計画をつ

くりますとか、資金が底をつくので何とかしな

ければならないといったときに出てくること

じゃなくて、毎年毎年、企業であれば当たり前

のごとくやっていかないといけないことじゃな

いですか。それをこういう節目節目のときに出

してくるというのは、それこそ公社のあり方と

いうのはそういうところを改善しないといけな

いんじゃないですか。検討しなければならない

。 、ことというのは 私はそう思うんですけれども

どうお考えなんでしょうか。

今 副委員長のおっしゃっ○加藤環境森林部長 、

たとおり、計画ですから毎年度毎年度チェック

していくことは非常に大事なことだと思ってお

ります。今回、３次経営計画の改定計画といい

ますか、県のほうで議会の御意見もいただきな

がら改善計画をつくりました。これをもとに今

後、公社が、公社としての経営計画、３次経営

計画の改定計画を策定することになります。今

後、その改定計画どおりにできているかどうか

毎年度チェックしていくといいますか 国の―

制度を使ってこの改善計画を県はつくっていま

した。これを踏まえて公社もつくるはずですの

で、そこをまずチェックすると同時に、公社が

年度ごとに立てた数値については 毎年度チェッ、

クして県に報告させます。それを受けて議会の

ほうにも報告させていただきたいと思っており

ます。

今のお話ですと、この予算が○二見副委員長

通れば、次は公社の伐採計画をつくるというお

話だと思うんですけれども、それで間違いない

でしょうか。

、 。○加藤環境森林部長 はい そういうことです

今の時点で新しい計画案とい○二見副委員長

うのはできていないんでしょうか。今からつく

り始めるんでしょうか。

先ほども言いましたけれ○加藤環境森林部長

ども 監督する県のほうとして改善計画をつくっ、
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ておりますので、これを踏まえて公社はみずか

らの３次経営計画の改定版をつくることになる

と思います。

いつごろできるんですか。○二見副委員長

23年度内、３月いっぱい○加藤環境森林部長

につくるということになります。

わかりました。○二見副委員長

それと、私も、こっちに入ってから初めてこ

の問題を取り組ませてもらっていて、皆さんで

。 、一致しているところはあると思います それは

公社としての借金の残高をふやさないという判

断がありました。平成21年度から木材価格が最

低ラインになって、現在は公社として合計339億

の借金がある。それをこれ以上ふやさないとい

う思いでやっていくんだというお話だったと受

け取っていたんですけれども、そこは同じよう

な考えでいらっしゃるのかお伺いしたいんです

が。

今回、○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

別紙の資料１で公社の貸付金の資料の補助とい

うことで出しておりますけれども、３ページを

ごらんいただきたいと思います。長期借入金の

。借入・償還及び年度末残高の推移でございます

昭和42年からつくっておりますが 今後 平成24、 、

年度からの29年度までの計画を出してございま

す。その一番下の行をごらんいただきますと、

年度末の残高のうち県の貸付金、それと県の損

失補償分残高は、公庫と市中銀行に対して損失

補償契約を結んでおりますので、これを合わせ

た残高になります。23年度末現在で、網かけの

とおり338億9,262万となっているわけですけれ

ども、改善計画を実行していくと仮定した場合

には、一番右の29年度の一番下をごらんいただ

きますと、網かけのとおり334億2,643万8,000円

ということで、約４億円ほど減少して、県の損

失補償も含めた債務残高は減少していく計画で

ございます。

23年度から24年度に上がると○二見副委員長

きにふえているんですよね。それは当初からそ

ういう考えでいらっしゃったのかお伺いしたい

んです。これを議論していたときは23年度内の

話だったわけですよね。私は、これ以上ふやさ

ないという思いでいると思っていたんですが、

今度の改善計画を立てるに当たって、私が思っ

ていたところと違う計画を練っていらっしゃっ

たんだなと感じたんです 24年度を新たなスター。

トとしたいとお考えになってこの計画をつくら

れたんですか。要するに、24年度まで全体数は

ふえると、しかし29年度には減るから、これで

、いいんじゃないかということでつくられたのか

そこをお伺いします。

同じく○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

資料１の２ページ、Ａ３横長の表をごらんいた

だきたいと思います。一番上の行に年度末の資

金不足額の推移を書いておりますが、それを１

の公社の経営努力と利息の軽減、県及び市町村

の支援で補てんしていこうという計画です。私

どもも最初から、６年間でどの程度の改善が見

込めるのかということで、公社とも議論し、部

内で議論し、そして「利息の軽減」というとこ

ろは、各金融機関に再三再四お願いに上がった

結果でございます。

そこで、公社の経営努力で８項目ほど挙げて

おりますけれども、この中で帯状複層林施業と

いうのが２番目にございます。これは、先ほど

の委員御指摘の、なぜ今まで改善に取り組まな

かったのかということにもつながります。国の

制度事業を利用しようとしているわけですけれ

ども、人工林の46年生以上が対象ということに

なっておりまして、その補助事業を活用するこ
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とを考えますと46年になるのを待たざるを得な

いと。残念ながら、24年度には対象林がなかっ

たところでございます。25年度から帯状複層林

等の事業に取り組めるようになろうかと思って

おります。その他の項目も新たな取り組みばか

りでございますので、それを順次取り組んでい

くということで、この改善計画を年度別に計画

したところでございます。

その結果、資金残高につきましては、24年度

と25年度には、残念ながら今までの残高より若

、 、干ふえる時期が来るんですけれども それ以降

償還額が減ってまいるということもございまし

て、改善の効果が出てくると考えて、その後は

県の債務残高は減っていくと見込んだところで

ございます。

、○二見副委員長 林業公社の収入源というのは

伐採収入、間伐・主伐収入、そして県からの繰

入金、補助金とかありますよね。そして県から

。 。の貸付金がある ほかに収入源はあるんですか

公社の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

収入につきましては、委員御指摘のように分収

林の主伐、間伐の伐採収入がほとんどでござい

ます。さきの委員会で公社の事業の資金の流れ

を御説明したとおり、分収林事業の中の収入で

は、そのほかに支障木の代金が入ってはおりま

す。それと14年度から森林施業受託事業に取り

組んでおりまして、一般の所有者からの再造林

等、植栽未済地対策でもやりましたけれども、

その事業で補助事業により受託収入があるとこ

ろでございます。

済みません。質問が悪かった○二見副委員長

ですね。とりあえず分収林事業だけに絞って話

をしたほうがいいと思うんです。施業受託は、

要するに補助事業であり、もうかる事業ではな

いから、とんとんの経営をずっとやってきたと

いうことでしたよね。

分収林事業に絞ってお話ししたいと思うんで

すけれども、主な収入源が今言った３つである

のであれば、資金繰りが厳しくなったときに、

公社独自の努力として資金確保に向けてそれぞ

れ検討されるはずだと思うんです。３つ、伐採

収入、そして補助金と貸付金について、どのよ

うな議論があって、そして結論が出たのかお伺

いしたいんですが。

20年度○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

に第３期経営計画がスタートしまして、その秋

にリーマンショック等で世界的な景気後退の時

期に入ったわけですけれども、それ以後に木材

価格が大きく下落した関係で、伐採収入が極端

に落ち込んだわけでございます。そのころから

対策として考えていたことは、１番には、今、

収穫する分収林でなるべく条件のいいところを

探しながら処分していくということでの努力、

あるいは伐採量の前倒しというか一定の伐採量

を増加させる、そういったことでの収入の確保

に努めてきたところでございます それと平成20。

年度から植栽未済地対策があった関係で、施業

受託の事業も積極的に取り組んだところでござ

いますけれども、木材価格の下落に対抗できる

ことに至らず、県と今後の経営について継続的

に協議をしてきたところでございます。そして

昨年の４月から、外部の委員も交えた研究会を

発足させるなどして、今後のあり方も含めて本

格的な検討を23年度に入って始めたところでご

ざいます。

今のお話ですと、伐採収入確○二見副委員長

保には全力を注いでやったと。でも、補助金に

ついては特段の検討はなかったわけですよね。

県などから決まったお金が来るからということ

で検討はなかったということですか。貸付金に
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ついては県が債務保証している分もあるから、

運転資金が必要な分は補てんしないといけない

という仕組みでしょうけれども、いろいろとお

話を伺っていると、要するに平成21年度ごろが

木材価格が一番低かったと 一番厳しい時期だっ、

たので資金繰りが非常に苦しくなったという流

れだと思うんですが 今後継続していくに当たっ、

て、木材価格があのとき以上に下がる見込みは

。余りないと認識していらっしゃると思うんです

確かにことしの初競りから、木材価格は当時に

比べると大分戻ってきている、当時よりかいい

値段で来ていると。今後もこの改善計画を実施

しながら見ていきたいということでしょうけれ

ども。主伐、条件のいいところから切るという

ふうに取り組んできても、なおかつ収入確保が

難しかったわけじゃないですか。非常に公社自

体の経営は苦しいわけですよね。苦しいけれど

も、公社自体の資産というものはそこにしかな

いわけです。貸付金はあくまで県から来るもの

であるし、補助金は補助するものであって、公

社自体が一番頑張らないといけないのは伐採収

入のところです とにかくここに集中して頑張っ。

て資金繰りをする。

民間はもっと大変です。県がバックアップし

ているようなところなんてないですから。伐採

収入確保に対する取り組みが、計画とか検討結

果の話からは見えてこないんです。だからこそ

貸付金の増額というところに公社として頼って

いる。もちろん県もこれだけ貸し付けているか

ら、今ここで破綻させて多大な負担をかぶるこ

とはできない。なおかつ公社のあり方を、県有

、 、 、林にする 廃止する いろいろ検討された結果

一番県民負担が少ないのは存続するのが一番い

いというのはわかります。しかし、貸付金を増

、額して公社の経営を成り立たせるというところ

セーフティーネットがあるからこそ公社自体が

努力できていないところがあるんじゃないかと

思うんです。

なおかつ、平成23～24年度には一時期増額し

て7,000万ぐらい貸付金総額がふえるわけですよ

ね。しかし、それは公社に１億5,000万のお金を

残すためという部分があるでしょうから、その

部分を除けば、要するに１億5,000万から7,000

万引けば8,000万残すという計画にすれば、全体

的な貸付金残高は変わらないわけです。１

億5,000万残すのは不測の事態に対応するための

予算だとおっしゃいますけれども、29年度まで

推移を見ながら検討するんではなくて、毎年毎

年検証とかしなければならないと考えているの

であれば、なおさら最後の全体の残高をふやす

べきじゃないと思うんです。どうしても足りな

い、ここでどうしても予算が欲しいんだという

、 、のであれば 議会も年に４回あるわけですから

そのときの補正で出してくるべきじゃないです

か。そこはいかがお考えですか。

委員御○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

指摘のように、24年度末の資金残高を１億5,000

万確保したいというところでの今回の改善計画

のスタートになっております。公社が先ほどの

分収林事業を実行する、それと施業受託という

、形での補助事業を導入した森林整備をやる中で

運転資金というのはかなり季節的な変動がござ

いまして、少しでもそこを割ってしまうと資金

のショートのおそれがあるということで、１

億5,000万という最低と思われる資金残高を確保

しようという形で改善計画の基礎としたところ

でございます。

前のあり方検討会議の資料で○二見副委員長

いけば、平成23年度の資金残高予測見込みが１

億600万、そして24年度がマイナス8,000万にな
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るだろうという見込みであるから検討に入られ

たということでしょうけれども、おっしゃるよ

うに１億5,000万の資金がどうしても必要であれ

ば、目の前に来る前に対策を考えないといけま

せんよね。資金が１億5,000万、残高がなくなっ

たから慌てて取り組むんじゃなくて、22年度の

ときには残高が２億7,500万だったわけです。さ

らに、その前の21年度のときには３億5,800万

だった。この調子で毎年毎年減っていっている

、 。のに ぎりぎりになるまで検討に入らなかった

こういうことはそもそもの考え方としてあっ

ちゃいけないことじゃないですか。１億5,000万

の残高が必要だと言われれば、確かにそうなん

でしょう。事業をする上で必要でしょうから。

年度の資金繰りというものは季節の収入が入る

ときもあるでしょうし。しかし、それがわかっ

ているのであればなおさら、ここまで落ち込む

以前に対策に乗り出さないといけないし、なお

かつ主伐収入とか間伐収入を確保するために努

力しないといけない。この段階で出てくること

自体が遅過ぎる問題でもあるし、今回は増額を

求めてこられているんですけれども、最終的に

全体の損失補償も含めた残高がふえるというこ

とを出してこられたというのが、どうも私は腑

に落ちないんです。

３億幾らずつ年度末に残高が残っ○坂口委員

ていたのが減ってきて、それに対して唐突に、

これは足りんから大変だと慌ててというような

ことじゃだめだということを今指摘されたわけ

です。そうじゃなくて、毎年そういったことを

検証してきながら、コスト縮減。これは大きい

問題として何年も取りかかっているんです。そ

の中でいよいよショートしてしまうからやった

んだと、慎重にやってきているんだということ

をわかるように説明しないと、いいかげんなこ

とをやっているなと僕らも受けとめかねないで

すよ。僕らは流れを知っているから、精いっぱ

いやってこられて、いよいよショートだから、

しかもここで１億5,000万ぐらいというのは、経

験則として、固定している数字と変動している

数字との変動の安全率を掛けた数字が１億4,000

～１億5,000万になるんだということを説明しな

いからわかりにくいと思うんです。わかるよう

に説明していただいて効率よく委員会を進めて

いただかないと、何度も何度も同じことを聞い

ています。何度も何度も同じことを答えていま

す。進行上そこらは進めてください。

まこと○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

に説明が不十分で申しわけございません。

７月20日の常任委員会で御報告を申し上げた

ときに、20年度から開始して、先ほど委員御指

摘のように20年度に４億2,700万ぐらい資金残高

がありました。そして21年度には３億5,800万と

いうことで３億以上あったわけですけれども 22、

年度末の決算が出たときが２億7,500万でござい

ました。そのときには、その前年度からの減少

傾向も見まして、22年度から県と公社では今後

の対策について検討を始めたところでございま

す。そして帯状複層林とかいろんな施業の方法

、もその際に生まれてきた案でございましたので

それを引き続き23年度から本格的に検討すると

いうことで、研究会を４月から立ち上げて検討

を本格化したところでございます。申しわけご

ざいません。

僕らは議案を今突きつけられて、○坂口委員

時間がないんですよね。恐らくあすの昼過ぎに

は、12億何がしかの融資を認めるか認めないか

という予算の採決に入らないと仕方ないと思う

。 、んです そこを前提で聞きたいんですけれども

公社が仮にこれをとめられたとき、ノーとなっ
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たとき、今の１億5,000万の話もそうですけれど

も、今予測される中での下方路線をたどったと

きは、公社は確実に行き詰まるのかどうか。結

論だけでいいです、小さい数字なんかは。

今回、○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

予算をお願いしているのは12億5,000万円弱でご

ざいます。来年度償還が予定されているのが元

利金合わせまして13億8,000万程度でございま

す。今回の予算がお認めいただけないというこ

とになりますと、その償還財源がなくなるとい

うことになりますので、公社は立ち行かなくな

るということになります。

それから、単年度で破綻なり立ち○坂口委員

行かなくなるところへの出資となるわけですよ

ね。これを出資したときに、可能性として、単

価次第、相場次第というものだからどうしよう

もないんですけど 投資額をどんどんやっていっ、

て最後まで回収できないとなると、税金だから

不毛の投資なんていうのはできないですよね、

今より改善できるというものがないと そうなっ。

たときに、我々悩んでいるのが破綻させたほう

。 、がいいんじゃないかということです もう一つ

破綻させないでいったほうがいいんだという報

。 、告なんです その比較が必要なんですけれども

仮に破綻となると、せんだっての説明では一時

金、即金が要るんだとか違約金が要るんだとか

言われた。その比較というのは、間違いなくど

ういう方法をとっても存続させていくほうが財

政的には有利なんですか。

もう一回言いますけど、不毛だと、融資した

ら返ってこないとわかっているものは、極めて

責任逃れで、不毛の投資は融資できないと思う

んです。だから、経営改善計画の中で、相場次

第だからわからないけれども、回収できる可能

性は十分ありますよとなれば投資可能だと思う

んです。しかし、絶対返ってこない金を税金を

。出せということになると悩まざるを得ないです

そんなになったとき、返ってくるものに投資と

いうのは割と責任持って賛同しやすい、可決し

やすいけれども、返らないとなったときに、苦

渋の選択として、最低限の損失で済む方法を第

２の案として考えなきゃならん。限りなくそこ

のところのような気がするんです。だから、そ

の比較です。まずお金の問題だけ言いますけれ

ども、破綻させる、あるいは県が直接やってい

くということと比較したときに、財政的な負担

の有意性というのはどれぐらいあるものなんで

すか。

これま○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

でも県の方針案の説明の中で出させていただき

ましたけれども、公社の今後の経営のあり方と

しまして、公社を存続させるほかに、廃止の手

続の中で、破産あるいは契約解除、そして県営

林化、統合、存続という５つの選択肢でもって

メリット・デメリットを比較して検討したとこ

ろでございます。公益性の面も十分考えられる

わけですけれども、県の財政負担というところ

で見てまいりますと、先ほど坂口委員のお話に

ありましたように、公社を廃止することに伴う

損失補償なり消費税等々の損失も出てくるわけ

ですけれども、公社営林をそのまま経営する場

合には、県営林化しても公社として継続して経

営しても収支は同じでございます。ところが、

先ほど御指摘のような損失補償なり消費税の発

生での違いが出てまいりまして、県の財政負担

からしますと、やはり存続するほうが一番負担

が少ないことになります。

ここで、県の貸し付け残高が23年度末現在

で222億になる予定でございます。21年度の過去

最低の価格で試算をした場合の最終収支を見ま
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すとマイナス127億という試算ができるわけで

す。今のところ30年度以降の収支の不足の対応

は決まっておりませんけれども、もし仮にそれ

を県の貸し付けで補ったと仮定した場合に

は、127億円が県の貸し付けとして残ることにな

ります。しかしながら、先ほど申し上げました

ように23年度末の県の貸し付け残高222億円と比

較しますと、最低の木材価格で見積もった場合

でも127億まで減じられるということになります

ので、今後、公社の経営改善努力なり、木材価

格が1,000円で数十億違うということからします

と、さらに127億が圧縮される可能性があると考

えているところでございます。

これまでの計画でもすべてそう○坂口委員

いった見通しのもとでやってきていて、今回、

特に問題になって、副委員長も指摘するのは、

言っていた以上に赤字出したじゃないかという

ことです。これは努力をしていないとは言いま

せんけれども、相場制で相場の見通しを誤って

いたというのが、数字のマイナスが増大した主

たる理由というか大きい部分を占めていると思

うんです。この計画だって、どんなにシビアに

練られたって、来年はまた相場次第で変わって

くると思うんです。今言われたように１年ごと

に変わっていくじゃないかというような指摘も

ある。一つには、しっかりしたもので今回議会

と約束をして、こういうコスト縮減策をやるん

だ、こういう努力をしていくんだということに

対しての実績、どう取り組んで、どんな効果を

出したんだ、その結果こうなんだということを

毎年県民の皆さんにお知らせする必要があるん

じゃないかと思うんですけど、部長、そこらへ

の努力されませんか。そして本気に取り組んだ

か取り組んでないかを議会なり県民も評価でき

るようなですよ。

おっしゃるとおりです。○加藤環境森林部長

先ほども言いましたように、公社が県の改善案

を踏まえて、これに沿った形で経営計画を立て

ますので、それについて毎年報告させます。私

どもは、計画どおりいっているかどうか、下振

れしていないか、あるいはより改善ができたか

どうかをチェックいたします。それを、９月の

議会になろうかと思うんですけれども、出資団

体等の報告とあわせて、この計画の進捗状況が

わかるような報告をさせていただきたいと思っ

ています。それでまた議会のほうでもチェック

なり審議なりをお願いしたいと思っております

ので、よろしくお願いします。

林業公社の問題は、今、副委員長○福田委員

や坂口委員のほうからございましたが、かなり

詳しく事務方の数字については説明を受けまし

た。内容についてもほぼ全議員理解をされてお

ると考えております。私がいつも考えますこと

は、私は民間の出身ですから、民間の財務諸表

の見方で県の数字についても見るんです。県と

林業公社という使い分けをされますが、これは

表裏一体のものなんです。民間の財務諸表の連

結決算でいいますと100％オーバーラップした組

織なんです。最高責任者もそうですよね。

皆さん方はこれが最高のものだということで

お出しになりました。それに対して議員は、そ

れはベストではないじゃないかという意見もあ

ります。最終的には、皆さん方がお出しになっ

た案を最高責任者が確実に実行するんだという

ことを、県民を代表する議会に対してお示しに

ならない限り、私はなかなか議員として「イエ

ス」と言うことは難しいんじゃないかという気

がいたしておるんです 各委員の意見が出終わっ。

たところで、委員長のほうでその辺を委員協議

して、どういうふうにおさめるか相談をしても
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らいたい、このように考えております。

それと、中野委員なんか特にそこ○坂口委員

のところを強くやられたですけど、我々の任期

、 、 、どころか平成80年 とんでもない 途方もない

みんないないようなところを目標に頑張ります

ということでしょう。さっき言われたように、

また狂った、また狂った、想定外だったという

ようなことでしょう。だから、一つは、１年ご

とに理由と努力したものをしっかり説明してい

くということを部長は約束してくれたんですけ

ど、それと同時に、将来見通しの難しいことに

ついての、しかも莫大なお金をつぎ込んでいか

にゃならん計画についての６カ年計画というの

が、スパンが長いと思うんです。言われるよう

に、ここは破綻かな、公社解体かなというよう

なところ、感情的にはすごく強いものがあるわ

けなんです。努力していないんじゃないかとい

う不審とかですね。そういったことも含めて見

直すなり何なり、そして財政的な負担、将来、

泥沼に入っていかんのかというようなことも含

めたものを、少なくとも２～３年おきには、事

務的なことでの改善という域をもう一歩出て、

、 、政治的な判断もするということからも この際

知事が出てきて、知事の任期中に、今回予算を

通していただければこういったことを努力する

というのを、政治判断も含めて、将来への自分

の考え方を示してもらう必要もあるかなという

気もするんです。福田委員言われるように、委

員長のほうでそこらを。

私は皆さんと意見が１つだけ一致○中野委員

しているのは、いかに県民負担を最小にするか

というところだけが一緒なんです。それから、

これが56年先までいった場合どうなるか。もう

一回、３年、５年検討しますといって今回と同

じ検討方法でいったら、マイナスに下振れした

ほうが、なおかつ存続したほうがいいという論

理になるわけです。そこ辺は改善点をしっかり

せんと、今の改善点見直しは、借金が多くなっ

たほうが有利になってきて、継続したほうが有

利です 同じことです。そこ辺をぴしっと今―

、 。回は そっちのほうの確約というかしっかりね

同じ検討方法されたらまた継続したほうがいい

ということになる。

ただいま福田委員より、林業公○田口委員長

社の件に関しまして、知事より説明を求めたい

という御意見がございました。

そこで、皆さんにお諮りいたしますが、県林

業公社につきまして知事に対して説明を求める

ことに御異議はございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。○田口委員長

ここで、知事と日程等の調整のため協議を行

いますので、暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時13分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

知事との協議の結果、あす16日10時より知事

に説明を求めることとなりました。

委員の皆様、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。

実はまだ審議が残っておりまして、その他の

項目で何かございますか。よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上できょうは終了いたします。

午後２時14分散会
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平成24年３月16日（金曜日）

午前10時８分開会

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（２人）

議 員 太 田 清 海

議 員 前屋敷 恵 美

説明のため出席した者

宮 崎 県 知 事 河 野 俊 嗣

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

金 丸 政 保
環境森林部次長
（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

山 内 武 則
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

福 満 和 徳
みやざきの森林
づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

武 田 義 昭
み や ざ き ス ギ
活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

徳 永 三 夫
林業技術センター
所 長

飯 村 豊
木 材 利 用 技 術
セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

議 事 課 主 幹 伊 豆 雅 広

総務課主任主事 押 川 康 成

ただいまから、環境農林水産常○田口委員長

任委員会を再開いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

しました。

知事及び執行部入室のため、暫時休憩いたし

ます。

午前10時９分休憩

午前10時10分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

それでは私のほうから、一言申し上げたいと

思います。

当委員会は、宮崎県林業公社の今後のあり方

に関して再三にわたり審議を行ってまいりまし

た。一昨日から委員会審議におきましても環境

、森林部に対し質疑を行ったところでありますが

当委員会といたしましては、次の３点について

知事に対して申し入れることとしたものであり

ます。
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まず１点目ですが、県においては、第３期経

営計画の終期となる平成29年度に改めて公社の

あり方を検討するとしていますが、知事の在任

中である26年度までに廃止もしくは県有林化等

を含めた見直しを行うこと。

２点目、県は、林業公社と一体となって、県

方針で示された経営改善に向けた取り組みを確

実に実行すること。

３点目、議会に対し、２点目に係る経営改善

の実施状況等について毎年進捗状況等を報告す

ること。

以上の３点でありますが、知事のお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

きょうは、このような機会をちょ○河野知事

うだいいたしまして、まことにありがとうござ

います。

林業公社に関しまして、これまで熱心な御審

議をいただき、またさまざまな御意見を賜りま

したことに、まずは感謝を申し上げます。

昨日、一昨日の常任委員会の御意見につきま

しては、環境森林部長からも報告を受けておる

ところでございます。委員の皆様の御意見を踏

まえまして、昨日来、執行部といたしましても

真剣に議論を重ねてまいりました。

委員長から今、３点の申し入れがありました

ので、その３点につきまして、私の考え方を述

べさせていただきたいと思っておりますが、そ

の前にまず、林業公社に係るこれまでの検討経

過等につきまして、整理の思いもございまして

述べさせていただきます。

林業公社のあり方につきましては、昨年４月

以降、外部有識者の方々の御意見を踏まえると

ともに、県議会の皆様の御意見をお伺いしなが

ら、環境森林部のみならず、私、副知事、県民

政策部長、総務部長で構成します四役会議にお

きましても何度も慎重な検討を重ねてきたとこ

ろでございます。

この検討の中では、今後の長期収支につきま

して試算をしておりますが、木材価格を、過去

最低でありました平成21年度の価格という厳し

い設定で固定して試算を行いますと、最終年度

である平成80年度においてマイナスとなること

が見込まれるということで、大変厳しい中での

判断が求められたところでございます。判断に

当たりましては、これまでも県議会の本会議で

も答弁をいたしましたとおり、平成80年度とい

う遠い将来にもなります。私も含めてしっかり

と生きてそれを見届けることができない。また

そういう意味での責任をとることができないと

いう状況の中で、何が責任ある判断かというこ

とを真剣に考えましたときに、そのときそのと

きにおいてしっかりと情報公開をしながら議論

の過程をお示しし、しっかりと県民の皆様の御

意見を伺う中で適切な選択を行う。その検討の

経緯をしっかりと残していくことが大事ではな

いかということで取り組んできたところでござ

います。

そのような立場に立ちまして、昨年12月15日

に「林業公社のあり方に関する県方針」を決定

したところでございます。この方針の中では、

森林整備や林業生産活動におきまして公益性の

面で高い役割が期待できるということ、また県

の財政負担が最も少ないということを総合的に

判断いたしまして、公社として存続させること

としたところでございます。

なお、今後も木材価格の動向や国の支援制度

、など社会情勢の変化を的確に把握いたしまして

経営状況について常に点検・評価を行うととも

に、第３期経営計画の終期となる平成29年度に

は、改めて公社のあり方について検討を行うこ
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ととしたところでございます。

これを踏まえて、今回の田口委員長から申し

入れのありました３点につきまして、考え方を

述べさせていただきます。

１点目でございます。県林業公社のあり方に

ついて、26年度までに前倒しをして、廃止もし

くは県有林化等を含めた見直しということにつ

いてでございます。このことにつきましては、

先ほども申しましたように、毎年の点検を行い

まして、随時、県議会、県民の皆様に状況を報

。告することによってしっかりと点検をしていく

そして計画自体は、29年度に改めて林業公社の

あり方を検討することとしておったところでご

ざいますが、今回のこの委員会での御議論、ま

た申し入れというものを私としても真摯に受け

とめまして、平成29年度の中間点である平成26

年度におきまして、状況に応じて廃止もしくは

県有林化等を含めた見直しを行うこととしたい

と考えております。平成26年度は私の在任期間

でもございますので、そういう意味では責任あ

る点検、チェックができると考えておるところ

でございます。

２点目、改善に向けた取り組みを確実に実行

する。その際に県と林業公社と一体となってと

いう御指摘でございます。県は公社に対しまし

て、列状間伐や帯状複層林施業の実施等８項目

の、公社自身の経営努力による収入の増や金融

機関に対する積極的な金利節減対策というもの

を強く求めますとともに、この改善計画の確実

な実行はもとより、さらなる経営努力や利息の

軽減についての粘り強い取り組みを行うことを

求めまして、一層の収支改善が図られるよう厳

しい目をもって指導・監督を行う、そのような

。 、方針で臨んでいるところでございます 私自身

、林業公社の理事長という立場でございますので

しっかりとその立場というものを自覚いたしま

して、みずからの責任といたしましても確実な

実行に力を注いでまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。さらに、林業公社の経営につ

きましては、県が財政支援を行っているという

ことで、まさに県自身の課題でもあるというこ

とでございます。計画の確実な実行につきまし

て 県知事の立場としての責任というものをしっ、

かり果たしてまいりたい、そのように考えてお

るところでございます。

３点目の議会への報告でございます。県の方

針の中でも、今後とも、木材価格の動向や国の

制度など社会情勢の変化を的確に把握し、経営

状況について常に点検・評価を行うこととして

おるところでございますが、今回の御指摘、特

、に２点目に係る経営改善の実施状況等について

毎年、進捗状況等を報告することということで

ございます。この点検・評価内容につきまして

は、一つには、木材価格が、今回の計画で設定

しております過去最低となる平成21年度の木材

価格を上回っているのか下回っているのかとい

うポイント。２点目としましては、公社に係る

国の支援制度が、今回の計画で見込んでいる制

度と比較して変動していないか、国の方針に変

わりがないかということ。これは現在、牧元副

知事に林野庁の企画課長から来ていただきまし

た。その意味でのパイプもございますし、先日

も申しましたように、県の杉でつくった屋台を

林野庁長官室に置いていただいている、いろん

な意味でのコミュニケーションを今図っておる

ところでございます。しっかりと林野庁の方針

というものを確認しながら、また我々の要望を

伝えるというような形の中で、国の支援制度に

対してしっかりとチェックをしてまいりたい、

そのように考えておるところでございます。３
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点目、今回追加しました８項目の経営改善項目

が計画どおりに実施できているかどうか。今申

し上げましたポイントについてしっかり点検を

しまして、議会、また県民の皆様に報告をして

まいりたいと考えているところでございます。

以上、今回の申し入れも踏まえました私の考

え方を申し述べたところでございます。しっか

りと責任ある計画の実行に努めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますようお

願い申し上げます。以上であります。

今、私どもの申し入れに対しま○田口委員長

。して知事よりお考えを聞かせていただきました

委員の皆さん、御質疑がございますでしょう

か。

かなり踏み込んで、そして決意を○坂口委員

含めた、我々議会からの要望というか申し入れ

に対して、大変誠意を持った知事の答弁であっ

たというふうに評価はするんですが、私たちは

ここに至るまでに、特に第１の項目で言われま

した廃止もしくは県有林化を含めたということ

で、気持ち的には今回で廃止だということの上

、 、での 今の予算の我々の対応なんですけれども

その中で、廃止なりを選ぶことが果たして正し

いかどうか。悩ましいところが、一つには、廃

止した際の県の財政負担というものを言われま

した。そこらだったんです。仮にこれを廃止な

り県有林化すると、損失保証契約とか約款等に

基づいたときに、公庫だけで55億円、民間金融

機関が62億円余。公庫は法律の改正によってま

ずは即金だろうということ。すべての公金がそ

うですけれども、約束の期日を１日過ぎると、

今、遅延金が年14.8％ぐらいですか、これを交

渉したって14％ぐらいが限界かな。公庫の場合

は公金だからどうしようもなくて、55億だけで

も遅延金が７億7,000万ぐらいになるわけです。

民間金融機関は交渉次第では幾らか条件を緩和

してくれた前例があります。

それと、物理的にこれはなかなか困難かなと

思ったのが 倒産の事例なんかで代物返済をやっ、

たときに、金額が確定した後の翌年度に消費税

として国税からの請求が来るんです。決着をつ

けた何年か後に、仮に県の代物で受け取る分

が100億あったとすると、消費税が５億確実に来

るんです。このときにまた同じような悩みを議

会は持つんじゃないか。何年か前に決着したと

言っていたじゃないか、どうなるんだというこ

とでですね。そういったジレンマが一つあるん

です。それから、今までの県の報告では222億ぐ

らいの貸し付け残ですか、言いましたように100

億県の取り分が代物でもらえたとしても、そこ

で確実に122億の回収不能な損金が出るわけで

す。そこが悩みなんです。

だけど、今の知事の答弁では、そういったこ

とも含めて３年後にやるんだと。今言われた２

項目めの経営改善努力に加えて、そういったこ

とに道筋を立てるための先方との交渉というも

のが出てくると思うんです。本気で３年後にそ

の道も選択できる可能性を模索すると言われれ

ばですね。この取り組みを新たに知事に求めて

おきたいということと、その道を選択したとき

に、一つには県の信用というものが失墜するだ

ろう。だから、その道を選択することで、信用

失墜する以上の信用をかち取れるんだというこ

とにも道をあけておかなきゃいかん。もう一つ

には、たくさんの民間契約相手方がいます。こ

ことは契約の不履行という民事訴訟が起こる可

能性が十分あると思うんです。そうなったとき

に、まず一つには破産管財人の手当を中心とす

る管財費用、それから訴訟を受けて立つ訴訟費

用、こういったものも新たに発生してくるわけ
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です。それらまで含めてその道が有利なんだと

いうことに対しての努力もやっていかないと、

今約束されたのは、３年後も同じことで、同じ

ことを繰り返していけば、県の財政負担が要り

ますから要りますからと言ったら、そこを中野

委員もすごく心配しているんですけれども、同

。 、 、じ先延ばし先延ばしになってくる だから 今

知事が言われたことはそこらを十分承知の上で

のそれらに対しての努力、あるいは道あけもい

とわないという決意のもとでの説明であったと

受けとめさせていただきたいんですけど、それ

で間違いございませんですか。

多岐にわたる問題点、御指摘いた○河野知事

だきましてありがとうございます。そのような

ことを踏まえてしっかりとチェックしていきた

いと思いますし、金融機関、国に対して必要な

、要望というのは引き続き取り組んでまいりたい

そのように考えております。

今回、知事まで来てもらってこう○中野委員

いう形になったわけですけれども、この林業公

社の問題は本当に悩ましい問題で、だれに責任

があるかという話じゃないんです。ただ、皆さ

んと私が１点一致するのは、いかに県民負担を

、 。少なくするか ここしか一致していないんです

いろいろ議論する中で 予算を伴わないものだっ、

たら執行部で決定したという言い方でいいけれ

ども、予算を伴う、議会で我々が議論して予算

をどうするかということがあるわけです。先に

決めたものに対して、こっちは、中身について

は99％一致していないものを、すんなり認めら

れるかという話になるわけです。執行部で決定

されるのは、予算が伴わなければいいです。そ

こら辺も含めて、どこかでだれかが頑張って筋

道を立てないといかん問題だと思います。今の

委員会の申し入れについてはそのまま受け入れ

てもらったので、我々も頑張りますから、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

知事、ありがとうございます。こ○押川委員

れは、我々もそうですけれども、知事もそうで

ありますが、今、中野委員からもありましたけ

、 、れども 我々が責任ある期間の中でこのことを

今までおろそかにしてきたということがあった

のかなという気がするんです。いろいろ計画は

あるけれども、計画に沿った中でやったけれど

も、こういったことが３期の途中でまた見直し

をしなくちゃいけないような窮地になってし

まった。ここにはいろんな条件があったと思う

んですけれども その条件を厳しく見ながらやっ、

ていかないと、こういうことがまたあってはな

らんことですし、これが平成80年、あと56年ぐ

らい先、だれも責任がとれない。それじゃ困る

というようなことで、今回、知事まで来ていた

だいて、知事の思い、考え方を聞いておくこと

が大事だろうということで、我々も一緒にこの

ことについては責任ある立場の中でやろうとい

うことだと思いますので、ぜひお願いをしてお

きたい。今、知事の御意見がありましたから、

そのことで了としたいと思います。

意外とすんなりと申し入れ事項を○福田委員

お受けになりましたから、今までの我々の委員

会での議論は何だったのかなというふうに、一

瞬考えておるんですが。

まず第１では、26年まで、知事の在任中に廃

止及び県有林化を含めた重大決意をしていただ

くということですから、この点確認をしておき

たいと思います。各県の事例も見て、現地に赴

いて調査もしてまいりましたが、最後はやはり

知事段階の決断です。とても幹部職員で決断で

、 、きる内容ではないようでございまして 知事が

経済状況を総合的に見て、どちらがいいかとい
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うことを26年までに確実に判断をしてもらう。

お約束いただきましたので、大変私はありがた

いと思っております。

それから２番目、これは委員会でも何回と申

しましたが、委員会の中で執行部から出る言葉

というのは「林業公社」と言うんです。林業公

社と県は一体なんです。それを知事はしっかり

言葉で発言されましたから安心をいたしました

が、これは完全に重なった、オーバーラップし

た組織ですから、ぜひ、県は林業公社と一体と

なってという、この重みをしっかり受けとめて

やっていただきたい。

そうしますと、おのずから３については方向

が出てくると思うんです。経済情勢で悪ければ

それなりに決断をなさるわけですから、それに

従って議会も協力していく、こういうことであ

りますから。

きょうは、３つの申し入れをしっかりと知事

が受けとめていただいたことに、私としまして

は感謝を申し上げます。

先ほど「おろそか」と言いました○押川委員

けれども、そういうとらえ方をされたら困ると

いうことで御理解いただきたいと思います。

、 、○田口委員長 最後に 知事におかれましては

今回の申し入れの趣旨を理解し対応され、林業

公社の経営改善に万全に取り組まれますようよ

ろしくお願いいたします。

それでは、暫時休憩いたします。

午前10時29分休憩

午前10時31分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

まず、採決についてですが、本日１時半にし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、暫時休憩いたします。

午前10時32分休憩

午後１時28分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○田口委員長

ます。

議案第１号 第５号から第７号 第11号 第12、 、 、

号 第34号 第38号から第40号 第51号及び第52、 、 、

号について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○田口委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号外11件につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「環境対策及び農林水産業振興対策に関する

調査」につきましては、継続審査といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○田口委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望はあり

ませんか。
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暫時休憩いたします。

午後１時29分休憩

午後１時31分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

それでは、委員長報告につきましては正副委

員長に御一任いただくということで御異議あり

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。

その他、何かございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時32分閉会




